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１．本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。

「当行」とは、 ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・

シーをいう。ただし、本書中の記載は、別段の記載がある場合

を除き、連結ベースでなされているため、とくに事業、財政状

態、経営成績に係る記述中に用いられる場合は、「当グルー

プ」（以下に定義される。）を指すことがある。

   

「当グループ」とは、  ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・

シーおよびその子会社をいう。

   

「UAE」とは、  アラブ首長国連邦をいう。

   

「政府」または「連邦政府」とは、  文脈上別段に解釈すべき場合を除き、アラブ首長国連邦の政府

をいう。

２．別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ディルハム」はアラブ首長国連邦の法定通貨をいい、

「円」は日本円をいう。2015年５月25日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客外国為替相場の公表仲

値は、１ディルハム＝33.19円であった。本書において記載されているディルハムの日本円への換算はか

かる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表するものではない。

３．本書において表中の数字が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】

１【会社制度等の概要】

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

①　概説

本書の提出日現在、当行の会社制度に関する法的事項を規制する主たる法律は、1988年連邦法第13

号、1990年連邦法第４号、1998年連邦法第15号、2001年連邦法第25号、2006年連邦法第14号、2006年

連邦法第18号、2007年連邦法第10号、2009年連邦法第１号および2015年連邦法第２号によって修正お

よび補足された商事会社に関する1984年連邦法第８号（以下「会社法」という。）である。また、当

行は、中央銀行、金融制度および銀行組織に関する1980年連邦法第10号（その後の改正を含み、以下

「銀行法」という。）に基づき商業銀行の免許を取得しており、当行の会社制度については、会社法

に加え、銀行法のうち商業銀行に関する規定の適用を受ける。

会社法上、会社は、合名会社（Partnership Company）、合資会社（Limited Partnership

Company）、公開株式会社（Public Joint Stock Company）、非公開株式会社（Private Joint Stock

Company）および有限会社（Limited Liability Company）のいずれかの形態をとらなければならな

い。連邦政府またはその他の公的機関が株式を保有する会社は、その保有数にかかわらず、公開株式

会社の形態をとらなければならず、また、銀行法上、商業銀行は、公開株式会社でなければならな

い。1968年２月13日に設立された当行は、公開株式会社として登録されている。公開株式会社は、資

本が均等な価値を有する譲渡可能な株式に細分化されている会社をいう。公開株式会社の払込済資本

は会社設立の目的を達成するために十分なものでなければならず、いかなる場合でも30,000,000ディ

ルハム以上でなければならない。なお、銀行法上、商業銀行の払込済資本は、40,000,000ディルハム

以上でなければならない。

以下は、本書の提出日現在の、当行を含む公開株式会社に適用される会社法の主要規定および銀行

法のうち当行を含む商業銀行に関する主要規定を要約したものである。

②　設立

公開株式会社の設立には、連邦政府または連邦の一員たる首長国政府が設立する場合を除いて、５

人以上の発起人が存在しなければならない。なお、当行は、アブダビ首長国の首長たるシェイク・ザ

イード・ビン・スルタン・アル・ナヒヤン殿下（Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan）の発令する命

令を通してアブダビ政府により設立された。発起人は、経済商業大臣（The Minister of Economy and

Commerce）が公表する形式で定款を作成しなければならない。なお、定款の中には以下の内容が含ま

れていなければならない。

（ａ）会社の名称および本店

（ｂ）会社の存続期間

（ｃ）会社設立の目的

（ｄ）発起人の氏名、住所、職業および国籍

（ｅ）資本の額、株式の数ならびに各株式の価格および種類

（ｆ）現物出資による株式の記載、現物出資をした者の氏名、現物出資についての条件ならびに株式

にかかる担保権および優先権

（ｇ）会社が支払うべき、設立に要する費用、人件費および経費の概算の記載

公開株式会社の設立には、各首長国内の所轄官庁（以下、単に「所轄官庁」という。）の認可が必

要である。かかる認可の申請は、所轄官庁に対して定款および会社が行おうとしている事業の経済的
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実現可能性についての検討資料を提出することによって行われる。かかる認可の申請が認められた場

合、所轄官庁は当該公開株式会社の設立を認可する旨の決定を公告する。

当該公告の後、発起人は公開株式会社の株式の引受けの募集を行う。発起人が引き受ける株式を除

き、公開株式会社の設立時の株式の引受けは公募引受の方法で行われなければならない。公開株式会

社の株式の公募引受の募集は、アラビア語の日刊現地新聞２誌に記載して行われなければならない。

発起人は、設立時の株式資本の20％以上45％以下を引き受けなければならない。財務省（Ministry of

Finance）は、公開株式会社の設立時の株式のうち５％以下を引き受ける権利を有する。公募引受の募

集は、10日以上90日以内（所轄官庁の同意のもと発起人はかかる期間を最大30日間延長することがで

きる。）（かかる期間を、以下「引受期間」という。）の期間で行われる。かかる期間内にすべての

株式が引き受けられない限り、公開株式会社は有効に設立されない。

引受期間の最終日から30日以内に、発起人は第１回株主総会を開催する。当該株主総会では、発起

人による設立手続および設立費用の報告、設立時の取締役および監査役の選任、現物出資の評価額の

承認ならびに会社設立完了の宣言等の議題について審議される。

第１回株主総会の終了後、経済商業大臣は、発起人の要請を受けて当該公開株式会社の設立を宣言

する決定を公告する。取締役会は、かかる宣言から15日以内に、当該公開株式会社の商業登記簿への

登記を完了させなければならない。

③　株主および株主総会

会社法に基づき、当行がUAEにおける会社であるためには、当行の総発行済株式の51％以上をUAE国

籍の者（法人を含む。）に保有されなくてはならない。

株主総会の招集は、株主総会の15日前までに、株主の住所宛に書留郵便で招集通知を送付したうえ

で、アラビア語の日刊現地新聞２誌に当該招集を掲載する方法によってなされなければならない。招

集通知には議題を記載しなければならない。

各株主は株主総会に出席する権利を有し、保有する株式の数と等しい数の議決権を有する。なお、

株主は、委任状を作成することにより、取締役以外の者を代理人として選任し、かかる代理人を株主

総会に出席させることができる。

株主総会決議のための決議の方法は定款に規定されるが、取締役の選任、解任または責任追及に関

する決議は秘密投票によらなければならない。

株主総会決議は、普通決議（関連総会に出席している株主が保有する株式の過半数の承認により可

決される。）または特別決議（関連総会に出席している株主が保有する株式の75％の承認により可決

される。）のいずれかとする。

法律および定款に従って株主総会で採択された（普通または特別）決議は、すべての株主に対して

効力を有する。但し、法律または定款の規定に反する決議は、善意の第三者の利益に反しない限度で

無効となる。また、会社の利益を考慮せずに、特定の株主の利益を図りもしくはかかる株主に損害を

加える意図でなされた決議、または取締役もしくは第三者の私的な利益を図る意図によりなされた決

議は取り消されることがある。

普通決議のみを審議する株主総会は、取締役会が招集することができ、最低でも１年に１回、事業

年度の終了後４か月以内に、定款に定められた日および場所において開催されなければならない。か

かる定時株主総会における主たる議題は以下のとおりである。

（ａ）会社の直近の事業年度における事業活動および経済状況に関する取締役会作成にかかる報告書

についての審議および承認

（ｂ）会社の貸借対照表および損益計算書についての審議および承認

（ｃ）取締役および監査役の選任および任命
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（ｄ）配当に関する取締役会による提案についての審議

（ｅ）取締役もしくは監査役の責任の免除またはこれらの者に対する訴訟手続開始の決定

取締役会は、必要に応じて随時株主総会を招集することができる。取締役会は、会社の監査役が招

集を要請した場合、株主総会を招集しなければならず、要請から15日以内に取締役会が招集しなかっ

た場合には、監査役が直接株主総会を招集することができる。さらに、取締役会は、総計で会社資本

の30％以上にあたる株式を保有する10人以上の株主が重大な理由により株主総会の招集を要請した場

合、要請から15日以内に株主総会を招集しなければならない。

以上のほか、経済商業大臣は、総計で会社資本の30％以上にあたる株式を有する株主が要請した場

合、所轄官庁との協議の上、株主総会を招集することができる。また、定時株主総会が定款に定めら

れた日から30日が経過してもなお招集されない場合、取締役会のメンバーの数が決議の定足数に不足

する場合、または当該公開株式会社による法令違反もしくは定款違反が発見された場合には、経済商

業大臣は、所轄官庁との協議の上、普通決議による株主総会を招集しなければならない。

経済商業省および所轄官庁は、代理人をオブザーバーとして株主総会に出席させることができる。

かかるオブザーバーには議決権は与えられない。

普通決議のみ採択を行う株主総会の定足数は、総計で会社資本の半数以上にあたる株式を保有する

株主の出席であり、特別決議を審議する株主総会の定足数は、総計で会社資本の４分の３以上にあた

る株式を保有する株主の出席とする。定足数に満たなかった場合には、30日以内に２回目の株主総会

が開催される。２回目の株主総会においては、出席した株主にかかわらず定足数は満たされる。

特別決議を審議する株主総会は、取締役会が招集する。さらに、取締役会は、総計で会社資本の

40％以上にあたる株式を保有する株主が招集を要請した場合にも、特別決議を審議する株主総会を招

集しなければならず、要請から15日以内に取締役会が招集しなかった場合には、株主はかかる総会の

招集を経済産業省に依頼することができる。この場合、経済産業大臣は、所轄官庁との協議の上、株

主総会を招集するものとする。なお、経済産業省および所轄官庁は、代理人をオブザーバーとして株

主総会に出席させることができるが、かかるオブザーバーに議決権は与えられない。

株主総会における特別決議は、総会に出席している株主が保有する株式の75％の承認により可決さ

れ、資本の増加または減少、会社存続期間の延長、定款記載の日より前の会社の解散、他の会社との

合併または会社の組織変更（これらに限られない。）についての決議について要求される。また、公

開株式会社の定款変更についても、特別決議が求められる。但し、株主の義務を増加させる定款変

更、会社の主たる目的を変更する定款変更、またはUAE以外の国に本店を移転する旨の定款変更を行う

ことはできない。なお、商業銀行が定款変更するためには、アラブ首長国連邦中央銀行（以下「UAE中

央銀行」という。）の事前の承諾が必要であり、商業銀行の定款変更は、UAE中央銀行の管理する銀行

登録簿に記録されることにより効力が生じる。

④　取締役会および取締役会議長

（ⅰ）取締役の選任

公開株式会社の取締役会の構成、取締役の人数および任期は定款において定められる。なお、

取締役の人数は３人以上11人以下でなくてはならず、任期は３年を超えてはならない（但し、再

任は可能）。取締役は、株主総会の秘密投票によって実施される普通決議にて選任される。取締

役の過半数および取締役会議長はUAEの国籍を持つ者でなければならない。

（ⅱ）取締役会の権限

公開株式会社の取締役会は、会社の業務を執行する。取締役会は、法律または定款により株主

総会の権能とされた事項を除き、会社の目的の実現に必要な業務を行うためのすべての権限を有

する。但し、３年を超える借入期間の金銭消費貸借契約の締結、会社の保有する資産についての

売却もしくは担保設定、または会社の保有する債権についての債務免除等については、定款に記
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載があるかもしくはそれ自体が会社の目的の一部となっている場合でない限り、取締役会が行う

ことはできず、株主総会の特別決議が必要となる。

（ⅲ）取締役会議長

取締役会は、取締役の中から、議長および議長不在の場合に議長の代理となる副議長を選任す

る。

取締役会議長は、取締役会の決定を執行し、裁判上会社を代表する。第三者との関係では、取

締役会議長の署名は取締役会の署名とみなされる。取締役会議長は、その権限の一部を他の取締

役に委譲することができる。

（ⅳ）競業行為および利益相反行為

取締役は、株主総会による１年ごとの事前承認がない限り、自己または他人の計算で、会社の

事業と競業しうる事業に参加してはならず、また会社の事業に属する取引を行ってはならない。

取締役は、取締役会における議論と承認の対象となった取引について、自己と会社との間に利

益相反がある場合、取締役会にその旨を申告しなければならない。当該取締役はかかる取引に関

する取締役会決議に参加することはできない。

（ⅴ）報酬

定款には取締役の報酬を定める条件を明記しなければならない。但し、取締役の報酬は、減価

償却費、準備金および株主資本の５％以上の株主への配当金を控除後の純利益の10％を超えては

ならない。

（ⅵ）取締役の解任

株主総会においては、取締役を解任することができる。この場合、解任した取締役の代わりに

新たな取締役を株主総会で選任しなければならない。

⑤　監査役

公開株式会社には、１人以上の監査役を設置しなければならない。監査役は、株主総会の普通決議

で選任される。監査役の任期は１年で、株主総会の普通決議により再任可能である。監査役の報酬

は、株主総会の普通決議により定められる。

公開株式会社の監査役は、以下のすべての要件を満たす者でなければならない。

（ａ）職業会計士および監査役に関する1995年連邦法第22号の規定に従い、会計士・監査役登録簿に

登録がされていること

（ｂ）当該会社の発起人または取締役でなく、かつ、当該会社の技術職、管理職またはコンサルティ

ング職に従事していないこと

（ｃ）当該会社の発起人もしくは取締役の共同事業者、代理人または４親等以内の親族ではないこと

なお、商業銀行の監査役は、UAE中央銀行が適当であると認める者でなければならない。

監査役は、会社の会計を監査し、会社の貸借対照表および損益計算書を検査し、また、法令および

定款の遵守を監督する。監査役は、監査業務についての結果報告書を株主総会に提出し、また、経済

商業省および所轄官庁にその写しを提出する。

監査役は、すべての会社の帳簿、記録その他の文書を調査することができる。監査役は、職務の遂

行に必要な場合には釈明を求め、また、会社の資産および負債を確認することができる。

⑥　株式

（ⅰ）株式の形式
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公開株式会社の会社資本は、均質価値に細分化された株式により構成される。

１株あたり額面金額は、１ディルハム以上100ディルハム以下でなければならない。会社設立時

においては、株式は額面金額に発行費用を加えた金額で発行されなければならない。

株式は、記名式でなければならず、無記名式とすることはできない。

株式は、譲渡可能でなければならない。

株式は、分割することができない。

公開株式会社は、優先株式を発行することができない。

（ⅱ）資本の充実および維持

公開株式会社は、株主の株式の払込債務を免除してはならず、当該債務と株主が会社に対して

有する債権とを相殺させてはならない。株主は、株式の払込金について、会社に対して払戻を求

めることはできない。

（ⅲ）株式名簿

公開株式会社は、株主の名前、国籍、住所および払込金額について株式名簿に記載しなければ

ならない。公開株式会社は、各事業年度末に、経済商業省および所轄官庁に対し、株式名簿の写

しを提出しなければならない。

（ⅳ）株式の譲渡

株式の譲渡は、株式名簿にその旨が登録がなされなければ、効力を生じない。

⑦　計算

公開株式会社の事業年度は定款に定められる。但し、銀行法上、商業銀行の事業年度は、１月１日

から12月31日までとされる。

公開株式会社の取締役会は、定時株主総会の開催日の１か月前までに、前事業年度の末日現在の会

社の貸借対照表および損益計算書、前事業年度における会社の事業活動および財務状況についての報

告書、ならびに利益配当案を作成しなければならない。なお、商業銀行の会計書類は、連結ベース

で、国際会計基準に従って作成されなければならない。

公開株式会社の純利益の10％（定款でより高い割合を定めた場合にはこれに従う。）は、毎年、法

定準備金として留保される。法定準備金の金額が会社の払込済資本の半額に達した場合、かかる純利

益の留保を株主総会の決議により停止することができる。法定準備金を株主に対して配当することは

原則として認められないが、法定準備金の金額のうち会社の払込済資本の半額を超える部分について

は、定款に記載された配当基準額（以下に定義される。）に純利益が達しなかった事業年度におい

て、株主に対する配当に利用することができる。

公開株式会社は、定款の定めにより、純利益のうち一定の割合を追加準備金として、定款の定める

目的のために留保することができる。追加準備金は、株主総会の普通決議がある場合を除き、かかる

目的以外に利用することはできない。なお、商業銀行は、純利益の10％以上を、特別準備金として、

特別準備金の金額が会社の払込済資本の半額に達するまで留保しなければならない。

公開株式会社は、定款に、法定準備金および追加準備金（特別準備金を含む。）の留保後に株主に

配当される純利益の割合（かかる配当額を、「配当基準額」という。）を明記しなければならない。

公開株式会社の株主は、株主総会が利益配当を承認する決議をした場合、保有する株式の数に応じ

て配当を受領することができる。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】
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当行は、定款において、法律で認められる範囲で、会社の組織に関する事項について規定している。

以下は、本書の提出日現在の当行の定款の重要な規定を要約したものである。

①　目的

当行の設立の目的は、以下の通りである。

自己の勘定および第三者の勘定において、いかなる制約もしくは制限なしに、現行法および適宜施

行される法律において認められるあらゆる銀行取引および金融取引を行うこと、または、国内におい

ておよび国際的に認められた原則、慣習および規則に従い、商業銀行の通常の業務活動範囲内と考え

られる、上記に関連付随するあらゆる事項を行い、または取り扱うこと。当行は、上記の目的の実現

に必要な一切の行為および取引を何ら限定されることなく実行することができ、特に以下を行うこと

ができる。

（ａ）銀行法の条項に従うことを条件として、当行の目的の達成に関連するもしくは必要なあらゆる

行為および取引を行い、あらゆる種類の契約および合意を締結し、直接間接を問わず、当行の

資産、財産もしくは権利の価値を高め、または当行の利益を増加させるその他の行為、取引、

契約および合意を実行しもしくは締結すること。

（ｂ）請求払いによると通知払いによるとを問わず、預金として資金を受領すること。

（ｃ）顧客に貸付金及び前渡金の提供を行うために、債券もしくは預金証書を取り扱うこと。

（ｄ）法律または慣習に従って、担保付または無担保の貸付け、借入れその他の様々な銀行業務の提

供を行うこと、および、抵当権、質権、先取特権、その他の担保権を設定しまたは受け入れる

こと。

（ｅ）あらゆる種類および様式の信用状を開設、変更、期間延長、撤回または確認すること。

あらゆる種類および様式の保証状を発行、更新、期間延長もしくは撤回し、保証を行い、また

はあらゆる種類および様式の担保を提供すること。

（ｆ）あらゆる種類の小切手を発行し、その対価を受け取ること。現行法に従い、トラベラーズ・

チェックを販売し、クレジットカードを発行すること。

（ｇ）社債を発行し、株式の引受けを組成すること。

（ｈ）自己または他人の名義および勘定で為替および貴金属の取引を行うこと。

　　　関連法令に従い、媒介人もしくは代理人を介し、自己または他人の名義および勘定で、国内外

を問わず様々な金融商品を売買すること。

（ｉ）あらゆる動産および不動産、財産ならびに銀行法を含む現行法が適宜認める範囲におけるあら

ゆる種類の権利について、所有、売却、賃貸借または担保設定を行うこと。

（ｊ）あらゆる種類の債券、手形、約束手形、小切手、為替手形、船荷証券その他のあらゆる商業・

金融証券について、割引、購入、売却および取扱いを行うこと。

（ｋ）貸金庫を賃貸し、あらゆる種類の様々な保管物および預託物を受領すること。

（ｌ）国内外の官庁、裁判所、仲裁委員会、公共機関、会社、個人その他団体もしくは関係者に対

し、当行を代理して当行の名において行為し、当行の目的を実行し実現するために必要な一切

の行為を行う弁護士、代理人その他の者を指名および任命すること。

（ｍ）当行の事業活動の範囲内と考えられ、または、当行の目的の全部または一部を実現するために

必要な一切の行為および事項を実行、遂行および執行すること。

（ｎ）当行の事業および業務の管理に必要な社内規程を発行し、必要に応じこれを改訂すること。
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（ｏ）当行の事業と類似した業務を行う他の団体、会社、銀行または金融機関がUAE内外において当行

の目的実現に寄与する場合に、これに出資し、または何らかの形でこれに参加すること。当行

は当該団体、会社、銀行または金融機関を取得もしくは買収し、またはこれと提携することが

できる。

（ｐ）直接またはブローカーもしくは代理人を介するかを問わず、自らまたは第三者の勘定におい

て、資金またはポートフォリオを運用すること。

（ｑ）銀行法、現行法および慣習に従うことを条件として、自らの勘定によると第三者の勘定による

とを問わず、銀行業務もしくは金融業務を行うこと。

②　株式

当行の株式はすべて記名式であり、常時75％以上の株式をUAE国籍の者が所有するものとする。

③　資本の増減

会社法第200条および銀行法に従い、発行済株式と同額の額面価額で株式を新規発行することで増資

をすることができる。証券・商品委員会（Securities & Commodities Authority）およびUAE中央銀行

の承認を得れば減資も可能である。

新規発行株式は、額面価額を下回る価額で発行することはできない。新規発行株式が額面価額を上

回る価額で発行された場合、法定準備金が資本の半分を超えることになったとしても、その差額は法

定準備金に加えられるものとする。

資本の増減には、取締役会の提案に従い、株主総会の特別決議が必要であり、減資の場合には監査

役による報告の審議も必要である。増資の場合には、取締役会の提案の中で、増資額、新規発行株式

の額面価額および既存株主のうち新株を引受ける権利を有する者を定める。増資の際に新株引受権を

有する株主とは、引受開始日の10日前において株式名簿に登録されている者のことである。当該日が

公的休日の場合、その翌日とするものとする。新株の引受の募集は、引受の15日以上前に公表され

る。資本の減少のための決議は減少額と減少の方法についてなされる。

④　株主の有限責任

株主は、自己の保有する株式の範囲を超えて、当行の行為につき責任を負わないものとする。

⑤　株式の譲渡

株式の所有権は、譲渡人および譲受人により署名された承認書が提出され、当行が保管する「株式

名簿」という特別な登録簿において書面により処理を記録することにより、譲渡されるものとする。

当行は、両当事者の署名およびその能力について法的な認証または証明を求めることができる。株式

名簿への記載を証明する証書は、２名の取締役により署名されるものとする。

上記の手続は、株式が相続その他の所有権譲渡の理由により第三者に譲渡される場合に適用され

る。

所有権の譲渡は、株式名簿に当該譲渡が記載された日以後でない限り、当行または第三者に対抗で

きない。

⑥　配当

株式に係る配当は、配当宣言のために招集された株主総会後10日目の日において、アブダビ証券取

引所（ADX）の株式名簿にその氏名が登録されている株主に支払われる。支払期日が公的休日の場合、

その翌営業日とする。

⑦　取締役会

（ｉ）取締役の選任および取締役会の構成
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当行の経営は、11名の取締役で構成される取締役会により行われ、取締役のうち２名は独立取

締役とし、取締役会の指名する者から普通決議による株主総会において選任されるものとする。

その他の取締役については、アブダビ投資評議会が、アブダビ政府の保有する当行の資本持分に

応じて取締役を選任する。

上記以外の取締役は、普通決議による株主総会により選任される。但し、アブダビ投資評議会

は投票に参加することができないものとする。取締役は、累積無記名投票により選任されるもの

とする。

アラブ首長国連邦において随時公布される企業統治に関する規則および公開株式会社に関する

決議が、取締役会の構成に適用される。

アブダビ投資評議会が任命した取締役および独立取締役を除き、各取締役は、当行の株式5,000

株以上を保有する者でなければならず、適切に取締役を務める保証かつ個人的な不履行に対する

保証として、取締役として選任された日から１か月以内にかかる株式を当行に預託しなければな

らない。取締役は、その任期中にこれらの株式を処分することはできず、かつ、当該株式は取締

役の任期終了まで、株主総会が取締役の任期最終年における期末貸借対照表を承認し、その責任

が免除されるときまで引き渡されないものとする。

取締役会のメンバーの任期は、３年間とする。この任期の終了時に、取締役会は再構成され

る。任期の終了した取締役については、これを再任することができる。

取締役会は、取締役会における欠員を補うために取締役を指名することができる。但し、この

任命は、当該任命を承認しまたは他の取締役を任命するために開催される、直後の普通決議によ

る株主総会に上程されなければならない。欠員数が当初の取締役数の４分の１に達した場合、欠

員を補う者を選任するために、最後に欠員が生じた日から３か月以内に特別決議による株主総会

を招集するものとする。

あらゆる場合において、新任の取締役は前任の取締役の任期を引き継ぐ。

取締役会は、取締役の中から議長および副議長を選任するものとする。

議長は、裁判を含めて、あらゆる者に対して当行を代表し、取締役会の決定を執行する。

議長が不在その他の理由により職務を遂行できないときは、副議長がその職務を代行する。

議長は自らの権限の一部を他の取締役に委譲することができる。

取締役会は、当行の経営のため、取締役の中からマネージング・ディレクターを選任し、その

権限および報酬を決定することができる。

取締役会は、取締役の中から監査委員会、指名・報酬委員会を組織するものとし、また、その

他の委員会を組織することもでき、その職務については設置時に決定するものとする。

取締役会議長、副議長、マネージング・ディレクターその他取締役会により授権された取締役

は、各自当行を代表して署名する権限を有する。

（ⅱ）取締役会の権限

取締役会は、当行の経営を行い、その目的を実現するために必要なあらゆる行為を行う一切の

権限を有するものとし、かかる権限は、会社法、定款または株主総会決議によってのみ制限され

る。

取締役会は、３年を超える期間での金銭消費貸借契約の締結、当行不動産の売却、資産への担

保設定、当行債務者の債務の全部または一部の免除、調停の実施、および仲裁への付託の同意を

することができる。
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取締役会は、事務、財務、人事および金融取引に関する規程を定めるものとする。また、取締

役会の職務、議事ならびに権限および責任の分配に関する特別規程も定めるものとする。

（ⅲ）取締役会の審議

取締役会は、議長からの通知または取締役２名の要請により、必要に応じて当行の本店または

国内外の支店において開催される。取締役会は、２か月に１回以上、開催されるものとする。

取締役会は、取締役の過半数が出席しない限り効力を有しないものとする。取締役は、他の取

締役を指名し自らの代理として議決権を行使させることができる。但し、取締役は、いかなる会

議においても複数の代理権を有してはならないものとする。

取締役会決議は、出席しまたは代理される取締役の過半数の賛成により採択される。可否同数

の場合、取締役会議長が決定票を投ずる。

また、書面決議は認められない。

取締役会の議事録は、特別な記録簿に編綴され保管されるものとし、出席取締役および取締役

会書記官により署名されるものとする。

決議に反対の取締役は、議事録に自らの意見を記録させることができる。

（ⅳ）取締役の責任

取締役は、その職務の過程においてまた権限の範囲内で関与した当行の行為につき、個人的に

責任を負わないものとする。

取締役会議長およびその他の取締役は、詐欺、職権濫用、会社法、その他の法律および定款へ

の違反、ならびに経営の失敗について、当行、株主および第三者に対して責任を負う。

（ⅴ）取締役の報酬

株主総会は、会社法および定款第56条の規定に従って、毎年、取締役会の報酬を決定する。

⑧　株主総会

（ⅰ）株主総会への出席および議決権

適法に招集された株主総会は全株主を表章するものとし、株主総会は、アブダビにおいてのみ

開催することができる。

株主総会の日の前営業日に当行の株式名簿に登録されている株主は、株主総会に出席する権利

を有し、その保有する株式の数と等しい数の議決権を有する。株主は、株主総会における自らの

代理人（但し、取締役であってはならない。）を別途書面による委任状により指名することがで

きる。いずれの場合においても、代理人は、その資格において、当行の株式資本の５％超を保有

してはならない。未成年者および制限行為能力者については、その法定後見人を代理人とする。

株主総会の前営業日に当行の株式名簿に登録されている株主のみが、株主総会における議決権

を有するものとする。

（ⅱ）定足数および可決の要件

普通決議による株主総会の開催には、当行の資本の半数以上にあたる株式を保有する株主の出

席を要するものとする。最初の総会においてこの定足数に満たなかった場合には、最初の総会か

ら30日以内に再度株主総会が招集され、いかなる場合においても２回目の総会は有効とされる。

会社法第132条に従い、株主総会決議は、当該総会の出席株主の保有する株式の絶対多数の賛成に

より可決される。

特別決議による株主総会は、取締役会からの通知により招集される。取締役会は、総計で資本

の40％以上を保有する株主が要請した場合には、当該通知を行わなければならない。この場合、
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取締役会は、要請のあった日から15日以内に通知を行うものとする。特別決議による株主総会の

開催には、当行の資本の４分の３以上にあたる株式を保有する株主の出席を要するものとする。

当該定足数に満たない場合には、最初の総会から30日以内に再度総会を招集するものとし、当

行の資本の半数にあたる株式を有する株主が出席した場合には、２回目の総会は開催されるもの

とする。

２回目の総会において当該定足数に満たなかった場合には、２回目の総会の日から30日以内に

３回目の総会が開催され、３回目の総会は、出席した株主の数にかかわらず、有効とする。但

し、この場合、総会の決議は、関係する監督官庁の承認を得た後に限り効力を有するものとす

る。

（ⅲ）普通決議事項

普通決議による株主総会は、取締役会からの通知により、１年に１回以上、事業年度の終了後

４か月以内に、通知に記載された時および場所において開催される。株主総会は、特に、年間の

当行の事業活動および財務状況に関する取締役会の報告ならびに監査役の報告についての審議お

よび承認、貸借対照表および損益計算書についての審議および承認、利益の分配基準の承認、

（必要な場合には）取締役の選任およびその報酬の決定、監査役の任命およびその報酬の決定、

取締役および監査役の責任の免除、または場合により取締役および監査役に対する損害賠償請求

に係る決議を行うために開催されるものとする。

（ⅳ）特別決議事項

会社法に従って、かつ、全株主の全員一致の承認を要する事項である株主の責任の増大、当行

の基本目的の変更およびアブダビ外への本店の移転を除いて、特別決議による株主総会は、資本

の増減、当行の存続期間の延長もしくは短縮、当行の解散に必要な損失割合の変更、当行の他行

との合併、当行の解散、当行の行う事業の売却その他の方法による処分を含むいかなる事項につ

いての定款の規定も変更することができる。但し、銀行法の規定を斟酌し、変更の対象となる事

項については、招集通知にその詳細を記載しなければならない。

⑨　計算

（ⅰ）事業年度

当行の事業年度は、各年の１月１日から12月31日までとする。

（ⅱ）財務書類

取締役会は、定時株主総会の１か月以上前に、各事業年度に係る貸借対照表および損益計算書

を作成するものとする。取締役会は、事業年度における当行の事業活動、当該年度末における財

務状況、純利益の分配方法の提案に関する報告書も作成するものとする。

貸借対照表、損益計算書および取締役会の報告書の写しは株主に送付され、定時株主総会の議

題に添付される。

（ⅲ）配当支払の方法

当行の年間純利益は、費用その他の経費を控除した後、以下のとおり分配される。

（ａ）10％を控除して法定準備金に割り当てる。準備金の額が当行の払込済資本の50％以上に達

した場合には、かかる控除を停止するものとする。準備金の額が、当該水準を下回った場

合には、控除を再開するものとする。

（ｂ）銀行法に従い、さらに10％を控除して特別準備金に割り当てる。かかる控除は、当該準備

金が当行の払込済資本の50％以上に達するまで行われる。株主は、当該特別準備金から配

当を受けることはできない。
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（ｃ）払込済株式価額の５％が、利益の一部として株主に分配するため控除される。但し、一年

間の純利益が本部分の分配に足りない場合でも、翌年の利益から不足分を請求することは

できない。

（ｄ）上記を控除後、残額の10％を上限として、取締役会への報酬の支払に割り当てるものとす

る。

（ｅ）純利益の残額は、利益の追加部分として株主に分配されるか、取締役会の提案に従ってそ

の翌年に繰り越されるか、または取締役会による決議に従い臨時準備金の設定に割り当て

られるものとする。

（ⅳ）配当の方法

会社法第194条の規定に反しない限りで、株主に対する配当の支払いは、取締役会が決定する場

所および時に行われるものとする。

 

２【外国為替管理制度】

本書提出日現在、当行が2011年に発行した社債（以下「本社債」という。）の購入若しくは取得又は当

行による本社債の利息及び償還金の送金についてUAEの外国為替管理上の制限は存在しない。

 

３【課税上の取扱い】

以下の記述は一般的な概略に過ぎず、本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、

本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問

に相談すべきである。

アブダビ首長国およびドバイ首長国では、現在、一般法人課税制度を創設する法律（1965年アブダビ法

人税令（その後の改正を含む。）および1969年ドバイ法人税令（その後の改正を含む。））が施行されて

いる。しかし、同制度は、炭化水素産業・関連サービス産業に従事する会社およびUAE国内で営業する外国

銀行の支店を除き、実施されていない。同法律が、将来、より一般的にまたは他の産業においても実施さ

れることとなるか否かは不明である。現在の法律においては、UAE、アブダビ首長国またはドバイ首長国の

税制を理由に、負債証券（本社債を含む。）の元利金の支払いにつき源泉徴収または控除を要求されるこ

とはない。

UAE憲法は、UAE連邦政府の予算を調達するために、連邦ベースで税金を引き上げる権利をUAE連邦政府に

明確に留保している。将来、この権利がどのように行使されるかは不明である。

UAEは他の一部の国と「二重課税防止協定」を締結しているが、その数は多くはない。2013年５月２日、

日本との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国

連邦との間の条約」に署名し、同条約は、2014年12月24日に施行された。

 

４【法律意見】

2015年６月22日に、グループ・ジェネラル・カウンセル兼当行の法務・コンプライアンス部門代表であ

るサメール・サラー・アブドゥルハック氏により次の趣旨の法律意見書が提出されている。

（１）当行は、アブダビ及びアラブ首長国連邦の法令又はアブダビ及びアラブ首長国連邦において適用の

ある法令に基づき適法に設立された。

（２）本書における、アブダビ及びアラブ首長国連邦の法令又はアブダビ及びアラブ首長国連邦において

適用のある法令に関する記述は、すべての重要な点において真実かつ正確である。
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第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
１

（連結）

 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

営業収益（千ディルハム） 10,414,717 9,397,988 8,668,389 7,880,862 7,178,534

当期純利益（千ディルハム） 5,578,869 4,743,555 4,332,228 3,707,547 3,683,159

資本合計（千ディルハム） 37,963,382 34,671,391 31,133,091 26,389,485 24,113,416

資産合計（千ディルハム） 376,098,712 325,061,656 300,599,169 255,667,505 211,427,270

基本１株当たり利益

（ディルハム）
1.14 0.96 1.06 1.21 1.44

希薄化後１株当たり利益

（ディルハム）
1.12 0.95 1.04 1.19 1.40

自己資本比率

（バーゼルⅡによる）
16.39% 17.20% 21.05% 20.65% 22.59%

営業活動による／（に使用さ

れた）正味現金（千ディル

ハム）

40,639,154 169,298 26,239,536 16,054,934 (4,618,625)

投資活動に使用された正味現

金（千ディルハム）
(16,380,174) (18,516,051) (4,228,369) (5,995,699) (2,375,672)

財務活動（に使用された）／

による正味現金（千ディル

ハム）

(6,618,177) (798,507) 3,630,639 (1,046,237) 353,689

12月31日現在現金および現金

同等物（千ディルハム）
54,126,926 36,486,123 55,631,383 29,989,577 20,976,579

１．一部の比較数値は、連結財務書類に適用されている表示および会計方針の変更と一致させるために必要に応じて

組み替えられている。当期中に行われた重要な会計方針の変更についての詳細は、「第６　１　財務書類 － 連

結財務書類に対する注記 － 注記45」を参照のこと。
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２【沿革】

当行はわが国最初の国立銀行であり、1968年２月13日に故シェイク・ザイード・ビン・スルタン・ア

ル・ナヒヤン殿下により正式に開設され、会社法に基づき公開株式会社として登録された。

設立から46年間、UAEおよびアブダビ首長国の成長や発展とともに、当行もまた成長、発展してきた。今

日では、当行は、中東・北アフリカ（以下「MENA」という。）地域における最大の銀行組織の１つであ

る。

当行は、当行の有する中核的能力に基づき、集中的な戦略を武器に、伝統的な国内銀行から国際銀行へ

と発展を遂げてきた。この堅固なビジネスモデルは、当行の収益性を引き上げると同時に、アブダビの力

強い経済発展に大きく貢献している。

当行は、1972年に、第１号支店をアル・アインに開設し、1975年には、エジプト、カイロのタラート・

アル・ハーブに第１号海外支店を開設した。

また1988年１月に、UAEでは初となる株価指数、すなわち国内株式市場で最も活発に取引されている複数

の株式を基準とする「NBAD総合指数」を確立した。

2000年９月には、当行の初のファンドとなるUAEグロース・ファンドにつき初公募を実施した。

当行は、2000年11月15日に、アブダビ証券取引所（ADX）に上場した。

 

３【事業の内容】

（１）一般

当行は、1984年UAE商業会社法第８号（その後の改正を含む。）に基づいて有限会社として1968年２

月13日に設立され、公開株式会社として登記されている。当行はUAE中央銀行より与えられた銀行免許

（以下「本銀行免許」という。）に基づいてUAEにおいて業務を行っている。本銀行免許は期間を定め

ずに与えられたものであり、定期的な更新は不要である。登録された住所は、アラブ首長国連邦、ア

ブダビ、私書箱４、シャイフ・カーリファ・ストリート ワン・エヌ・ビー・エー・ディー・タワー

（電話番号：+971 2 6111111）である。

当行はアブダビ政府およびUAEの公的セクターにおける会社のメインバンクの１つである。当行は

UAEおよび選択された複数の海外拠点において、主にリテール・バンキング業務、コマーシャル・バン

キング業務、ホールセール銀行業務またはプライベート・バンキング業務を展開している。当行は、

本書提出日現在において、バーレーン、ブラジル、中国、クラサオ島、エジプト、フランス、香港、

ジャージーおよびチャンネル島、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、オマー

ン、スーダン、スイス、英国ならびに米国において54の海外支店、キャッシュ・オフィス、子会社お

よび駐在員事務所を有しており、世界的にも広く展開している。

当行は複数の収益源を有しており、多額の手数料からの収入に恵まれている。2015年３月31日現在

および2014年12月31日現在における純貸付総額は、それぞれ200,154百万ディルハムおよび194,279百

万ディルハムであった。また、2015年３月31日現在および2014年12月31日現在における総資本は、そ

れぞれ37,556百万ディルハムおよび37,963百万ディルハムであり、2015年３月31日に終了した３か月

間において1,423百万ディルハムの利益を達成し、2014年３月31日に終了した３か月間は1,410百万

ディルハム、2014年12月31日に終了した事業年度において、5,579百万ディルハムの利益を達成した。

 

（２）主要部門

組織構造
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アレキサンダー・サーズビーは、2013年７月に当行のグループ最高経営責任者に任命された。当行に

入行して以来、サースビー氏はビジネスモデルの簡素化および新５か年戦略計画を発表し、事業を効率

化することを目的とした数々の組織的変更を実施した。

これにより、2013年度下半期には当行の大幅な内部再編成が行われ、それにより当行の組織構造は

（ｉ）グローバル・ホールセール、（ⅱ）グローバル・リテール＆コマーシャル、ならびに（ⅲ）グ

ローバル・ウェルスという３つの異なる事業部門に重点が置かれることとなった。

戦略として、当行の再編成は、新事業部門のそれぞれについて、（ｉ）UAEおよび湾岸地域にわたり、

当行のコマーシャルおよびリテール事業を発展することに焦点を置いた国内市場、（ⅱ）特に アフリ

カ、中東およびアジアに広がる「東西コリドー地域」における機会を対象としたホールセールおよび

ウェルス・ネットワーク市場で、かつこれらの市場に既存の欧州および北米関係を融合することを目指

した市場、ならびに（ⅲ）東西コリドー地域の最大かつ急速に成長する経済において５行の国際銀行の

フランチャイズを設立することを目的とした新規フランチャイズ市場という３つの中核分野の成長に重

点を置くことを目的とするものである。当行の当面の焦点は、国内市場ならびにホールセールおよび

ウェルス・ネットワーク市場をさらに発展させることに置かれている。当行の戦略的目標の一部と特定

されるフランチャイズ市場５つのうちの２つであるエジプトおよびマレーシアでの事業の他に、３つの

フランチャイズ市場は未だ特定されるに至っていない。当行の計画的戦略展開の一部として、当行が事

業を展開している各市場は、フランチャイズ市場となることが商業的に可能かどうかを定期的に評価さ

れる。

グローバル・ホールセール

グローバル・ホールセール・バンキング事業部門（以下「GWB」という。）は当行最大の事業部門で、

２つの商品ユニットと１つのクライアント・リレーションシップ・ユニットで構成されている。これら

２つの商品ユニットとクライアント・リレーションシップ・ユニットにまたがる業務を行っているの

が、UAE政府とアブダビに拠点を置く重要な顧客に特化するクライアント・リレーションシップ・チーム

である。

グローバル・マーケッツおよびグローバル・バンキングという２つの商品ユニットは、グループの

ネットワーク全体にわたる商品の戦略、開発および販売、ならびにGWBの財務業績の達成に関して責任を

担う。クライアント・リレーションシップ・ユニットは、GWB顧客関係の管理と開拓の他に、当行のネッ

トワーク内の様々な地域にわたって商品の相互販売を通じて、収益とGWBの顧客の資本利益率を最大限に

高める責任を担う。クライアント・リレーションシップ・チームは、金融機関、航空・輸送、エネル

ギー・資源、不動産・同族企業、商社・小売・ポートフォリオの分散化ならびにUAE政府およびアブダビ

に拠点を置く重要な顧客との取引専門チームという６つの業種別部署で組織されている。

UAE政府チームおよびアブダビに拠点を置く重要な顧客専門チームは、各首長国政府およびアブダビに

拠点を置く重要な顧客との戦略的取引関係を開拓してアブダビ・エコノミック・ビジョン2030（アブダ

ビ政府によって2009年１月に発表されたもので、以下「2030年エコノミック・ビジョン」という。）の

実現を支援すること、ならびに投資その他のバンキング・サービスに対するニーズを抱えている各政府

機関を支援することに特化している。幅広い顧客関係を網羅し、またそれらの顧客関係が重要であるた

め、同チームはグループ最高経営責任者の直轄組織とされている。このチームは連邦政府や地方政府の

部局全般を受け持っているが、取引関係が引き続き業種別の各部署内で管理されている政府機関は除

く。

　グローバル・マーケッツ

グローバル・マーケッツ（以下「GM」という。）は、通貨、金利、債券、デリバティブ、流動性

プール等、取引されるすべての資産区分で国際金融市場に対する当行およびその顧客の窓口となって

いる。GMは、顧客ごとのリスク選好に応じて、そのサービスおよび商品を提供している。

　グローバル・マーケッツによる販売
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　GMの販売能力は営業チームに支えられており、営業チームは、当行の販路を通じて、顧客が世

界各地の流動性プールを利用できるよう取り計らっている。

　GMの営業チームの主な担当別グループは、次の３つである。

１．グローバル・インスティテューションズ

２．コーポレート・セールス

３．コマーシャル・セールス

　上記の担当別グループは、次の２つの商品別グループにより補佐されている。

１．グローバル・クライアント・グループ（フロー型ビジネスによる買い取引や取引執行機関

と繋ぐフロー型ビジネスに特化）。

２．グローバル・クレジット・セールス（債権買取機関に特化）

　GMの販売・営業チームは、当行の顧客に対して投資機会への橋渡しを行う取引・投資グループ

により補佐されている。

　こうしたモデルには、販売および営業チームの双方が組み込まれている。販売チームが適切な

販路や販売組織を確保し、営業チームが当該商品の流動性とマーケット・メイキング（値付け）

能力を提供して補佐している。

　取引・投資グループ

　取引・投資グループでは、外国為替・金利デスクにおいて、当行の流動性ポジションを管理し

ている。それに加えて、最終投資家に短期と長期双方の資金調達オプションを提供するため発行

を多様化するプラットフォームも開発した。

　取引・投資グループは当行の金利リスクの管理にもあたっており、貸出金、預金、外国為替直

物取引、外国為替先物取引およびデリバティブ等、湾岸協力会議（以下「GCC」という。）地域内

の全商品でマーケット・メーカーとして行為している。また、当行の流動性を管理し、デット・

オリジネーション・アンド・ディストリビューション・チームの債券の組成、販売およびトレー

ディング業務を補佐する地域初の「レポ取引」デスクを設立した。

　電子商取引デスクは、顧客が外国為替や短期金融商品を取引する電子窓口となるiTrade（2009

年に発足し2012年にリブランドを行った。）を通じて、資産クラスをまたがった取引を執行する

プラットフォームを運用している。これは、外国為替市場や短期金融市場で顧客の道案内の役割

を果たしている。

　クレジットおよびオルタナティブ投資デスクの業務は、（ｉ）MENAの確定利付商品の取引、

（ⅱ）海外の債券およびスクークで構成される投資ポートフォリオならびにⅲ）オルタナティブ

投資ユニットを含む３つの主要分野を有する。（ⅲ）は、MENAエクイティのポートフォリオに加

えて海外のヘッジファンドによる多様なポートフォリオで構成される。

　GMは国際市場での存在感を大きく高めており、現在、UAE、オマーン、バーレーン、クウェー

ト、ヨルダン、エジプト、香港、マレーシアおよび英国で事業を展開している。GMの事業はイン

ドにも拡大しており、当行は、2015年度第３四半期中の開業を目指して支店開設の仮承認を受け

ている。こうした状況は、GWBの戦略に沿って、GMが東西コリドー地域においてマーケット・メー

カーとしての役割を円滑に果たすうえで寄与している。

　グローバル・バンキング

グローバル・バンキング（以下「GB」という。）は、当グループ内で最大の収益と利益をあげてい

る部門である。GBの商品別チームは、クライアント・リレーションシップ担当部署との連携の下、顧

客に対して一連の資金調達オプションおよびアドバイザリー・オプションを提供している。GB内の事
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業ユニットは、デット・オリジネーション・アンド・ディストリビューション、マーチャント・バン

キング、プロジェクト・ファイナンス、ストラクチャード・トレード・ファイナンス、グローバル・

トランザクション・バンキングおよびグローバル・アセット・ファイナンスで構成されている。

GBは、GWBの戦略に沿い、商品・サービスの提供を拡充するとともに、東西コリドー地域で生じる機

会を利用するために、欧州、アジアおよびアフリカにおいて国際拠点を拡大している。

　デット・オリジネーション・アンド・ディストリビューション

　GBのデット・オリジネーション・アンド・ディストリビューション・チームは、公開市場また

は非公開市場の有価証券、一般事業目的、プロジェクト開発および不動産開発のための貸出金を

通じてGWBの顧客にデット・ファイナンス・サービスを提供し、特別仕様のストラクチャード・ト

レード取引については、これらの貸出金をシンジケートし、GWBの貸出金ポートフォリオを管理す

ることに重点を置いている。

　デット・オリジネーション・チームでは、顧客のため債券取引およびスクーク取引双方を組成

し実行している。同チームは、デット・キャピタル・マーケットにおける大手金融機関として認

められ、高い評価を受けており、ブルームバーグおよびディーロジックにより、2015年度第１四

半期に国際的スクークの発行幹事銀行として世界第１位の銀行に選ばれた。

　マーチャント・バンキング

　マーチャント・バンキング・チームは、財務アドバイザリーおよび資本調達サービスを主に

UAE、広域のMENA地域および一部のアジアに所在する顧客に提供している。

　マーチャント・バンキングは、主にアドバイザリー・サービスおよび証券サービスの２つの商

品ラインを取り扱っている。アドバイザリー・サービスにおいては、M&A、私募、エクイティ・

キャピタル・マーケットおよびプロジェクト・ファイナンスに関するアドバイザリー業務など幅

広いサービスを提供している。証券サービスにおいては、IPOマネジメント、株主名簿管理、資金

管理サービスを提供している。2014年には当行は、ドバイにおける大手ショッピングモール所有

者および運営者であるエマール・モールズ・グループ・ピー・ジェー・エス・シーの1.6十億ドル

に上るIPOにおいて共同ブックランナーおよび共同引受幹事銀行を務めた。

　当行のマーチャント・バンキング・チームは、グローバル・ファイナンス誌の2014年ワール

ド・ベスト･インベストメント・バンク・アワードにおいて、「アラブ首長国連邦の最優秀投資銀

行」に選ばれた。

　プロジェクト・ファイナンス

　プロジェクト・ファイナンス・チームは、エネルギー、インフラ、不動産開発といった部門の

プロジェクト・ファイナンスの組成に積極的に関与しており、大規模な開発プロジェクト（ノン

リコースまたはリミテッド・リコース、PFI／PPPおよび輸出信用機関保証によるファイナンスを

含む。）および不動産開発（建設関連または投資関連の資産担保ハイブリッド・ファイナンスを

含む。）に対してカスタマイズされた長期の資金調達ソリューションを提供している。

　ストラクチャード・トレード・ファイナンス

　ストラクチャード・トレード・ファイナンス・チームは、特別仕様のストラクチャード・ファ

イナンス・ソリューションを提供し、顧客が資本支出の資金を調達し、戦略的な資金調達要件を

達成することを支援している。提供する商品には、債権担保タームローン、輸出前受金／輸出前

貸金融、インベントリー・ファイナンス、仕組在庫商品およびリスク軽減ファシリティがある。

　グローバル・トランザクション・バンキング

　グローバル・トランザクション・バンキング（以下「GTB」という。）チームは貿易金融を世界

的にその顧客に対して、キャッシュ・マネジメントをUAEの顧客に対してそれぞれ提供している。
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貿易金融の商品と並んで、GTBは、信用状（輸入および輸出）、保証状（国内向けおよび国外向

け）、為替信用状および取立、スタンドバイ信用状、取立手形（被仕向けおよび仕向け）、つな

ぎ融資（輸入担保荷物貸渡および手形割引）、ストラクチャード／コモディティ・トレード・

ファイナンス商品を提供している。GTBチームは2014年にアジアン・バンカー誌により「UAEにお

ける最優秀貿易金融銀行」と認められた。

　GTBのキャッシュ・マネジメント・サービスは、総合的で安全なウェブ上の現金および資金管理

ソリューション上に構築されている。GTBチームが提供するキャッシュ・マネジメント商品には、

口座サービス、取立および売掛債権、支払いサービスならびに流動性の管理が含まれる。また、

当行は2014年にバンカー・ミドル・イーストにより「中東における最優秀キャッシュ・マネジメ

ント・サービス」に選ばれた。

　グローバル・アセット・ファイナンス

　アセット・ファイナンスおよびリースを取り扱う当行の完全子会社であるアブダビ・ナショナ

ル・リーシングを通じて事業を行うグローバル・アセット・ファイナンス・チームは、顧客が

キャッシュ・フローを改善し、税負担を軽減し、代替的な資金源にアクセスできるように、担保

付貸付、リースおよび／または購入選択権付リース契約を通じて価値の高い資本資産に対する

ファイナンス・ソリューションを提供している。グローバル・アセット・ファイナンス・チーム

により資金が調達される資本資産には、航空機、船舶、石油タンカー、工場ならびに建設用機械

および重機が含まれる。企業向けソリューションは、個別の顧客のニーズに合わせて設計されて

おり、固定金利および変動金利リース、ストラクチャード・リース、ステップアップおよびス

テップダウン・リース、スキップ・ペイメント・リース、アップグレード・リース、猶予期間付

リース、セール・アンド・リースバックならびに購入選択兼付リースが含まれる。

　クライアント・リレーションシップ

クライアント・リレーションシップ管理チームが担当する業種のうち、５業種（金融機関、航空・

輸送、エネルギー・資源、不動産・同族企業、商社・小売・分散化）に関しては、同チームの目標

は、これらの業種の中から厳選した顧客にサービスを提供することである。さらに、当行のクライア

ント・リレーションシップ・チームは各首長国政府も担当している。

　金融機関

　金融機関の顧客は、取扱高、収益性、成長性といった点でGWBの主要部門の１つである。この部

門は銀行およびノンバンクの金融機関も担当しており、商業銀行、ホールセール銀行、投資銀

行、中央銀行（および財務省）、輸出入銀行、金融会社、保険会社、ソブリン・ウェルス・ファ

ンド、ならびに年金基金が含まれる。当行の金融機関担当チームは、東西コリドー地域での事業

成長を望む金融機関顧客が最初に扉をたたく窓口になることを目指している。

　航空・輸送

　航空・輸送部門の顧客は、中東および広域の東西コリドー地域において最も成長著しい業種の

１つを表している。同業種における当行の顧客ポートフォリオは広く分散しており、主要顧客

は、航空、船舶、輸送およびロジスティクスならびに航空宇宙にまたがり、それに加えて防衛・

軍需品メーカーもカバーしている。当行の主要顧客の多くは、世界的なブランドであり、特に新

興市場で活動している。当行は、これらの産業部門の主要メーカーであるボーイング、エアバ

ス、ロールスロイス等との間で、緊密な関係を築いている。かかる緊密な関係の結果、当行はこ

れらの顧客のための多くの大規模な金融取引を任され、また当該取引における顧客の金利リスク

とコモディティ・リスクをヘッジするために適時に産業および商品知識をも提供している。

　エネルギー・資源

　エネルギー・資源部門は、UAE経済にとって欠かせない部分である。したがって当行では、特に

この部門の顧客のニーズへの対応に特化した専門的なクライアント・リレーションシップ・チー
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ムを設けている。同チームは、石油、ガス、電力、石油化学、再生可能エネルギー、公共事業、

水力発電プロジェクトに重点を置いている。

　不動産・同族企業

　不動産部門は、UAEにおける石油関連以外の、名目GDP成長のための経済の主な原動力の１つで

あり、財閥と専業の政府機関とともに、不動産業界の主要勢力を代表している。国内市場での営

業に加えて、不動産・同族企業チームは、国際的な投資機会において顧客をサポートするために

欧州、アジアおよび米国市場において継続的に産業および商品知識を提供している。さらなる刺

激策である2020年万博および2030年エコノミック・ビジョンにより、不動産部門は引き続きUAE経

済に欠かせないものとなることが見込まれる。

　商社・小売・分散化

　商社・小売・分散化部門は自動車、衣料、食品および飲料、コモディティ、家電、エレクトロ

ニクス、通信、製造業、請負業、ならびにヘルスケアおよび教育産業にわたる幅広い企業を担当

している。商社・小売部門は、UAEで最も重要な国内市場の１つになりつつある。2020年のドバイ

万博に先立ち、現在および将来予定されている国内消費者財部門の発展を前提として、商社・小

売部門は2020年万博までの今後数年間も引き続き成長することが予測される。分散化部門は、ア

ブダビの2030年エコノミック・ビジョンにおける主要部門を支える通信、請負業、製造業および

ヘルスケア産業を担当している。
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　政府

　当行は、アブダビ国際石油投資公社（International Petroleum Investment Company）、アブ

ダビ国営石油会社（Abu Dhabi National Chemicals Company）、アブダビ国営化学会社

（ChemaWEyaat）等、主要政府機関を通じて、アブダビ政府による2030年エコノミック・ビジョン

その他の戦略的構想も積極的に支援している。それに加えてGCC地域においても、サウジアラビア

国営石油会社サウジ・アラムコ（Saudi Aramco）のSadaraプロジェクト等の案件参加により、競

争が激しい市場にも食い込んでいる。GCC外では、当行は、主要な国際的顧客のために、エネル

ギー産業における国際的な取引にも関与した。

グローバル・リテール＆コマーシャル

グローバル・リテール＆コマーシャル（以下「GRC」という。）は、当行のイスラム金融子会社のアブ

ダビ・ナショナル・イスラミック・ファイナンス・プライベート・ジョイント・ストック・カンパニー

（以下「ADNIF」という。）に加えて、リテール・バンキングとコマーシャル・バンキングの国際ネット

ワーク全般を担当している。

　コンシューマー・アンド・エリート・ゴールド・バンキング

　2015年３月31日現在、当行は、約125の支店およびキャッシュ・オフィス、590台を超えるATM、

24時間年中無休のコールセンター、ならびにインターネット・バンキングを通じて、多岐にわた

る商品・サービスを個人の顧客に提供している。電子バンキング・サービスの範囲の拡大と680名

を超えるダイレクト・セールス・チームが、これをさらに補完する体制をとっている。顧客は、

様々な種類の貸出金、預金、カード、取引口座、投資および保険商品も利用できる。

　エリート・ゴールド・バンキングでは、（ｉ）月収が50,000ディルハム以上、（ⅱ）預金額も

しくは投資額が500,000ディルハム以上、または（ⅲ）モーゲージ・ローン・ポートフォリオが５

百万ディルハム以上で、UAEに居住する富裕層の顧客に個人向けバンキング・サービスを提供して

いる。エリート・ゴールド・バンキングは、UAE居住の個人富裕層限定かつ専用のサービスを提供

しており、パーソナル・アカウント・マネージャー、旅行サービス、ならびに銀行商品および銀

行取引において特別に設定された価格、金利および料金を提供している。

　コマーシャル・バンキング

　2013年の当行の内部組織再編の一環として、コマーシャル・バンキングは事業戦略の焦点を新

たに定め、急成長しているUAEとオマーンの中小企業（以下「SME」という。）および中規模企業

セグメントへの包括的な品揃え提供に特に力を入れている。コマーシャル・バンキングは、当行

のネットワークの経営資源がバックアップするリレーションシップ・マネージャーによるチーム

を通じて、貿易金融、キャッシュ・サービス、外国為替、貸付において幅広い商品・サービスを

提供している。その他、当行がネットワークで他のバンキング・サービスを提供している様々な

多国籍企業に現地レベルのコマーシャル・バンキング・サービスを提供している。

　アブダビ・ナショナル・イスラミック・ファイナンス

　ADNIFは、個人顧客や法人顧客に幅広いイスラム金融サービスを提供している。ADNIFの本社は

アブダビにあり、当行はUAE全土にADNIFの拠点を設立することを計画している。当行では、UAEで

イスラム金融が成長すると予測しており、この流れを活用するための態勢を整えている。2015年

３月31日現在のADNIFの払込済資本金は500百万ディルハムで、当行が4,999,980株（499,998,000

ディルハム）を保有し、他の２名の株主がそれぞれ10株ずつ（1,000ディルハムずつ）保有してい

る。2015年３月31日現在、ADNIFは６支店を営業し、2015年末までに４支店を追加で開設する計画

である。

グローバル・ウェルス
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グローバル・ウェルス（以下「GW」という。）は、当行のプライベート・バンキング業務、グローバ

ル・アセット・マネジメント業務、ブローカレッジ業務およびカストディ業務を通じて、個人投資家お

よび機関投資家の資産に重点を置いている。中核的な顧客は以下のとおりである。

・　超富裕層の個人（投資可能資産が25百万米ドルを超える者）

・　富裕層の個人（投資可能資産が１百万米ドルを超える者または十分な知識・経験のある投資家）

・　GCC地域の機関投資家（企業基金、年金基金等）

・　仲介業者（銀行、ブローカー、その他の銀行）

2013年の当行の組織再編の一環として、プライベート・バンキング業務の各ユニットは、１つのグ

ローバル・プライベート・バンキング・チームにまとめられ、グローバル・アセット・マネジメント業

務、ブローカレッジ業務（NBADセキュリティーズ・エルエルシー）、およびカストディ業務のサービス

提供は、個人投資家から機関投資家に至るまでの当行の顧客のニーズに対応するために拡充された。グ

ローバル・アセット・マネジメント業務、ブローカレッジ業務およびカストディ業務は、プライベー

ト・バンキング・サービス提供の中核をなすだけではなく、機関投資家である顧客にサービスを提供

し、プライベート・バンキング顧客のための新たな商品およびサービスの開発に重点を置いている。

　グローバル・プライベート・バンキング

　グローバル・プライベート・バンキングは、UAE国内におけるプライベート・バンキング・サー

ビスをUAE内のプライベート・バンキング事業所を通して提供している。本ユニットはまた、当行

のスイスにおける完全子会社であるNBADプライベート・バンク（スイス）エスエーを通して海外

のプライベート・バンキング・サービスを提供している。

　グローバル・プライベート・バンキングは、顧客に完全なプライベート・バンキング・サービ

スを提供するために、当グループならびに外部両方の幅広い商品およびサービスを活用してい

る。主要なサービスには、（１）投資一任および投資助言の受託、（２）預金、（３）貸付（不

動産および有価証券）、（４）財産保護ならびに（５）NBADプライベート・バンク（スイス）エ

スエーを通した為替取引が含まれる。

　当行は、個人財産の急速な増加が、グローバル・プライベート・バンキングに大きな機会をも

たらすと考えている。現在、UAEで生み出されている財産の大部分は外国の機関が管理している。

当行はさらに、高く評価されているブランド力、国内での存在感そして顧客との確立された関係

を含む当行の既存の強みが、グローバル・プライベート・バンキングを拡大し続けるための強固

な基盤になると確信している。NBADプライベート・バンク（スイス）エスエーは、当行のグロー

バル・プライベート・バンキングの中核である。NBADプライベート・バンク（スイス）エスエー

は、完全に独立したスイスのプライベート・バンクとして営業しており、機密保持義務を含むス

イスの法規制が適用されている。NBADプライベート・バンク（スイス）エスエーは、個人富裕層

にカスタマイズされたプライベート・バンキング・サービスおよび財産管理サービスを提供する

ことに重点的に取り組んでいる。また、同行は、NBADトラスト・カンパニー（ジャージー）リミ

テッドを通じ、財産保護手段を提供している。グローバル・プライベート・バンキングはまた、

アブダビおよびドバイにある専用のプライベート・バンキング・オフィスを通じ、UAE国内のUAE

プライベート・バンキングを提供している。顧客の獲得は、グループ・ネットワークによる顧客

紹介ならびに同部門独自のプライベート・バンキング・チームが獲得した新規ビジネスにより行

う。

　UAE内において、グローバル・プライベート・バンキングは、エリート・ゴールド・バンキン

グ・ユニット（上記「グローバル・リテール＆コマーシャル」を参照。）が提供するサービスを

補完する。エリート・ゴールド・バンキング・ユニットは、UAE顧客に高級な個人向け商品および

サービスを提供することに重点的に取り組んでいる一方、グローバル・プライベート・バンキン
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グは国内およびグローバルな顧客に財産管理の助言や関連商品を提供することに重点的に取り組

んでいる。

　グローバル・プライベート・バンキングに関する当行の戦略は、UAEおよび海外の超富裕層個人

に対して洗練され、かつカスタマイズされた財産管理ソリューションを提供するプロバイダーと

してトップに立つことである。そのために、当行は、顧客に提供しているカスタマイズされた投

資および財産構築サービスの一環として、オープン・アーキテクチャの投資アプローチ（場合に

より、グローバル・アセット・マネジメントのファンドを含む。）を提供している。上記の通

り、グローバル・プライベート・バンキングは、UAE国内のプラットフォームおよびオフショア・

プラットフォーム（NBADプライベート・バンク（スイス）エスエーおよびNBADトラスト・カンパ

ニー（ジャージー）リミテッドを含む。）を通じ、多岐にわたる商品を提供している。

　当行のUAEプライベート・バンキングは、ザ・バンカー誌およびプロフェッショナル・ウェル

ス・マネジメント・マガジン誌が主催するグローバル・プライベート・バンキング・アワードに

おいて、2014年の「UAEにおける年間最優秀プライベート・バンク」を受賞した。

　グローバル・アセット・マネジメント・グループ

　グローバル・アセット・マネジメント・グループ（以下「GAM」という。）は現在、UAE国内の

最大アセット・マネージャーの１つであり、2015年３月31日現在、9.5十億ディルハムにのぼる資

産を運用している。同グループは、組織および個人のために、異なる２つの事業分野から構成さ

れており、ミューチュアル・ファンド分野と分別管理型委託分野を通じて、投資のノウハウを提

供している。当行は多岐にわたるミューチュアル・ファンド商品を提供しており、ドバイ金融市

場（以下「DFM」という。）、ADXおよびナスダック・ドバイに上場するUAE株式をポートフォリオ

の中心とするもの（NBAD UAEグロース・ファンドの場合）、またはより幅広いMENA地域の上場株

式群をポートフォリオの中心とするもの（NBAD MENAグロース・ファンド（そのシャリーア（イス

ラム）法準拠版を含む。）の場合）の他、リスク回避の姿勢を強めている顧客もしくは投資基準

の制約が厳しい顧客に関しては、NBADコーシャス・インカム・ファンドやNBADスクーク・インカ

ム・ファンドも提供している。

　GAMは、分別管理型委託業務を通じて大口顧客が投資の専門知識を利用できるサービスを提供し

ている。ポートフォリオはGAMが運用し、顧客のリスク／リターン特性に合わせてカスタマイズさ

れている。その他、投資のアドバイザリー・サービスも提供している。GAMの顧客にはソブリン・

ウェルス・ファンド、金融機関（銀行等）、保険会社、年金基金、大口個人投資家および同族企

業といった、資金拡大戦略を提供する株式と確定収益を生み出す金融商品（債券、利回り向上戦

略、貿易金融ポートフォリオ等）の双方に投資する事業体が含まれる。

　投資戦略チームは、NBADハウス・ビュー（マクロ経済および資産クラス（株式、債券およびコ

モディティを含む。）に特化した当行の見解）を形成するNBADインベストメント・フォーラムを

管理しており、少なくとも四半期毎に、当行全体に発信している。NBADハウス・ビューを作成す

る目的は、顧客と接する事業部門が統合的かつ一貫性のある情報および見解を確実に受け取るよ

うにするためである。NBADハウス・ビューは、当行のモデル・ポートフォリオおよびアセット・

アロケーション・ファンドに影響する戦略的なアセット・アロケーションの管理のサポートに加

え、当行全体の業務とりわけグローバル・プライベート・バンキング事業およびGRCにおいて、投

資アドバイザー、リレーションショップ・マネージャーおよび顧客のための指針として利用され

ている。

　投資商品チームは、（当行内部においてまたは外部の提供者から）投資商品およびソリュー

ションの調達および選択を担当している。これらは後に顧客と接する事業部門（グローバル・プ

ライベート・バンキング事業およびエリート・ゴールド・バンキング・ユニットを含む。）によ

り販売される。投資商品チームは、投資商品の調達および選択にあたって、当行のネットワーク

上の内部の投資アドバイザーおよびリレーションシップ・マネージャーから情報を得ることに加
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え、NBADハウス・ビューも利用している。投資商品運営委員会は、NBADハウス・ビューと合致し

た投資案の調達、評価および選択を促進している。投資商品チームは、商品が内外双方の指針お

よび規制に沿って組成および管理されるよう、グループ法務・コンプライアンス部門と緊密に業

務を行っている。また、投資商品チームは、投資商品およびソリューションについて、広範囲の

GAMおよびその他のGW事業に販売サポートの提供を担当している。

　投資アドバイザリー・チームは、グローバル・プライベート・バンキング事業およびGRCを含

め、顧客と接する事業部門内の投資アドバイザーとともに、GAMのアドバイザリー投資のアドバイ

ザリー業務を担当している。

　取引執行デスクはスイスおよびUAEで営業しており、グローバル・プライベート・バンキング事

業およびGRCの顧客のために複数の資産クラス（株式、確定利付商品、外国為替およびファンドを

含むが、これらに限らない。）に関する取引を執行する機能を有する。

　当行のGAMは、グローバル・イスラミック・ファイナンス・アワードで2014年の「最優秀イスラ

ミック・ファンド」、ザ・バンカー・ミドル・イーストにより2014年の「最優秀GCCエクイティ・

ファンド」およびウェルス・ブリーフィングGCCリージョン・アワードで2014年の「UAEにおける

最優秀ファンド・マネージャー」に選ばれた。

　NBADセキュリティーズ・エルエルシー

　当行の完全子会社であり証券・商品委員会（以下「SCA」という。）の認可を受けているNBADセ

キュリティーズ・エルエルシー（NBADS）は、UAEで第２位の証券会社であり、8.4％の市場シェア

を有し、専用の電子取引プラットフォームに加えてUAE全土の５支店を通じて2,368のアクティブ

なアカウントに対してサービスを提供している。NBADSは、ADX、DFM、ナスダック・ドバイおよび

GCC地域における特定の市場において、様々な第三者と業務を提携して、取引をしている。

　NBADSは、UAEおよび中東地域市場において、様々な仲介サービスを初めとする革新的かつ一貫

したサービスを提供する、市場やプロセスに焦点を置いた組織である。さらに、NBADSは機関顧客

および個人顧客向けにUAEならびに一部のサウジアラビア、カタールおよびエジプトの公開上場会

社に関する調査サービスを提供している。

　NBADSに関する当行の戦略は、UAEを代表する優良証券会社の１つとしての地位を維持し、NBADS

の業務範囲をUAE内での証券業務からグローバルな証券業務へと発展させることで、国内、中東地

域および国際的な株式市場において顧客サービスを提供し、また確定利付仲介サービスも顧客に

提供することである。この戦略を実現するため当行は、個人向け、富裕層向けそして機関向けの

ブローカーをそれぞれ別にすることで、顧客ニーズにより対応できるようにし、また常に秘密が

保持されるようにした。NBADSは現在提供する商品の多様化を図っており、例えば、信用取引サー

ビスを提供している。高品質なサービスを顧客に提供する上で必要となるすべてのサポート・ユ

ニットが設置され、特にコンプライアンスと技術に重点が置かれている。この意味において、当

行は、最新技術を用いて地域で投資を行う手段を提供することならびに顧客に最新の基礎的な技

術調査ツールを提供することで、外国および地域の市場に固有のリスクを最小限にして情報に基

づいた投資判断ができるようすることにより、NBADSが全体として顧客およびUAEの投資家に独自

のサービスを提供していると考えている。

　NBADSは、2014年にインターナショナル・ファイナンス・マガジン誌による「UAEにおける最優

秀証券会社」に選ばれた。

　カストディ・サービス

　2010年、当行はSCAによりUAE国内初となるカストディ・ライセンスを付与された。本書提出日

現在、当行はUAEの銀行で唯一カストディ・サービスを提供する認可を受けている。当行のカスト

ディ業務商品は、ADX、DFMおよびナスダック・ドバイに、有価証券および現金の決済および振

替、有価証券および関連する現金の保護預かり、報告、資産サービス、現金管理の直接保管サー
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ビスを提供しており、サブ・カストディアンのネットワークを通じた国際市場に加えて、GCCおよ

び中東市場にも地理的な広がりを見せており、保管資産は121.7十億ディルハム超に及んでいる。

　当行は、以下をはじめとする幅広い中核的かつ付加価値を付与したカストディ・サービスを通

じ、業界標準のカストディ・ソリューションを提供している。

・　有価証券および現金の決済および振替

・　有価証券および関連する現金の保護預かり

・　報告

・　資産サービス

・　現金管理

・　市場情報サービス

　当行のカストディ・サービスの範囲には、ポートフォリオの非一任運用サービスが含まれる。

さらに当行は、ポートフォリオの再構築と資産配分のサービスを提供しており、これによりポー

トフォリオは、顧客の自己裁量で取引が行われる。発行市場、流通市場または店頭市場のいずれ

で購入したかにかかわらず、すべての株式は当行名義で保有され、顧客の秘密は確保される。

　顧客は、当行のトレーダーに直接注文するため、MENA地域におけるすべての一流ブローカーに

直接アクセスが可能である。すべての取引および外国為替取引の決済、ならびにすべてのコーポ

レート・アクションの回収および配分は保証されている。
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　キー・クライアント・マネジメント

　キー・クライアント・マネジメント部署は、アブダビ王室、政府機関、外交官を含むその他の

主要な政府高官、様々な取締役会構成員、個人富裕層およびビジネス・コミュニティーとのグ

ローバルな関係の構築・維持にあたり、これらの顧客のバンキング・ニーズに応え、主要な金融

機関としての当行の評判の維持に努めている。

　NBADトラスト・カンパニー・（ジャージー）・リミテッド

　NBADトラスト・カンパニー・（ジャージー）・リミテッドは、ロイヤル・バンク・オブ・カナ

ダが管理する、当行の完全子会社である。信託および財団ストラクチャーを個人および法人顧客

に提供する。

 

（３）本店サポート業務その他事業部門

当行は、すべての事業について、人事、情報技術、財務、IR、広報、財産、法務、業務および事務サ

ポートを集中管理の上提供している。

　グループ・トレジャリー

　グループ・トレジャリーは、バランスシートおよび地域別の財務パフォーマンスの向上も含め

た、取締役会の中長期の戦略的目標の実現のために必要な流動性および資本を、グループが常時

有しているよう働きかける役割を担っている本社機能である。より具体的には、グループレベル

においては以下のような役割を担っている。すなわち、グループの流動性ポジションの管理（国

内および国外の規制上の要件の遵守の確保を含む。）、グループの仕組資産および負債ポジショ

ンの管理、グループの資本基盤の管理（新たに設立された支店または子会社に関する要請を満た

すことを含む。）、過度の流動性／資本の管理、グローバル・デット・プラットフォームの管理

（資本商品を含むあらゆる発行に関しての責任を含む。）および内部の資金移動プライシング・

プラットフォームの管理である。

　情報技術

　情報技術（以下「IT」という。）部門は、当行の情報資産および技術の効果的、効率的かつ持

続可能な管理を通じて、当行に引き続き競争優位を提供している。

　IT部門は、当行が顧客へのサービスを提供するにあたり先進ITシステムを活用することに重点

を置いており、顧客データが厳重に保管され、不正アクセスから保護されることを確実にしてい

る。事業のニーズにより素早く応えるためにも、IT部門は（ｉ）IT国際子会社および戦略的プロ

ジェクト、（ⅱ）IT戦略、ガバナンスおよびコントロール、（ⅲ）ITセキュリティー、（ⅳ）IT

インフラストラクチャー・サービス、（ｖ）ITビジネス・サービス、（ⅵ）ITサービス・オペ

レーション、ならびに（ⅶ）ITソリューション・デリバリーという７つの主要ユニットに分かれ

ている。

　当行は、顧客へより強化したサービスを提供するため、また地理的障壁を撤廃するために新し

いビジネス・システムを導入した。これらの新しいブラウザ・ベースおよびモバイル・ベースの

システムは、ハードウェアの独立性を提供し、一日の終わりに集中する処理中のダウンタイムを

削減し、最新の自動的フェイルオーバーおよびクラスタリング技術をサポートする。更には当行

のシステムは、技術の陳腐化に対してより耐性のある開放的な技術を導入している。また、より

良いサービスを顧客へ提供することを目的として、情報資産を活用する能力を改善するため、引

き続き既存のアプリケーションを強化および更新し、新システムを導入している。

　グループ内部監査
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　グループ内部監査は、当行のリスク管理、制御およびコーポレート・ガバナンス・プロセスの

有効性の評価ならびに改善の提言について全責任を負っている。特に以下の機能が含まれる。

・　事業活動がグループの戦略および計画に沿っているか精査すること

・　ガバナンス、リスクおよび内部統制の枠組みを改善するために意見および提言を行うこと

・　定期審査により、グループがすべての適用規制要件ならびに当行自身の方針および手続に

従って事業を行っているか確認すること

・　当行が使用している情報システムが信頼性およびリスク管理要件を満たしているか精査する

こと

　グループ内部監査は現在68名の従業員を擁しており、以下のユニットで構成される。

・　グループ・リテール＆コマーシャル・バンキング監査ユニットは、主にグループ全体のリ

テールおよびコマーシャル・バンキング事業（事業を支えるインフラおよびADNIFを含む。）

の監査を担当する。

・　グループ・ホールセール・バンキング監査ユニットは、主にグループ全体のホールセール・

バンキング事業（事業を支えるインフラを含む。）の監査を担当する。

・　グループ・ウェルス監査ユニットは、主にグループ全体のウェルス事業（事業を支えるイン

フラを含む。）の監査を担当する。

・　グループ・テクノロジーおよびオペレーションズ監査ユニットは、主にグループ全体のテク

ノロジー、オペレーションズおよび戦略プロジェクトの監査を担当し、単独ベースまたは上

記の監査チームをサポートする形で業務を行う。

・　グループ・エンネーブルメント監査ユニットは、主に財務、リスク管理、人事およびグルー

プ法務・コンプライアンス業務の監査を担当し、単独ベースまたは事業に係る監査チームを

サポートする形で業務を行う。

　また、グループ内部監査は現地当局が現地の監査人を要求する法域においては、駐在内部監査

人を雇用する。それぞれの所在地においてグループ内部監査担当者は現地の監査主任に報告し、

当該主任はUAE国外の監査計画全体を調整・管理する監査（ホールセールおよびインターナショナ

ル）部門の代表者に報告する。

　独立性および客観性を確保するために、グループの最高監査責任者は取締役会監査委員会に報

告する。グループ内部監査は当行のすべての記録および従業員に無制限にアクセスすることがで

きる。

　グループ・コンプライアンス部門

　当行の内部再編成の一貫として、上級管理職および従業員に対してすべての法務およびコンプ

ライアンス問題に対応する単一の窓口を提供するため、2013年第３四半期中、当行の法務および

コンプライアンス機能は単一の部門（以下「法務・コンプライアンス部門」という。）に統合さ

れ、一方、日々の法律およびコンプライアンス業務に対処するため、法務・コンプライアンス部

門内に別途法務およびコンプライアンス・チームを配置した。

　人事

　人事について当行は、その役割を人的資源を構築することであると認識している。つまり当行

は、従業員の資質、動機付けおよびコミットメントを育成しており、これは顧客に一流のサービ

スを提供するにあたり欠かせないことであり、成功の基礎となるものである。

　2014年度、当行は多数の変更および取組みを実施しており、それには以下が含まれている。

・　均一でより戦略的な組織とするためにグループ・ヒューマン・リソースを再編成した。
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・　新たにブロードバンド構造および能力ベースの枠組みを導入し、16階級の制度から５つのブ

ロードバンドに簡略化した。

・　グローバルに使用される新たな業績管理システム（以下「PMS」という。）を導入した。

・　全従業員レベルで優れた顧客対応を支える「仕事に真心を（Bring Your Heart to Work）」

プログラムを開始した。2014年度中にUAE、オマーンおよびエジプトで合計20回のセッション

を終了した。

・　選抜された候補者および当行の将来のリーダーに対して一流のキャリアを設定する「プロ

フェッショナル・バンカー」プログラムを開始した。2014年度にはプロフェッショナル・バ

ンカーの第１期生として285名の従業員が参加した。

・　すべての新入行員に対して公正かつ客観的な評価手法を導入し、能力、態度および性格につ

いて有用な情報を提供する。

・　既存のNBADの価値観を補完する新たな価値観として「説明責任」を導入し、従業員に権限を

与え、各自の成績や行動に説明責任を持たせた。

・　当行の教育施設であるNBADアカデミー（アブダビおよびドバイ）では、引き続きすべての人

事部門の取組みを実行するためおよびグループ全体でのＥラーニングの利用を強化するため

に必要なサポートを提供した。

・　ワタニ・イニシアティブ（UAE国民のザイード大学での金融および経営・国際ビジネスの修士

号取得を援助し、卒業後は当行に就職させる取組み）

 －　AFAQ：2014年度には22名が金融学部を卒業

 －　Sadara2014年度には21名が経営・国際ビジネス学部に在籍中（うち12名が卒業内定）
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４【関係会社の状況】

子会社および重要な出資

   2014年12月31日現在

 

 設立国 保有議決権 事業内容 資本金 会計処理

子会社：      

アブダビ・アメリカス（旧アブダ

ビ・インターナショナル・バン

ク・エヌ・ブイ）

キュラソー 100％ 銀行業務 65百万米ドル 100％連結

NBADセキュリティーズ・エルエル

シー

アブダビ（UAE） 100％ 株式・有価証券 250百万ディルハム 100％連結

アブダビ・ナショナル・リーシン

グ・エルエルシー

アブダビ（UAE） 100％ リース 10百万ディルハム 100％連結

ADNP（アブダビ・ナショナル・プ

ロパティーズ・ピーアールジェイ

シー）

アブダビ（UAE） 100％ プロパティ・

マネジメント

200百万ディルハム 100％連結

NBAD ト ラ ス ト ・ カ ン パ ニ ー

（ジャージー）リミテッド

ジャージー（チャ

ンネル諸島）

100％ ファンド運用 192千英ポンド 100％連結

NBADプライベート・バンク（スイ

ス）エスエー

ジュネーブ（スイ

ス）

100％ プライベート・

バンキング

100百万スイス・フ

ラン

100％連結

アブダビ・ナショナル・イスラ

ミック・ファイナンス・ピーヴイ

ティージェイエスシー

アブダビ（UAE）
100％

１ イスラミック・

ファイナンス

500百万ディルハム 100％連結

アンプル・チャイナ・ホールディ

ング・リミテッド

香港（中国） 100％ リース 10千香港ドル 100％連結

アブダビ・ブローカレッジ・エジ

プト

エジプト 96％ 仲買業 10百万エジプト・ポ

ンド

100％連結

NBADマレーシア・ブルハド クアラルンプール

（マレーシア）

100％ 銀行業務 330 百 万 マ レーシ

ア・リンギット

100％連結

NBADインベストメント・マネージ

メント（DIFC）リミテッド（清算

中）

ドバイ（UAE） 100％ ファンド運用 3.7百万米ドル 100％連結

NBADエンプロイー・シェア・オプ

ション・リミテッド

ドバイ（UAE） 100％ 株式・有価証券 100ディルハム 100％連結

エスエーエス・10・マゼラン フランス 100％ リース 1,000ユーロ 100％連結

NBADリプレゼンタコエス・エル

ティーディーエー

ブラジル 100％ 駐在員事務所 3,915千ブラジル・

レアル

100％連結

NBADフィナンシャル・マーケッツ

（ケイマン）リミテッド

ケイマン諸島 100％ 銀行業務 1.00米ドル 100％連結

      

その他
２      

ナショナル・タカフル・ピー

ジェーエスシー

アブダビ（UAE） 16％ 保険 150百万ディルハム 資本から

控除

ミスル・イラン・オフィス＆ツー

リスティック・ビルディングス・

カンパニー

エジプト 20％ リース業 13.5百万エジプト・

ポンド

資本から

控除

 

注１：２名の少数株主に保有されている20株を除く。株式資本全体は、当行によって保有されている。

注２：非連結の特定目的事業体が４つあり、いずれも重要とは考えられていない。
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５【従業員の状況】

2015年３月31日現在、当行は5,856人の常勤社員を雇用している。

下表は、2015年３月31日現在の地域別の常勤社員数を表したものである。

国 社員数

アラブ首長国連邦 4,523

エジプト 700

オマーン 163

スーダン 86

英国 85

スイス 58

ヨルダン 56

クウェート 36

バーレーン 23

米国 24

香港（中国） 32

マレーシア 33

フランス 24

リビア 1

中国（大陸） 3

レバノン 4

ブラジル 4

インド 1

合計 5,856

 

当行の全体的な人材戦略は、すべての事業分野にわたり最高の従業員を惹きつけ、選び抜き、維持する

ことである。

1999年、UAEの銀行は、「労働力の自国民化」政策の一環として、従業員総数の40％をUAE国民が占める

ようになるまで、従業員に占めるUAE国民の割合を１年につき少なくとも４％増やすよう指示された。

当行のUAE国民化委員会は、既存のUAE国民の従業員を育成し、優秀な才能を持った人材を集める責を

担っている。

当行従業員のうちUAE国民の占める割合は1999年には12.1％であったが、2015年３月31日現在、この数字

は32.9％弱に増加した。当行は、「労働力の自国民化」政策に従い、引き続きUAE国民の従業員の割合を増

やしていく予定である。管理職候補であるUAE国民の研修および採用は当行の主要な目的であることから、

管理職候補者は、２年間のファイナンス修士過程（最初の１年間はNBADアカデミーでフルタイム、２年目

はザイード大学でパートタイム）を受講する。当行は、引き続き研修の支援およびUAEの総合大学・単科大

学に通う学生の援助を行う。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

（１）全体報告

当行は、2014年12月31日に終了した事業年度に5,579百万ディルハムの当期純利益を計上した。一

方、2013年12月31日に終了した事業年度の当期純利益は4,744百万ディルハムであった。2014年12月31

日に終了した事業年度に係る正味受取利息（イスラム金融契約による収益（預金者への配当控除後）

を含む。）は、2013年12月31日に終了した事業年度の6,510百万ディルハムから7.8％増加し、7,018百

万ディルハムとなった。2014年12月31日に終了した事業年度の非金利収入は、2013年12月31日に終了

した事業年度の2,888百万ディルハムから17.6％増加し、3,397百万ディルハムとなった。これは、主

に、正味受取手数料が、2013年12月31日に終了した事業年度の1,852百万ディルハムと比較し、2014年

12月31日に終了した事業年度は、2,311百万ディルハムとなったことによる。営業収益および営業費用

は、2013年12月31日に終了した事業年度においてそれぞれ9,398百万ディルハム、3,230百万ディルハ

ムであったが、2014年12月31日に終了した事業年度においてはそれぞれ10,415百万ディルハム、3,696

百万ディルハムであった。2014年12月31日に終了した事業年度において、平均資本は15.4％、収益対

費用比率は35.5％であった（2013年12月31日に終了した事業年度においては、それぞれ、14.4％およ

び34.4％であった。）。

当グループのスーダンでの事業から得られる純利益、資産および負債は、2012年、2013年および

2014年のそれぞれにおいて１％より低い値となっている。

 

（２）部門別報告

下表は、2014年12月31日および2013年12月31日に終了した事業年度における、当行の純利益／（損

失）の内訳を事業部門別にそれぞれ示したものである。

 

 12月31日に終了した事業年度

に係る純利益

 2014年  2013年

 （監査済）  （監査済）

 （千ディルハム）

グローバル・ホールセール 3,325,318  2,828,189

グローバル・ウェルス 625,951  331,571

グローバル・リテール＆コマーシャル 1,220,402  1,096,482

本店 407,198  487,313

合計 5,578,869  4,743,555
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グローバル・ホールセール・バンキング

グローバル・ホールセール・バンキング（グローバル・バンキング、グローバル・マーケッツおよ

びクライアント・リレーションシップで構成される。）は、2014年度第４四半期および通期におい

て、収益および純利益で堅調な伸びを示した。2014年度第４四半期の収益は、前期比で６％、前年同

期比で18％増加し、純利益は前期比で10％、前年同期比で39％増加した。2014年度通期においては、

収益が９％、純利益が18％増加した。

グローバル・リテール＆コマーシャル

グローバル・リテール＆コマーシャルはマージンの大幅な圧縮にもかかわらず、2014年度において

収益および利益で堅調な伸びを示した。2014年度第４四半期の収益は、前期比で10％、前年同期比で

11％増加し、純利益は前期比で14％増加したが、前年同期比で15％減少した。2014年度通期において

は、収益が８％、純利益が11％増加した。第４四半期および2014年度の前年度比の伸びは、特にUAEに

おける個人向け貸出金および預金の好調が続いたことを反映している。前期比で収益および利益は増

加している一方で、支店の改装および人材の新規雇用への投資が継続している。

グローバル・ウェルス

グローバル・ウェルスは、資産の成長率が２桁を記録したことで、堅調な財務成績をもたらし、再

び好調な年となった。2014年度第４四半期の収益は、前期比で３％、前年同期比で37％増加し、純利

益は前期比で７％減少したが、前年同期比で34％増加した。2014年度通期においては、収益が61％、

純利益が89％増加した。当期の業績の成長の勢いは継続し、事業は何年にもわたり大幅な成長を遂げ

ている。当該事業は、UAEで注目を集めたいくつかのIPO案件の恩恵をこうむったが、第４四半期には

不安定な市場および投資家の信頼が低下したことにより悪影響を受けた。

本店

2014年度第４四半期の収益は、８％増と連続して増加し、前年同期と比較して投資収入が29％増加し

たが、2014年度通期では４％の減少となった。2014年度通期の純利益は、集団的引当金の増加により

16％減少した。

 

（３）貸出金ポートフォリオ

2014年12月31日現在の当行の貸出金ポートフォリオ合計（引当金控除後）は194,279百万ディルハム

であった（2013年12月31日現在では183,811百万ディルハム）。経済部門における企業向け貸出金ポー

トフォリオの分布は、国内経済の状況を反映し、不動産業、エネルギー産業ならびに銀行業および金

融機関が中心となっている。
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下表は、2014年12月31日現在および2013年12月31日現在における、当行の貸出金ポートフォリオ合

計の内訳を相手方別にそれぞれ示したものである。

 

 2014年

12月31日現在  

2013年

12月31日現在

 （監査済）

 （百万ディルハム）

政府部門 23,435  22,892

公共部門 41,285  45,152

銀行部門 24,109  29,470

企業／民間部門 81,019  64,968

個人／リテール部門 32,225  28,557

貸出金総額 202,072  191,039

控除：利息の未計上分 (1,125) (901)

控除：貸倒引当金 (6,668) (6,327)

合計（引当金控除後） 194,279  183,811

 

当行の貸出金ポートフォリオは、政府および公共部門に対する貸出金が高い割合を占めている。

2014年12月31日現在、総貸出金額の約32％が政府および公共部門に対するものであった。この貸付の

集中には、当行と政府および公共部門との多年にわたる緊密な関係を反映している。しかし、当行

は、徐々に貸出金ポートフォリオを分散させてきた。その結果、政府および公共部門への貸出金の割

合は1999年の63％から2014年12月31日現在では約32％に減少した。2014年12月31日現在および2013年

12月31日現在において、当行の貸出金ポートフォリオにおける上位12の借り手に対する貸付割合は、

それぞれ30.91％および36.06％であった。

貸出金ポートフォリオの約62％が外貨建てである。当行は、当行が晒される為替リスクおよびその

他の市場リスクを軽減、制御するためのリスク管理手法を実施している（下記「３　対処すべき課題

－（２）リスク管理」を参照）。

 

（４）有価証券ポートフォリオ

当行は、信用の質の高い有価証券ポートフォリオ（トレーディング目的および投資目的いずれも）

を維持している。当行は、これらのポートフォリオに対して、取締役会の承認を受けた包括的なリス

ク選好を有しており、バリュー・アット・リスク（以下「VaR」という。）、名目エクスポージャー、

信用スプレッドおよび金利感応度、地理的または単一名エクスポージャーの集中によって管理され、

または制限されている。

当行は、債務担保証券、ストラクチャード・インベストメント・ビークルおよびその他サブプライ

ム関連問題に対する直接的なエクスポージャーは有していない。有価証券ポートフォリオは、欧州お

よびMENA市場に集中している。トレーディング・ポートフォリオは主に負債証券ならびにファンドお

よび株式の運用ポートフォリオで構成される。満期保有ポートフォリオは、ソブリン、法人および金

融機関による債券発行で構成される。

下表は、2014年12月31日現在および2013年12月31日現在における、当行の有価証券ポートフォリオ

の内訳をそれぞれ示したものである。

 

 
2014年

12月31日現在  

2013年

12月31日現在
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 （監査済）

 （百万ディルハム）

トレーディング・ポートフォリオ 15,426  2,646

売却可能 61,957  47,540

満期保有 5,536  3,306

 82,919  53,492

 

（５）特別目的事業体

当グループは、顧客のために資金運用および投資活動を行うという具体的な目的を持った、特別目

的事業体（以下「SPE」という。）を設立している。SPEの運用する株式および投資は当行が支配する

ものではなく、また、当行は手数料収入を除きSPEの業務からは便益を得ていない。さらに、当行は、

いかなる保証も付与しておらず、これらの事業体の負債も引き受けていない。したがって、SPEの資

産、負債および業績については、当行の連結財務書類に含まれない。SPEは以下のとおりである。

 

商号 業務 設立国

持分

2014年

持分

2013年

NBADファンド・マネージャーズ

（ガーンジー）リミテッド*

株式／グローバル資

産の運用
ガーンジー管区 - 100%

NBADグローバル・グロース・

ファンド・ピーシーシー・リ

ミテッド*

株式／グローバル資

産の運用
ガーンジー管区 - 100%

NBADプライベート・エクイティ ファンドの運用 ケイマン諸島 58% 58%

NBADノミニーズ・リミテッド* 株主名簿管理 イングランド - 100%

ワン・シェア・ピーエルシー 投資会社 アイルランド共和国 100% 100%

NBAD（ケイマン）リミテッド ファンドの運用 ケイマン諸島 100% 100%

NBADグローバル・マルチ・スト

ラテジー・ファンド
ファンドの運用 ケイマン諸島 100% 100%

___________________________________________

*当該SPEが2014年中に清算されたことを示す。
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（６）自己資本比率

当行は、UAE中央銀行の定めるバーゼルⅡガイドラインに従って、自己資本比率を計算する。2014年

12月31日現在および2013年12月31日現在のこれらの比率は、それぞれ以下のとおりであった。

 

 2014年

12月31日現在  

2013年

12月31日現在

 （監査済）

 （％表示を除いて百万ディルハム）

資本ベース 41,019  37,302

リスク加重資産：    

信用リスク 209,665  181,696

市場リスク 23,611  19,394

オペレーショナル・リスク 16,937  15,810

 250,213  216,900

自己資本比率 16.39%  17.20%

 

（７）資金調達

当行の銀行および金融機関預り金ならびに顧客預金の合計は、2014年12月31日現在および2013年12

月31日現在において、それぞれ279,865百万ディルハムおよび246,857百万ディルハムであった。顧客

預金は、2014年12月31日現在および2013年12月31日現在において、それぞれ243,185百万ディルハムお

よび211,097百万ディルハムとなり、それぞれ銀行および金融機関預り金ならびに顧客預金合計の

86.9％および85.5％に相当する。当行の顧客預金は、アブダビ政府および公共部門からの預金が高い

割合を占めている。2014年12月31日現在、当行の顧客預金のうち、約28.6％が政府事業体、さらに

15.9％が公共部門のものであった。ここでもまた、当行とアブダビ政府および公共部門との多年にわ

たる緊密な関係が反映されている。当行の資金需要を満たすものとしては他に、資本準備金、利益剰

余金、銀行間信用供与、買戻契約およびユーロコマーシャルペーパーまたは中期債券の発行による

ホールセール市場からの資金調達がある。

2005年12月７日以降、当行はユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム（以下「本プログ

ラム」という。）に基づき複数通貨建てのいくつかの証券を発行しており、2015年３月31日現在の残

高は2.7十億米ドル相当額、満期は2017年から2042年にわたっている。

当行は、通常の中期債と信託受益証券債務を組み合わせた合計３十億マレーシア・リンギットの証

券発行プログラムを保有しており、またオーストラリアおよびニュージーランドの国内債券発行プロ

グラム２十億豪ドルも保有している。本書提出日現在で、マレーシア・リンギットのプログラムに基

づく証券の発行総額は1.5十億マレーシア・リンギットであり（すべてが信託受益証券として発行され

ている。）、豪ドルのプログラムに基づく残高合計は700百万豪ドルである。

2013年６月、当行は期間５年、利率年１％、転換プレミアム30％の無担保上位転換社債500百万米ド

ルの発行を完了した。

2006年９月には、当行はユーロコマーシャルペーパーの発行のために、２十億米ドルのユーロコ

マーシャルペーパープログラムを設定した。これらの債券は、様々な通貨建てであり、12か月未満で

満期が到来する。

当行はまた、ロンドン、パリおよび香港の各都市で３つの預金証書発行プログラムを有している。
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マレーシア・リンギットの発行の正味手取金（この一部はマレーシア所在子会社であるナショナ

ル・バンク・オブ・アブダビ・マレーシア・ブルハドへの出資に使用された。）を除き、上に記載さ

れた各債券の発行により当行が受領した正味手取金は、当行の一般事業目的に使用された。

下表は、2014年12月31日現在および2013年12月31日現在における、当行の資金源をそれぞれ示した

ものである。

 

 2014年

12月31日現在  

2013年

12月31日現在

 （監査済）

 （百万ディルハム）

銀行および金融機関預り金 36,680  35,760

買戻契約 13,876  1,352

ユーロコマーシャルペーパー 5,484  6,752

顧客預金 243,185  211,097

期間借入 14,999  18,690

デリバティブ金融商品 10,953  7,454

その他負債 11,443  7,772

劣後転換社債 1,517  1,512

資本 37,963  34,671

 376,099  325,062

 

２【生産、受注及び販売の状況】

上記「１　業績等の概要」を参照のこと。

 

３【対処すべき課題】

（１）アラブ首長国連邦の銀行部門および規制

（ⅰ）概要

UAE中央銀行が公表したデータによれば、2015年３月31日現在UAE国内での営業認可を受けた銀行

は合計で49行（国内銀行23行および外国銀行26行）あり、2013年末で国民約９百万人にサービスを

提供している。結果としてUAEは、地域の標準に照らしても銀行過多な市場といえるかもしれない

が、これまで合併に向けた動きはほとんど起きていない。UAEは世界貿易機関（以下「WTO」とい

う。）加盟国であるため、さらなる経済の自由化が求められるが、その結果外国銀行がどの程度ま

で市場での存在感を高めることになるのかは不明である。しかし、長期的には、競争が激化し、UAE

国内および地域全域の双方において統合へ向けた動きが強まっていく可能性が高い。

アブダビ統計局（2014年アブダビ統計年鑑）によると、アブダビの金融部門および保険部門の

2013年の貢献は約45.8十億ディルハム（アブダビの名目GDPの4.8％）であった。UAE全体では、金融

部門の貢献は2013年の実質GDPの約6.9％と見積もられる（UAE統計局が発表した速報値に基づ

く。）。

銀行規制当局であるUAE中央銀行（1980年設立）は、多年にわたりその地位を拡大しており、UAE

国内で営業するすべての銀行の規制および監督を行う監督機関である。UAE中央銀行は、銀行業務監

督検査部門（Banking Supervision and Examination Department）を介して銀行を監視する。各銀

行のリスク・プロファイルに基づき定期的に銀行の精査を行い、また、銀行がUAE中央銀行に提出す

る報告書をすべて精査する。

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)

有価証券報告書

 36/270



UAE中央銀行は、最後の貸し手としての役割を担うものではなく、その役割は各首長国のそれぞれ

の首長が果たす場合が多い。しかしながら2014年にUAE中央銀行が導入した暫定限界貸出ファシリ

ティ（以下「IMLF」という。）により、UAEの非イスラム銀行は、流動性管理に役立てるため、一定

の格付がなされているかまたはUAE連邦政府が発行した資産を担保として使用し、UAE中央銀行の流

動性をオーバーナイトで利用することが可能になる予定である。下記「（ⅲ）近年の銀行業務の動

向－流動性」を参照のこと。

（ⅱ）金融システムの特徴

合併の欠如

UAEでは、2015年３月31日時点において、UAE国内での営業認可を受けた銀行が49行（国内銀行23

行および外国銀行26行。ドバイ国際金融センター（以下「DIFC」という。）を除く。）存在し（出

典：UAE中央銀行）、それらの銀行は2013年末のIMFの見積もりによると同地域の国民約９百万人に

対してサービスを提供している。このことから、UAEは、銀行過多な地域といえるかもしれない。こ

の地域では、これまで合併に向けた動きはほとんど存在しなかった。しかし、過去になされた合併

は、銀行が経営危機に直面した場合に行われることが多かったため、世界金融危機が合併に適した

状況を作り出したと示唆する解説者も存在する。銀行部門における銀行の林立状態は、一定程度、

UAEの連邦構造により後押しされている側面もある。なぜなら、それぞれの首長国が自らの国立銀行

を保持したいとの意向を有しているからである。また、現地の大手同族会社間の競争および株式の

持分の希薄化を嫌う意向も、合併促進を阻止してきた。しかしながら、2007年10月に、UAEにおいて

当時第２位および第４位の規模を持つエミレーツ・バンク・インターナショナル・ピー・ジェー・

エス・シーとナショナル・バンク・オブ・ドバイ・ピー・ジェー・エス・シーが合併し、エミレー

ツNBDピー・ジェー・エス・シーとなった。

UAEの銀行の大半は比較的小規模であるために、地域内での大規模な金融取引案件の獲得競争に参

加できないこともあった。これはつまり、UAEの銀行の大半は、ITシステムの開発等の資本コストを

負担するには比較的小規模な営業力しか有していないということでもある。WTOによる自由化の到来

は、それ以前と比べ外国銀行（市場への新規参入者および業務を拡大する既存プレーヤーの双方）

との競争を可能とし、いずれは、合併が増加し、汎湾岸レベルの営業網を有する銀行が生まれる可

能性もある。

国内中心主義

UAEの国内銀行は主に国内市場に重点を置いているが、これらの銀行の多くは、国外に小規模な業

務部門を構えており、クロスボーダー事業に対する関心を高めている。

数少ないホールセール融資の機会を数多くの銀行が競い合うという状況から、大部分の銀行は、

これまで未開拓の市場であった、リテール・バンキング部門に目を向けた。しかしながら、この業

務分野における競争の激化が、徐々に利益率を損ない、貸付基準の緩和を促している。逆境の中、

市場はまだ限られた範囲でしか検証が行われていないため、資産の質について将来どのような問題

が生じるか、その予測は難しい。

リテール業務の拡大により、販売経路、特に、ATM網、販売店および電話・インターネットによる

バンキング・サービスに対する多額の投資が必要となった。その結果、多くのUAEの銀行にとって、

情報技術に関する費用が支出における顕著な特徴となっている。

外国資本進出の制限

1987年、UAE連邦政府は、外国銀行がUAE国内に新規に業務を開設することを禁止した。同時に、

既存の外国銀行については支店数を８支店以下とし、リテール業務における潜在性を展開する能力

を制限した。しかし、地域統合に向けた継続的な努力に伴い、GCC加盟国の銀行に対する市場アクセ

スを認める合意がなされたことを受けて、GCC加盟国の３行、すなわち、ナショナル・バンク・オ

ブ・クウェート、SAMBAバンクおよびドーハ・バンクは、UAE中央銀行から認可を受けた。
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2002年に、ドバイ政府は、DIFCを設立する法令を公布した。ドバイ首長国所在のDIFCは、自由貿

易地域であり、プライベート・バンキング、アセット・マネジメント、投資銀行業務、再保険業

務、イスラム金融、証券取引およびバックオフィス業務を中心とした金融サービス・センターであ

る。DIFCは、独自の民法および商法を有し、民事および商事分野について自ら法律を制定する権限

を付与されている。DIFCの開設により、外国銀行は存在感の確立およびホールセール・バンキング

市場における競争が可能となり、新たな銀行が市場参入を果たしている。

石油部門に対するエクスポージャー

経済の大部分が直接間接を問わず石油部門に依存しているため、石油価格の低迷が長く続けば、

UAEの銀行は潜在的に事業崩壊に陥る可能性がある。特に、流動性の水準および政府によるインフラ

投資は石油収入による後押しを受ける傾向にある。しかし、徐々に、石油以外の民間部門が力をつ

け、UAE経済は石油価格の変動に左右されなくなってきている。

イスラム金融

シャリーア（イスラム）法は、金融取引において金利を課すことを禁じている。この原則の遵守

を望む顧客のニーズに応えるために、多くの銀行がイスラム世界において、その事業を発展させて

きた。これらの金融機関では、従来型の銀行取引にほぼ対応させながらも、金利の適用がないよう

に開発された様々な商品を提供している。UAEには、イスラム金融商品を提供する多くの金融機関が

存在する。このような金融機関には、シャルジャ・イスラミック・バンク、ドバイ・イスラミッ

ク・バンク、アブダビ・イスラミック・バンク、エミレーツ・イスラミック・バンク、ヌール・バ

ンク、アルヒラル・バンク、アジュマーン・バンク、ドバイ・イスラミック・インシュアランス・

アンド・リインシュアランス・カンパニー（AMAN）、イスラミック・アラブ・インシュアランス・

カンパニー（P.S.C.）（Salama）、タムウィールおよびアムラック・ファイナンスが含まれる。イ

スラム銀行の数は、新規市場参入者およびイスラム銀行に転換する従来型の既存銀行ともに、増加

し続けている。これに加え、従来的な金融機関もシャリーア法に則った商品を提供していることが

多い。

銀行の監督

銀行システムに適用される主な法律は、1980年銀行法第10号（以下「銀行法」という。）であ

り、同法によりUAE中央銀行が設立された。UAE中央銀行の主な役割は、銀行、与信、金融および財

政に関する政策を策定および実行し、外貨への自由な交換可能性を備えた、安定した価格と通貨を

確保する責務を負うことである。UAE中央銀行は、UAE国内における「銀行のための銀行」でもある

が、「最後の貸し手」ではない。銀行が経営難または返済能力の危機に陥った場合の救済資金（流

動性または資本についての長期的な支援）は、これまで、当該銀行の本店所在地である首長国が拠

出してきた。しかし、通貨売りや大手銀行の危機の場合、通貨の事実上の擁護者および最後の貸し

手として最終的に機能するのは、アブダビ政府となる可能性が高い。

これまで財政赤字の補填に海外投資による収益が用いられていたため、UAE中央銀行による国債の

発行は不要であった。しかし、UAE中央銀行は、特定の資金調達需要を満たすためではなく、過剰な

流動性を吸収するために、米ドルおよびUAEディルハム建ての預金証書（以下「CD」という。）を銀

行に発行している。現在のところ、これらのCDが流通市場で活発に取引されるということはない

が、UAE中央銀行にいつでも額面価額で償還を求めることができる。UAE中央銀行は、2007年、UAE

ディルハム建てのCD持分を米ドルで引き出すことのできる、オークションシステムを導入した。

UAEディルハムは、IMFの特別引出権と連動している。しかし、米ドルが介入通貨であることか

ら、実際には、UAEディルハムは米ドルに連動（ペッグ）している。このペッグ制は1980年代から採

用されており、地域内の政治的緊張のみでなく石油価格の変動に対しても抵抗力があることが証明

されている。
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UAE中央銀行は、マネーロンダリングの防止に関する金融機関の規制およびマネーロンダリングの

犯罪化に関する2002年連邦法第４号の実施についても責任を負う。UAE中央銀行は、金融情報部門と

して業務を行う反マネーロンダリング・不審取引対応部門（Anti－Money Laundering and

Suspicious Case Unit）を設立し、反マネーロンダリング政策および手続の徹底のために詳細な監

督指針を発表している。また、UAEは、反マネーロンダリング政策の調整に責任を負う、国家反マ

ネーロンダリング委員会を設立した。

さらに、UAEは、国家テロ対策委員会（以下「NATC」という。）の設立を定めた、テロ行為防止に

関する2004年連邦法第１号を制定することにより、テロリズムおよびテロ資金供与を取り締まるた

めの法的権限を強化した。NATCは、UAEの省庁間連絡役として機能する。

UAE中央銀行はUAE国内のすべての銀行、両替店、投資会社その他の金融機関の規制に責任を負う

が、DIFC内の銀行・金融サービスについてはすべてドバイ金融監督庁が規制する。UAE中央銀行は銀

行監督機関として日々成長している。しかし、UAE中央銀行がその役割を果たすに際し、個々の首長

国に与えられた法的な自治権が障害となり、銀行部門全体に一様に指令を実施するのが困難となる

場合もある。

先進的な資本市場の不在

UAEには成熟した債券市場や株式市場が存在しないため、多くの場合、長期融資を行う責務は銀行

が負っている。もっとも、銀行の負債のほとんどは短期の顧客預金であるため、貸借対照表上、資

産と負債とで満期のミスマッチが生じる傾向がある。２つの証券取引所、すなわち、ドバイ金融市

場およびADX（いずれも2000年に設立）は近年、急速な発展を続けてきたが、その発展も最近の世界

金融危機の煽りを受けている。ナスダック・ドバイ（旧ドバイ国際金融取引所）は、2005年９月26

日に業務を開始したDIFC所在の証券取引所である。2011年５月、ドバイ金融市場は、2009年12月に

発表した市場統合計画に従って、ナスダック・ドバイの持分の３分の２を取得した。２つの市場は

2010年７月にプラットフォームを接続し、ナスダック・ドバイが株式の取引、振替、決済およびカ

ストディ機能をドバイ金融市場のシステムに委託している。ナスダック・ドバイの上場を管理する

責務は2011年10月１日よりドバイ金融監督庁に移行した。ドバイ金融市場およびADXは2014年６月１

日にMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに格上げされており、これにより国際機関投資

家のUAEに対する関心と投資が増加する可能性がある。

政府の関与

UAEの銀行部門に対する国家の関与は大きなものである。大手銀行の大半は、政府が持分の一定割

合を所有している。理念として民営化が謳われているが、その実現には時間がかかっている。国家

およびその関係事業体はともに、預金およびプロジェクト・ファイナンスの両方において、銀行部

門の最大の顧客でもある。

外国人労働力

UAE経済の特異な特徴は、外国人労働力への依存であり、2013年半ばのアブダビ統計局の調査によ

ると、労働力の79.8％を外国人が占めている。銀行部門も例外ではなく、大手銀行の大半が外国人

を上級経営陣として採用している。これにより、先進的な市場からの専門知識が銀行部門にもたら

された。しかしながら、UAE連邦政府は、UAE国内における外国人の多さに懸念を深めている。ま

た、「労働力の自国民化（Emiratisation）」政策の一環として1999年に、銀行は2009年までに従業

員総数に占めるUAE国民の割合を40％に増やすよう指示された。概して、銀行はこの目標値に近づき

つつあるか、または既に達成しており、UAE国民に対し充実した研修および報酬を提供している。

会計基準

UAEの銀行はすべて、1999年１月１日以降、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）（旧国際

会計基準（IAS））に従い財務書類を作成することが義務付けられている。これにより開示基準は大
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幅に向上したものの、銀行部門全体における情報開示の質と詳細さについては若干のばらつきがあ

る。バーゼルⅡは、2009年11月17日にUAE中央銀行2009年第27号通達をもって導入されたが、バーゼ

ルⅢについては本書提出日現在においてUAE国内で実施の過程にある。

銀行システムの構造

UAEの銀行は、銀行法に定義されるとおり、いくつかの区分に分類される。「国立（National）」

銀行としても知られる国内商業銀行（2015年３月31日現在23行）は、40百万ディルハム以上の株式

資本を有する公開株式会社でなければならず、株式の過半数がUAE国民により所有されていなければ

ならない。認可を受けた外国銀行（2015年３月31日現在26行）は、UAEにおける事業の資本金とし

て、少なくとも40百万ディルハム以上が割当てられていることを証明する必要がある。銀行法は、

「金融機関」（信用供与、金融取引の実施、動産投資その他の活動を主な機能とするが、預金によ

る資金の受領を認められていない機関）および金融仲介機関（金融ブローカーおよび株式ブロー

カー）についても営業認可を与える。

（ⅲ）近年の銀行業務の動向

収益性

UAE経済の実績は、石油価格による影響を受ける。なぜなら、石油価格は、財政収入に直接的な影

響を与えるため、これにより国内における政府プロジェクトへの投資水準が決まるからである。

2004年から2008年にかけての、および2010年のUAEにおける石油価格高や好調な経済状況により、

UAEの銀行は大幅に規模を拡大した。

しかし、UAE経済は、世界的な景気後退によって悪影響を受けた。特に、貿易、観光、不動産およ

び商業を含むいくつかの主要な経済部門にも影響を及ぼす石油価格の著しい修正により悪影響を受

けた。この景気低迷に加え、市場における流動性水準が低下し融資が抑制されたことから、2008年

から2010年の間には多くのUAEの銀行において、それ以前の年と比べ、収益の減少が見られた。しか

し、2014年のIMFのカントリー・レポートによると、資産利益率を基準としたUAEの銀行の収益性

は、2010年の約1.3％から2014年には約1.7％に上昇した。

さらに、2004年から2008年の間、世界金融危機の状況下において、不動産部門およびエクイ

ティ・ファイナンスの発展に重点を置いたことで、UAEの銀行システムの重大なリスクが明らかに

なった。2008年、UAEの株価は全般的に下落したが、より最近になって反発し、ADXの標準指数は

2010年12月31日現在の2,719.9から下落し、2011年12月31日現在には2,402.3となり、その後2012年

12月31日現在には2,630.9へ、また2013年12月31日現在には4,290.3、2014年12月31日現在には

4,528.9へと上昇した。また、ドバイ金融市場の指数は、2010年12月31日現在の1,630.5から下落し

て2011年12月31日現在には1,353.4となり、その後再び上昇し、2012年12月31日現在には1,662.5

へ、2013年12月31日現在には3,371.4、2014年12月31日現在には3,774.0へと上昇した（出典：ブ

ルームバーグ）。2008年から2010年の間、多くの銀行は、同様に、国際投資ポートフォリオに時価

会計基準を適用したことによる悪影響を受けた。また、ほとんどのUAEの銀行の株主資本利益率は、

特にリテール融資で稼得可能な高い利益率および低い経費率を反映し、国際的に比較しても遜色の

ない水準となっている。

流動性

UAE中央銀行は、銀行システムの流動性水準を注意深く監視する。また、銀行に対し、流動性ポジ

ションを管理するための適切なシステムおよび統制、ならびに流動性ストレス期に対処するための

コンティンジェンシー・プランの導入を義務付けている。

銀行は、UAE中央銀行の定める安定資源に対する貸出金の割合の上限（100％）についても遵守し

なければならない。本文脈において、貸出金とは、顧客に対する貸出金および３か月超満期の銀行

間資産を意味する。
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UAEの銀行は、ほとんどが、個人または民間部門の会社からの要求払顧客預金または定期顧客預金

により資金を調達している。2015年２月28日現在、この２つを合わせた預金は、UAEの銀行部門にお

ける全預金の約75.9％であった。2015年２月28日現在、UAE連邦政府および公共部門による貢献は、

約25.3％であった。同日現在、非居住者その他の供給源による貢献は、全預金の約9.9％であった

（出典：2015年２月付UAE中央銀行統計報告書）。

世界金融危機を受けて、UAE中央銀行は、UAE国内で営業する銀行が適切な流動性を得られるよう

にするために、いくつかの措置を発表した。2008年９月、UAE中央銀行は、50十億ディルハムの流動

性ファシリティを設定し、適格負債証券を担保に供することを条件に、銀行がこのファシリティを

引き出せるようにした。流動性ファシリティは、既存契約についての資金調達が目的の場合にのみ

利用できる。新規融資は、顧客預金ベースの拡大に基づくものでなければならない。また、UAE中央

銀行は、銀行がCDを担保にUAE中央銀行からディルハムまたは米ドルの融資を受けることのできるCD

レポ・ファシリティを設定した。

これらの措置に加え、UAE連邦政府は、（70十億ディルハムの救済策の一環として）UAEの銀行に

50十億ディルハムの預金を行った。この預金は、自己資本比率を高めるために、銀行の選択によ

り、Tier２資本に転換することが可能であった。UAE国内の多数の銀行がこの選択権を行使し、自行

に預けられたUAE連邦政府預金をTier２資本に転換した。一部のUAEの銀行はTier２資本の返済を始

めている。本書提出日現在で、当行は割り当てられたUAE連邦政府預金を全額返済している。

2008年に、アブダビの複数の国有機関が強制転換社債を引き受けることで、アブダビの一部の銀

行の資本基盤強化を支援した。また、2009年２月には、アブダビ政府（財務省を介して）は、アブ

ダビの最大手５行（当行、アブダビ・コマーシャル・バンク、ファースト・ガルフ・バンク、ユニ

オン・ナショナル・バンクおよびアブダビ・イスラミック・バンク）の発行した劣後Tier１キャピ

タルノートにつき、合計16十億ディルハム分を引き受けた。アブダビ政府は、当行から４十億ディ

ルハムのTier１キャピタルノートを引き受けた。

バーゼルⅢ要件に対応して、UAE中央銀行は2012年第30号通達（以下「流動性通達」という。）を

公表した。これには、UAEの銀行に対する定性的および定量的な流動性要件が含まれる。流動性通達

（本書提出日現在、2015年７月１日付で施行されることが見込まれている。）で定められた定性的

要件は、UAEの銀行の取締役会および上級経営陣の責任を詳細に定めており、また全般的な流動性リ

スク枠組みを定めている。新規制は流動性リスクがUAE国内で営業する銀行によって良好に管理され

ており、かつバーゼル銀行監督委員会の勧告および国際的な最善の慣行に沿っていることを確保す

ることを企図している。

流動性通達に基づき、流動資産比率は、適格流動資産比率に置き換わる。流動性通達が2015年７

月１日に有効となれば、UAEの銀行はこれを遵守しなくてはならない。流動性通達はまた、2016年１

月１日より、UAEの銀行が銀行の流動性カバレッジ比率（以下「LCR」という。）の評価ではなく、

流動性の評価（かつ暫定適格流動資産比率の評価の回避）をUAE中央銀行に対して申請するオプショ

ンが含まれている。かかるオプションを選択するUAEの銀行は、LCRの遵守に移行する2016年１月１

日までに適格流動資産比率を遵守しなくてはならないが、LCRの遵守への移行は、UAE中央銀行の承

認を条件とする。

2014年４月15日、UAE中央銀行は、市場ストレスの発生時にはUAEの非イスラム銀行がその流動性

管理のため、一定の格付がなされているかまたはUAE連邦政府が発行した資産を担保として使用し、

UAE中央銀行の流動性をオーバーナイトで利用することが可能になるIMLFを導入した。

IMLFは、UAE中央銀行から１日のオーバーナイト・ローンを入手するための担保として、一定の資

産を貸し手に使用させものである。担保として使用することができる適格資産は売買可能なもので

なければならず、これには債券、スクーク、およびUAE連邦政府または各首長国の政府機関、ならび

にUAEの銀行および法人が発行した証券が含まれる。外国の政府、銀行、法人および国際機関が発行

した証券も担保として使用することはできるが、主要な国際格付機関３社のうち１社から最低でも
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Ａ格の格付を得ていなければならない。IMLFを利用する銀行は最低でも10百万ディルハムを借入れ

なければならず、UAEの公式レポ・レートに100ベーシスポイント上乗せした費用を請求される。

預金者の地位

UAEには正式な預金保護制度が存在しない。これまでのところ、銀行の破綻が認められたことはな

いが、1980年代および1990年代初頭において、関係政府当局は数行を事業再編した。世界金融危機

を受け、UAE連邦政府は、2008年10月に、すべてのUAEの銀行およびUAE国内で主力事業を展開する外

国銀行の預金について、これを保証する意向であると発表した。その後、2009年５月には、UAE連邦

評議会が連邦預金を保証する法案を承認した。しかし、いかなる法案もその後可決されるという保

証はないため、法案が可決されるまでは、政府による支援の保証はない。

健全性規制

UAE中央銀行は、UAE国内の銀行に対し監督責任を負う。立入検査および銀行から定期的に提出さ

れる報告書を精査する方法により監督を行う。調査の頻度は、銀行が把握したリスクに左右される

が、すべての銀行を対象に少なくとも18か月に１回は調査が行われる。健全性に関する申告は、同

申告に含まれる情報の内容に応じ、１か月、３か月、６か月、または１年に一度行われる。銀行部

門内における信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに関するより最新の情報を

UAE中央銀行に提供するために、リスク管理の枠組みの改善が行われた。

自己資本比率

すべての銀行が、自己資本比率の算出に際しバーゼル合意の原則に従わなければならない。バー

ゼルⅡは2009年11月17日をもって導入された。1993年以降、UAE中央銀行は10％の最低自己資本比率

を課している。しかし、2009年８月30日付の通達および世界的な景気低迷を受けて、UAE財務省およ

びUAE中央銀行は、自己資本要件を変更すると発表した。その内容は、UAE国内で営業する国内銀行

および外国銀行に対して、2009年９月30日までに７％以上のTier１自己資本比率および11％以上の

最低自己資本比率を達成するよう勧告するというものである。さらに、UAE中央銀行は、UAE国内で

営業する銀行に2010年６月30日までにTier１自己資本比率を８％以上に、最低自己資本比率を12％

以上に引き上げるよう求めた。その後2009年11月17日付の通達を通じてバーゼルⅡを導入して、UAE

中央銀行は、国際的に活動するUAEの銀行は近いうちにバーゼルⅡの基礎的内部格付手法へと移行す

ることが期待されると述べた。同通達を通じて、UAE中央銀行は、UAE国内で営業するすべての銀行

は、常に自己資本比率を11％以上に保ち、2010年６月30日までにはこれを12％まで増加させること

が求められていると繰り返し述べた。また、UAE中央銀行は、同通達を通じて、バーゼルⅡの枠組み

の第２および第３の柱に関する同銀行の予想を明らかにした。

UAE国内における自己資本比率の算出は、国際決済銀行の指針に従って行われる。その枠組みの中

で、UAE中央銀行はUAE国内で営業する銀行に適用される、国の裁量による一定の適用除外およびガ

イドラインを発表している。

銀行法に基づき、銀行は、法定準備金が資本の50％に達するまで、毎年利益の10％を法定準備金

および特別準備金のそれぞれに振り替えなければならない。法に定める特別な場合を除き、この準

備金から配当を行うことはできない。UAEの銀行が支払う配当はすべて、UAE中央銀行による事前の

承認を受けなければならない。

準備預金制度

UAE中央銀行は、健全性を監督する手段として、また信用拡大を抑制するために、準備預金制度を

用いる。預金準備率は、定期預金については１％、他のすべての顧客残高については14％である。

UAEの与信事務所の設立

連邦政府企業でUAEの与信報告およびその他の金融情報の提供を専門にしているアル・エティハド

与信事務所（以下「AECB」という。）は、UAE内閣から事務所の規制および与信報告の責任について
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正式に承認を受け、2014年に運営を開始した。AECBはUAEに拠点を置くすべての銀行に対し、データ

共有契約を締結し顧客与信情報を提供できるように働きかけた。当行を含む多くの銀行が契約を完

了させ、運営を開始するまでに初期データの提供を終えている。

与信報告データの共有に関する規則とUAEにとって初めての与信事務所の商業上の運営の実施は、

一般的に顧客貸出およびバンキング事業の組成のリスクを減少させることが予期される。

信用管理

銀行は、その規模や業務に応じた与信方針および手続を定めることがUAE中央銀行により義務付け

られている。また、信用集中、とりわけ個人の借り手、経済部門および外国に対する集中を監視す

るために、適切な信用評価、承認プロセスおよび十分な制御手段を整えなければならない。

リテール・バンキングに関する2011年２月23日付の通達により、UAE中央銀行は、個人顧客に対し

て提供されている銀行貸出金およびその他のサービスに関する規制を導入した。これらの規制は、

とりわけ、融資額および収益額の上限や、個人向け商品についてのローン・トゥ・バリュー比率に

ついて定めている。例えば、これらの規制は、個人顧客に対する融資額は借り手の給料または総収

入の20倍を超えてはならないと定めるほか、返済期限も48か月を超えてはならないと定めている。

これらの規制は、外国人向け住宅ローンの額は、（５百万ディルハム以下のものに関して）初回の

住宅購入時には資産価値の75％を超えてはならないこと、（５百万ディルハムを上回るものに関し

て）初回の住宅購入時には資産価値の65％を超えてはならないことおよび２回目以降の購入時には

当該資産価値にかかわらず資産価値の60％を超えてはならないことを定めた住宅ローン規制（2013

年11月28日付UAE官報（以下「官報」という。）により公表され2013年12月28日に施行されたもので

あり、2012年12月30日付の2012年第3871号通達に優先する。）を受けて変更される可能性がある。

UAE国籍保有者向け住宅ローンの上限は、５百万ディルハム以下の初回の住宅購入時には80％、５百

万ディルハムを上回る初回の住宅購入時には70％および２回目以降の購入時には資産価値にかかわ

らず65％と定められている。

大口エクスポージャー

UAE中央銀行は、大口エクスポージャーの定義を、単一の借り手または関連する借り手グループに

対するオンまたはオフバランスシートの融資エクスポージャーのうち所定の上限を超えるものとし

ている。大口エクスポージャー制限（2012年４月に公表された大口エクスポージャー制限に関する

UAE中央銀行通達による。）（銀行の資本ベースに占める割合として定義される。）は、以下のとお

りである。

・　単一の借り手または借り手グループに対して－７％

・　自己資本の５％超を保有する銀行の株主に対して－７％

・　国外の銀行間エクスポージャー－30％（UAEの銀行間エクスポージャーでは、満期が１年を超え

る場合には25％の上限が適用される。満期が１年を超えない場合には、規制を免除される。）

・　銀行の親会社、子会社または関連会社に対して－20％（当該エクスポージャーの総計で60％）

・　取締役に対して－５％（当該エクスポージャーの総計で25％）

2013年11月11日、UAE中央銀行は、上記の大口エクスポージャー制限を一部変更した大口エクス

ポージャーに係る2013年第32号通達（以下「大口エクスポージャー通達」という。）を公表した。

大口エクスポージャー通達は2013年12月30日付官報によって公表され、2014年１月30日に施行され

た。大口エクスポージャー通達は、UAEの地方政府および地方政府が保有する非営利事業体に対する

すべての貸出について、新しい限度を銀行の自己資本の100％とし、同時に単一の非営利事業体に対

する貸出の限度を自己資本の25％とする規制を導入した。これらの限度を超えるエクスポージャー

はUAE中央銀行の承認が条件となる。UAE中央銀行は、５年の期間（2013年末から開始する。）を定

め、その間にUAEの銀行が大口エクスポージャー通達を遵守する必要があるとした。下表は、大口エ
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クスポージャー通達により導入された変更の要約（バーゼルⅡに基づいて計算された銀行自己資本

の割合として定義されている）を示している。
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 新制限 旧制限

 個別 合計 個別 合計

UAE連邦政府およびその非営利事業体 免除 免除 免除 免除

UAEの地方政府およびそれらの非営利事業体 UAEの地方政府に

は上限なし、各

非営利事業体に

は25％の上限

100% 免除 免除

UAE連邦政府およびUAEの 地方政府の営利事

業体

25% 100% 25% なし

営利目的およびその他（非営利目的）の民

間部門事業体ならびに個人

最大25％ なし 7% なし

銀行の自己資本および関係事業体の５％以

上を所有する株主

20% 50% 7% なし

銀行の子会社および関連会社に対するエク

スポージャー

10% 25% 20% 60%

取締役会構成員 5% 25% 5% 25%

 

貸倒引当金

UAE中央銀行は、不良債権を回収の見込みに基づき破綻懸念先、実質破綻先、破綻先のいずれかに

区分し、修正担保価値を加味した後に、それぞれ担保差引後の額の25％、50％、100％以上の引当金

を計上するよう定めている。個人向け貸出金および消費者向け貸出金のうち、利息または元本のい

ずれかの返済が90日よりも長い期間滞っているものについては、不稼働資産とし、不良債権として

分類しなければならない。さらに、2010年11月11日付でUAE中央銀行が発出した貸出金の分類の規制

やそれらの引当金について規定した2010年第28号通達に従い、UAE国内のすべての銀行は、未分類の

貸出金に対する一般引当金を用意し、2014年までにその一般引当金の額を銀行が有する信用リスク

加重資産の1.5％相当額まで引き上げなければならない。実際に、数行の銀行ではより厳しい方針を

実施して、回収が疑わしくなった貸出金は直ちに不稼働資産として処理している。

UAE国内の銀行は、一般に、回収のためのあらゆる法的選択肢が尽くされるまで、不良債権の償却

は行わない。このことから、UAEの銀行の貸借対照表に計上される不良債権の水準は、他の経済圏で

営業する銀行と比べ、高くなる傾向にある。

 

（２）リスク管理

当行のリスク管理の枠組みの設置および監督は取締役会が全般的な責任を負い、２つの取締役会

委員会（リスク管理委員会および監査委員会）および２つの経営委員会（グループリスク委員会お

よびグループ資産負債委員会）が取締役会を補佐する。

当行は、事業ユニット、統制ユニット、およびグループ内部監査を通じて３つの段階においてリ

スクを管理している。事業ユニットは、自己の活動が当行のリスク選好の範囲内であり、関連する

社内の方針およびプロセスを遵守したものであることを確保することにより、日々の活動に内在す

るリスクを特定し管理する。リスク・グループ（本店のリスク管理部署および様々な事業部門に組

み入れられたリスク管理部署）およびグループ法務・コンプライアンス部門は、方針、枠組み、プ

ロセスおよび分析ツールで構成されるリスク統制を共同で確立し、同時に第１ラインの監督と独自

のレビューを行う。グループ内部監査は、当グループのリスク管理実務が有効であることを、経営

陣および取締役会に保証する。

流動性リスク
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流動性リスクとは、当行が、契約上のおよび偶発的な金銭支払義務を履行するための常時利用

可能な十分な資金を用意できなくなるリスクである。流動性リスクは、一定の資金調達源を利用

不可能とする市場の混乱または信用格付の引下げにより生じうる。このリスクを管理するため

に、当行の上級経営陣は適切な流動性の維持を確保するべく、資金調達源を多様化し、日次ベー

スで流動性を監視している。さらに、当行は、現金による法定準備金を中央銀行に保持してお

り、現金、現金同等物および容易に換金可能な市場性ある有価証券につき、適切な残高を維持し

ている。

下表は、当行の資産および負債について、契約上の償還に関する取決めに基づく償還期限の分

布をまとめたものである。資産および負債の契約上の償還期限は、貸借対照表日における契約満

期日までの残存期間に基づき決定されている。償還期限の分布については、適切な流動性が維持

されるように上級経営陣が監視する。

2014年12月31日現在の資産、負債および株主資本の償還期限の分布は、下表に示すとおりであ

る（当行の2014年12月31日に終了した事業年度の監査済財務書類より引用したものである。）。

 

  合計  ３か月未満  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超  不特定満期

  （千ディルハム）

資産               

現金および中央銀行

預け金

 

55,452,341  51,914,495  3,537,846  －  －  －  －

損益を通じて

公正価値評価され

る投資

 

15,425,662  2,546,859  3,643,831  6,097,025  572,182  2,565,765  －

銀行および金融機関

預け金

 

11,134,262  10,475,464  658,798  －  －  －  －

売戻条件付契約  15,844,377  14,525,319  1,319,058  －  －  －  －

貸出金  194,279,352  44,544,174  18,756,573  27,686,168  44,319,741  58,972,696  －

非トレーディング

投資

 

67,493,122  2,893,227  4,871,748  15,720,286  9,713,627  34,294,234  －

デリバティブ

金融商品

 

7,422,828  1,546,297  941,943  1,393,080  1,099,799  2,441,709  －

その他資産  6,370,981  4,778,236  1,592,745  －  －  －  －

投資不動産  177,533  －  －  －  －  －  177,533

有形固定資産  2,498,254  －  －  －  －  －  2,498,254

  376,098,712  133,224,071  35,322,542  50,896,559  55,705,349  98,274,404  2,675,787

負債および資本               

銀行および金融機関

預り金

 

36,679,504  35,865,125  796,028  18,351  －  －  －

買戻契約  13,875,917  13,875,917  －  －  －  －  －

ユーロコマーシャル

ペーパー

 

5,484,176  3,540,073  1,944,103  －  －  －  －

顧客預金  243,184,652  229,147,733  11,634,192  1,400,368  785,906  216,453  －

期間借入  14,998,716  2,768,851  502,628  3,192,007  6,745,751  1,789,479  －

デリバティブ

金融商品

 

10,953,124  1,455,819  1,154,224  1,124,491  1,622,594  5,595,996  －

その他負債  11,442,600  8,581,950  2,860,650  －  －  －  －

劣後社債  1,516,641  －  －  1,037,047  －  479,594  －

資本  37,963,382  －  －  －  －  －  37,963,382

  376,098,712  295,235,468  18,891,825  6,772,264  9,154,251  8,081,522  37,963,382
               

 

2013年12月31日現在の資産、負債および株主資本の償還期限の分布は、下表に示すとおりである

（当行の2014年12月31日に終了した事業年度の監査済財務書類より引用したものである。）。
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合計  ３か月未満  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超  不特定満期

  （千ディルハム）

資産               

現金および中央銀行

預け金

 

35,061,054  28,871,446  6,189,370  238  －  －  －

損益を通じて

公正価値評価され

る投資

 

2,645,893  －  229,260  502,429  275,040  1,639,164  －

銀行および金融機関

預け金

 

20,100,371  15,101,012  4,999,359  －  －  －  －

売戻条件付契約  18,932,199  16,506,617  2,255,801  169,781  －  －  －

貸出金  183,811,494  48,870,198  25,831,591  20,204,500  30,472,213  58,432,992  －

非トレーディング

投資

 

50,846,059  4,602,465  11,166,081  3,503,638  5,497,222  26,076,653  －

デリバティブ

金融商品

 

6,146,006  1,049,944  542,963  1,046,083  1,096,145  2,410,871  －

その他資産  4,909,712  3,682,285  1,227,427  －  －  －  －

投資不動産  135,260  －  －  －  －  －  135,260

有形固定資産  2,473,608  －  －  －  －  －  2,473,608
 

  325,061,656  118,683,967  52,441,852  25,426,669  37,340,620  88,559,680  2,608,868
               

 
負債および資本               

銀行および金融機関

預り金

 

35,760,382  34,111,978  1,648,404  －  －  －  －

買戻契約  1,352,121  1,352,121  －  －  －  －  －

ユーロコマーシャル

ペーパー

 

6,752,015  6,119,170  632,845  －  －  －  －

顧客預金  211,097,222  192,710,645  15,621,857  1,834,111  760,976  169,633  －

期間借入  18,690,168  －  3,480,688  4,834,299  5,857,284  4,517,897  －

デリバティブ

金融商品

 

7,454,016  1,158,300  663,615  734,859  1,010,554  3,886,688  －

その他負債  7,772,018  5,830,802  1,941,216  －  －  －  －

劣後社債  1,512,323  －  －  1,034,935  －  477,388  －

資本  34,671,391  －  －  －  －  －  34,671,391

  325,061,656  241,283,016  23,988,625  8,438,204  7,628,814  9,051,606  34,671,391
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通貨リスク

通貨リスクは、外国為替レートの動きにより金融商品の価値が変動するリスクで、外貨建の金

融商品について生じる。当グループの機能通貨はUAEディルハムである。取締役会は、通貨別にポ

ジションに制限を設定している。当グループのレベルでは、当行はペッグ制、またはペッグ制で

はない通貨に対して制限を採用している。その制限はネット・オープン・ポジション（外国為替

エクスポージャーを計算する際に当行が用いるリスク手法）を使用して計算される。かかる当行

のエクスポージャーが計算されると、当グループレベルで設定されたネット・オープン・ポジ

ションと比較してチェックされる。ポジションは厳しく監視され、設定した制限内にポジション

を維持するようにヘッジ戦略が用いられる。

2014年12月31日現在において当行が有していた外貨建の重要な正味エクスポージャーは、下表

に示すとおりである（当行の2014年12月31日に終了した事業年度の監査済財務書類より引用した

ものである。）。

 

通貨

正味直物

ポジション

(ショート)／ロング

 

先物ポジション

(ショート)／ロング

 合計

2014年

(ショート)／ロング

 合計

2013年

(ショート)／ロング

 （千ディルハム）

米ドル 17,872,952  (7,852,715)  10,020,237  (2,917,259)

英ポンド 1,611,470  (1,399,036)  212,434  181,579

ユーロ 7,456,348  (7,267,167)  189,181  40,402

クウェート・ディナール (271,131)  (255,120)  (526,251)  380,512

オマーン・リアル 1,270,239  (1,212,732)  57,507  515,231

サウジ・リアル 33,840  (2,361,431)  (2,327,591)  1,228,574

日本円 95,043  (54,602)  40,441  (10,040)

スイス・フラン 771,049  (300,583)  470,466  (9,705)

カタール・リヤル 252,309  1,108,760  1,361,069  1,795,810

バーレーン・ディナール 37,665  42,178  79,843  479,635

エジプト・ポンド 185,029  190,848  375,877  30,612

ヨルダン・ディナール 934,806  (668,384)  266,422  277,737

マレーシア・リンギット (232,119)  365,575  133,456  (9,215)

 

市場リスク

当行の市場リスクは、市場金利、外国為替レート、ならびに株価、コモディティ価格およびオ

プション価格等の市場要因の動きにより当行の収益または金融商品の価値のそれぞれが不利に変

動するリスクである。

当行は市場リスクを２つの要素に分類する。すなわち、トレーディングおよび非トレーディン

グ・ポートフォリオである。トレーディング・ポートフォリオはそのほとんどをGWBが保有し、他

方非トレーディング市場リスクは主に投資ポートフォリオ、銀行業務帳簿における市場金利差お

よび当グループ全体の外国為替ポジションに内在している。

信用リスク

信用リスクは、顧客または金融資産の取引相手が契約上の義務を履行せず、これにより当行が

財務上の損失を被るリスクである。これは売戻契約、オフバランスシートの偶発債務および非ト

レーディング債券投資、ならびに一定のその他資産を含めた、主として当行の貸出金、銀行およ

び金融機関預け金から生ずる。当行の信用リスク管理の枠組みは、これらのリスクを監視し管理

する方針および手続を含んでいる。グループ・リスク管理部署は、以下を含めた信用リスクの管

理を中心的に監督している。

・　与信ファシリティの承認および更新に関する認可制度と制限の設定
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・　顧客にファシリティ供与を確約する前に認可制度と制限に従って行われる与信エクスポー

ジャーのレビューと査定。ファシリティのレビューおよび更新は同じ手続で行われる。

・　貸出および投資の分散

・　産業部門、地域、および相手方に対するエクスポージャー集中の制限

・　保有するポートフォリオに係る信用リスクの監視を、以下の手法を使用して定期的に行う。

・　リスクの質の監視（債務者レベル）：当行には、社内格付に基づいて与信の定期的レ

ビューを行う手続がある。信用力が弱い与信についてはより多い頻度でレビューが行わ

れ、優れた信用力のある与信については少ない頻度でレビューが行われる。当行には、

潜在的に懸念のあるすべての口座について、それらを定義し報告する手続が定められて

いる。消費者金融ポートフォリオは、関連顧客の分割払金未払件数に基づいて計算され

た延滞バケットに基づき監視される。

・　リスクの質の監視（ポートフォリオ・レベル）：当行は既存のポートフォリオを、関連

する経済セクター、産業、地理、格付および事業分野に基づいて監視する。これらの

ポートフォリオ報告書は定期的に作成され上級経営陣に回付される。

・　支払期限が経過した元利金の監視：貸出金の元利金で支払期限が経過したすべての金額

は、定期的に上級経営陣に報告される。期限が経過したそれらの金額を回収するための

措置が開始され、以後はフォローアップ作業が継続される。

・　限度超過額の監視：当行にはすべての限度超過額の監視に関する方針がある。監視報告

書が上級経営陣に提出され、当該超過額を回収し正常に戻すための手続が開始される。

・　潜在的損失口座（要監視先リスト）の監視：この区分は、契約上の元金あるいは利息い

ずれかの支払い期限が経過した口座、または借入人の財務状態および信用度が悪化し通

常以上の注意が必要となった口座、で構成される。そのような悪化が見られた場合は、

資産の質のさらなる低下が生じていないことを確認するため、特別の監視が行われる。

・　取引に伴う信用リスク：当行では、外国為替、金利および商品の店頭デリバティブに関

連して将来の潜在的エクスポージャーの見積りを行う方法が、社内的に定められ実施さ

れている。将来の潜在的エクスポージャーは、リスク限度を設定し取引相手方に対する

エクスポージャーを日次ベースで監視するために使用されている。

・　担保の管理：当行は、効果的な担保管理を行うため、統制、レビューおよび承認の厳格

なシステムを採用している。これには、各ファシリティに関する最低ローン・トゥ・バ

リュー比率要件、株式担保貸付および不動産ポートフォリオ貸付に関する特別担保要

件、財務商品に関する追加証拠金請求、および担保権の対抗要件具備を含めた契約の法

的強制力の確保等が含まれる。

2013年11月11日、UAE中央銀行は、2012年４月に公表された大口エクスポージャーの制限に関す

る従前の通達を改正する、大口エクスポージャー通達を公表した。大口エクスポージャー通達は

2013年12月30日付官報により公表され、2014年１月30日に施行された。大口エクスポージャー通

達は、UAE地方政府およびその非営利事業体への貸出についてはその総額を銀行の自己資本の

100％以下とし、一の非営利事業体への貸出については銀行の自己資本の25％以下とする、という

新しい制限が導入された。かかる制限を超えるエクスポージャーは、UAE中央銀行による承認を条

件としている。UAE中央銀行は、UAEの銀行が大口エクスポージャー通達を遵守するための準備期

間として、５年間という期間を設け、これは2013年末に開始した。「３　対処すべき課題等

（１）アラブ首長国連邦の銀行部門および規制（ⅲ）近年の銀行業務の動向 － 大口エクスポー

ジャー」を参照のこと。

デリバティブ取引に関する相手方信用リスク

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)

有価証券報告書

 49/270



デリバティブ金融商品に関する信用リスクは、取引相手が契約上の義務を履行しない可能性か

ら生じ、当行にとって有利な金融商品のプラスの市場価値に限定される。また、プラスの市場価

値が「代替コスト」と称される場合があるのは、これが取引相手に不履行があった場合に市場実

勢金利による取引に変更する際の費用の見積値であるためである。デリバティブは、バランス

シートを効率的に管理するために当行において使用され、またその他の金融機関により締結され

たバック・トゥ・バックの取引として当行の顧客にも提供される。当行のデリバティブ契約の大

半は、主要な信用格付機関から信用格付の投資グレードを享受している他の金融機関と締結され

たものである。

金利リスク

業務の性質上、当行は主として利付金融商品から生じ、金利が変動した場合には当行が保有す

る金融商品の価額および関連収入が悪影響を受ける可能性があることを反映する、金利リスクに

晒されている。当行はトレーディング・ブックおよびバンキング・ブックの両方で、このリスク

に晒されている。

すべての事業ユニットは、金利リスクをGMユニットおよびグループ・トレジャリー部署に移転

するよう指示されている。当行が保有するトレーディング・ポートフォリオの金利リスクは、リ

スク管理委員会により承認された限度内でGMユニットにより管理されている。当行が保有するバ

ンキング・ポートフォリオで生ずる金利リスクは、リスク管理委員会により承認された限度内で

グループ・トレジャリー部署により管理されている。GMおよびグループ・トレジャリーは、この

リスクを、主として利回り曲線の様々な部分において資産負債のミスマッチにより生ずる金利感

応度を監視することにより管理している。

当行が保有する資産負債のかなりの部分は、１年以内に価額が更改される。したがって、当行

の金利リスクに対するエクスポージャーは限定されている。GMリスク・チームは、金利の予想さ

れる変動が及ぼす影響を測定して、金利リスク・エクスポージャーの査定を行っている。

オペレーショナル・リスク管理

これは、グループのプロセス、社員および組織に関連する様々な原因、および信用リスク、市

場リスクならびに流動性リスク以外の外的要因で生ずる、直接的または間接的な損失のリスクで

ある。これには法律上および規制上の要件、および一般的に認められた企業行動の基準が含まれ

るが、戦略・風評に関するものは除外されている。しかしながら風評リスクは、様々なオペレー

ショナル・リスク管理のツールで対処されている。

取締役会は、グループのオペレーショナル・リスク管理を監督する責任を負っている。この責

任は、リスクを特定し、評価し、監視し、統制し、管理し、報告するために設定された方針およ

び手続の枠組みを使用して、グループリスク委員会を通じ履行されている。グループリスク委員

会は、オペレーショナル・リスク関連損失の可能性を削減し結果として生ずる影響を最小限に止

めるため、明確な社内方針と手続を採用している。これらの措置は、関連リスクを評価しグルー

プ内の新たな取組みおよび／または重大な変更の取組みに残るリスクを承認するユニークで効果

的な評価プロセスと、当行がオペレーショナル・リスク事由または事象を捉えるための「社内損

失データ収集プロセス」を含んでいる。収集された社内損失データは総勘定元帳（当行の財務

チームが使用する内部的会計記録）と照合調整される。

当行は、４段階のオペレーショナル・リスク管理サイクルの形で定義された、効果的なオペ

レーショナル・リスク管理の枠組みを採用している。この４段階とは、（ｉ）リスクの特定、

（ⅱ）リスクの査定と測定、（ⅲ）リスクの統制、そして（ⅳ）リスクの監視と報告である。オ

ペレーショナル・リスク・サイクルは、１つまたは複数のツールを使用して認識される。グルー

プのオペレーショナル・リスク管理の枠組みは、すべての事業ユニットにオペレーショナル・リ
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スク管理ツールを戦略的に導入して、オペレーショナル・リスク管理の要素を日々の業務活動と

プロセスに組み込むことを狙っている。

日々のオペレーショナル・リスクの管理は、グループ・レベルで設定されたオペレーショナ

ル・リスク枠組みを遵守している関連事業ユニットの経営陣が行っている。グループ・レベルの

オペレーショナル・リスク管理方針に従い、関連事業ユニットは定期的にリスク査定を行い、定

期的にオペレーショナル・ロスを報告し、監視の枠組みを導入して、それぞれのユニットにおけ

るオペレーショナル・リスクを軽減するため適切な措置を取ることを要求される。すべての事業

ユニット、海外支店および子会社にオペレーショナル・リスク管理のコーディネーターが任命さ

れており、彼らは自分が担当する分野におけるオペレーショナル・リスク管理の中心的推進役と

しての役割を果たしている。グループ内の個別事業分野は、グループが事業を行っている様々な

地域および外国の規制当局による様々な規制を遵守する責任を負っており、責任遂行に当たって

はUAE内の法務・コンプライアンス部門の支援を受けている。

方針および手続の遵守を確実に実施する主たる責任は関連事業分野にあり、グループ内部監査

が行う定期的レビューがそれを支援している。これらレビューの結果は関連する事業ユニットの

経営陣と協議され、その要約は当行の監査委員会および上級経営陣に提出されている。

バーゼルⅡ

当行の自己資本比率は、2015年３月31日現在において15.50％、2014年12月31日現在は

16.39％、2013年12月31日現在は17.20％であることから、バーゼルⅡ自己資本比率規制に従って

UAE中央銀行により定められた12％という現行の最低規制要件を遵守している。

バーゼルⅢ

UAEにおける、UAE中央銀行によるバーゼルⅢ自己資本規制および流動性ガイドラインの施行に

先立ち、当行は四半期ベースで、主要なバーゼルⅢの規制比率（普通株式等Tier１比率、Tier１

資本比率およびレバレッジ比率）を満たす。2015年３月31日現在のこれらの比率から、当行が

バーゼルⅢガイドラインを遵守した、適切な資本バッファーを維持していることが明らかとなっ

ている。

当行は、UAE中央銀行の現在の２つの暫定流動性比率（流動資産比率および安定リソース比率）

の遵守を維持しており、2015年３月31日現在においても遵守している。当行はまた、主なバーゼ

ルⅢ流動性ガイドライン（LCRおよび安定調達比率を含む。）に対する遵守も監視している。

本書提出日現在、当行は、当行のLCRの評価ではなく、流動性の評価への移行（かつ2015年７月

１日付で流動性通達に基づき導入されるUAE中央銀行の暫定比率である適格流動資産比率の評価の

回避。適格流動資産比率は、導入後、現在の暫定比率である流動資産比率を置き換える。）の承

認をUAE中央銀行に対して要請する、2016年１月1日より有効となる流動性通達に基づくオプショ

ンを行使した。当行は、LCRの遵守に移行する2016年１月１日までに適格流動資産比率を遵守しな

くてはならないが、LCRの遵守への移行は、UAE中央銀行の承認を条件とする。

与信承認手続

当行の与信承認プロセスは、階層的な承認アプローチに従っており、小規模個人向け与信につ

いては支店および地域レベルで与信承認が行われている。より規模の大きな与信判断について

は、グループ最高リスク管理責任者の下にあるリスク・グループに付託される。単一グループ・

エクスポージャーに関して、当行はリスクを基準とした裁量的承認権限を設定している。この裁

量権は社内のリスク格付にリンクしており、より低い格付の取引を許可する決定にはより厳格な

信用審査が課せられ、かかる信用審査は上級の承認権者に提出されている。

個人向け貸付事業はリスク・グループにより厳しく吟味されたプロダクト・プログラムに従っ

て行われており、小規模で大量の与信の決定を処理するにあたりクレジット・スコアリング手法

が採用されている。効果的かつ継続的な承認およびレビューのプロセスを実現するため、このス
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コアは経営陣の判断と結合される。個人向け与信のオリジネーション・プロセスはその大部分が

自動化されており、それにより与信の承認および監視のプロセスから生じるオペレーショナル・

リスクは大幅に減少している。

不良債権

不良債権は、2014年12月31日現在の6,160百万ディルハムから、2015年３月31日現在の5,955百

万ディルハムに減少した。2014年３月31日から2015年３月31日の間に、不良債権は絶対ベースで

168百万ディルハム減少し、貸出金総額に対する不良債権の比率は、同期間中に3.31％から2.88％

に減少した。当行は、業界中で最も低く、業界の平均よりも相当程度低い不良債権比率を維持し

ている。また、2015年３月31日現在において、当行の不良債権は111％が引当金（集合的減損引当

金を含む。）によりカバーされている。不良債権および不良債権比率の減少は、UAEにおけるクレ

ジット・サイクルの改善およびそれに伴う貸出金の増加を反映している。民間部門の信用リスク

は、主に、UAE国内の主要な事業グループおよび現在進行中のインフラおよび不動産プロジェクト

に対するものである。貸出金総額（ただし、政府および公共部門に対する貸出金をすべて除

く。）に対する不良債権（ただし、政府および公共部門に対する不良債権を除く。）の比率は、

政府および公共部門を除き、2014年12月31日現在および2013年12月31日現在において、それぞれ

4.51％および4.91％であった。

不良債権リスクのうち上位20の債権が、2015年３月31日現在および2014年12月31日現在におけ

る不良債権総額（利息の未計上分を含む。）のそれぞれ66％および60％を占めていた。条件緩和

貸付金は、2015年３月31日現在および2014年12月31日現在においてそれぞれ1.69十億ディルハム

および1.30十億ディルハムであった。

下表は、貸出金総額に占める不良債権額、不良債権額に対する貸倒引当金および貸出金総額に

対する減損費用の2014年12月31日現在および2013年12月31日現在におけるそれぞれの割合（％）

の内訳、ならびに、2014年12月31日および2013年12月31日に終了した事業年度に係るそれぞれの

不良債権額の変動を示したものである。

 

  2014年12月31日現在  2013年12月31日現在

  （監査済）

 （％）

不良債権額／貸出金総額  3.07  3.16

不良債権額（政府および公共部門に対する不

良債権を除く）／貸出金総額（政府および

公共部門に対する貸出金をすべて除く）

 4.51  4.91

貸倒引当金／不良債権額  108.24  105.22

正味減損費用／貸出金総額  0.43  0.63

 

  不良債権額の変動

 
 2014年12月31日に

終了した事業年度

 2013年12月31日に

終了した事業年度

  （監査済）

 （百万ディルハム）

期首における不良債権額  6,013  5,781

控除：回収額  474  321

控除：償却額  544  388

加算：正味追加額  1,165  941

期末における不良債権額  6,160  6,013

なお、不良債権に関する上記本項において、不良債権および貸出金総額に関する数値、割合は

すべて、利息の未計上分を考慮していない。
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関連会社エクスポージャー

関連会社に対する金融資産が資本合計に占める割合は、2015年３月31日現在において195％、

2014年12月31日現在おいて191％であった。2015年３月31日現在、関連会社に対する金融負債額

は、関連会社に対する金融資産を14.3十億ディルハム上回っていた。

 

（３）バーゼルⅡ第３の柱

当グループは、UAE中央銀行が標準的手法に関して2009年11月に公表した自己資本比率基準に基づ

いて自己資本比率を評価している。この文書はBISの改定後の枠組み「資本測定および資本基準の国

際的な収斂」を引用している。この枠組みは、第１の柱（最低自己資本比率）、第２の柱（自己資

本の充実度評価プロセス（ICAAP））および第３の柱（市場規律）の３つの柱を中心に構築されてい

る。

第１の柱は、規制自己資本比率の計算を取り扱っている。第１の柱は、様々な資産クラスに関す

るリスク評価に基づく基準ならびに必要な規制自己資本を導き出すための信用リスク、市場リスク

およびオペレーショナル・リスクに関するリスク加重資産（RWA）の計算に関連する。UAEのすべて

の銀行は12％という最低自己資本比率に従っているが、この水準はグローバルに義務付けられてい

る最低自己資本比率８％を大幅に上回っている。2014年12月31日現在の当グループの自己資本比率

は16.39％で、規制上の最低自己資本比率を大幅に上回っている。

当グループは、RWAを、以下のような信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リスクに

関するUAE中央銀行ガイドラインに沿って計算している。

信用リスク

当グループは標準的手法を利用して信用リスクに対するRWAを計算している。当グループは、UAE

中央銀行がバーゼルⅡに関して定めたガイドラインに従い、リスク加重を利用してエクスポー

ジャーをRWAに転換しているが、一部のソブリン・エクスポージャーに対する０％からリスクの高い

エクスポージャーに対する150％の間で変動する。リスク評価はUAE中央銀行から承認された外部の

格付機関が公表した格付を利用している。

市場リスク

当グループは固有リスクに対するRWAを計算するためUAE中央銀行のガイドラインに従って標準的

評価手法を利用している。市場リスクに関するRWAを計算する際、当グループは一般リスクと固有リ

スク、および帳簿上の保有資産と帳簿外で保有する資産を区別している。

オペレーショナル・リスク

当グループは、オペレーショナル・リスクに対するRWAを計算するため、UAE中央銀行がバーゼル

Ⅱに関して定めたガイドラインに従って基礎的指標手法を利用している。この計算は粗利益という

単一の指標に基づいている。RWAは過去３年間の平均収益の15％と計算されている。

将来のステップ：当グループはバーゼルⅡ合意の先進的手法に移行する予定で、当グループ内で

は方針、プロセスおよびツールの強化に努めている。当グループは、基礎的内部格付手法に移行で

きるようUAE中央銀行に対して自主的に認定プロセスの開始請求を申請している。これにより、当グ

ループは信用リスク規制自己資本の計算および報告で内部信用リスク格付モデルを利用することが

可能になる。

第２の柱は、（ａ）当行のリスク管理の枠組みの監督監視および第１の柱でカバーされないリス

クのために、追加的資本を保有すべきかどうかの審査、（ｂ）翌事業年度における支払能力（資本

および流動性）要件を評価するための当行独自の枠組みであるICAAPを扱う。
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当グループは、2015年４月に、2014年のICAAP文書をUAE中央銀行に提出した。ICAAP文書は、以下

について記載している。

・　KPI（財務および業務）の観点からの当行のリスク選好度の設定

・　当グループのリスク選考度の範囲内で業務遂行する上での追加的な支払能力要件を評価するた

め、様々な悪条件シナリオ（深刻な不況、流動性危機等）の下でのビジネス戦略の検討（スト

レス・テスト）

・　第１の柱要件を超える、定量的リスク（集中リスク、銀行勘定における金利リスク等）および

定性的リスク（評判リスク）のための追加的自己資本要件の数量化

現在の内部評価によれば、当グループの自己資本比率は、これらのすべての追加的リスクに対応

するのに十分なレベルと考えられる。

第３の柱は、市場規律に関わり、当行のリスク管理および自己資本比率に関する方針とプロセス

について、詳細な定性的及び定量的情報の開示を求めている。

第３の柱の定性開示および定量開示

第３の柱に基づく開示は、UAE中央銀行の自己資本比率基準（標準的手法）に関するガイドライン

とフォーマットに従っている。すべての子会社が連結され（IFRSのガイドラインとも一致してい

る）、重要な投資はバーゼルⅡのガイドラインに従って減額されている。

子会社および重要な投資に関しては上記「第２　４　関係会社の状況」を参照。

上記のガイドラインに従った、2014年12月31日現在の自己資本比率を計算するために適格な連結

自己資本を以下に表示する。

2014年12月31日現在の連結資本構成

 2014年12月31日現在

 （千ディルハム）

Tier１自己資本  

１．発行済株式資本／普通株式 4,968,645

２．各種準備金  

ａ．法定準備金 2,368,056

ｂ．別途積立金 2,368,056

ｃ．一般準備金 17,321,881

ｄ．利益剰余金 6,611,812

ｅ．その他 －

３．子会社の株式に対する少数株主持分 －

４．革新的資本証券 4,000,000

５．その他資本証券 －

６．保険会社からの余剰資本 －

小計 37,638,450

減算：規制上の計算からの控除項目  

減算：Tier１自己資本からの控除項目 (17,647)

ⅰ．Tier１自己資本 － 小計 37,620,803

ⅱ．Tier２自己資本 3,415,843

ⅲ．資本項目からのその他控除項目 (17,647)

ⅳ．控除後の適格自己資本合計 41,018,999

2014年12月31日現在、当グループの自己資本比率は以下のとおりであった。
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2014年12月31日現在の自己資本

定量開示  資本費用  自己資本比率

  （千ディルハム）  （％）

必要自己資本     

１．信用リスク     

ａ．標準的手法  25,159,833   

ｂ．基礎的内部格付手法  －   

ｃ．先進的内部格付手法  －   

２．市場リスク     

ａ．標準的手法  2,833,354   

ｂ．モデル手法  －   

３．オペレーショナル・リスク     

ａ．基礎的指標手法  2,032,408   

ｂ．標準的手法  －   

ｃ．先進的計測手法  －   

必要自己資本合計  30,025,595   

自己資本比率     

ａ．上位連結グループ合計    16.39

ｂ．上位連結グループのみのTier１比率    15.04

ｃ．重要な各銀行子会社の合計    －

バーゼルⅢ

バーゼル銀行監督委員会は2011年に、自己資本比率に関するルールの最終版（バーゼルⅢ）を公

表し、現在世界中で段階的に導入されている。当該ルールに関するUAE中央銀行の詳細な最終ガイド

ラインはまだ公表されていないが、予想されるバーゼルⅢルールを遵守する上で当グループは概し

て有利な立場にある（段階的導入期間を含む）。

第１に、銀行は最低普通株式比率を現行の２％から4.5％に引き上げることを求められ、さらに、

規制上の最低基準である７％に到達するよう2.5％の資本保全バッファーを保持することを求められ

る。第２に、銀行は、2018年末までに段階的に最低Tier１比率を６％まで引き上げることを求めら

れる。第３に、バーゼル銀行監督委員会は、完全実施までに変更される可能性があるが、最低レバ

レッジ比率として３％を提案している。このような状況において、当グループの2014年12月31日現

在の各比率は以下のとおりである。

 

2014年12月31日現在のバーゼルⅢ比率

2014年12月31日現在  比率

  （％）

普通株式等比率  13.44

Tier１比率  15.04

レバレッジ比率  8.10

 

総信用エクスポージャーの地理別、産業分野別および満期別分類
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2014年12月31日現在の総信用エクスポージャー（拠出済および未拠出分）の地理別分布は、以下の

とおりである。

2014年12月31日現在の地理別総信用エクスポージャー

（千ディルハム）

地理別分布 貸出金
非トレーディ

ング投資

拠出済

合計

コミット

メント

OTC

デリバティブ

その他オフバ

ランスシート

未拠出分

合計
合計

UAE 117,589,832 17,160,578 134,750,410 12,352,566 121,180,320 73,046,254 206,579,140 341,329,550

GCC（UAE以外） 11,756,932 7,854,815 19,611,747 2,746,259 70,141,012 5,653,387 78,540,658 98,152,405

アラブ連盟

（GCC以外）
5,721,863 4,650,168 10,372,031 215,954 3,429,500 2,044,737 5,690,191 16,062,222

アジア 17,123,565 8,509,619 25,633,184 2,124,435 4,600,120 5,529,002 12,253,557 37,886,741

アフリカ 884,697 － 884,697 15,827 273,900 355,032 644,759 1,529,456

北米 4,515,124 14,456,268 18,971,392 2,353,289 177,726,423 11,075,508 191,155,220 210,126,612

南米 6,258,684 19,468 6,278,152 － 388,526 4,296,299 4,684,825 10,962,977

カリブ諸国 204,836 36,786 241,622 － 156,537 107 156,644 398,266

欧州 37,545,083 14,482,857 52,027,940 1,845,477 346,832,903 21,805,492 370,483,872 422,511,812

オーストラリア － 322,563 322,563 446,257 2,778,757 152,276 3,377,290 3,699,853

その他 471,709 － 471,709 － － 2,413 2,413 474,122

合計 202,072,325 67,493,122 269,565,447 22,100,064 727,507,998 123,960,506 873,568,569 1,143,134,016

 

2014年12月31日現在の総信用エクスポージャー（拠出済および未拠出分）の産業部門別分類は以下

のとおりである。

2014年12月31日現在の産業部門別総信用エクスポージャー

（千ディルハム）

産業部門 貸出金
非トレーディ

ング投資

拠出済

合計

コミット

メント

OTC

デリバティブ

その他オフバ

ランスシート
未拠出分合計 合計

農業、漁業

その他関連部門
177,690 － 177,690 243,878 15,669 228,313 487,860 665,550

石油、ガス、

鉱業、採石
7,907,237 7,935,587 15,842,824 2,868,455 1,295,860 3,009,675 7,173,990 23,016,815

製造 14,008,892 229,161 14,238,053 3,691,127 4,474,851 26,958,217 35,124,195 49,362,248

電気、水 8,551,278 3,134,990 11,686,268 826,871 4,146,803 1,150,071 6,123,745 17,810,013

建設 10,185,285 102,129 10,287,414 1,854,454 2,421,216 12,095,376 16,371,046 26,658,460

不動産 35,291,197 － 35,291,197 4,740,885 10,127,056 72,465 14,940,406 50,231,603

商業 9,078,453 － 9,078,453 1,322,361 3,991,524 4,372,623 9,686,508 18,764,961

運輸、倉庫、通信 15,677,618 2,512,211 18,189,829 1,176,451 7,314,324 2,466,885 10,957,660 29,147,489

金融機関 38,563,303 27,300,943 65,864,246 2,533,873 685,320,517 25,298,853 713,153,243 779,017,489

サービス 6,875,163 22,884 6,898,047 2,336,002 6,082,542 3,133,461 11,552,005 18,450,051

政府 23,435,214 26,255,217 49,690,431 17,200 1,372,369 43,673,158 45,062,727 94,753,158

リテール／消費者

向けバンキング
32,224,683 － 32,224,683 319,048 685,133 316,290 1,320,471 33,545,154

その他 96,312 － 96,312 169,459 260,134 1,185,120 1,614,713 1,711,025

合計 202,072,325 67,493,122 269,565,447 22,100,064 727,507,998 123,960,506 873,568,569 1,143,134,016

 

償却方針

当グループは現在、法的措置を通じた回収可能性を考慮に入れながら、当グループの引当および分

類方針に従って、勘定が完全に引き当てられてから経過した時間を基準として過去の勘定を償却する
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方針を有している。エクスポージャーは、グループ与信方針マニュアルに定められた基準のうち、１

つ以上に従って償却されている。しかしながら、償却は、経営陣の裁量により特別の場合に繰り延べ

られることがある。利息および／または元本の償却は、当グループの与信方針に定められているとお

り、従前引き当てられたエクスポージャーを含む金額に従い、当局の承認を必要とする。2014年12月

31日現在の延滞貸出金およびそれに対する引当金の地理的分布および産業部門別分布は、以下のとお

りである。

2014年12月31日現在の延滞貸出金およびそれに対する引当金の地理的分布

（千ディルハム）

地理的分布 延滞 引当金

 
延滞しているが

減損していないもの
個別減損 合計 未収利息 個別 一般

UAE 1,583,062 6,415,254 7,998,316 1,006,289 2,679,769 1,874,299

GCC（UAE以外） 40,019 558,083 598,102 72,843 266,363 241,711

アラブ連盟（GCC以外） 20,522 265,646 286,168 44,362 149,011 270,817

アジア  － － － － 280,506

アフリカ  － － － － 15,923

北米 360 359 719 42 74 167,662

南米  － － － － 38,178

カリブ諸国  － － － － 28

欧州  46,013 46,013 1,353 27,553 640,785

オーストラリア  － － － － 15,249

その他  － － － － 156

合計 1,643,964 7,285,355 8,929,318 1,124,889 3,122,770 3,545,314

 

2014年12月31日現在の延滞貸出金およびそれに対する引当金の産業部門別分布

（千ディルハム）

産業部門 延滞 引当金

 
延滞しているが

減損していないもの
個別減損 合計 未収利息 個別 一般

農業、漁業その他関連部門 13,105 11 13,116 11 4 3,256

石油、ガス、鉱業、採石 9,129 32,039 41,168 2,578 31,397 173,524

製造 119,974 132,376 252,350 27,621 92,949 421,921

電気、水 17,666 - 17,666 - - 77,159

建設 27,222 239,612 266,834 47,810 125,763 256,515

不動産 371,466 2,667,103 3,038,569 389,977 959,007 589,356

商業 60,052 411,212 471,264 29,980 241,142 208,166

運輸、倉庫、通信 3,987 203,863 207,850 25,449 143,697 269,462

金融機関 3 566,188 566,191 33,065 206,545 861,046

サービス 222,385 206,305 428,690 31,445 117,244 111,867

政府 10,575 16,801 27,376 19 16,740 192,590

ビジネス目的および

消費目的の個人貸付
787,027 2,808,425 3,595,452 536,752 1,187,603 378,888

その他 1,372 1,420 2,792 183 680 1,564

合計 1,643,963 7,285,355 8,929,318 1,124,890 3,122,771 3,545,314

 

４【事業等のリスク】
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本項に含まれている将来に関する記載は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見

積りに基づいている。

（１）当グループに関するリスク

当グループの財務実績は、一般経済状況の影響を受ける。

信用の質や借手および取引相手からの回収可能性の変化から生じるリスクは、銀行業に固有のもの

である。世界経済の不調や、金融システムのシステミック・リスクから生じる悪化は、当グループの

資産の回収と価値に影響を及ぼし、当グループの引当金の増額が必要となり得る。当グループは、リ

スクを最小限に抑えるために複数の異なるヘッジ戦略を使用しており、こうした戦略には、当グルー

プの戦略およびリスク選好度に適した範囲へと信用リスク・レベルを低下させる証券、担保および保

険の利用が含まれる。しかしながら、このような手段によってこうしたリスクが排除され、または低

減されるという保証はない。

不良債権

2015年３月31日現在、当行の不良債権は5,955百万ディルハムであり、潜在的な貸出金の損失に対応

して6,639百万ディルハムの減損引当金を計上している。当行の不良債権の水準の過去の傾向について

の詳細は、上記「３　対処すべき課題 －（２）リスク管理 － 不良債権」を参照のこと。悪化した市

場状況の結果、当行は不良債権及び資金不足に陥っている債務者に対する貸出金のリストラクチャリ

ングを強化し、不良債権に対して、貸付金に関する貸倒引当金を引き当ててきた。IFRSに従い、当行

は、損益計算書において、減損を事前に費用として計上する必要がある。債権の利息又は元本（適用

ある場合）が支払われた場合、損益計算書にその旨計上し直される。しかしながら、実際に生ずる貸

出金の損失は、貸付金に関する貸倒引当金からと大きく異なる可能性がある。当行の経営陣は、2015

年３月31日現在、不良債権およびストレス下にある貸出金に関する引当金の水準は、同日現在の潜在

的な貸出金の損失をまかなうのに十分であると確信している。2015年３月31日現在、不良債権の111％

に相当する減損引当金（集合的減損引当金を含む。）が計上されている。

当行が、不良債権およびストレス下にある貸出金の水準を適切に再編・管理し、かつ十分に備える

ことができなければ、当行は減損費用をさらに支出することになり、当行の事業、経営成績、財政状

態および見通しに重大な悪影響が生じるおそれがある。

当行が事業の資金調達を行ったり、社債に係る支払いを適時になす能力は、流動性リスクによって損

なわれる可能性がある。

流動性リスクとは、当行が契約上のおよび偶発的な金銭支払義務を履行するために、常時利用可能

な十分な資金を用意できなくなるというリスクである。当行は、現金化が容易にできる流動性の高い

資産を備えておくことにより、また資産と負債の流動性プロファイルを重視することによって、流動

性リスクの管理を追求する。しかしながら、当行の流動性は、金利の予想外の大幅変化や格付の引下

げ、予想を上回る投資での損失、全般的な金融市場の混乱等、多くの要因から悪影響を受ける可能性

がある。

当行側が資金にアクセスすることも、資金調達先の市場にアクセスすることもできない場合、当行

の流動性資産ポジションがリスクに晒されて、当行が業務に係る資金調達を十分にはできなくなる可

能性がある。与信環境が混乱している場合、当行が有利な金利で資金にアクセスできないリスクはさ

らに高まる。これらの要因とその他の要因により、債権者が当行の流動性について否定的な考えを持

つようになり、その結果、信用格付の低下、借入費用の増大、資金アクセスの低下が生じる可能性も

ある。また、当行は資金調達の相当な部分を預金から得ているので、預金者の資金を引き出すペース

が貸出金の借り手の借入金を返済するペースを上回る場合、流動性の逼迫が生じる可能性があるとい

うリスクにも晒されている。
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さらに、当行が負債について行う現金支払いと投資について受け取る現金受取りとの間には常に多

少の時間差がある。債券市場が重大な流動性問題に直面した場合、こうした現金支払いおよび受取り

の時間的差異を乗り越えて、当行が社債につき適時支払いをする能力に悪影響を及ぼす可能性があ

る。また、市場状況によっては当行は、弁済期の到来した社債の支払いに必要な現金を調達するため

に十分な金額でポートフォリオ投資を売却することができない可能性もある。

また、当行の競合者が、ホールセール資金調達の調達源等、他の資金調達源へのアクセスに継続的

な制限を受ける状況においては、当行による資金アクセスと当行の資金調達費用に悪影響が及ぶ可能

性がある。

流動性リスクに関する上記の要因はすべて、当行の事業、財政状態、経営成績および見通しに悪影

響を及ぼす可能性がある。大部分の銀行と同様当行は、世界の金融市場での最近の混乱の特徴ともい

える、ホールセール資金調達の利用可能性の低下と費用の増加のあおりを受けている。当行は当期も

引き続き、資金調達活動で優れた実績を挙げてきた。しかしながら、世界の金融市場が今よりも通常

のレベルに戻るまでは、現在の市場が当行とその他の金融部門参加者に対して及ぼす可能性が高い影

響の内容を予測するのは困難である。

当行の筆頭株主が発行済株式資本の69.93％を所有しており、当グループの事業に重要な影響を及ぼす

可能性がある。

本書提出日現在、当行の筆頭株主はアブダビ政府に完全所有されているアブダビ投資評議会

（「ADIC」）であり、アブダビ政府を代表し、当行の発行済株式資本の約69.93％を保有している。そ

のため、ADICは株主の承認が必要な会社行為又は決議を支配および／または阻止することにより、当

行の事業に重要な影響を及ぼすことができる。従ってADICは、当行に対して、当行の商業的利益に反

するような、取引、株主への配当その他の分配もしくは支払い、またはその他の行為を行わせること

ができる。ADICの利害が社債権者の利害と一致しない状況が生じた場合、社債権者は、その利害の対

立により不利益を被る可能性がある。

競争

UAEにおける銀行業界は一般的に、外国金融機関が参入するには厳しい規制及びその他の障壁があっ

たため、比較的保護されている業界であった。しかしながら、自発的に、またはWTO、GCCもしくはそ

の他の類似機関に対してUAEが負っている義務の結果として、将来万が一これらの障壁が解消又は緩和

されれば、当行およびその他のUAE国内の金融機関にとって、より競争的な環境が生じる可能性が高

い。競争の激化は、当行の事業、経営成績、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性が

ある。UAEの銀行部門における競争度合いについての詳細は、「３　対処すべき課題 －（１）アラブ

首長国連邦の銀行部門および規制」を参照のこと。

 

（２）アラブ首長国連邦に関する要因

UAEには中東に基盤を置く商品（コモディティ）とサービス経済があり、その他の産業も開発が進めら

れている。

当行は業務の大半をUAEで行っているので、その事業および経営成績は一般に、UAEや中東における

財政、政治または一般経済状況の影響をその都度受けており、今後も受け続ける。

投資家は、こうした市場が、他の先進国及び発展途上国の市場に類似したリスクにも晒されている

ことにも留意する必要があり、このリスクには、場合によっては著しい法的、経済的および政治的リ

スクを含む。アブダビは、観光業および不動産業を積極的に奨励し、いくつかの大規模プロジェクト

を行っているが、石油・ガス産業がアブダビの経済を支配しており、アブダビ統計局によると、2013

年名目GDPの約55.0％を占める。
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将来炭化水素製品の国際価格が2014年半ばに見られたように下がると、UAEの経済に悪影響が生じる

可能性があり、その結果として当行の事業、財政状態および経営成績に悪影響が生じる可能性があ

り、さらに当行がその社債について負っている義務を履行する能力に影響が生じる可能性がある。

外国判決および仲裁裁定のUAEでの執行

社債に基づく支払いは、当行が投資家に社債において予定されている方法で支払いを行うことに依

存している。当行がかかる支払いを行わない場合、投資家が義務の履行および／または損害賠償を請

求するには、当行に対し訴訟を提起しなければならない可能性があり、これには費用と時間を要する

可能性がある。

現行のアブダビ法においては、請求の実質的内容をまず再審査することなくアブダビの裁判所が日

本の裁判所の判決を執行する可能性は低く、当該請求について単純にUAE法を適用する可能性があるた

め、UAEの裁判所は、当事者が取引の準拠法として日本法を選択したことに従わない可能性がある。当

事者の選択が万一尊重された場合でも、UAEでは、外国の法律は事実問題として証明されなければなら

ない。このため、UAEの裁判所による日本法の解釈が日本の裁判所による解釈と一致しない可能性があ

る。

原則として、UAEの裁判所は、当該取引に係る契約と選択された外国法との間に適切な関連があると

認められる場合、外国法の選択を有効と認めている。しかし、外国法の規定のうち、UAE国内の公序良

俗またはUAEのもしくはUAE国内で適用される強行法規に反するものについては認められない。

UAEは大陸法系の法域であり、UAEにおける判例は拘束力を有さない。また、UAEにおける裁判所の決

定は一般に記録されない。こうした要因は、司法面の不確実性を高めている。

1958年の国際仲裁判断の承認と執行に係るニューヨーク条約（以下「ニューヨーク条約」とい

う。）は、2006年11月19日にUAEにおいて施行された。その他の多国間または二国間の執行条約が欠如

している場合、日本における仲裁判断は、ニューヨーク条約に基づいてUAEにおいて国際仲裁判断とし

て執行可能である。ニューヨーク条約においては、UAEは、執行に異議のある当事者が執行を拒否する

ためにニューヨーク条約第５条に基づく事項を証明することができる場合、または、UAEの裁判所が係

争の対象事項が仲裁による収束ができないもしくは執行がUAEにおける公序良俗に反する可能性がある

と判断する場合以外は、国際仲裁判断の承認と執行の義務を負う。UAEの裁判所がニューヨーク条約に

基づき国際仲裁判断の承認および執行を追認または命令した限定的な例は存在し、最も知られている

例は、フジャイラ第一審裁判所およびドバイ破棄裁判所のものである。

実際にニューヨーク条約の規定がUAE裁判所によりどのように解釈されて適用されるか、そしてUAE

裁判所が国際仲裁判断をニューヨーク条約（またはその他の多国間もしくは二国間の執行条約）に

従って執行するか否かは、未検証である。UAEにおける拘束力ある法的先例に係る制度が欠如してお

り、またUAE内において別々に独立の首長国が存在していて、連邦制度から独立した独自の裁判制度を

持つものもあり、クロスボーダーには支配権が強制力を持たないことが、その状況を補強している。

国際仲裁判断がニューヨーク条約に従ってUAEにおいて執行された例はあるものの、他の例において国

際仲裁判断の執行が拒否されたものもある。そこでは、関係裁判官が国内判断の執行のための要件と

UAE連邦法1992年第１号（その後の変更を含む。）に従った国際判断の執行のための要件とを混同した

り、連邦法1992年第11号（連邦法2005年第30号により変更されたもの）（民事訴訟法）第238条の条項

を無視した例もある。同第238条は235条ないし237条（外国裁判、命令および証書の執行を取り扱った

もので、執行についてUAEの裁判所が検討する前に充足する必要のある面倒な要件を含むもの。）は

ニューヨーク条約等の多国間または二国間条約が欠如している場合にのみ適用されるものである。そ

れゆえ、ニューヨーク条約に従った国際仲裁判断の執行行為に直面した場合には、UAEの裁判所は民事

訴訟法第238条を引き続き無視して235条ないし237条を適用するリスクが残されている。もし第238条

が無視されれば、UAE裁判所において国際仲裁判断の執行が拒否されるリスクがある。

政治的、経済的および関連検討事項
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UAEは近年、高水準の経済成長を享受しているが、こうした成長や安定性が持続する保証をすること

はできない。2008年初期に始まり世界に広がった重大な金融経済状況の悪化を考慮すると、特に妥当

する。それ以降、GCC内の多くの国々とUAE（特にドバイ、そしてそれに次ぐ程度でアブダビ）が享受

した高い経済成長率は、低下または後退に転じた。その結果、そのような高い成長率の恩恵を受けて

きた、GCC経済圏におけるいくつかのセクター（たとえば金融機関）は、危機による悪影響を受けてい

る。当行の事業および経営成績が、随時UAEおよび中東に広がる金融、政治および一般経済状況の影響

を受ける可能性があることに投資家は留意すべきである。

このように市場の状況が難しいため、過去において流動性が下がり、ボラティリティが上昇し、信

用スプレッドが拡大し、信用・資本市場における価格の透明性が失われるという結果が生じた。投資

家は、当行の事業および経営成績が、随時UAEおよび中東に広がる金融、政治および一般経済状況の影

響を受ける可能性があることに留意すべきである。

実質GDPがUAEにおいて2014年に3.6％増加（出典：国際通貨基金「世界経済見通し（2015年４

月）」）し、UAE経済が回復力を示す一方で、当行の経営成績は、当行が業務を行っている市場の一般

的経済状況の悪化、さらには米国、欧州及び国際的な取引市場の状況および／または関連事項による

重要かつ好ましくない影響を受ける可能性がある。さらに、UAE連邦政府の政策は一般に経済実績の改

善をもたらしてきたが、こうした政策や実績レベルが持続するものであると保証することはできな

い。

UAE連邦政府が、税制、金利もしくは為替管理に関して、またはこれらに影響を与える形で、規制、

財政もしくは金融政策、または既存の規制に関する新たな法的解釈を導入しないという保証はなく、

またその他当行の事業、財政状態もしくは見通しに重大な悪影響を及ぼすまたは社債の市場価格や流

動性に悪影響を及ぼすような行為をしないという保証もない。

当行は現在、その業務および収益基盤の多くをUAE国内に有しており、特にアブダビに重点を置いて

いる。UAEは、一般的に健全な国際関係を保ち、政治環境が比較的安定していると思われるが、中東の

一部のその他地域はそうではない。特に、2011年初頭以降、アルジェリア、バーレーン、エジプト、

ヨルダン、イラン・イスラム共和国、イラク、リビア、オマーン、サウジアラビア王国、シリア、

チュニジアおよびイエメンを含むMENAの一連の国において、政情不安が続いている。この政情不安

は、公共のデモから極端な場合には一部の国における武力衝突までと多様であり、本書提出日現在リ

ビア、シリアおよびイエメンでの武力衝突が続いている。この影響で、政治的不確実性が地域全体で

増している。影響を受けた国では経済に大変な混乱が生じ、石油およびガスの価格が不安定となって

いる。MENA地域の国々に影響を与えている不安定な状況が続くことで、UAEに悪影響が及ぶ可能性があ

る。ただ、現状アブダビ及びUAEへの影響は重大なものではない。当行の事業は、UAEや中東における

金融、政治および一般経済状況の影響をその都度受ける可能性がある。戦争または敵対行為等の事件

もしくは事態の発生またはその影響を予測することは不可能であり、好ましくない政治事件または政

治状態が起こった場合に当行が現在の利益水準を維持できると保証することはできない。

UAEまたは地域経済の状況が一般的に悪化したり、政治的に不安定になったり、一定のセクターが不

安定になったりした場合、当行の事業、財政状態または経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。投資

家は、当行の事業または財務実績が、グローバル金融市場内での相互関係ゆえに中東内外の政治的、

経済的または関連動向の悪影響を受ける可能性があることにも留意する必要がある。

規制変更の影響

当行は、銀行の安全性および健全性を維持し、経済的、社会的またはその他の目的の遵守を確保

し、リスクへのエクスポージャーを制限するための、様々な指導または規制に基づく監督を受ける。

これらの規制には、UAE連邦法令（特にUAE政府およびUAE中央銀行の定めるもの）および当行が業務を

展開している他の国の法令が含まれる。そのような規制により、当行が単一の借り手もしくは単一の

関連借り手のグループに貸出を行うこと、貸出金もしくは貸出債権のポートフォリオを増やすこと、

または資金を集めることが制限されるおそれがあり、事業遂行のコストが上昇するおそれもある。
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それらの法令および／またはその解釈および適用の方法が変更されれば、当行の事業、経営成績、

財政状態および見通しに重大な悪影響が生じる可能性がある。特にUAE中央銀行の規制または政策が変

更されれば、UAE銀行のエクスポージャー制限、準備金、引当金、貸倒引当金およびその他適用指標が

広く影響を受ける可能性がある。

特に、リテール・バンキングに関する2011年２月23日付通達（以下「リテール・サーキュラー」と

いう。）、および2013年10月28日付通達2013年第31号（これは2013年11月28日付官報で公表され2013

年12月28日に施行された。）（以下「モーゲージ規制」という。）により、中央銀行は個人顧客に提

供される銀行貸出金およびその他サービスに関する規制を導入した。これらの規制は、特にUAEにおい

て銀行が個人顧客に請求することのできる手数料および金利を制限し、住宅ローン等の個人向け商品

に関して収入と比較した貸出金の上限額およびローン・トゥ・バリュー比率等に規制を課している。

たとえば、リテール・サーキュラーは、個人顧客向貸出金の金額が48か月を超えない返済期間内に借

入人が得る給与または総所得の20倍を超えないことを要求している。2012年12月30日付中央銀行通達

2012年第3871号に優先するモーゲージ規制は、外国人向けモーゲージ・ローンの金額について、価額

が５百万ディルハム以下の住宅を初めて購入する場合は資産価値の75％を超えないこと、そして価額

が５百万ディルハムを超える住宅を初めて購入する場合は資産価値の65％を超えないことと規定して

いる。２度目のまたはそれ以後の住宅購入に関しては、外国人に対する限度が（当該資産価値にかか

わらず）資産価値の60％に設定されている。これに対応するUAE国籍保有者に対する限度額は、価額が

５百万ディルハム以下の住宅を初めて購入する場合は資産価値の80％に、価額が５百万ディルハムを

超える住宅を初めて購入する場合は資産価値の70％に、そして２度目のまたはそれ以降の購入の場合

には資産価値の（当該資産価値にかかわらず）65％に定められている。

UAE中央銀行の規制または政策（大口エクスポージャー通達（これは2013年12月30日付官報で公表さ

れ2014年１月30日に施行された。）等の規制を含む。）および流動性要件に係る中央銀行通達2015年

第33号（2015年５月27日にUAE中央銀行により公表され、2015年７月１日に施行される予定であり、こ

れは流動性通達を置き換えるものである。）がさらに変更された場合は、当行の準備金、収益および

業績が影響を受けることがある。「３　対処すべき課題等（１）アラブ首長国連邦の銀行部門および

規制（ⅲ）近年の銀行業務の動向 － 信用管理」を参照のこと。さらに、規制上のガイドラインを遵

守しない場合、当行は責任を問われ、罰金に処される可能性がある。当行は規制当局と密に連絡を取

り、状況を継続して監視しているが、規制、財政その他の政策の将来における変更を予測することは

不可能であり、当行の支配を超えるものである。本書提出日現在で、UAE中央銀行による流動性通達は

実施されていないが、変更を加えた形であるいは変更されないままで導入される可能性はある。

「３　対処すべき課題等（１）アラブ首長国連邦の銀行部門および規制（ⅲ）近年の銀行業務の動向

－ 大口エクスポージャー」を参照のこと。

外国為替の変動が当行の収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

当行はディルハムで会計勘定を維持し、業績を報告する。ディルハムは1980年11月22日以降、固定

為替レートで米ドルに連動（ペッグ）してきた。しかしながら、ディルハムが将来において固定され

なくなることはないと保証することはできず、現行のペッグ制が当行の経営成績および財政状態に悪

影響を及ぼすような形で調整されることはないと保証することもできない。当行は、ポートフォリオ

の中で米ドル建資産と負債を保有しており、この外国為替のペッグ制の変更や廃止の場合（特にUAE

ディルハムが米ドルに対して弱くなる場合）に、当行はUAEディルハムに対する米ドルの外国為替変動

に晒されることになり、当行の事業、経営成績、財政状態および見通しに悪影響が及ぶ可能性があ

り、それにより社債に関して負う義務を履行する当行の能力にも影響が出る可能性がある。

当行の事業はその情報システムおよび技術システムに依存しており、これらのシステムはサイバー攻

撃の対象となる可能性がある。

サイバー・セキュリティは、金融機関にとって益々重要な検討事項となってきている。金融機関が

保有する機密情報の量は、潜在的に金融機関をサイバー攻撃の対象とする。他の金融機関と同様に、
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当行は当行の情報および顧客情報のセキュリティに対するサイバー攻撃の脅威から自身を守る必要性

を認識している。技術およびサイバー・セキュリティに対するリスクの変化は激しく、継続的な注力

および投資を必要とし、当行は継続的にこれらの脅威への対策およびこれらのリスクを最小化するた

めにしかるべき行為を行い、適切な手段を講じている。しかしながら、サイバー攻撃の益々の高度化

およびその潜在的範囲の拡大に伴い、将来的な攻撃によりセキュリティが著しく侵害される可能性が

ある。サイバー・セキュリティ・リスクの適切な管理、新しい脅威に対する現在のプロセスの継続的

な見直しおよび更新を怠ることは、当行の評判、事業、経営成績、財政状態および見通しに悪影響を

及ぼす可能性がある。

 

５【経営上の重要な契約等】

該当なし。

 

６【研究開発活動】

当行は、銀行業務及び関連金融サービスを幅広く提供している。当行は、サービス提供を向上させるべ

く商品開発活動に投資を続けており、また、商品およびサービスをサポートし、内部および外部の報告シ

ステムを強化するためのソフトウェアを継続的に開発している。

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本項に含まれている将来に関する記載は、本書提出日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見

積りに基づいている。

本項の記載は、連結ベースに基づく。

（１）経営成績

通期の収益合計は10,415百万ディルハムとなり、2013年度の9,398百万ディルハムから11％増加し

た。当行の営業収益および純利益はともに好調であったため、2014年度の株主資本利益率（RoSF）は

16.8％と堅調であり、2013年度の15.6％より増加した。

2014年度の通期の純利益は5,579百万ディルハムとなり、2013年度の4,744百万ディルハムから18％

増加した。これを希薄化後の１株当たり利益に換算すると、2013年度の0.95ディルハムに対し2014年

度は1.12ディルハムとなる。前年度比の伸びは主に、すべての事業分野における手数料収入の高い伸

び、貸出金の堅調な増加、預金額ならびに預金に占める当座預金および貯蓄口座の割合の増加、なら

びに投資ポートフォリオの堅調な利益に起因する。

営業収益

2014年度の営業収益合計は、2013年度の9,398百万ディルハムから11％増加して10,415百万ディルハ

ムとなった。正味受取利息とイスラム金融契約による純収益は、2014年度を通して安定したペースで

増加し、前年度比８％増の7,018百万ディルハムとなった。2014年度通期における平均資産合計をベー

スとする正味利息マージンは、2013年度の2.08％から2.00％に減少したが、これは流動性の増加およ

び経済の復調によるリスクの再評価によって競争が激化したことに起因する。2014年度の非金利収入

は18％増の3,397百万ディルハムとなったが、これは主に正味受取手数料、外国為替および投資収益の

顕著な増加に起因する。正味受取手数料は、2014年に25％増の2,311百万ディルハムとなり、成長の勢

いは継続した。2014年度の外国為替および投資収益は37％増加した一方、2014年度のその他営業収益

は63％減の126百万ディルハムとなった。これは主に2014年度には2013年度のようなヘッジ利益が発生

しなかったためである。

費用
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2014年度の営業費用は14％増の3,696百万ディルハムとなったが、これは当行の戦略の実施を促進す

るために、世界レベルの人材の雇用、顧客に対するサービス提供能力の拡充および事業のITインフラ

の強化に対する継続的な投資を反映している。2014年度の費用収益比率は35.5％で、2013年度通期に

記録した34.4％をわずかに上回った。

当行は、リテールおよびコマーシャル・バンキングへの投資を行い、支店の改装ならびに電子バン

キングおよびモバイル・バンキング・プラットフォームの開設を通じたビジネスモデルの転換におい

て大幅に前進し、ネットワークをさらに拡大している。エジプト、GCC、ロンドンおよびパリに広がる

グローバル・ウェルスのネットワークはさらに拡大した上、サブサハラ・アフリカにカストディ事業

の９市場を新たに開設し、顧客のカバー力を向上させている。

当行はすでにUAEでは最大級であるが、その支店網を120を超える支店およびキャッシュ・オフィ

ス、580台を超えるATMおよびコマーシャル・バンキング・センターに拡大した。当行の世界的拠点は

18か国にまたがっている。フランチャイズ、ネットワークおよびシステム、商品ならびに人材に対す

る当行の投資は、世界で最も優れたアラブ銀行として認識されるための当行のビジョンおよび「当行

の選り抜きの顧客の中核」になるというミッションに沿ったものである。

引当金および減損費用

2014年度の通期の減損は868百万ディルハムであり、2013年度の1,206百万ディルハムよりも減少

し、前年度比338百万ディルハム（28％）の減少であった。リスクコストは前年度比で0.63％から

0.43％に20ベーシスポイント減少した。正味減損費用は、引き続き資産の質の改善、担保価値の回復

および堅固なリスク管理プロセスを反映している。

2014年度において、個別引当金の戻し入れは229百万ディルハム減少した。当行は、信用リスク加重

資産の増加に対して570百万ディルハムの集合的引当金を追加で計上した。2011年末以来、当行は2014

年末から義務となったUAE中央銀行による1.5％の集合的引当金要件の完全な遵守を続けている。

不良債権は、2013年度の6,013百万ディルハムから147百万ディルハム増加して2014年度には6,160百

万ディルハムとなり、不良債権比率は、3.07％となった。この比較的低水準の不良債権比率は、2013

年度第１四半期に3.55％のピークに達して以来、一定している。引当金の総額は不良債権額の108％に

相当し、2013年度の105.2％より増加した。

（２）財政状態

2014年12月31日現在の資産合計は376十億ディルハムで、2013年12月31日現在に比べて16％増加し

た。2014年12月31日現在の貸出金は194十億ディルハムで、6％の増加となった。2014年12月31日現在

の顧客預金は243十億ディルハムで、15％の増加となった。

当行は継続して当座預金および貯蓄口座を増加させることに尽力しており、健全な貸出金および預

金額の伸び（当座預金および貯蓄口座の継続的な堅調な伸びを含む。）を示す心強い結果となった。

34十億ディルハムの株主出資、４十億ディルハムのアブダビ政府Tier１キャピタルノートで構成さ

れている資本は、2014年度末の時点で10％成長し、38十億ディルハムとなった。バーゼルⅡ自己資本

比率は、UAE中央銀行の枠組みにしたがい、依然として高い水準を維持しており、最低基準の12％およ

び８％（Tier１資本）を大きく上回っている。当行の2014年12月31日現在の自己資本比率は、16.4％

および15％（Tier１資本）となっている。

（３）キャッシュ・フロー

2014年度の営業活動による正味現金は、2013年度が0.2十億ディルハムであったのに対し、40.6十億

ディルハムであった。これは主に、2014年度の顧客預金の変動額が2013年度に比べて増大したことを

反映している。
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2014年度に投資活動に使用された正味現金は、2013年度の18.5十億ディルハムに対し16.4十億ディ

ルハムであった。これは主に、非トレーディング投資の購入額が増加したことを反映している。

2014年度の投資活動に使用された正味現金は、2013年度の0.8十億ディルハムに対し、6.6十億ディ

ルハムであった。これは主に、期間借入およびユーロコマーシャルペーパーの返済が増加したことに

よる。

この結果、現金および現金同等物の純増加は、2013年度の55.6十億ディルハムに比べ、2014年度は

36.5十億ディルハムとなった。
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第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

2014年度に当行が取得した不動産は48,980千ディルハムにのぼり、当行が2014年度に取得した動産は

159,784千ディルハムにのぼった。

 

２【主要な設備の状況】

2014年12月31日現在、当行は、UAEにおいて120超の支店およびキャッシュ・オフィスを、また主要な金

融センターにおいて54の海外支店、キャッシュ・オフィス、子会社および駐在員事務所を運営している。

2014年12月31日現在で当行が認識した動産および不動産の総額は、2,498,254千ディルハムであった。

2014年12月31日現在の当行の動産および不動産の連結財政状態計算書上の価額については、下記「第

６　１　財務書類　－　連結財務書類に対する注記　－　注記15」を参照のこと。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

当行はその戦略を踏まえ、レバノンの支店のために現在保有している免許を駐在員事務所免許へ変更す

ることを予定しており、本書提出日現在その手続は進行中である。当行はまたインドのムンバイにも支店

を設立する予備承認を受けており、2015年度第３四半期中に開設することを目標としている。当行の子会

社であるNBADマレーシア・ブルハドの設立に伴い、ラブアン島にマレーシアで２番目の支店を2014年11月

に開設した。当該支店は、当行のマレーシア事業が組成した外国通貨取引の予約を行うオフショア・ブッ

キング・センターとして運営されている。さらに、最近のリビアにおける地政学的な不確実性の結果、当

行のリビア駐在員事務所を一時的にマルタに移転させている。
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第５【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

当行の普通株式はADXに2000年から上場されている。2015年３月31日現在、アブダビ政府はADICを通して

当行の発行済株式資本の69.93％を保有している。かかる株式保有により、ADICは、株主承認を必要とする

企業としての行動または決議について、支配および／または阻止することにより当行の事業に重要な影響

を及ぼすことができる。しかしながら、当行の経営陣は、ADICとの間にいかなる利益相反も発生すること

を想定していない。残りの30.07％の当行の発行済株式資本については、個人および法人を含む投資家に保

有されている。

2015年３月31日現在の当行の全額払込済株式は、額面金額１ディルハムの普通株式5,209,723千株により

構成されていた。これは、2015年３月10日の定時株主総会において当行の株主から承認され、10％の無償

株式として発行された473,611千株を含む。2014年12月31日現在の当行の全額払込済株式は、額面金額１

ディルハムの普通株式4,736,112千株により構成されていた。これは、2014年３月11日の定時株主総会にお

いて当行の株主から承認され、10％の無償株式として発行された430,556千株を含んでいた。これと比較し

て、2013年12月31日現在の当行の全額払込済株式は、額面金額１ディルハムの普通株式4,305,556千株によ

り構成されていた。これは、2013年３月13日の定時株主総会において当行の株主から承認され、10％の無

償株式として発行された391,414千株を含んでいた。当行の株式資本の25％までは、非UAE国民によって保

有されることができる。

2009年３月、アブダビ政府が主導した特定のアブダビの金融機関に対する追加資本注入に対応して、当

行は４十億ディルハムのTier１キャピタルノートをアブダビ政府に対して発行している。

 

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

（2014年12月31日現在）

授権株数（千株） 発行済株式総数（千株） 未発行株式数（千株）

4,736,112 4,736,112 －

 

②【発行済株式】

（2014年12月31日現在）

記名・無記名の別及び

額面・無額面の別
種類 発行数（千株）

上場金融商品取引所名又は

登録金認可金融商品取引業協会名

記名式額面株式

１株当たりの額面金額

１ディルハム

普通株式 4,736,112 ADX

 

（２）【行使価額修正条項新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当なし

 

（３）【発行済株式総数及び資本金の推移】

 

 

普通株式数 払込済資本金額

発行済株式総数

増減数（千株）

発行済株式総数

残高（千株）

資本金増減額

（千ディルハム）

資本金残高

（千ディルハム）
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2010年12月31日に終了した

事業年度
217,428 2,391,703 217,428 2,391,703

2011年12月31日に終了した

事業年度
478,340 2,870,043 478,340 2,870,043

2012年12月31日に終了した

事業年度
1,004,515 3,874,558 1,004,515 3,874,558

2013年12月31日に終了した

事業年度
430,998 4,305,556 430,998 4,305,556

2014年12月31日に終了した

事業年度
430,556 4,736,112 430,556 4,736,112

2015年３月31日に終了した

四半期
473,611 5,209,723 473,611 5,209,723

2010年、2011年、2012年および2014年における資本金の増加はそれぞれ、無償株式
＊
の発行によるも

のであった。

2013年における資本金の増加は、シェア・オプション・スキームに基づく従業員向けの株式発行

（39,584千ディルハム）および無償株式（391,414千ディルハム）の発行によるものであった。

＊
無償株式は、利益剰余金の資本化により既存株主に発行される株式である。

 

（４）【所有者別状況】

（2014年12月31日現在）

 
政府・地方

公共団体
会社 個人 合計

株主数 11 398 1,927 2,336

所有株式数（株） 3,375,928,616 387,048,497 973,134,403 4,736,111,516

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

71.28 8.17 20.55 100.00

注：上記の情報は2014年12月31日現在においてADXで入手可能な情報に基づくものである。

 

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)

有価証券報告書

 69/270



 

（５）【大株主の状況】

ADXによる開示に従い、株式資本の５％超を保有する株主のみを大株主とし、株式資本の５％未満を保

有する株主の詳細は記載しない。2014年12月31日現在、大株主は、ADICのみである。

 

（2014年12月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合

（％）

ADIC

アラブ首長国連邦、アブダビ、

シェイク・ハムダンビル、

シルバータワー

3,304,354,314 69.77

 

２【配当政策】

当行では、定時株主総会において株式に対する配当は支払われるかどうかが決定される。当行の年間純

利益は、費用その他の経費を控除した後、以下のとおり分配される。

（ａ）10％を控除して法定準備金に割り当てる。準備金の額が当行の払込済資本の50％以上に達した場合

には、かかる控除を停止するものとする。準備金の額が、当該水準を下回った場合には、控除を再

開するものとする。

（ｂ）銀行法の定める要件に従い、さらに10％を控除して特別準備金に割り当てる。かかる控除は、当該

準備金が当行の払込済資本の50％以上に達するまで行われる。株主は、当該特別準備金から配当を

受けることはできない。

（ｃ）払込済株式価額の５％が、利益の一部として株主に分配するため控除される。但し、ある年度の純

利益が本部分の分配に足りない場合、翌年の利益から不足分を請求することはできない。

（ｄ）上記を控除後、残額の10％を上限として、取締役会への報酬の支払に割り当てるものとする。

（ｅ）純利益の残額は、利益の追加部分として株主に分配されるか、取締役会の提案に従ってその翌年に

繰り越されるか、または取締役会による決議に従い臨時準備金の設定に割り当てられるものとす

る。

当行の株主は、2015年３月10日に開催された定時株主総会で、普通株式１株当たり0.40ディルハムの現

金配当および10％の無償株式（2013年：普通株式１株当たり0.40ディルハムの現金配当および10％の無償

株式）を承認した。
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３【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

決算年月
2010年12月31日に

終了した事業年度

2011年12月31日に

終了した事業年度

2012年12月31日に

終了した事業年度

2013年12月31日に

終了した事業年度

2014年12月31日に

終了した事業年度

最高（AED） 5.77 6.62 7.81 11.57 15.68

最低（AED） 4.57 5.06 5.79 7.74 9.14

注：当行の株式はADXに上場されている。

ADXが2015年６月７日に提示した株価である。最高・最低株価は（ADXによる）調整済終値のみに基づく

ものであり、取引中の最高・最低株価は考慮していない。

 

（２）【当該事業年度最近６月間の月別最高・最低株価】

月 2014年７月 2014年８月 2014年９月 2014年10月 2014年11月 2014年12月

最高（AED） 13.73 13.45 14.00 13.36 12.82 12.73

最低（AED） 12.59 12.32 12.86 12.27 11.82 9.14

注：当行の株式はADXに上場されている。

ADXが2015年６月７日に提示した株価である。最高・最低株価は（ADXによる）調整済終値のみに基づく

ものであり、取引中の最高・最低株価は考慮していない。
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４【役員の状況】

当行の11名の取締役のうち、６名はADICにより直接選任され、残りの５名は定時株主総会において少数

株主により選任される。11名のうち２名は独立取締役（SCAが定める基準に基づく）（下記「５　コーポ

レート・ガバナンスの状況」を参照のこと。）として分類される。ADICは事業の日常の経営については直

接の関与をしない。当行の執行経営陣は、取締役会から独立している。

（１）取締役

 

氏名 役職名 生年月日 略歴

保有株式数

(2014年12月

31日現在)

H.E.ナセル・アハメ

ド・カーリファ・ア

ルソワィディ（H.E.

Nasser Ahmed

Khalifa Alsowaidi）

会長
1961年

１月１日

アブダビ政府執行評議会　評議員

アブダビエネルギー庁　長官

アブダビ証券取引所　会長

エティハド・レイル・カンパニー（Etihad

Rail Company）会長

ムバーダラ・ディベロップメント・カンパ

ニー（Mubadala Development Company）

P.J.S.C　取締役

インターナショナル・ペトローリアム・イン

ベストメント・カンパニー（International

Petroleum Investment Company）

P.J.S.C　　取締役

アブダビ都市開発委員会　理事

アブダビ食料調整当局　理事

０

H.E.Dr.アル・タ

ヘー・ムサバハ・ア

ル・キンディ・ア

ル・マラル（H.E.

Dr. Al Taher

Nusabah Al Kindi Al

Marar）

副会長
1962年

２月２日

アブダビ商工会議所　副会頭

西部地区地方自治体　受賞者

アブダビ展示センター　取締役
235

H.E. Dr.モハメッ

ド・オマール・アブ

ドラ（H.E. Mohammed

Omar Abdulla）

取締役
1962年

２月４日

経済開発庁　事務次官

シャイフ・カーリファ・ファンド（Sheikh

Khalifa Fund）取締役

アブダビ年金基金　理事

アブダビ・ナショナル・エキシビション・カ

ンパニー（Abu Dhabi National Exhibition

Company）（ADNEC）　取締役

０

カーリファ・サルタ

ン・アル・スワィ

ディ（Mr. Khalifa

Sultan Al Suwaidi）

取締役
1974年

４月11日

アブダビ投資評議会　直接投資局　理事

アブダビ証券取引所　理事

ユニオン・ナショナル・バンク（Union

National Bank）取締役

アブダビ・ナショナル・インシュアランス・

カンパニー（Abu Dhabi National Insurance

Company）取締役

アブダビ・インベストメント・カンパニー

（インベスト・エーディー）（Abu Dhabi

Investment Company（Invest AD））取締役

39,204
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ハーシム・ファワー

ズ・アル・クダシー

（Mr. Hashim Fawaz

Al Kudsi）

取締役
1967年

１月13日

アブダビ投資評議会　アクティブ投資戦略

（Active Investment Strategies）理事

アブダビ・インベストメント・カンパニー

（インベスト・エーディー）（Abu Dhabi

Investment Company（Invest AD））取締役

アル・ワサバ・カンパニー・フォア・セント

ラル・サービス（Al Wathba Company for

Central Services）取締役

０

デイビッド・ボー

（Mr. David Beau）
取締役

1970年

７月９日

アブダビ投資評議会　投資最高責任者

（Chief Investment Officer）

アブダビ・ナショナル・インシュアランス・

カンパニー（Abu Dhabi National Insurance

Company）投資委員会取締役

０

H.E.サルタン・ビ

ン・ラーシュド・ア

ル・ダヘリー（H.E.

Sultan Bin Rashed

Al Dhaheri）

取締役
1932年

12月31日

アブダビ・ナショナル・インシュアランス・

カンパニー（Abu Dhabi National Insurance

Company）取締役

UAE国家連邦委員会　委員

99,013,943

シャイフ・アハメ

ド・モハメッド・サ

ルタン・アル・ダヘ

リー（Sheikh Ahmed

Mohammed Sultan Al

Dhaheri）

取締役
1971年

５月３日

アブダビ国民諮問評議会評議員

エティサラート（Etisalat）取締役

ナショナル・ホテルズ・カンパニー

（National Hotels Company）副会長

アブダビ・アビエイション（Abu Dhabi

Aviation）副会長

28,605,588

シャイフ・モハメッ

ド・サイーフ・モハ

メッド・アル・ナヒ

ヤン（Sheikh

Mohammed Saif

Mohammed Al

Nahyan）

取締役
1978年

10月19日

アブダビ・マリーン・インベストメント・カ

ンパニー（Abu Dhabi Marine Investment

Company）会長

アブダビ・ナショナル・インシュアランス・

カンパニー（Abu Dhabi National Insurance

Company）副会長

アブダビ・マリーン・スポーツクラブ（Abu

Dhabi Marine Sport Club）副会長

24,047

マタール・ハムダ

ン・アル・アメリ

（Mr. Matar Hamdan

Al Ameri）

取締役
1967年

２月７日

ナショナル・ドリリング・カンパニー

（National Drilling Company）取締役

アブダビ・ナショナル・タンカー・カンパ

ニー（Abu Dhabi National Tanker

Company）取締役

アブダビ・ナショナル・オイル・カンパニー

（ADNOC）（Abu Dhabi National Oil

Company）財務担当取締役

エクセル・ロンドン（Excel London）

（ADNECの子会社）取締役

アル・アイン・スポーツクラブ（Al Ain

Sports Club）取締役

オンショア・オイル・オペレーティング・カ

ンパニー（Abu Dhabi Onshore Oil

Operating Company）ファイナンス・アン

ド・コントロール・マネジャー

０

マイケル・H・トマリ

ン（Michael H.

Tomalin）

取締役 1947年

４月10日

モラント・ライト・ジャパン・ファンド

（Morant Wright Japan Fund）取締役

アブドゥル・ラティフ・ジャミール・グルー

プ　会長付顧問

180,000

 

全取締役の任期は３年間である。
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取締役のいずれもにおいて、当行における義務と彼らの個人的利益および他の義務との間に実際的また

は潜在的な相反はない。

 

（２）執行経営陣

 

氏名 役職名 生年月日 略歴

保有株式数

(2014年12月

31日現在)

アレックス・サーズ

ビー（Alex

Thursby）

最高経営責任者
1960年

３月８日

2013年７月１日から最高経営責任者。オース

トラリア・ニュージーランド・バンク

（ANZ）のインターナショナル・アンド・イ

ンスティテューショナル・バンキング部門の

最高経営責任者から当行に入行。ANZにおけ

る６年のキャリアの間、アジア太平洋および

米国の最高経営責任者ならびにホールセー

ル・バンキング・NEのコーポレート・アン

ド・インスティテューションの代表としても

勤務。同氏はANZの国際的拡大の立案者で

あった。ANZ加入前は、21年間スタンダー

ド・チャータード・バンクに勤務。コーポ

レート・アンド・インスティテューション、

ホールセール・バンキング、デリバティブお

よびリース・ファイナンス等の多様な部門で

勤務。また同氏は、アフリカ、南北アメリカ

およびアジア太平洋を含む多様な地域におい

てスタンダード・チャータードを指揮。その

キャリアの中で、香港、インドネシア、シン

ガポール、UAEおよび英国に勤務。

０

アブドラ・モハメッ

ド・サレー・アブド

ルラヒーム（Abdulla

Mohamed Saleh

AbdulRaheem）

副グループ

最高経営

責任者

1961年

３月20日

1982年入行。最高財務責任者、副最高執行責

任者およびグループ最高執行責任者等の様々

な任を歴任し、2012年７月１日より現職。 4,668,596

カラフ・アル・ダヘ

リ（Khalaf Al

Dhaheri）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼グループ

最高執行

責任者

1974年

11月６日

1997年入行。2006年６月に副ジェネラル・マ

ネジャー兼グループ・チーフ・リスク・オ

フィサーに、2009年８月にジェネラル・マネ

ジャー兼グループ・チーフ・リスク・オフィ

サーに就任。2012年７月より現職。

2,625,046

アビジット・チョー

ドリー（Abhijit

Choudhury）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼チーフ・

リスク・オフィ

サー

1955年

２月４日

チーフ・リスク・オフィサーとして2006年12

月に入行。インドのANZグリンドレイズ・バ

ンクにてバンキング・キャリアを開始。30年

に及ぶバンキング・キャリアのうち、後半17

年はバーレーンのアラブ・バンキング・コー

ポレーション勤務。様々な銀行業務の分野を

経験し、キャリアの後半を異なる事業セグメ

ントに関連するリスク統制機能の発展および

普及に努める。近年では、地域において中央

銀行、アラブ銀行組合、国際金融協会

（IIF）主催のリスク管理に係る取組みに積

極的に寄与している。同氏はまた、IIFの自

己資本規制運営委員会委員に従事している。

150,000
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ジェームズ・バー

ジェット（James

Burdett）

財務最高責任者
1968年

５月31日

2014年４月30日より現職。当行入行前は、

ANZバンクにてインターナショナル・アン

ド・インスティテューショナル・バンキング

部門の最高財務責任者を務める。ANZバンク

における同職の前は、アジア太平洋、欧州お

よび米州地域担当最高財務責任者であった。

HSBCにも10年勤務し、当初様々な地域の運営

ポジションを担当する最高財務責任者を務

め、その後マネジメント・インフォメーショ

ン・プランニング・アンド・アナリシスのグ

ループ代表およびHSBCのグループ最高財務責

任者が議長を務める財務管理委員会委員を務

めた。

０

マルコム・ウォー

カー

（Malcolm Walker）

グループ監査

最高責任者

1959年

11月17日

2010年入行。当行入行前は、スタンダード・

チャータード銀行に20年勤務し、15年間を同

行の監査・調査部門で費やし、最後はCOO兼

マネージング・ディレクターを務めた。

０

サメール・アブドゥ

ルハック（Samer

Abdelhaq）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼グルー

プ・

ジェネラル・

カウンセル

1975年

９月９日

副ジェネラル・カウンセルとして2008年６月

入行。その後、2010年１月にジェネラル・カ

ウンセル兼法務部部長に任命された。当行入

行前に、アレン・アンド・オーヴェリーLLP

およびシモンズ・アンド・シモンズにて銀行

法および金融法の弁護士を務めた。イングラ

ンド・ウェールズ弁護士。2012年４月にグ

ループ取締役会秘書兼コーポレート・ガバナ

ンス長に任命された。

０

カムベル・アリ・ア

ル・ムラー（Qamber

Ali Al Mulla）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼中東およ

び国際部門最高

経営責任者

 

1960年

１月１日

当行における同氏のキャリアは、30年に及ん

でいる。2005年４月に国際バンキング部門の

ジェネラル・マネージャーに任命され、2007

年７月には上級ジェネラル・マネージャーと

なった。2013年９月には、上級マネージン

グ・ディレクターと中東および国際部門最高

経営責任者に就任した。加えて、彼は、アブ

ダビ・インターナショナル銀行のスーパーバ

イザリー・ディレクター、NBADプライベー

ト・バンク（スイス）エスエーの取締役、

NBADセキュリティーズ・エルエルシーの経営

管理役員およびNBADマレーシア・ブルハドの

役員も兼務する。

200,000

アクラム・マーク・

ヤシーン（Akram

Mark Yassin）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼GWB共同代

表

1955年

１月12日

以前のコーポレート・アンド・インベストメ

ント・バンキング部門の上級ジェネラル・マ

ネージャーとして2008年５月に入行。その前

は、アラブ銀行の法人金融部のグローバル代

表であった。2013年１月から、GWB共同代表

に加えて、GB部門の代表に就任。

０

ムハムード・アル・

アラディ（Mahmood

Al Aradi）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼GWB共同代

表

1959年

５月22日

2007年５月より現職。2014年４月に、GM部門

の上級マネージング・ディレクター職に加

え、GWB部門の共同代表に任命される。当行

入行直前は、2004年からクウェートにあるガ

ルフ・インベストメント・コーポレーション

の財務部長であった。

０

リュトガー・フォ

ン・ウェーデル

（Rüdiger von

Wedel）

GWの上級マネー

ジング・ディレ

クター

1967年

12月16日

2010年６月にグローバル・ウェルス部門の上

級ジェネラル・マネジャーとして入行。入行

前は、ABNアムロに勤務し、直前は同行のグ

ローバル・プライベート・バンキングの最高

執行責任者であった。

０
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アブドラ・アル・オ

タイバ（Abdulla Al

Otaiba）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼GRCのグ

ループ代表

1973年

２月24日

2003年入行。2012年６月に、GRC部門（コン

シューマー・アンド・エリート・バンキング

およびビジネス・バンキング・グループで構

成される）の上級マネージング・ディレク

ターに就任。コーポレート・バンキング、イ

ンベストメント・バンキングおよびホール

セール・バンキング・グループを指揮するGB

部門の副上級マネージャーを努めた。その

後、ドメスティック・バンキング部門の上級

ジェネラル・マネージャーとなった。同氏

は、また、UAEの国家的企業家としても知ら

れ、同氏自身の親族のプライベート・ビジネ

スのための様々なエンティティーを経営し、

ナショナル・コーポレーション・フォー・

ツーリズム・アンド・ホテルズ、アブダビ・

タウティーン・カウンシルおよびアブダビ・

ナショナル・インシュアランス・カンパニー

の取締役を務める。

220,000

サイフ・アリ・モハ

メッド・ムナカス・

アル・サヒー（Saif

Ali Mohammed

Munakhas Al

Shehhi）

上級マネージン

グ・ディレク

ター、アブダビ

政府

1966年

５月15日

1987年から1994年４月までUAE中央銀行の銀

行監督監査部門に在籍。1994年当行会計監査

部門に入行。2000年４月には当行の監査およ

びコンプライアンス代表に就任し、2005年４

月には以前のドメスティック・バンキング部

門のジェネラル・マネージャーに就任した。

2013年７月にUAE政府およびアブダビを拠点

とする鍵となる顧客に係る上級マネージン

グ・ディレクターに就任。

０

エハブ・アニス・

ハッサン（Ehab Anis

Hassan）

上級マネージン

グ・ディレク

ター兼グループ

人事最高責任者

1965年

８月22日

グループ人事最高責任者として2007年11月に

入行。
０

2014年12月31日に終了した事業年度において、取締役に対する報酬は7,917,000ディルハムであった。経

営管理の職にある者に対する報酬（給与および現金給付）は37,403,117ディルハムであった。また2014年

の通常功労賞与は、合計で50,605,000ディルハムであった。

 

５【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

統治規則および会社規則基準に関する大臣決議2009年第518号に従い、SCAはすべての株式会社に適用

されるガバナンス・コードを公表し、2010年４月までに遵守することを求めた。しかし、経済省が公表

し、首長国銀行協会がUAEの銀行およびその他の金融機関宛に発出した2010年３月８日付の通達により通

知した適用除外により、UAE中央銀行の支配および免許付与制度に従うすべてのUAEの銀行およびその他

の金融機関は、当該SCAのガバナンス・コードの適用は除外される。結果として、当行は、随時公表され

るUAE中央銀行のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインに従うことが求められている。2009年６月に

は、UAE中央銀行はUAEの銀行の取締役に関するコーポレート・ガバナンス・ガイドラインの修正案を公

表した。当行は大部分において既にかかる要件に従っている。当行は、取締役会がコーポレート・ガバ

ナンスの方針および慣行を実施および監視することを補助するとともに既存方針の遵守状況について評

価することを目的として、コーポレート・ガバナンス委員会（下記「⑤　取締役会委員会」を参照のこ

と。）を設置した。

①　当行の定款

当行は2008年、定款の一部の条項を修正した。最も重要なガバナンス関連の変更は、第18条の修正

であり、UAEの所轄官庁が随時発令するガバナンス関連規則を遂行するとともに、取締役会の構成およ

び取締役選任時の株主総会での決議方法を修正するためのものであった。
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②　取締役会の構成

取締役会は、11名の取締役で構成される。そのうち、ADICは、当行の株式資本中、アブダビ政府の

持分の割合に応じた数の取締役を指名する。また、株主総会は、２名の独立取締役を指名する。残り

の取締役については、株主総会においてADICの参加なしに無記名投票により選任される。

2014年において、取締役会は11名の取締役で構成されており、全員が非業務執行取締役であり、２

名（デイビッド・ボー氏およびマタール・ハムダン・アル・アメリ氏）が独立取締役であった。

取締役会は2014年に７回の取締役会を開催した。

③　取締役の報酬

関連当事者との協議後、取締役会議長は、取締役の報酬として割り当てる金額を定時株主総会に提

示し、承認を求める。

④　取締役会の権限と執行経営陣への授権

取締役会は、当行の執行経営陣に対し、銀行経営の多様な側面について様々な職務および委任事項

を実行することを授権する。しかしながら、取締役会は、当行の全体的な戦略、資本資産の売却・取

得、子会社の設立、内部統制細則の修正、リスク管理方針ならびに委任した職務に関する執行経営陣

の監督、管理および事後調査（直接であるか取締役会委員会を通じてであるかを問わない。）に関す

る重要な問題については、決定を下す権限を留保する。

⑤　取締役会委員会

取締役会は、当行の重要な施策および統制に重点を置くとともに、取締役会の効率性と有効性を補

強するために５つの委員会を設置している。各々の委員会の設立趣意書は取締役会で承認され、委員

会の権限、責任、委員会の開催頻度と慣行、報告および自己評価の概要が記載されている。委員会は

それぞれの目的を履行するとともに、協議、説明、検討、および決定または勧告を明確に作成できる

十分な時間を与えるために必要とみなされた頻度で開催されることが義務付けられている。

各委員会の構成と議長の任務は、コーポレート・ガバナンス／指名委員会の勧告に従い取締役会で

承認され、年に一度見直しが行われている。定足数は単純過半数で、議決は出席した委員の単純過半

数で行われ、賛否同数の場合には議長に決定投票権が付与されている。委員会の議長は委員会で明ら

かにされた重要な問題を取締役会会長と総務部長に上申しなければならない。

委員会委員に任命されるのは取締役のみであるが、各委員会にはそれぞれの職務を遂行するために

必要とみなされた社外の法律顧問、会計顧問およびその他の顧問から助言および支援を受ける権限が

付与されている。委員会は会合への出席および／または委員会の職務と責任の範囲内に属する問題の

調査、レビューまたは研究の実施を経営陣およびそれ以外の社内外の顧問に請求することもできる。

かかる調査に関連し、委員会は当行の職員と文書に無制限にアクセスできるものとする。

 

取締役会委員会の構成

委員会  委員長／委員  機能

グループ取締役会レベルの委員会    
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リスク管理委員会 委員長 H.E.ナセル・アハメド・カーリ

ファ・アルソワィディ

 リスク管理委員会の主な目的は、リス

ク選好度およびリスク許容度に関し取

締役会に助言を行うことである。かか

る助言を取締役会に行うに際し、リス

ク管理委員会はリスク選好度が当グ

ループの戦略に沿っていることを確認

し、既存および将来的なマクロ経済環

境および金融環境を考慮に入れた上で

助言を行う。リスク管理委員会は、リ

スク選好度に関連した測定方法、目標

および許容度を、ストレステストの結

果（もしあれば）とともに、承認す

る。

委員 H.E.Dr.アル・タヘー・ムサバハ・

アル・キンディ・アル・マラル

H.E.サルタン・ビン・ラーシュ

ド・アル・ダヘリー

シャイフ・モハメッド・サイー

フ・モハメッド・アル・ナヒヤン

ハーシム・ファワーズ・アル・ク

ダシー

シャイフ・アハメド・モハメッ

ド・サルタン・アル・ダヘリー

 

監査委員会 委員長 マタール・ハムダン・アル・アメ

リ

 監査委員会は、取締役会に直接報告す

る。

監査委員会は、当グループの財務に関

する公正かつ完全な提示を行うための

十分、正式かつ透明性のある開示準備

の手配、内部統制の十分性および有効

性ならびに当行の外部監査機関との適

切な関係を維持する責任を有する。

監査委員会は、取締役会により、当行

の事業の範囲内における活動をレ

ビューし、必要とする情報をその役員

または従業員より徴収し、役員または

従業員に対し委員会に出席を求める権

限を与えられている。

すべての従業員は、監査委員会からの

依頼に協力する必要がある。監査委員

会は、自ら必要であると判断する場合

は適宜、当行の費用にて、関連する経

験および専門知識を有する外部の法的

またはその他の独立した専門的な助言

を求める権限を有する。

委員 マイケル・H・トマリン

カーリファ・サルタン・アル・ス

ワィディ

デイビッド・ボー
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コーポレート・

ガバナンス・

指名委員会

委員長 H.E. Dr.モハメッド・オマール・

アブドラ

 コーポレート・ガバナンス・指名委員

会の主な目的は、当行のコーポレー

ト・ガバナンス方針、慣行、組織構造

および関連事項の妥当性をレビューお

よび査定することである。

コーポレート・ガバナンス・指名委員

会は、具体的に以下の責任を有する。

取締役会の有効性を確認するための取

締役会の方針および実務のレビューお

よび査定ならびに取締役会の承認を得

るために提案された変更点の推奨。

当行の事業慣行の中でも、特に当行の

良い評判の保全につながるもののレ

ビュー。

取締役会の様々な職責を踏まえたその

規模の適切性の精査および取締役会へ

の提案。

取締役会の各委員会の取締役および被

指名者の独立性に関する適切な基準の

策定および取締役会への提案。

取締役会秘書役の指名に関する取締役

会への推薦、各委員会の設立、その設

立趣意書、任務および職責の提案なら

びに各委員会の委員長、委員および秘

書役の指名。

取締役会の各委員会が採択した設立趣

意書の妥当性のレビュー、および必要

に応じた変更点の提案。

取締役会構成員および当行の各子会社

のマネジャーの任命、ならびにそれぞ

れの給与額の特定。

１年ごとの取締役報酬および委員会委

員の参加費用のレビュー、ならびに取

締役会への提案。

委員 H.E. Dr.アル・タヘー・ムサバ

ハ・アル・キンディ・アル・マラ

ル

カーリファ・サルタン・アル・ス

ワィディ

マタール・ハムダン・アル・アメ

リ

人事委員会 委員長 シャイフ・モハメッド・サイー

フ・モハメッド・アル・ナヒヤン

 人事委員会は、当行における承継計画

立案のためのハイレベルの方針を策定

するよう取締役会より任命されてい

る。人事委員会は以下の具体的な機能

を有する。

上級マネージャーの任命、昇進、報

酬、退任および解任の承認。

当行の労働力の自国民化の展開および

遂行の監督、ならびにかかる目的を達

成するための人数、等級および性別に

関する特定の目標の設定の検討。

ハイレベルでの承継計画の立案。

主要業績指標に照らした上級経営陣の

実績レビュー。

人事に関する予算および委任された権

限を上回る人事関連の支出。

委員 H.E. Dr.アル・タヘー・ムサバ

ハ・アル・キンディ・アル・マラ

ル

H.E. Dr.モハメッド・オマール・

アブドラ

カーリファ・サルタン・アル・ス

ワィディ

デイビッド・ボー
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戦略および組織

再編委員会

委員長 シャイフ・モハメッド・サイー

フ・モハメッド・アル・ナヒヤン

 戦略および組織再編委員会は、当行の

取締役会が戦略計画を遂行するにあた

り、それを支援する職責を有する。戦

略および組織再編委員会は以下の具体

的な機能を有する。

当行の戦略の遂行に関連する取締役会

の援助。

潜在的買収の特定を含む当行の拡張お

よび買収戦略。

主要な臨時支出、外部展開および要因

のレビューおよび評価。

委員 H.E. Dr.モハメッド・オマール・

アブドラ

カーリファ・サルタン・アル・ス

ワィディ

⑥　内部統制ユニット

当行の内部統制ユニットは、当行設立時に設置された。以前は検査部と呼ばれていたが、現在はグ

ループ内部監査部門となっている。

⑦　会計監査人

株主総会は、事業年度ごとに、当行および子会社の会計監査人を任命し、取締役会の提案に従って

会計監査人の報酬を承認する。2006年度以降当行の会計監査人はケー・ピー・エム・ジー・ロウ

ワー・ガルフ・リミテッドであり、担当パートナーはアンドリュー・ウォーカー氏である。なお、当

行は会計監査人との間で、通常監査人が負うべき責任を制限する趣旨の内容を含む契約を締結してい

る。

⑧　当行取締役および従業員による有価証券の取引

当行はアブダビ株式取引所の上場会社であるため、取締役および従業員には、クローズド期間を含

め、当行が発行している証券に関して一定の売買制限が課せられている。すべての取締役および幅広

い階層の上級経営陣は当行により、SCAが設定した取引規則に規定された「インサイダー」に分類され

ており、社内的な、そして公開の、開示要件が課せられている。「インサイダー・リスト」は四半期

毎に見直され更新される。

また、当行が従事する事業の性質上、取締役および従業員は、多くのグローバル取引所に上場され

た証券（株式、債券、ETFなど）の価格に影響を与える可能性のある、市場外の情報を入手することも

ある。法律に基づくインサイダー取引の禁止は当行の行動規範に組み込まれており、そこにはいかな

る証券（当行が発行した証券を含むがそれだけに限定されない）も内部情報に基づいて取引すること

は厳しく禁止されていること、そしてそのような取引は当該個人および当行を重大かつネガティブな

結果にさらすおそれがあることが、明記されている。すべての取締役および従業員には、この法的義

務、従わなかった場合の結果、およびこれらの問題に関する報告の速やかな開示の必要性が周知され

ている。

⑨　委員会

当行の経営体制は、権限の付与を重視した、共同的アプローチをもとに構成される。委員会は、当

行事業を効果的かつ効率的に運営する上での適切な抑制と均衡が働くよう、以下に詳述のとおり２つ

のレベルで構成される。

・　取締役会レベル－Ⅰ

１.リスク管理委員会

２.監査委員会

３.コーポレート・ガバナンス・指名委員会

４.人事委員会

５.戦略および組織再編委員会
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・　グループ経営責任者レベル－Ⅱ

６.執行委員会

７.資産負債委員会

８.オペレーション・テクノロジーおよびプロジェクト委員会

９.グループリスク委員会

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

前連結会計年度

（AED）

 

監査証明業務に基づく又は

監査証明業務に関する報酬

非監査業務に

基づく報酬 合計

UAE 1,887,164 96,776 1,983,941

スーダン － － －

香港 433,361 42,634 475,994

中国* 33,870 － 33,870

ヨルダン 79,865 － 79,865

エジプト 143,247 － 143,247

オマーン 207,970 190,352 398,321

AIB* 408,989 － 408,989

ロンドン 260,307 － 260,307

スイス* 938,428 － 938,428

パリ 88,156 － 88,156

バーレーン 100,345 － 100,345

ADNL* 65,000 － 65,000

クウェート 208,580 － 208,580

ADNP* － － －

ADNIF* 75,000 － 75,000

NBAD セキュリティーズ* 117,500 － 117,500

マレーシア* 39,809 － 39,809

上海 25,529 － 25,529

DIFC* 46,280 － 46,280

合計 5,159,399 329,762 5,489,161

* 連結子会社による支出

 

当連結会計年度

（AED）

 

監査証明業務に基づく又は

監査証明業務に関する報酬

非監査業務に

基づく報酬 合計

UAE 1,129,500 35,425 1,164,925

スーダン 257,110 － 257,110
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香港 263,137 － 263,137

中国* 64,349 － 64,349

ヨルダン 148,400 － 148,400

エジプト 192,759 － 192,759

オマーン 148,516 － 148,516

AIB* 420,559 － 420,559

ロンドン 391,034 － 391,034

スイス* 856,085 38,494 894,578

パリ 158,645 － 158,645

バーレーン 96,692 － 96,692

ADNL* 65,000 － 65,000

クウェート 137,984 － 137,984

ADNP* 115,500 － 115,500

ADNIF* 105,000 － 105,000

NBAD セキュリティーズ* 134,000 － 134,000

マレーシア* 64,502 － 64,502

上海 － － －

DIFC* 46,280 － 46,280

その他 180,430 44,443 224,873

合計 4,975,480 118,362 5,093,842

* 連結子会社による支出

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当なし。

 

③【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

会計に関するリサーチ、実現性に関する検討および翻訳業務。

 

④【監査報酬の決定方針】

当行の監査報酬の決定方針は、アブダビ説明責任局（Abu Dhabi Accountability Authority）のガ

イドラインに基づいている。10万ディルハムを超える非監査業務については、監査委員会の承認を得

なければならないことになっている。
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第６【経理の状況】

 

ａ．本書記載の当行およびその子会社（以下「当グループ」という。）の邦文の財務書類（以下「邦文の

財務書類」という。）は、国際会計基準審議会により発行されアラブ首長国連邦において採用された

IFRSに準拠して作成された本書記載の2014年12月31日に終了した事業年度の原文の財務書類（以下、

本項において「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。当グ

ループの財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第131条第１項の規定が適用さ

れている。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のディルハム（AED）表示の金額

のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2015年５月25日現在の

株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客外国為替相場の公表仲値、１ディルハム＝33.19円の為替レートが

使用されている。

　なお、財務諸表等規則に基づき、日本とIFRSとの会計処理の原則及び手続並びに表示方法の主要な

相違点については、第６の「４　日本とIFRSとの会計原則の相違」に記載されている。

　円換算額及び第６の「２　主な資産・負債及び収支の内容」から「４　日本とIFRSとの会計原則の

相違」までの事項は原文の財務書類には記載されておらず、下記b.の監査証明に相当すると認められ

る証明の対象になっていない。

 

ｂ．原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

規定されている外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー　ロウワー・ガルフ・リミテッド

（UAEにおける独立監査人）から、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号

に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報告書の原文及び訳

文は、本書に記載されている。
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１【財務書類】

連結財政状態計算書

12月31日現在
 
   2014年  2013年

注記  千ディルハム 千円  千ディルハム 千円

        

資産        

現金および中央銀行預け金 ７  55,452,341 1,840,463,198  35,061,054 1,163,676,382

損益を通じて公正価値評価される投資 ８  15,425,662 511,977,722  2,645,893 87,817,189

銀行および金融機関預け金 ９  11,134,262 369,546,156  20,100,371 667,131,313

売戻契約 10  15,844,377 525,874,873  18,932,199 628,359,685

デリバティブ金融商品 39  7,422,828 246,363,661  6,146,006 203,985,939

貸出金 11  194,279,352 6,448,131,693  183,811,494 6,100,703,486

非トレーディング投資 12  67,493,122 2,240,096,719  50,846,059 1,687,580,698

その他資産 13  6,370,981 211,452,859  4,909,712 162,953,341

投資不動産 14  177,533 5,892,320  135,260 4,489,279

有形固定資産 15  2,498,254 82,917,050  2,473,608 82,099,050

資産合計   376,098,712 12,482,716,251  325,061,656 10,788,796,363

        

負債        

銀行および金融機関預り金 16  36,679,504 1,217,392,738  35,760,382 1,186,887,079

買戻契約 17  13,875,917 460,541,685  1,352,121 44,876,896

ユーロコマーシャルペーパー 18  5,484,176 182,019,801  6,752,015 224,099,378

デリバティブ金融商品 39  10,953,124 363,534,186  7,454,016 247,398,791

顧客預金 19  243,184,652 8,071,298,600  211,097,222 7,006,316,798

期間借入 20  14,998,716 497,807,384  18,690,168 620,326,676

その他負債 21  11,442,600 379,779,894  7,772,018 257,953,277

   336,618,689 11,172,374,288  288,877,942 9,587,858,895

劣後社債 22  1,516,641 50,337,315  1,512,323 50,194,000

負債合計   338,135,330 11,222,711,603  290,390,265 9,638,052,895

        

資本        

株式資本 23  4,723,172 156,762,079  4,280,470 142,068,799

資本剰余金 25  245,473 8,147,249  143,608 4,766,350

法定準備金および特別準備金 23  4,736,112 157,191,557  4,305,556 142,901,404

その他準備金 23  17,387,121 577,078,546  15,936,184 528,921,947

アブダビ政府ティア1キャピタルノート 24  4,000,000 132,760,000  4,000,000 132,760,000

ストックオプション制度 25  151,427 5,025,862  107,682 3,573,966

転換社債－資本構成部分 20,22  108,265 3,593,315  108,265 3,593,315

利益剰余金   6,611,812 219,446,040  5,789,626 192,157,687

資本合計   37,963,382 1,260,004,649  34,671,391 1,150,743,467

負債および資本合計   376,098,712 12,482,716,251  325,061,656 10,788,796,363

        

 
[　　署　　名　　] [　　署　　名　　] [　　署　　名　　]

ナセル・アハメド・カーリファ・

アルソワイディ

アレックス・サースビー ジェームズ・バーデット

会長 グループ最高経営責任者 グループ最高財務責任者

注記１から45は、本連結財務諸表の一部である。

独立監査人の監査報告書は、２ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。
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連結損益計算書

12月31日終了年度
 

 

  2014年  2013年

注記  千ディルハム 千円  千ディルハム 千円

        

受取利息 26  8,634,612 286,582,772  8,085,522 268,358,475

支払利息 27  (1,935,649) (64,244,190)  (1,881,653) (62,452,063)

正味受取利息   6,698,963 222,338,582  6,203,869 205,906,412

イスラム金融契約による収益 28  336,892 11,181,445  328,691 10,909,254

預金者の利益持分 29  (17,837) (592,010)  (22,903) (760,151)

イスラム金融契約による純収益   319,055 10,589,435  305,788 10,149,104

正味受取利息およびイスラム金融契約

による純収益   7,018,018 232,928,017  6,509,657 216,055,516

        

受取手数料   3,002,520 99,653,639  2,355,228 78,170,017

支払手数料   (691,928) (22,965,090)  (503,058) (16,696,495)

正味受取手数料 30  2,310,592 76,688,548  1,852,170 61,473,522

        

純為替差益 31  196,085 6,508,061  389,875 12,939,951

投資およびデリバティブに係る純利益 32  764,402 25,370,502  311,022 10,322,820

その他営業収益 33  125,620 4,169,328  335,264 11,127,412

   1,086,107 36,047,891  1,036,161 34,390,184

営業収益   10,414,717 345,664,457  9,397,988 311,919,222

        

一般管理費およびその他営業費用 34  (3,696,033) (122,671,335)  (3,230,388) (107,216,578)

正味減損費用控除前利益（税引前）   6,718,684 222,993,122  6,167,600 204,702,644

正味減損費用 35  (868,127) (28,813,135)  (1,205,906) (40,024,020)

税引前利益   5,850,557 194,179,987  4,961,694 164,678,624

国外法人税費用 36  (271,688) (9,017,325)  (218,139) (7,240,033)

当期純利益   5,578,869 185,162,662  4,743,555 157,438,590

        

基本1株当たり利益（ディルハム／円) 42  1.14 37.84  0.96 31.86

希薄化後1株当たり利益（ディルハム／円) 42  1.12 37.17  0.95 31.53

注記１から45は、本連結財務諸表の一部である。

独立監査人の監査報告書は、２ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。
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連結その他包括利益計算書

12月31日終了年度
 
   2014年  2013年

注記  千ディルハム 千円  千ディルハム 千円

        

当期純利益   5,578,869 185,162,662  4,743,555 157,438,590

        

その他包括利益        

連結損益計算書にその後再分類される、また

は再分類される可能性のある項目：

  
     

国外事業に係る外貨換算差額   (22,730) (754,409)  12,318 408,834

キャッシュフロー・ヘッジ：        

キャッシュフロー・ヘッジの有効部分 23  (42,584) (1,413,363)  35,896 1,191,388

公正価値準備金：        

当期中の公正価値の純変動額 23  380,315 12,622,655  371,735 12,337,885

損益に振り替えられた純累計額 23  (835,852) (27,741,928)  (283,895) (9,422,475)

連結損益計算書にその後再分類されない

項目：

  
     

確定給付債務の再測定   (7,707) (255,795)  － －

当期その他包括利益   (528,558) (17,542,840)  136,054 4,515,632

当期包括利益合計   5,050,311 167,619,822  4,879,609 161,954,223

注記１から45は、本連結財務諸表の一部である。

独立監査人の監査報告書は、２ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。
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連結株主資本変動表

12月31日終了年度

 

株式資本  資本剰余金

 

法定準備金  特別準備金  一般準備金  

アブダビ政府

ティア１

キャピタル

ノート  

ストック

オプション

制度  

公正価値

準備金  

外貨換算

準備金  

転換社債

-資本構成部分  利益剰余金  合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

2013年1月1日現在残高 3,874,558  -  1,937,279  2,128,253  13,469,554  4,000,000  95,312  699,317  (101,731) 21,420  5,003,179  31,127,141

当期包括利益合計 -  -  -  -  -  -  -  123,736  12,318  -  4,743,555  4,879,609

当グループの株主との取引                        

ザカート -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (17,580)  (17,580)

株式の発行 39,584  340,417  -  -  -  -  -  -  -  -  -  380,001

自己株式 (25,086)  (196,809)  -  -  2,984  -  -  -  -  -  -  (218,911)

発行済無償株式(注記23) 391,414  -  -  -  (391,414)  -  -  -  -  -  -    -

2012年の配当金支払額(注記23) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1,359,504)  (1,359,504)

一般準備金への振替(注記23) -  -  -  -  2,100,000  -  -  -  -  -  (2,100,000)  -

従業員に付与されたオプション(注記25） -  -  -  -  -  -  12,370  -  -  -  -  12,370

転換社債の転換オプションの発行/失効 -  -  -  -  21,420  -  -  -  -  86,845  -  108,265

ティア1キャピタルノートに係る

支払額(注記24) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (240,000)  (240,000)

法定/特別準備金への振替(注記23) -  -  215,499  24,525  -  -  -  -  -  -  (240,024)  -

2013年12月31日現在残高 4,280,470  143,608  2,152,778  2,152,778  15,202,544  4,000,000  107,682  823,053  (89,413) 108,265  5,789,626  34,671,391

                        

当期包括利益合計 -  -  -  -  -  -  -  (498,121)  (22,730)  -  5,571,162  5,050,311

当グループの株主との取引                        

ザカート -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (18,077)  (18,077)

ストックオプションの行使 14,490  101,865  -  -  -  -  -  -  -  -  -  116,355

自己株式の調整 (2,344)  -  -  -  2,344  -  -  -  -  -  -  -

発行済無償株式(注記23) 430,556  -  -  -  (430,556)  -  -  -  -  -  -  -

2013年の配当金支払額(注記23) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1,712,848)  (1,712,848)

一般準備金への振替(注記23) -  -  -  -  2,400,000  -  -  -  -  -  (2,400,000)  -

従業員に付与されたオプション(注記25） -  -  -  -  -  -  43,745  -  -  -  -  43,745

ティア１キャピタルノートに係る

支払額(注記24) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (187,495)  (187,495)

法定/特別準備金への振替(注記23) -  -  215,278  215,278  -  -  -  -  -  -  (430,556)  -

2014年12月31日現在残高 4,723,172  245,473  2,368,056  2,368,056  17,174,332  4,000,000  151,427  324,932  (112,143)  108,265  6,611,812  37,963,382

 

注記１から45は、本連結財務諸表の一部である。

独立監査人の監査報告書は、２ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。

 
 

株式資本  資本剰余金

 

法定準備金  特別準備金  一般準備金  

アブダビ政府

ティア１

キャピタル

ノート  

ストック

オプション

制度  

公正価値

準備金  

外貨換算

準備金  

転換社債

-資本構成部分  利益剰余金  合計
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 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円

2013年1月1日現在残高 128,596,580  -  64,298,290  70,636,717  447,054,497  132,760,000  3,163,405  23,210,331  (3,376,452)  710,930  166,055,511  1,033,109,810

当期包括利益合計 -  -  -  -  -  -  -  4,106,798  408,834  -  157,438,590  161,954,223

当グループの株主との取引                        

ザカート -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (583,480)  (583,480)

株式の発行 1,313,793  11,298,440  -  -  -  -  -  -  -  -  -  12,612,233

自己株式 (832,604)  (6,532,091)  -  -  99,039  -  -  -  -  -  -  (7,265,656)

発行済無償株式(注記23) 12,991,031  -  -  -  (12,991,031)  -  -  -  -  -  -  -

2012年の配当金支払額(注記23) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (45,121,938)  (45,121,938)

一般準備金への振替(注記23) -  -  -  -  69,699,000  -  -  -  -  -  (69,699,000)  -

従業員に付与されたオプション(注記25） -  -  -  -  -  -  410,560  -  -  -  -  410,560

転換社債の転換オプションの発行/失効 -  -  -  -  710,930  -  -  -  -  2,882,386  -  3,593,315

ティア1キャピタルノートに係る

支払額(注記24) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (7,965,600)  (7,965,600)

法定/特別準備金への振替(注記23) -  -  7,152,412  813,985  -  -  -  -  -  -  (7,966,397)  -

2013年12月31日現在残高 142,068,799  4,766,350  71,450,702  71,450,702  504,572,435  132,760,000  3,573,966  27,317,129  (2,967,617)  3,593,315  192,157,687  1,150,743,467

                        

当期包括利益合計 -  -  -  -  -  -  -  (16,532,636)  (754,409)  -  184,906,867  167,619,822

当グループの株主との取引 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (599,976)  (599,976)

ザカート 480,923  3,380,899  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,861,822

ストックオプションの行使 (77,797)  -  -  -  77,797  -  -  -  -  -  -  -

自己株式の調整 14,290,154  -  -  -  (14,290,154)  -  -  -  -  -  -  -

発行済無償株式(注記23) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (56,849,425)  (56,849,425)

2013年の配当金支払額(注記23) -  -  -  -  79,656,000  -  -  -  -  -  (79,656,000)  -

一般準備金への振替(注記23) -  -  -  -  -  -  1,451,897  -  -  -  -  1,451,897

従業員に付与されたオプション(注記25） -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (6,222,959)  (6,222,959)

ティア１キャピタルノートに係る

支払額(注記24) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

法定/特別準備金への振替(注記23) -  -  7,145,077  7,145,077  -  -  -  -  -  -  (14,290,154)  -

2014年12月31日現在残高 156,762,079  8,147,249  78,595,779  78,595,779  570,016,079  132,760,000  5,025,862  10,784,493  (3,722,026)  3,593,315  219,446,040  1,260,004,649

 

注記１から45は、本連結財務諸表の一部である。

独立監査人の監査報告書は、２ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。
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連結キャッシュフロー計算書

12月31日終了年度
   2014年  2013年

注記  千ディルハム 千円  千ディルハム 千円

        

営業活動によるキャッシュフロー        

税引前利益   5,850,557 194,179,987  4,961,694 164,678,624

調整：        

減価償却費 34  223,024 7,402,167  206,265 6,845,935

利息の増加   52,762 1,751,171  39,331 1,305,396

非トレーディング投資の売却益 32  (835,852) (27,741,928) (283,895) (9,422,475)

劣後社債買戻益   - -  (268,955) (8,926,616)

投資不動産の売却益   (56,353) (1,870,356) - -

正味減損費用 35  1,348,655 44,761,859  1,532,799 50,873,599

外貨換算調整   (394,009) (13,077,159) (343,329) (11,395,090)

ストックオプション制度   43,745 1,451,897  12,370 410,560

   6,232,529 206,857,638  5,856,280 194,369,933

損益を通じて公正価値評価される投資の変動額   (12,779,769) (424,160,533) 628,089 20,846,274

中央銀行、銀行および金融機関預け金の変動額   6,215,625 206,296,594  (4,747,496) (157,569,392)

売戻契約の変動額   3,087,822 102,484,812  (422,591) (14,025,795)

貸出金の変動額   (11,970,294) (397,294,058) (20,726,835) (687,923,654)

その他資産の変動額   (1,436,820) (47,688,056) (576,594) (19,137,155)

銀行および金融機関預り金の変動額   919,122 30,505,659  283,107 9,396,321

買戻契約の変動額   12,523,796 415,664,789  (664,920) (22,068,695)

顧客預金の変動額   32,084,777 1,064,893,749  20,793,649 690,141,210

デリバティブ金融商品の変動額   2,377,937 78,923,729  (323,879) (10,749,544)

その他負債の変動額   3,636,828 120,706,321  289,828 9,619,391

   40,891,553 1,357,190,644  388,638 12,898,895

国外における法人税等の支払額（回収額控除後）   (252,399) (8,377,123) (219,340) (7,279,895)

営業活動による正味現金   40,639,154 1,348,813,521  169,298 5,619,001

        

投資活動によるキャッシュフロー        

非トレーディング投資の購入   (75,911,467) (2,519,501,590) (35,472,981) (1,177,348,239)

非トレーディング投資の売却/満期による収入   59,644,718 1,979,608,190  17,285,514 573,706,210

投資不動産の売却による収入   165,785 5,502,404  - -

有形固定資産の購入（処分控除後）   (279,210) (9,266,980) (328,584) (10,905,703)

投資活動に使用された正味現金   (16,380,174) (543,657,975) (18,516,051) (614,547,733)

        

財務活動によるキャッシュフロー        

ストックオプション制度における株式発行に

よる収入 25

 

116,355 3,861,822
 

161,090 5,346,577

ユーロコマーシャルペーパーの純変動額   (1,267,839) (42,079,576) 3,920,817 130,131,916

期間借入の実行   1,330,441 44,157,337  3,377,858 112,111,107

期間借入の返済   (4,896,791) (162,524,493) (2,843,842) (94,387,116)

劣後社債の買戻し   - -  (3,814,926) (126,617,394)

配当金支払額 23  (1,712,848) (56,849,425) (1,359,504) (45,121,938)

ティア1キャピタルノートに係る支払額 24  (187,495) (6,222,959) (240,000) (7,965,600)
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財務活動に使用された正味現金   (6,618,177) (219,657,295) (798,507) (26,502,447)

        

現金および現金同等物の純増加(減少)   17,640,803 585,498,252  (19,145,260) (635,431,179)

１月１日現在現金および現金同等物   36,486,123 1,210,974,422  55,631,383 1,846,405,602

12月31日現在現金および現金同等物 37  54,126,926 1,796,472,674  36,486,123 1,210,974,422

注記１から45は、本連結財務諸表の一部である。

独立監査人の監査報告書は、２ページ（訳注：原文のページ数である。）に記載されている。

次へ
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連結財務書類に対する注記

１　　法人格および主たる業務

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（以下「当行」という。）は、
1968年、有限責任会社としてアブダビで設立され、商事会社に関する1984年アラブ首長国連邦法第
８号（その後の改正を含む。）に従い公開株式会社として登記されている。

当行の登記上の事務所所在地は、アラブ首長国連邦、アブダビ、私書箱４号である。2014年12月31
日現在および同日終了年度に係る連結財務書類は、当行およびその子会社（以下「当グループ」と
総称する。）より構成される。当グループは、主に、企業、リテール、個人および投資銀行業務、
マネジメント・サービスならびにイスラム銀行業務に従事し、アラブ首長国連邦、バーレーン、エ
ジプト、フランス、オマーン、クウェート、ブラジル、ケイマン諸島、スーダン、リビア、英国、
スイス、香港、ヨルダン、レバノン、マレーシア、中国およびアメリカ合衆国に所在する国内外の
支店、子会社および駐在員事務所を通じて事業を行っている。

当グループのイスラム銀行業務は、シャリアの監督委員会（Islamic Sharia’a Supervisory
Board）が発行したイスラム経典の法律に従い行われる。

当行はアブダビ証券取引所に上場している（ティッカー：NBAD）。

当行の親会社は、アブダビ首長国政府に所有されている法人であるアブダビ投資評議会である。

本連結財務書類は、2015年１月28日に、取締役会により公表が承認された。

 

２　　作成の基礎

(a)　　法令遵守の表明

本連結財務書類は、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）（国際会計基準審議会（以下
「IASB」という。）が公表した会計基準および国際財務報告解釈指針委員会（以下「IFRIC」とい
う。）が公表した解釈指針から構成されている。）およびUAEにおいて適用される法律の要件に従
い継続基準で作成されている。

(b)　　測定の基礎

本連結財務書類は、取得原価主義に基づき作成されている。但し、以下の場合を除く。

・　　損益を通じて公正価値評価される投資は、公正価値で測定される。

・　　デリバティブ金融商品は、公正価値で測定される。

・　　売却可能として分類される非トレーディング投資は、公正価値で測定される。

・　　適格なヘッジ関係におけるヘッジ対象項目として指定された認識済資産および負債の額は、
ヘッジ対象リスクに起因する公正価値の変動額により調整される。

・　　貸出金の決済により取得した非金融資産は、当該資産の売却費用控除後の公正価値または貸
出金の帳簿価額のうちいずれか低い方で測定される。
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(c)　　機能通貨および表示通貨

本連結財務書類は、当行の機能通貨であるアラブ首長国連邦ディルハム（以下「ディルハム」とい
う。）で表示される。当行の各国外子会社および支店の財務書類に含まれる項目は、当該国外子会
社および支店が事業を行っている主要な経済環境における通貨を用いて測定される。別途記載がな
い限り、ディルハムで表示される情報は、1,000ディルハム未満を四捨五入している。

(d)　　見積りおよび判断の使用

連結財務書類の作成にあたり、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産および負債、収益および費
用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを要求されている。実際の結果は、
これらの見積りと異なる場合がある。

見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に見直される。会計上の見積りの変更は、見積りが変更さ
れる期間および影響を受ける将来の期間において認識される。

見積りが不確実である重要な領域および会計方針の適用にあたり行った重要な判断のうち、本連結
財務書類中の認識額に最も重要な影響を及ぼすものに関する情報は、注記５に記載される。

 

３　　重要な会計方針

以下に記載の会計方針は、本連結財務書類に表示されるすべての期間について一貫して適用されて
おり、かつ当グループの事業体により一貫して適用されているが、当期中に適用対象となったこと
により適用された新基準および解釈指針を除く。

適用された新基準および解釈指針

新基準、基準の改訂および解釈指針が当期に有効となり、本連結財務書類の作成に際して適用され
ている。これらの改訂は、以下のとおりである。

IAS第32号（金融商品：表示）は、企業が相殺する法的に強制可能な権利を有している場合および
総額決済が担保金額相殺後の純額決済と同等となる場合を説明することで相殺要件を明確にしてい
る。

IAS第36号（資産の減損）は、非金融資産の回収可能価額に関する開示に焦点を当てている。この
改訂では、IFRS第13号の公表によりIAS第36号に含まれていた資金生成単位の回収可能価額に関す
る一部の意図されなかった開示を削除している。この改訂により、回収可能価額は、減損損失の認
識または戻入れが行われた場合のみ開示が求められる。

IAS第39号（金融商品：認識および測定）は、ヘッジ手段であるデリバティブの契約更改が特定の
要件を満たす場合は、契約更改が行われても、ヘッジ会計を継続することができる旨を明確にして
いる。

これらの改定の適用により当グループが受ける影響に重要性はない。

(a)　　連結の基礎

IFRS第10号は、特別目的事業体または組成された企業を含むすべての事業体に適用する単
一の支配モデルを策定することによって、連結の基準を規定している。支配の定義は、投
資者が、その投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは
権利を有し、かつ投資先に対するパワーにより当該変動リターンに影響を及ぼす能力を有
している場合、投資先を支配しているというものである。IFRS第10号における支配の定義
を満たすには、以下の３つの基準のすべてを満たさなければならない。

(a)投資者は、投資先に対するパワーを有していること
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(b)投資者は、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは
権利を有していること

(c)投資者は、投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる
能力を有していること

(ⅰ)　 子会社

子会社とは当グループが支配する投資先である。当グループは、注記３(a)に記載されてい
る支配の要件を満たしている場合には、その投資先を支配している。当グループは、支配
の要件のうちの１つまたは複数に変更がある場合には、支配権を有しているか否かを見直
している。支配権を有するか否かを見直す状況として、防御的な権利が実質的なものとな
ることで当グループが投資先に対するパワーを得るような状況等が含まれる。子会社の財
務書類は、当該支配が開始した日から当該支配が終了する日まで、連結財務書類に含まれ
る。当グループの連結財務書類は、当行および以下に掲げるその完全子会社からなる。

 

法人  設立国  主たる活動  

2014年に

おける

保有割合

（％）

NBADアメリカズ・エヌ・ブイ（旧アブダビ・

インターナショナル・バンク・エヌ・ブイ）

 キュラソー  銀行業  100％

NBADセキュリティーズ・エルエルシー  アラブ首長国連邦  仲介業  100％

アブダビ・ナショナル・リーシング・エルエル

シー

 アラブ首長国連邦  リース  100％

アブダビ・ナショナル・プロパティーズ・

ピージェイエスシー

 アラブ首長国連邦  プロパティ・マネ

ジメント

 100％

NBADトラスト・カンパニー（ジャージー）

リミテッド

 チャネル諸島  ファンド運用  100％

NBADプライベート・バンク（スイス）エスエー  スイス  銀行業  100％

アブダビ・ナショナル・イスラミック・

ファイナンス・ピー・ジェー・エスシー

 アラブ首長国連邦  イスラム金融業  100％

アンプル・チャイナ・ホールディング・

リミテッド

 香港  リース  100％

アブダビ・ブローカレッジ・エジプト  エジプト  仲介業  96％

NBADマレーシア・ブルハド  マレーシア  銀行業  100％

NBADインベストメント・マネージメント（DIFC）

リミテッド
1

 アラブ首長国連邦  ファンド運用  100％

NBADエンプロイー・シェア・オプション・

リミテッド

 アラブ首長国連邦  株式・有価証券  100％

エスエーエス・10・マゼラン  フランス  リース  100％

NBADレプレゼンタソンイス・エルティーディー

エー

 ブラジル  駐在員事務所  100％

NBADフィナンシャル・マーケッツ（ケイマン）

リミテッド

 ケイマン諸島  銀行業  100％

１清算中

(ⅱ)　組成された企業

組成された企業は、当グループにより特定のタスクを実行するために設立されている。組
成された企業は、その活動が議決権で左右されないように設計されている。当グループが
本人として行動しているか、または当グループが持分を有する投資先に対してパワーを有
しているかの評価において、当グループは投資先の目的および設計、投資先の関連活動を
指示する実務能力、投資先との関係の内容、および投資先の変動リターンに対するエクス
ポージャーの規模といった要素を考慮する。
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当グループは多くの投資ファンドのファンドマネージャーとして活動している。当グルー
プがそういった投資ファンドを支配しているか否かの決定には、通常当該ファンドにおけ
る当グループの経済的持分合計の評価に着目する。当グループは、支配に関する評価を行
う際に、すべての事実および状況を吟味して、ファンドマネージャーである当グループが
代理人として行動しているか本人として行動しているかを判断している。本人であるとみ
なされる場合、当グループは当該ファンドを支配しており、当該ファンドを連結する。代
理人であるとみなされる場合、当グループは当該ファンドを投資として会計処理する。

当グループが管理する投資ファンドにおける持分は以下のとおり。
 
組成された企業の種類  内容および目的  当グループが保有する持分

投資ファンド  第三者の投資家を代理する資産

管理からの手数料の稼得

 ファンドが発行したユニットへの

投資額579,924千ディルハム

（2013年12月31日：81,529千ディ

ルハム）

(ⅲ)　共同支配の取決めおよび関連会社への投資

関連会社とは、当グループが重要な影響力を有している投資先をいう。重要な影響力と
は、投資先の財務および営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支
配または共同支配ではないものをいう。関連会社に対する投資は、持分法に基づき会計処
理される。

共同支配の取決めとは、当グループとその他の当事者との間の取決めのうち、当グループ
ならびに１つまたは複数の当事者が契約上の取決めに基づき共同支配を有するものをい
う。共同支配の取決めは、共同支配事業であることもあれば、共同支配企業であることも
ある。共同支配事業とは、取決めの共同支配を有する当事者に、当該取決めに係る資産の
保有割合に応じた権利および負債の義務があり、それらを認識する共同支配の取決めをい
う。共同支配企業とは、取決めに対する共同支配を有する当事者が当該取決めの純資産に
対する権利を有している場合の共同支配の取決めであり、持分法に基づく会計処理が行わ
れているものをいう。

(ⅳ)　支配の喪失

当グループが子会社に対する支配を喪失する際には、その子会社の資産および負債、その
子会社に関する非支配持分およびその他の資本項目の認識の中止が行われる。支配の喪失
に伴い発生する利益または損失は、連結損益計算書に計上される。当グループが旧子会社
に対する留保持分がある場合には、その持分を支配喪失時の公正価値で測定する。
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(ⅴ)　連結時に相殺消去される取引

各子会社に対する当行の投資の帳簿価額および各子会社の資本は連結時に相殺消去され
る。重要なグループ間残高ならびにグループ間取引から生じる未実現利益および費用はす
べて、連結時に相殺消去される。

(b)　　金融資産および負債

(ⅰ) 　認識

当グループは、貸出金、顧客預金、負債証券および劣後社債について、当初これらを組成
した日に認識する。その他の金融資産および負債はすべて、当初、当グループがその商品
の契約条項の当事者となった時点で、連結財政状態計算書に認識される。これらは、公正
価値で、損益を通じて公正価値評価されないものについては取得または発行に直接帰属す
る取引費用を加えて、当初測定される。

金融資産の一般的な購入および売却はすべて、決済日、すなわち取引相手方に当該資産を
引き渡すか、または取引相手方から当該資産を受領する日に認識される。金融資産の一般
的な購入または売却とは、市場における規制または慣習で一般に設定されている期限まで
に、資産の引渡しが要求されるものである。

(ⅱ) 　分類

(a)損益を通じた公正価値評価

(ⅰ)損益を通じて公正価値評価するものと指定

当グループは、以下のいずれかに該当する場合、金融資産および負債を損益を通じて公
正価値評価されるものと指定している。

・　資産または負債が公正価値基準により内部で管理、評価および報告されている場合

・　指定を適用しなければ発生するであろう会計上の不一致が、指定により排除または
大幅に削減する場合

(ⅱ)売買目的保有

トレーディング資産とは、当グループが近い将来に売却する目的で取得するか、または
短期間で利鞘を得ることを目的として一括運用されるポートフォリオの一部として保有
する資産である。

損益を通じて公正価値評価される資産は、当初認識後は再分類されない。

(b)貸出金および受取債権

貸出金および受取債権には、現金および中央銀行預け金、銀行および金融機関預け金、
ファイナンス・リース債権、売戻契約および貸出金が含まれる。これらは、固定または確
定的な支払がある非デリバティブ金融資産であり、活発な市場における相場価格がなく、
当グループが直ちにまたは近い将来に売却する意図のないものである。
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(c)満期保有

満期保有投資とは、当グループが満期まで保有する積極的な意図および能力を有し、固定
または確定的な支払および固定満期がある非デリバティブ資産である。

 

(d)売却可能

当グループは、売却可能と指定される非デリバティブ金融資産を有している。非デリバ
ティブ金融資産は、貸付金および受取債権、満期保有投資または損益を通じて公正価値評
価される金融資産に分類されない場合に売却可能と指定される。売却可能として指定され
ている資産は、無期限の保有が意図されているが、流動性規制に対処するため、または金
融資産の市場金利または価格の変動に対応するために、将来売却することもできる。

(e)金融負債

当グループは、金融保証および貸出契約を除く金融負債を償却原価または損益を通じた公
正価値で測定するものに分類している。

(ⅲ)　 認識の中止

当グループは、金融資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が失効した場合、
または金融資産の所有に伴う実質的にすべてのリスクおよび経済価値を移転する取引にお
いて当該金融資産に係る契約上のキャッシュフローを受け取る権利を移転する場合、金融
資産の認識を中止する。

当グループは、金融負債の契約上の義務が解除もしくは取消または失効した場合、金融負
債の認識を中止する。

当グループは、連結財政状態計算書に認識された資産を譲渡し、かつ譲渡対象資産または
その一部のリスクおよび経済価値のすべてもしくは実質的にすべてを留保する取引を行っ
ている。かかる取引では、譲渡された資産の連結財政状態計算書における認識は中止され
ない。リスクおよび経済価値のすべてまたは実質的にすべての留保を伴う資産の譲渡に
は、買戻取引が含まれる。

当グループは、回収不能とされる資産の残高を償却する場合についても、一定の資産の認
識を中止する。

(ⅳ)　 相殺

IAS第32号に従い、金融資産および負債は相殺されて連結財政状態計算書に純額で表示され
るが、これは当グループがその金額を相殺する法的権利を有し、かつ純額ベースで決済す
るか、資産の実現と同時に負債を決済する意図がある場合に限られる。

収益および費用は、IFRSで認められた場合、または類似した取引グループから生じる損益
に限り純額で表示される。

(ⅴ)　 償却原価の測定

金融資産または負債の償却原価は、金融資産または負債の当初認識額から元本返済額を控
除し、当初認識額と満期額との差額について「実効金利法」を用いて累積償却額を加減
し、減損による減額分を控除した額である。

実効金利は、金融商品の予想残存期間（または、適切な場合はそれよりも短い期間）を通
じて、見積将来キャッシュフローを該当する金融資産または金融負債の正味帳簿価額まで
正確に割り引くための金利である。実効金利を計算する際に、当グループは、金融商品の
すべての契約条件を考慮（将来の貸倒損失は考慮外）してキャッシュフローを見積ってい
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る。実効金利の計算結果には、金融商品の実効金利の不可欠な要素である当グループが支
払うまたは受け取るすべての金額（取引費用およびその他のすべてのプレミアムまたは
ディスカウントを含む）が含まれる。

(ⅵ)　 公正価値の測定

公正価値は、原則として、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を
売却することで受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格で
ある。またはそれらがない場合には当グループが同日にアクセス可能で最も有利な市場に
おける価格である。負債の公正価値は不履行リスクを反映している。

該当する場合、当グループは金融商品の公正価値をその商品について活発な市場における
相場価格を用いて測定する。その資産または負債の価格情報を提供するための十分な頻度
および取引量で取引が継続的に行なわれる市場は活発であるとみなされる。

活発な市場における相場価格がない場合、当グループは関連する観察可能なインプットを
最大限使用し、観察不能インプットの利用を最小限に抑えた評価技法を用いる。選択され
た評価技法は市場参加者が取引の価格づけする際に考慮する要素を組み入れている。

当初認識における金融商品の公正価値の最善の証拠は通常取引価格である。すなわち、支
払ったまたは受領した対価の公正価値である。当グループが当初認識時に決定した公正価
値が取引価格と異なり、公正価値が活発な市場における同一の資産または負債の相場価
格、または観察可能な市場からのデータのみを使用した評価技法に基づいているという証
拠がない場合には、金融商品は当初公正価値で測定され、当初認識時の公正価値と取引価
格との差異を繰り延べることで調整される。その後、差異は適切な基準で金融商品の期間
にわたり（但し、観察可能な市場データで評価が全面的に裏付けられる様になるまで、ま
たは取引が終了するまで）連結損益計算書に認識される。

資産または負債が買呼値および売呼値で公正価値測定される場合、当グループは資産およ
びロング・ポジションを買呼値で測定し、負債およびショート・ポジションを売呼値で測
定する。

当グループが、市場リスクまたは信用リスクの正味エクスポージャーを基に管理する市場
リスクおよび信用リスクにさらされる金融資産および金融負債のポートフォリオは、特定
のリスク・エクスポージャーの正味ロング・ポジションの売却で受領するであろう価格ま
たは正味ショート・ポジションの移転で支払うであろう価格を基に測定される。

当グループは公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を変更が発生した報告期間の末日で
認識する。

(ⅶ)　 減損の識別および測定

損益を通じて公正価値で計上されていない金融資産については、各報告日および期中にお
いて定期的に、減損の客観的証拠が存在するか否かが評価される。損失事象が資産の当初
認識後に発生し、当該損失事象が資産の将来キャッシュフローに与える影響を信頼性を
もって見積ることができるという客観的証拠が存在する場合、金融資産は減損している。

金融資産が減損している客観的証拠には、借手もしくは発行体の重大な財政難、借手によ
る債務不履行もしくは遅滞、当グループが通常であれば検討しないような条件での当グ
ループによる貸出金のリストラクチャリング、借手もしくは発行体が破産手続きに入る兆
候、有価証券に関する活発な市場の消滅、または、資産グループにおける借手もしくは発
行体の支払状況もしくは資産グループにおける支払不履行へ繋がる経済状況の不利な変化
等、資産グループに関するその他の観察可能なデータが含まれる。さらに、持分証券への
投資については、その公正価値が取得原価を著しくまたは長期的に下回った場合に、減損
の客観的証拠となる。

当グループは、個別レベルおよび集合的レベルの双方で減損の証拠を考慮する。個別に重
要な資産はすべて、個別に減損評価される。個別に重要である資産のうち、個別に減損し
ていないものの集合的に評価することが必要と判断された資産はすべて、その後、発生済
みであるものの未だ特定されていない減損について評価される。個別に重要ではない資産
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は、類似のリスク特性を有する金融資産とグループ化することで、減損について集合的に
評価される。

集合的に減損を評価する際に、当グループは、UAE中央銀行ガイドラインにより算出した信
用リスク加重資産の1.5％あるいはデフォルト率、回収の時期および発生損失額の過去の傾
向に基づく統計モデルのいずれか高い値を用いる。但し、後者は、現在の経済および与信
状況における実際の損失水準が、過去のモデルが示唆する水準を上回るあるいは下回る可
能性があるか否かに関する経営陣の判断について調整される。デフォルト率、損失率およ
び将来の回収予定時期は、適切な数値を維持するために、実際の業績を基準として定期的
に評価される。

償却原価で計上される金融資産の減損損失は、当該金融資産の帳簿価額と当初の実効金利
で割り引いた見積キャッシュフローの現在価値との差額として測定される。減損損失は連
結損益計算書に認識され、当該金融資産に対する引当金勘定に反映される。減損が認識さ
れた後に発生した事象により減損損失額が減少する場合、減損損失の減少分は連結損益計
算書を通じて戻し入れられる。

売却可能投資有価証券に係る減損損失は、償却原価と現在の公正価値の差額をその他包括
利益から連結損益計算書へ振り替えることにより認識される。減損が認識された後に発生
した事象により売却可能負債証券に係る減損損失額が減少する場合、減損損失は連結損益
計算書を通じて戻し入れられる。但し、減損売却可能持分投資のその後の公正価値の回復
は、その他包括利益に認識される。

市場価格のない持分証券は、公正価値を確実に測定できないために原価で計上されるが、
当該持分証券に係る減損損失は、当該金融資産の帳簿価額と類似の金融資産の現在の市場
収益率で割り引いた見積将来キャッシュフローの現在価値との差額として測定される。当
該減損損失の戻し入れは行わない。

(c)　　現金および現金同等物

連結キャッシュフロー計算書の目的上、現金および現金同等物は、現金、中央銀行預け金および３
か月未満で満期が到来する銀行および金融機関預け金からなる。これらは、公正価値の変動リスク
がほとんどなく、当グループにより短期の契約の管理に利用される。

現金および現金同等物は、連結財政状態計算書において償却原価で計上される非デリバティブ金融
資産である。
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(d)　　損益を通じて公正価値評価される投資

損益を通じて公正価値評価される投資とは、売買目的保有に分類されるか、当初認識時に損益を通
じて公正価値評価される投資と指定された金融資産のことである。

売買目的で保有される金融資産には、負債証券、短期国債、持分証券、有価証券のショート・ポジ
ションおよびファンドが含まれる。これらの金融商品は、主に短期間での売却または買戻しを目的
として取得されるか発生したもの、または最近における短期的な利益獲得パターンの証拠がある識
別された金融商品をまとめて管理するポートフォリオの一部を形成するものである。また、有効な
ヘッジ手段として会計処理されていないデリバティブは、損益を通じて公正価値評価される。

損益を通じて公正価値評価されるものとして指定される金融資産は、文書化されたリスク管理方針
または投資戦略に基づき公正価値基準で管理され、かつ実績が評価される金融資産グループがに該
当する。

これらの金融資産は当初公正価値で認識され、その後も公正価値で測定され、取引費用は連結損益
計算書に直接計上される。関連する実現および未実現損益はすべて、純投資利益に含まれる。

(e)　　銀行および金融機関預け金

銀行および金融機関預け金は、償却原価から減損引当金を控除した後の金額で計上される非デリバ
ティブ金融資産である。

(f)　　売戻契約

購入と同時に将来の特定日に売戻すことを約定する資産の認識は行わない。これらの契約に基づき
取引相手方に支払われた金額は、連結財政状態計算書に売戻契約として計上される。購入価格と売
戻価格との差額は受取利息として取り扱われ、実効金利法により売戻契約の期間を通じて連結損益
計算書に未収計上される。

(g)　　貸出金

貸出金は、固定または確定的な支払があり、活発な市場における市場価格を持たず、当グループが
直ちにもしくは近い将来に売却する意思のない非デリバティブ金融資産である。

貸出金には、当行が組成した貸出金で、売買目的保有に分類されていないものまたは公正価値評価
の指定を受けていないものが含まれる。貸出金の認識は、資金が借手に貸付けられた際に行われ
る。貸出金の認識の中止は、借手が債務を返済するか、あるいは貸出金が売却または償却された際
に行われる。貸付金は、当初公正価値（実行時の取引価格）に直接の取引費用の増加分を加えた金
額で測定され、その後は実効金利法を用いて償却原価で測定される。これらは、利息の未計上分お
よび減損引当金を控除し、ヘッジ対象リスクに関する公正価値ヘッジの有効部分が調整される。

貸出金には、顧客に提供される当座貸越、クレジットカード、タームローン、ファイナンス・リー
ス債権および商業手形等の直接金融が含まれる。

当グループが、資産の所有に伴う実質的にすべてのリスクおよび経済価値を借主に移転するリース
契約の貸主である場合、当該契約はファイナンス・リースに分類され、リースの純投資額と同額の
債権が認識され、貸出金に表示される。契約がリースであるかどうかの判断において、当グループ
は当該契約の実体を確認し、当該契約の実行が特定資産の使用に基づいているか否か、また当該契
約が資産を使用する権利を移転しているか否かについての評価を行う。

 

(h)　　イスラム金融および投資契約

当行は、シャリアに準拠したイジャラ、ムラバハ、ムダラバおよびワカラ等の種々のイスラム金融
商品を取り扱うイスラム銀行業に従事している。これらの金融商品は、IAS第39号「金融商品：認
識および測定」に基づき会計処理される。
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(ⅰ)　 定義

イジャラ

イジャラはイジャラ・ムンタヒア・ビッタムリークからなる。

イジャラ・ムンタヒア・ビッタムリークは、当グループ（貸主）が、顧客（借主）に対
し、特定のリース料と引き換えに特定の期間について特定の資産を使用する権利を、一定
期間にわたる変動リース料の支払により移転する契約である。この契約に基づき、当グ
ループは、資産を購入または建設し、これを顧客に賃貸するものとする。同契約におい
て、賃貸借当事者、リース料支払の金額および時期ならびにリース期間中の両当事者の責
任が規定されている。顧客は、当グループに対し、合意したスケジュールに従ったリース
金額の決済を誓約する。

当グループは、全リース期間にわたり資産の所有権を留保する。リース期間の終了時に、
当グループは、当グループによる売却の誓約に基づき名目価格にてリース対象資産を顧客
に売却する。

ムラバハ

当グループがすでに購入、取得している商品および（または）その他の資産を、特定の条
件に従い購入する旨の顧客からの約定に基づき、顧客に対して売却する契約。売却価格
は、商品の原価および合意された利益からなる。

ムダラバ

当グループと顧客との間の契約であり、この契約により、一方の当事者が資金を提供し
（出資者）、他方の当事者（事業家）が同資金をプロジェクトまたは特定の事業に投資す
る。また、投資によって生じた収益については、契約において事前に合意された収益分配
率に従い、当事者間で分配される。事業家は、自己の不法行為、過失またはムダラバ条項
の違反により生じたすべての損失の責任を負う。その他の損失については出資者が負担す
る。

ワカラ

当グループが一定の金額をエージェント（代理人）に対し提供する契約。代理人は、同金
額を、一定の手数料（投資金額の全額または一定割合）を対価として特定の条件に従い
シャリア適格の取引に投資する。
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(ⅱ)　 収益認識

イジャラ

イジャラによる収益は、回収可能性に関して合理的な疑義が生じる時まで、定率ベースで
認識される。

ムラバハ

ムラバハによる収益は、回収可能性に関して合理的な疑義が生じる時まで、定率ベースで
認識される。

ムダラバ

ムダラバ金融に係る収益または損失は、信頼性のある見積りが可能な場合、発生主義で認
識される。それ以外の場合には、収益は事業家による分配により認識され、損失は事業家
の損失発生の公表により連結損益計算書に費用計上される。

ワカラ

ワカラによる見積収益は、各期に発生主義で認識され、受領した時点で実際の収益により
調整される。損失は、エージェントが損失発生を公表した日に計上される。

(i)　　非トレーディング投資

非トレーディング投資には、当初公正価値にその取得に直接起因する取引費用の増額分を加えた金
額で認識される売却可能資産が含まれる。

当初認識後、これらの投資は、公正価値で再測定される。有効なヘッジ関係の一部でない投資の未
実現損益は、認識が中止されるまでまたは当該投資が減損していると判断されるまで、その他包括
利益に認識される。その時点でその他包括利益に以前に認識された累積損益は、当期の連結損益計
算書に計上される。有効な公正価値ヘッジ関係の一部である投資について、公正価値の変動によっ
て生じる未実現損益は、ヘッジされる公正価値の変動額を上限として連結損益計算書に直接認識さ
れる。

売却可能負債投資有価証券に係る受取利息は、その資産の予想残存期間にわたる実効金利を用いて
計算され、認識される。負債投資証券の購入の際に発生するプレミアムおよび（または）ディスカ
ウントは、実効金利の計算に織り込まれている。持分商品に係る配当金は、配当を受け取る権利が
確定した際に損益計算書に認識される。

為替差損益を認識することを目的として、売却可能金融資産は、外貨にて償却原価で計上されたか
のように扱われる。したがって、当該金融資産に係る外貨換算差額は、連結損益計算書に認識され
る。

信頼性のある公正価値の測定が不可能な市場価格のない持分投資については、減損引当金を控除
後、原価にて計上される。認識の中止の際には、売却損益は当期の連結損益計算書に認識される。

非トレーディング投資には、当グループが満期まで保有する積極的な意図および能力を有し、固定
または確定的な支払および固定満期がある非デリバティブ資産である満期保有資産が含まれる。こ
れらの資産は、当初認識時は直接起因する取引費用を加算した公正価値で計上され、当初認識後は
実効金利法を用いて減損控除後の償却原価で測定される。

満期保有目的投資について軽微とはいえない額の売却または分類変更を行った場合には、満期保有
目的投資を売却可能投資に分類変更することになり、当グループは、当期および翌２会計年度の
間、投資有価証券を満期保有目的に分類することができなくなる。但し、以下のいずれかの状況下
で売却および分類変更を行った場合には、分類変更を免れる。
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・　売却または分類変更が満期日に近いため、市場金利の変動は当該金融資産の公正価値に著
しい影響を及ぼさない場合

・　当グループが当該資産の当初の元本を実質的にすべて回収した後に売却または分類変更を
行った場合

・　当グループの管理が及ばず合理的な予測ができない非経常的で単発的な事象に起因して売
却または分類変更を行った場合

(j)　　投資不動産

(ⅰ)　 認識および測定

投資不動産とは、リース収入を稼得するため、または資本増価、あるいは両方の目的で保
有される不動産であり、通常の業務過程における販売、あるいは商品の製造、サービスの
提供または業務目的で使用されない不動産である。投資不動産はIAS第40号-投資不動産に
おける原価モデルによる取得原価で測定される。取得原価には当該資産の取得に直接起因
する支出が含まれる。

有形固定資産に再分類されるような不動産の使用に変更がある場合には、その資産の当初
の取得原価および再分類日現在の帳簿価額が、引き続きその資産の測定および開示上の取
得原価および帳簿価額となる。

投資不動産が処分された場合または、投資不動産の使用が永久的に中止され、その処分に
よる経済的便益が期待されない場合には認識が中止される。

投資不動産による損益は、連結損益計算書のその他営業収益またはその他営業費用にそれ
ぞれ認識される。

(ⅱ)　 減価償却

減価償却は、投資不動産の見積耐用年数にわたり定額ベースで、連結損益計算書に認識さ
れる。当期における投資不動産の見積耐用年数は以下のとおりである。
 
建物および住宅 20～50年

減価償却方法、耐用年数および残存価値は、毎報告日付で再評価される。

(ⅲ)　 減損

減損の兆候を把握するために、各報告日現在で帳簿価額の見直しを行う。減損の兆候が存
在する場合には、資産の回収可能額が見積もられる。資産または現金生成単位の回収可能
額は、使用価値または売却費用控除後の公正価値のいずれか高い方の金額である。使用価
値の評価に際し、見積将来キャッシュフローは、貨幣の時間的価値と資産に特有のリスク
に関する現在の市場評価を反映した割引率を用いて現在価値に割り引かれる。減損損失
は、帳簿価額が回収可能額を上回る範囲が連結損益計算書に認識される。

(k)　　有形固定資産

(ⅰ)　 認識および測定

有形固定資産はすべて、累積償却額および減損損失額（もしあれば）を控除後、原価で測
定される。建設仮勘定は、当初原価で計上され、定期的に減損テストを行い、完成と同時
に有形固定資産の適切な区分に振り替えられ、その後は減価償却される。

原価には、資産の取得に直接起因する支出が含まれる。購入したソフトウェアが関係する
設備の機能に不可欠である場合、当該設備の一部として資産計上される。
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有形固定資産の処分に係る損益は、処分による収入と有形固定資産の帳簿価額とを比較す
ることにより決定され、連結損益計算書のその他営業収益に純額で認識される。

その後の支出は、その経済的便益が当グループに将来流入する可能性が高い場合に限り資
産計上される。継続的な費用は発生の都度、連結損益計算書に計上される。

(ⅱ)　 減価償却

減価償却は、すべての有形固定資産の見積耐用年数にわたり定額ベースで、連結損益計算
書に認識される。自己所有の土地および建設仮勘定は減価償却されない。

 

当期および比較期間における資産の見積耐用年数は以下のとおりである。
 
建物および住宅 20～50年
事務所什器および備品 １～５年
建物の改修 ４年
金庫 10～20年
コンピューターシステムおよび設備 ３～７年
車両 ３年

減価償却方法、耐用年数および残存価値は、毎報告日付で再評価される。

(ⅲ)  建設仮勘定

建設仮勘定とは、生産、提供、または管理目的で建設中の資産であり、認識済みの減損費用
を控除した原価で計上される。原価には、グループの会計方針に従って資産計上される有形
固定資産の設計および建設に係るすべての直接費用が含まれる。当該資産の意図した使用が
可能となった場合、建設仮勘定は有形固定資産の適切な勘定へ振替えられ、グループの方針
に従って減価償却される。

(ⅳ)　 減損

減損の兆候を把握するために、各報告日現在で帳簿価額の見直しを行う。減損の兆候が存
在する場合には、資産の回収可能額が見積もられる。資産または現金生成単位の回収可能
額は、使用価値または売却費用控除後の公正価値のいずれか高い方の金額である。使用価
値の評価に際し、見積将来キャッシュフローは、貨幣の時間的価値と資産に特有のリスク
に関する現在の市場評価を反映した割引率を用いて現在価値に割り引かれる。減損損失
は、帳簿価額が回収可能額を上回る範囲が連結損益計算書に認識される。
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(l)　　売却前担保

不動産およびその他の担保は、特定の貸出金の決済の結果取得される場合があり、売却目的保有資
産として「その他資産」に計上される。取得した資産は、売却費用控除後の公正価値または交換日
におけるローンの帳簿価額（減損引当金控除後）のうちいずれか低い方の金額で計上される。売却
目的保有資産については、減価償却は計上されない。取得した資産が後に売却費用控除後の公正価
値へと評価減された場合、かかる評価損は減損損失として計上され、連結損益計算書に計上され
る。その後、売却費用控除後の公正価値が増加した場合、この増加分は減損損失累計額を上限とし
て、連結損益計算書に認識される。当グループの担保の処分に関する方針は、当グループが事業を
行っているそれぞれの地域の法令上の要件に従っている。

(m)　　銀行および金融機関預り金、顧客預金およびユーロコマーシャルペーパー

銀行および金融機関預り金、顧客預金およびユーロコマーシャルペーパーは、金融負債であり、当
初公正価値から取引費用を控除した金額で認識され、その後は実効金利法を用いて償却原価で測定
される。

(n)　　買戻契約

特定の将来の日に買戻すことを条件として売却した資産については、認識は中止されない。これら
の契約に基づき受領した金額に関する取引相手方に対する負債は、買戻契約として連結財政状態計
算書に計上される。売却価格と買戻価格との差額は、支払利息として取り扱われ、実効金利法によ
り買戻契約の期間を通じて連結損益計算書に未収計上される。

(o)　　期間借入および劣後社債

期間借入および劣後社債には、保有者の選択により株式資本に転換することのできる転換社債が含
まれ、発行済株式数が公正価値の変動に伴い変化しない場合には、複合金融商品として会計処理さ
れる。転換社債の資本構成部分は、発行手取金が将来の元利支払額の現在価値を上回る部分として
計算され、転換オプションを有しない類似の債務に適用される市場金利で割り引かれる。

転換オプションの無い期間借入および劣後社債は金融負債であり、公正価値から取引費用を控除し
た金額で当初認識される。その後、実効金利法を用いた償却原価で測定され、ヘッジ対象リスクの
公正価値変動の範囲で調整される。

(p)　　ストックオプション制度

従業員に付与されたオプションについて付与日に公正価値が見積られ、従業員が無条件にオプショ
ンの権利を得るために必要な期間にわたり人件費として費用認識され、同額が資本の増加として計
上される。費用として認識された金額は、該当する勤務条件を満たすと予想されるストックオプ
ションの数を反映するために調整されており、最終的に費用として認識される金額は、権利確定日
において該当する勤務条件および市場以外の業績条件を満たしているストックオプションの数に基
づいている。ストックオプションに基づく株式は、潜在的普通株式とみなされる場合には、希薄化
後１株当たり利益の計算に算入されることもある。

(q)　　利息

受取利息および支払利息は、実効金利法を用いて連結損益計算書に認識される。実効金利は、金融
商品の予想残存期間（または、適切な場合はそれよりも短い期間）を通じて、見積将来キャッシュ
フローを当該金融資産または金融負債の正味の帳簿価額まで正確に割り引くための金利である。実
効金利を計算する際に、当グループは、金融商品のすべての契約条件（将来の貸倒損失は考慮外）
を考慮してキャッシュフローを見積っている。実効金利の計算には、金融商品の実効金利の不可欠
な要素である当グループが支払うまたは受け取るすべての金額（取引費用およびその他のすべての
プレミアムまたはディスカウントを含む）が含まれる。取引費用には、金融資産もしくは負債の取
得または発行に直接起因する費用の増加分が含まれる。

連結損益計算書に表示される受取利息および支払利息には、以下が含まれる。
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・　　償却原価で計上される金融資産および負債に係る実効金利ベースの利息

・　　売却可能投資有価証券に係る実効金利ベースの利息

・　　売買目的保有有価証券およびデリバティブ金融商品に係る実効金利ベースの利息

(r)　　預金者の利益持分

預金者の利益持分は、ワカラ預金の形式で受け入れた銀行または顧客のファンドにおいて費用とし
て計上された金額で、連結損益計算書に費用として認識される。この金額はワカラ預金で合意され
た期間および条件ならびにシャリアの原則に従って算出される。

(s)　　手数料

当グループは、顧客に提供する様々な役務から手数料を稼得している。手数料の会計処理基準は、
手数料の回収、すなわち、連結損益計算書上の収益の認識目的により異なっている。受取手数料
は、以下のとおり計上される。

・　　役務の提供から稼得した利益は、役務の提供時に収益として認識される。

・　　重大な行為の実行により稼得した収益は、当該行為が完了したときに収益として認識され
る。

・　　金融商品の実効金利に不可欠な一部を構成する利益は、実効金利に対する調整として認識さ
れ「受取利息」に計上される。

支払手数料は、主に、役務の受領時に支出される取引手数料および役務手数料に関するものであ
る。

(t)　　ザカート

ザカートとは、シャリアの原則に従うため、株主の代理で当グループがイスラム事業について支払
うザカートを意味するものであり、シャリアの監督委員会により承認される。当グループの選任し
たザカート委員会には、ザカートの分配を提案する権限が付与されている。

(u)　　投資およびデリバティブに係る純利益

投資およびデリバティブに係る純利益は、損益を通じて公正価値評価される投資およびデリバティ
ブの実現および未実現損益、非トレーディング投資の実現損益および受取配当金で構成される。

損益を通じて公正価値評価される投資およびデリバティブに係る純損益には、トレーディング純収
益および公正価値評価の指定を受けている投資からの純収益が含まれる。トレーディング純収益
は、売買目的で保有する金融資産および金融負債の公正価値の変動によるすべての利益および損失
から構成されている。

非トレーディング投資には、売却可能金融商品および満期保有目的金融商品が含まれる。

売却可能資産の公正価値の変動により発生する利益および損失は、連結損益計算書に直接認識され
る減損損失、実効金利法を用いて計算される利息および貨幣性資産に係る為替差損益を除き、その
他包括利益計算書に認識され、公正価値準備金に計上される。売却可能投資が売却または実現した
場合は、過去に公正価値準備金として資本に認識されていた累積損益が連結損益計算書に振り替え
られる。

満期が迫っていない満期保有目的投資を売却することは通常ない。但し、満期保有目的投資の売却
または実現が行われた場合には、それによる利益または損失は連結損益計算書に認識される。

受取配当金は、支払を受領する権利が確定したときに認識される。

(v)　　外貨
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(ⅰ)　 外貨建て取引

外貨建て取引は、取引日現在の直物為替レートで、当グループの事業体のそれぞれの機能
通貨に換算される。

報告日における外貨建ての貨幣性資産および負債は、同日の直物為替レートで機能通貨に
再換算される。取得原価で測定される外貨建て非貨幣性資産および負債は、取引日の為替
レートで換算される。貨幣性項目の為替差損益は、期首における機能通貨の償却原価（実
効金利および期中の支払額調整後）と期末の為替レートで換算された外貨建ての償却原価
の差額である。再換算から生じる外貨換算差額は、連結損益計算書に認識される。

(ⅱ)　 国外事業

UAE国外に拠点を置く子会社および支店の業務は、財務面および業務面において本店から独
立しているため、本店事業と一体であるとはみなされない。子会社および国外支店の資産
および負債は、報告日の為替レートでディルハムに換算される。収益および費用項目は、
必要に応じて取引日の平均為替レートで換算される。期首の純資産の再換算から生じる外
貨換算差額（当該投資をヘッジする取引に係るものを含む。）は、その他包括利益の外貨
換算調整勘定に直接計上される。

(w)　　国外法人税

法人税費用は、当グループが事業を行っているそれぞれの国の財務規制に従い計上され、連結損益
計算書に認識される。法人税費用は、報告日において有効または実質的に有効な税率を用いて算定
した、当期の課税所得に対する未払法人税の見積額に、過年度の未払法人税に関する調整を加えた
ものである。

繰延税金は、財務報告目的の資産および負債の帳簿価額と税務目的に用いられる金額とのすべての
一時的差異について、負債法を用いて計上される。繰延税金は、のれんの当初認識、企業結合以外
かつ会計上および税務上の損益に影響を与えない取引における資産または負債の当初認識、ならび
に、子会社への投資に関する差異が予見可能な将来において解消しそうにない場合の一時的差異に
ついては認識されない。繰延税金は、報告日において施行されている法律に基づき、資産が実現ま
たは負債が決済される期間に適用されると予想される税率で測定される。

繰延税金資産は、同資産に関して、将来その使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範
囲に限り認識される。繰延税金資産の帳簿価額は、各報告日に見直され、繰延税金資産の全部また
は一部に関して、その使用対象となる課税所得が十分に稼得される可能性がなくなった場合、その
分だけ減額される。

(x)　　デリバティブ金融商品およびヘッジ

デリバティブは、当初公正価値で認識され、その後は公正価値で測定され、取引費用は連結損益計
算書に直接計上される。デリバティブの公正価値は、デリバティブの時価評価または評価手法（主
に割引キャッシュフロー法）の利用による未実現損益相当額である。

公正価値損益の認識方法は、デリバティブが売買目的で保有されているか、またはヘッジ手段に指
定されているか、もしそうであればヘッジされるリスクの性質により異なる。売買目的保有のデリ
バティブについては、公正価値の変動による損益はすべて、連結損益計算書に認識される。デリバ
ティブがヘッジに指定されている場合、当グループはそれらを、(ⅰ) 認識済みの資産もしくは負
債の公正価値変動に対するエクスポージャーをヘッジする公正価値ヘッジ、(ⅱ) 認識済みの資産
もしくは負債あるいは発生する可能性の高い予定取引に関連した特定のリスクに起因するキャッ
シュフローの変動に対するエクスポージャーをヘッジするキャッシュフロー・ヘッジ、(ⅲ)
キャッシュフロー・ヘッジに類似して会計処理される純投資のヘッジのいずれかに分類する。ヘッ
ジ会計は、一定の基準を満たしていることを条件に、公正価値またはキャッシュフローのヘッジ手
段として指定されたデリバティブに適用される。

組込デリバティブ
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デリバティブは、別の契約（主契約）に組み込まれる場合がある。当グループは、主契約自体が損
益を通じて公正価値評価するものとして計上されておらず、組込デリバティブの条件が別個の契約
を構成する場合にデリバティブの定義を満たし、かつ組込デリバティブの経済的特性およびリスク
が主契約の経済的特性およびリスクと密接に関連しない場合には、主契約とは別個に組込デリバ
ティブの会計処理を行う。区分処理される組込デリバティブは、分類によって会計処理が異なり、
連結財政状態計算書上に主契約とは別個に表示される。

ヘッジ会計

当グループの方針として、ヘッジの開始時点で、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係ならびにリスク管
理の目的および戦略を文書化している。この方針により、ヘッジ開始時点およびその後継続的に、
ヘッジの有効性の評価についても文書化が要求される。

当グループは、ヘッジ手段がヘッジに指定されている期間において各ヘッジ対象の公正価値もしく
はキャッシュフローの変動を相殺する際に極めて有効であると予想されるかどうかについて、また
各ヘッジの実際の結果が80-125％の範囲内に収まっているかどうかについて、ヘッジ関係の開始時
およびその後も継続的に評価を行う。当グループは、予定取引が発生する可能性が高く、最終的に
損益に影響を及ぼす可能性のあるキャッシュフローの変動に対するエクスポージャーを生じさせる
かどうかについて、予定取引のキャッシュフロー・ヘッジに関する評価を行う。

公正価値ヘッジ

公正価値ヘッジでは、ヘッジ手段の公正価値への再測定およびこれに関係するヘッジ対象の公正価
値の変動による損益は、ヘッジ対象リスクに起因するヘッジ対象の公正価値の変動と併せて直ちに
連結損益計算書に認識される。ヘッジ会計はヘッジ手段が失効または売却、終了または行使あるい
はヘッジ会計として適格でなくなった場合に中止される。実効金利法が使用されているヘッジ対象
のそれまでの期間に対する調整は、実効金利の再計算に含めヘッジ対象の残存期間にわたって連結
損益計算書で償却される。

キャッシュフロー・ヘッジ

有効なキャッシュフロー・ヘッジでは、ヘッジ対象の損益は、当初その他包括利益に認識され、
ヘッジ取引が連結損益計算書に影響を及ぼす期間の連結損益計算書に振り替えられる。非有効部分
に関する損益は（もしあれば）、直ちに連結損益計算書に認識される。ヘッジ取引の発生する見込
みがなくなった場合、その他包括利益に認識されていた累積純損益は、連結損益計算書に振り替え
られる。

純投資ヘッジ

デリバティブ商品または非デリバティブ金融負債が国外事業への純投資ヘッジにおけるヘッジ手段
に指定された場合、ヘッジ手段の公正価値変動の有効部分はその他包括利益の外貨換算準備金に認
識される。デリバティブの公正価値変動の非有効部分は連結損益計算書に直ちに認識される。その
他包括利益に認識された金額は国外事業の処分時に損益計算書に再分類される。

その他デリバティブ

ヘッジ会計に不適格であるかヘッジ手段に指定されていないデリバティブについて、公正価値の変
動による損益はすべて、投資およびデリバティブに係る純利益または純為替差益の構成要素として
直ちに連結損益計算書に認識される。

(y)　　引当金

当グループが過去の事象の結果、信頼性のある見積もりが可能な現在の法的債務または推定的債務
を有しており、当該債務を決済するために経済的便益の流出を要する可能性がある場合、引当金が
認識される。貨幣の時間的価値の影響が重要である場合、引当金は、貨幣の時間的価値に対する現
在の市場評価および必要に応じて当該負債に特有のリスクを反映するような税引前利率を用いて見
積将来キャッシュフローを割り引くことにより決定される。

(z)　　従業員退職給付
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確定拠出制度

確定拠出制度とは、退職後従業員給付制度のうち、企業が一定の掛金を別個の事業体に支払い、企
業がさらに支払を行う法的債務または推定的債務を有しないものをいう。確定拠出年金制度への掛
金に関する債務は、従業員が役務提供を行った期間の連結損益計算書に、従業員給付費用として認
識される。

適格従業員に対する年金および国民保険の拠出については、当該拠出の行われている国で適用され
る法令に準拠して、当行が年金および給付ファンドに対して行っている。

確定給付制度

確定給付制度とは、確定拠出制度以外の退職後従業員給付制度である。財政状態計算書に認識され
ている確定給付制度に関する負債は、報告期間の末日現在の確定給付債務の現在価値（未認識過去
勤務費用に関する調整を含む）である。確定給付債務は、年に一度独立の年金数理人により予測単
位積増方式を用いて計算される。確定給付債務の現在価値は、見積将来キャッシュ・アウトフロー
を、給付が支払われる通貨建で、関連する年金債務の期間と残存期間が近似する高格付社債の金利
で割り引くことによって算定される。

正味確定給付負債の再測定（数理計算上の差異、制度資産の運用収益（利息を除く）およびアセッ
ト・シーリングの影響（該当する場合、利息を除く）から構成される）は、ただちにその他包括利
益に認識される。確定給付制度に関する正味支払利息およびその他の費用は、連結損益計算書に人
件費として認識される。制度の給付額が変更された場合、または制度が縮小した場合には、それに
よる給付の変更額で過去勤務費用に関するものまたは縮小に伴う損益は、ただちに損益に認識され
る。当グループは、確定給付制度の清算が行われる際に、確定給付制度の清算に伴う損益を認識し
ている。

(aa)　　取締役の報酬

1984年商事会社法第８号第118条および当行の定款に従い、取締役は、減価償却、準備金および株
主資本の５％以上の配当金の分配控除後純利益の10％を上限とした報酬を得る資格を与えられる。

(ab)　　信託業務

受託者の資格において保有する資産は、当グループが顧客のカストディアンとして行動する信託で
の保有のみであることから当グループの資産として扱われていない。当グループは、これらの資産
を信託に預託する顧客に対する負債または債務がない。したがって、これらの資産は、本連結財務
書類には含まれていない。

(ac)　　１株当たり利益

当グループは、普通株式の基本的および希薄化後１株当たり利益（EPS）のデータを表示してい
る。基本的１株当たり利益は、当行の普通株主に帰属する損益を期中の普通株式の加重平均発行済
株式数で除することにより計算される。希薄化後１株当たり利益は、普通株主に帰属する損益およ
び普通株式の加重平均発行済株式数に、転換社債および従業員に付与されたストックオプションか
らなるすべての潜在的希薄化普通株式の影響に関する調整を行うことにより決定される。

(ad)　　金融保証

金融保証とは、特定の当事者が契約条件に従い支払期日の到来した債務を履行しない場合に、当グ
ループが保有者の被る損失を弁済するために特定の支払を行わねばならない契約である。

本質的にクレジット・デフォルト保証である特定の金融保証契約は、自己勘定取引の目的で保有さ
れることはなく保険契約として扱われ、IFRS第４号に基づき会計処理される。

その他金融保証契約は、当初公正価値（発行に係るプレミアム受領額である。）で認識される。プ
レミアム受領額は金融保証期間にわたり償却される。保証債務はその後、当該償却原価または予想
支払額の現在価値（保証に基づく支払が生じる可能性がある場合）のいずれか高い方で計上され
る。これらの金融保証に係るプレミアム受領額は、その他負債に含まれる。
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(ae)　　セグメント別報告

事業セグメントは、収益を稼得し費用が発生する（当グループの他の構成要素との取引に関連した
収益および費用を含む。）事業活動に従事する当グループの構成要素である。事業セグメントの営
業成績は、すべて事業における最高意思決定者である当グループの最高経営責任者により定期的に
レビューが行われる。事業セグメントの営業成績は、最高経営責任者がセグメントに配分する資源
に関する意思決定を行い、また個別の財務情報が入手可能なセグメントの業績を評価するために報
告される。最高経営責任者に報告されるセグメントの営業成績には、セグメントに直接帰属する項
目および合理的に配分可能な項目が含まれる。
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(af)　　リース支払額

オペレーティング・リースに基づく支払リース料は、リース期間にわたり定額法で連結損益計算書
に認識される。受取リース・インセンティブは、リース期間にわたり、リース費用総額の重要な一
部として認識される。

(ag)　　今後適用される新基準および解釈指針

多くの新基準、基準の改訂および解釈指針は、2014年12月31日終了年度においては未だ有効となっ
ておらず、本連結財務書類の作成に際しては適用されていない。

IFRS第15号 「顧客との契約から生じる収益」は、収益を認識するか否か、収益の認識額
および収益の認識時期を判断するための包括的なフレームワークを設けてい
る。IFRS第15号は、IAS第18号「収益」、IAS第11号「工事契約」および
IFRIC解釈指針「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」等の既存の収益
認識に関するガイダンスに代わる基準書である。IFRS第15号は、2017年１月
１日以降開始する年次会計年度から適用されるが、早期適用が認められてい
る。当グループは、IFRS第15号が当グループの連結財務書類に与える潜在的
な影響を評価中である。

IFRS第９号 IFRS第９号（2014年７月公表）は、既存のIAS第39号「金融商品：認識およ
び測定」のガイダンスに代わる基準書である。IFRS第9号は、金融商品の分
類および測定に関する改訂ガイダンス（金融資産の減損の計算に適用される
新たな予想信用損失モデルを含む）および新たな一般ヘッジ会計の規定を含
んでいる。IFRS第９号は、IAS第39号から金融商品の認識および認識の中止
に関するガイダンスも引き継いでいる。IFRS第９号は、2018年１月１日以降
開始する年次会計年度から適用される。但し、IFRS第９号の早期適用が認め
られている。

当グループは、IFRS第９号の潜在的影響の評価プロセスを開始している。当
グループの事業内容を考慮すると、IFRS第９号は、当グループの連結財務書
類の広範囲にわたって影響を及ぼすと予想される。
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４　　財務リスク管理

序論および概要

当グループは、その事業活動の遂行に固有の様々なリスクにさらされている。主なリスクには、信
用リスク、市場リスク（トレードおよび非トレード金利および為替関連リスク）、流動性および資
金調達リスク、キャピタルリスク、オペレーショナルリスクおよび事業継続に関するリスク等があ
る。当グループは、これらのリスクを有効に管理することを目的としてリスク管理フレームワーク
を構築している。

本注記は、上記の各リスクに対する当グループのエクスポージャー（これに対応するフレームワー
クの概要も含む）、これらのリスクの測定および管理に関する方針および手続についての情報を記
載する。

リスク管理フレームワーク

当グループのリスク管理フレームワークの設置および監督は取締役会（以下「取締役会」とい
う。）が全般的な責任を負い、２つの取締役会委員会（リスク管理委員会および監査委員会）なら
びに２つの経営委員会（グループリスク委員会（以下「GRC」という。）およびグループ資産負債
委員会（以下「G-ALCO」という。））が取締役会を補佐する。

・　　リスク管理委員会（以下「RMC」という。）（取締役会のメンバーで構成される。）は、当
グループのリスク戦略および方針に関するガイドラインの勧告および策定、ならびにその後
の遵守状況のモニタリングを担当している。RMCは、経営陣の裁量的権限を超えるの与信に
ついて意思決定を行い、当グループの経営陣が運用できるリスク限度を規定し、当グループ
全体のリスクのモニタリングも行っている。

・　　監査委員会（取締役会級の委員会）は、監督権限を行使し、規制上のガイドラインならびに
当行の内部方針および手続への準拠性をモニタリングしている。

経営委員会は、リスク管理フレームワークの適用について責任を有している。２つの経営委員会の
主な役割は、以下のとおりである。

・　　GRCは、当グループ内のすべてのリスク管理に関する事項を取締役会のRMCに報告する義務を
有している。GRCの主な役割は、当行の方針および手続により健全なリスク管理態勢が構築
されていること、および同様の態勢が実務に適用されていることを確認することである。
GRCはまた、事業戦略および計画におけるリスク選好、リスク限度、リスク要因を評価して
取締役会に勧告し、有効なリスク管理態勢を確保するためのリスク方針および分析モデルの
承認を行っている。

・　　G-ALCOは、財務構成の内容および質に関する意思決定を行う主な機関である。G-ALCOは、当
グループの資産および負債構成に内在するリスクが当行の厳格な方針および手続ならびに適
切なリスク管理フレームワークによって慎重に管理されていることにつき、取締役会のRMC
に直接報告を行う義務を有している。G-ALCOは、これらのリスクおよびこれらが当行の事業
および戦略目標に及ぼす影響を常時把握し、積極的に管理しなければならない。

当グループは、事業ユニット、管理ユニットおよび内部監査からなる３つのラインを用いてリスク
防止を行っている。1番目のリスク防止ラインである事業ユニットは、日常的な取引におけるリス
クの識別と管理につき、取引がグループのリスク選好の範囲内にあり関連する内部規定やプロセス
のすべてに準拠していることを確認することで行っている。２番目の防止ラインであるリスクグ
ループ（本店リスクおよび事業部署に組み込まれたリスク機能からなる）および法務・コンプライ
アンス部は、規定およびプロセスからなるリスクコントロールを確立する一方で、１つ目の防止ラ
インに対する監視および独立した立場から検査を行っている。当グループの最高リスク管理責任者
（以下「GCRO」という。）は、リスク管理グループの事業部署からの独立性を確保するために、取
締役のRMCへの直接の報告ラインを有している。３番目の防止ラインである内部監査は経営陣およ
び取締役会に対して１番目および２番目の防止サインで採用されたリスク管理実務の有効性に対す
る保証を提供する。当グループの最高監査責任者は、監査委員会の取締役への直接の報告ラインを
有している。
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(a)　　信用リスク

信用リスクは、顧客や金融資産の取引相手が契約上の義務を履行せず、これにより当グループが財
務上の損失を被るリスクである。信用リスクは主に当グループの貸出金、銀行および金融機関預け
金、売戻契約および非トレーディング債券投資、デリバティブ金融商品ならびに特定のその他資産
から生じる。

リスク管理目的上、トレーディング投資から生じる信用リスクは別途管理され、市場リスクに対す
るエクスポージャーの一要素として報告される。

信用リスクの管理

当グループは、借手企業および取引相手の信用力の審査に内部的なリスク格付システムを用いてい
る。借手企業ごとに債権分類を含め格付される。リスク格付システムは11段階（グレード）で、さ
らに24段階に細分化される。グレード１から８は正常債権、グレード９から11は不良債権とされ
る。不良債権は、下記の基準に基づいて分類される。

グレード
 

分類
 基準

 企業債権  個人債権

９  破綻懸念先債権  90日超の延滞かつ返済を遅延さ

せるマイナス要因による損失の

発生

 90日超の延滞

10  実質破綻先債権  入手可能な情報をもとに、全額

回収に懸念があり、貸付の一部

の損失が見込まれるもの

 120日超の延滞

11  破綻先債権  回収可能性がなく、すべての対

応策を尽くしたもの

 180日超の延滞

内部信用格付に基づく当グループの正常債権ポートフォリオは以下のとおりである。

 
格付  正常貸出金

  2014年  2013年

  千ディルハム  千ディルハム

     

１－４  126,477,638  118,072,923

５－６  23,930,098  23,540,201

７  24,611,025  26,411,070

８  1,465,622  2,276,844

個人プログラム貸付  18,302,587  13,824,433

  194,786,970  184,125,471

 

さらに、当グループは、必要に応じて担保の徴求やエクスポージャーの期間を制限することにより
信用リスクを管理する。また一定の場合には取引の手仕舞いをするか、信用リスク軽減のために他
の取引相手に信用リスクを譲渡する。デリバティブ金融商品に関する信用リスクは、プラスの公正
価値を有するものに限られる。

その他の金融商品から生じる信用リスクは、リスク限度を設定し、投資活動を多様化し、産業部
門、所在地および取引相手に対するエクスポージャーの集中を制限することにより、管理されてい
る。
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減損：

当グループは、金融資産の帳簿価額総額から相殺額、利息の未計上分および減損損失（もしあれ
ば）を控除した金額を参照することによって、信用リスクに対するエクスポージャーを測定する。
金融資産の帳簿価額は信用リスクの最大エクスポージャーを表す。

 
  銀行および金融機関預け金  貸出金  非トレーディング投資

  2014年  2013年  2014年  2013年  2014年  2013年

  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

個別減損             

破綻懸念先  -  -  2,271,333  1,869,337  -  -

実質破綻先  718  718  1,649,271  1,834,684  3,342  20,055

破綻先  -  -  3,364,751  3,209,921  -  -

総額  718  718  7,285,355  6,913,942  3,342  20,055

利息の未計上分  -  -  (1,124,889)  (900,893)  -  -

個別減損引当金  (718)  (718)  (3,122,770)  (3,352,083)  -  (17,043)

帳簿価額  -  -  3,037,696  2,660,966  3,342  3,012

延滞しているが減損していない

もの             

延滞しているものの構成：             

　30日以下  -  -  153,436  483,780  -  -

　31日から60日  -  -  151,313  79,627  -  -

　61日から90日  -  -  177,448  76,433  -  -

　90日超  -  -  1,161,766  1,647,167  -  -

帳簿価額  -  -  1,643,963  2,287,007  -  -

延滞も減損もしていないもの  11,134,262  20,100,371  193,143,007  181,838,464  67,489,780  50,843,047

集合的減損引当金  -  -  (3,545,314)  (2,974,943)  -  -

             

帳簿価額  11,134,262  20,100,371  194,279,352  183,811,494  67,493,122  50,846,059

非トレーディング投資には、信用リスクを有していない持分証券への投資が含まれている。

延滞も減損もしていないもののカテゴリーには、条件緩和貸付金1,302百万ディルハム（2013年：
1,922百万ディルハム）が含まれている。

減損貸出金および非トレーディング投資

減損貸出金および非トレーディング投資は、当グループが契約条件による支払期限において元利金
を全額回収できない可能性があると判断する金融資産である。

延滞しているが減損していないもの

延滞しているが減損していないものは、契約に基づく元利金のいずれかが延滞している取引勘定、
または借手の財政状態および信用力についての脆弱性を示す取引勘定であり、通常以上の注意を要
するものである。このような脆弱性は、資産の質がさらに悪化することのないように特に注意して
監視される。この種類の資産について、当グループは現状ではこれを個別の減損とすることは適当
でないと考えている。
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条件緩和貸付金

条件緩和貸付金は、借手の財務状態が悪化し当グループが当該財務状況の悪化がなければ検討する
ことのない重要な譲歩をしていることにより再編された貸付金である。貸付金が再編された場合、
再編合意に基づく履行の十分な記録を得るために最低12か月間はこのカテゴリーとして扱われる。
この12か月間の期間について、当行は、再編合意の締結日より開始すると決定している。この資産
カテゴリーにおいて、当グループは個別の減損は必要とされないと考える。直近12か月間におい
て、当グループは以下のエクスポージャーについて貸付条件を緩和している。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

条件緩和貸付金 1,301,787  1,925,914

期中の条件緩和貸付金の変動
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

期首残高 1,925,914  2,478,270

期中における、延滞も減損もしていない貸付金への格上げ (1,672,761)  (2,173,099)

期中における、個別減損もしくは延滞しているが減損していない

貸付金への格下げ (3,946)
 

(92,100)

期中の増加 1,052,580  1,712,843

期末残高 1,301,787  1,925,914

減損引当金

当グループは償却原価で計上される資産の減損損失に関して引当金を設定している。減損引当金は
当グループのローンポートフォリオにおける発生損失の見積りを表している。減損引当金の主な構
成要素は、個別に重要なリスクエクスポージャーに関係する特定の損失および集合的な損失引当金
である。集合的な損失引当金の評価において、当グループは、中央銀行ガイドラインに従い算出さ
れた信用リスク加重資産の1.5％あるいは既に発生しているが特定されない損失モデル（種類、産
業分野、地域、担保の種類、延滞状況およびその他の関連要素を考慮する信用リスク評価または格
付手続に基づき、契約条件に従い支払期限が到来している金額についての債務者の支払能力を示す
類似したリスク特性を有する同種の資産グループについて設定される。）のいずれか高い方を用い
る。集合的に減損評価される金融資産グループの将来キャッシュフローは、当該グループの資産と
同様の信用リスク特性を有する資産の過去の損失実績に基づいて見積られている。

個別に評価される貸付金は、減損が生じている客観的証拠がある場合には直ちに減損として分類さ
れなければならない。減損の客観的証拠には、契約に基づく元利金の返済･支払の延滞、取引相手
のキャッシュフローに困難が生じていることの判明、格付が引き下げ、契約に基づく当初の返済条
件を満たすことができないといった観察可能なデータが含まれる。
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償却方針

当グループは、ローンまたは投資の回収が不可能であると判断した場合に当該ローンまたは投資残
高（および関連する減損引当金）を償却する。この判断は、回収に向けて可能な努力をすべて行っ
た上でなされる。

担保

当グループは貸出金および売戻契約に対して、不動産に対する抵当権、その他の担保権、現金預金
および保証といった形式で様々なタイプの担保を保有している。当グループは政府保証および信頼
のある地方銀行または国際的な銀行、大手の国内企業または多国籍企業、富裕層の個人による保証
を受け入れる。引当金を算出する場合、UAEの中央銀行が定義した割引係数が担保の市場価値に適
用される。一般的には銀行および金融機関預け金に対して担保は保有しておらず、また、2014年お
よび2013年12月31日現在においてそうした担保は保有していない。

不良債権となった貸出金（イスラム金融を含む。）に対する担保範囲の見積額は以下に示すとおり
である。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

担保価値比率    

0-50％ 2,996,388  3,447,621

50-100％ 1,585,044  1,469,366

100％以上 2,703,923  1,996,955

不良債権（総額）合計 7,285,355  6,913,942

2014年および2013年において、当グループが貸出金に対する保証として保有する担保の金額は僅か
である。
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当グループは、産業部門、取引相手および所在地ごとに信用リスクの集中度を監視している。報告
日における信用リスクの集中に関する分析は以下に示すとおりである。

産業部門別集中度
 
 貸出金  投資  売戻契約  未実行の貸出コミットメント

 2014年  2013年  2014年  2013年  2014年  2013年  2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

産業部門別集中度：               

農業 177,690  149,633  -  -  -  -  243,878  195,098

エネルギー 16,458,515  23,152,760  11,453,093  7,198,499  -  -  3,695,326  4,892,973

製造 14,008,892  12,471,627  296,994  269,462  -  -  3,691,127  2,655,948

建設 10,185,285  8,944,560  447,736  448,295  -  -  1,854,454  2,803,363

不動産 35,291,197  32,532,656  11,425  104,724  -  -  4,740,885  3,898,450

貿易 9,078,453  4,906,106  5,925  6,874  -  -  1,322,361  891,004

輸送 15,677,618  9,171,985  2,733,929  919,524  -  -  1,176,451  2,508,926

銀行 24,108,739  29,469,792  26,292,582  17,862,248  15,097,818  16,753,185  84,478  360,499

その他金融機関 14,454,564  12,938,183  11,898,976  8,089,318  746,559  2,179,014  2,449,395  845,374

サービス 6,875,163  5,828,764  67,910  721,666  -  -  2,336,002  387,855

政府 23,435,214  22,891,901  27,632,632  17,424,117  -  -  17,200  4,311,461

国際機関 -  -  2,077,582  464,268  -  -  -  -

個人消費者ローン 22,822,425  18,047,717  -  -  -  -  152,427  281,053

その他個人ローン 9,402,258  10,509,675  -  -  -  -  166,621  91,452

その他 96,312  24,054  -  -  -  -  169,459  513,021

 202,072,325  191,039,413  82,918,784  53,508,995  15,844,377  18,932,199  22,100,064  24,636,477

投資の内訳は、損益を通じて公正価値評価される投資および非トレーディング投資である。

上記の数値は総額ベースで表示されており、引当金または利息の未計上分（該当する場合）に関す
る調整は行われていない。
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所在地別集中度
 UAE  欧州  アラブ諸国  南北アメリカ アジア  その他  合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

2014年12月31日現在              

現金および中央銀行預け金 25,923,632  1,940,356  6,901,337  20,682,075  4,941  -  55,452,341

損益を通じて

公正価値評価される投資
4,503,547  3,935,090  2,614,687  1,954,294  1,453,448  964,596  15,425,662

銀行および金融機関預け金 1,890,669  7,261,253  1,018,633  149,202  796,729  17,776  11,134,262

売戻契約 1,653,409  3,619,180  10,563,621  -  8,167  -  15,844,377

デリバティブ金融商品 2,332,646  3,949,324  1,037,800  61,654  17,147  24,257  7,422,828

貸出金 117,589,832  37,545,083  17,478,795  10,978,644  17,123,565  1,356,406  202,072,325

非トレーディング投資 17,160,578  14,482,857  12,504,983  14,475,736  8,509,619  359,349  67,493,122

 171,054,313  72,733,143  52,119,856  48,301,605  27,913,616  2,722,384  374,844,917

2013年12月31日現在              

現金および中央銀行預け金 15,804,776  403,249  3,255,405  15,511,688  85,936  -  35,061,054

損益を通じて

公正価値評価される投資
1,421,734  270,319  436,340  494,924  22,576  -  2,645,893

銀行および金融機関預り金 5,723,665  8,691,565  3,258,516  1,396,271  1,005,495  24,859  20,100,371

売戻契約 1,151,361  5,063,937  12,123,856  224,038  369,007  -  18,932,199

デリバティブ金融商品 1,520,780  3,893,319  422,852  219,583  23,459  66,013  6,146,006

貸出金 119,666,096  39,444,664  14,049,562  5,226,415  12,534,784  117,892  191,039,413

非トレーディング投資 19,061,724  12,568,051  14,663,172  1,061,763  2,481,997  1,026,395  50,863,102

 164,350,136  70,335,104  48,209,703  24,134,682  16,523,254  1,235,159  324,788,038

投資に関する所在地別集中度は、当該有価証券の発行体の所在地に基づき測定されている。その他
すべてに関する所在地別集中度は、借手の居住状況に基づき測定されている。上記の数値は総額
ベースで表示されており、引当金または利息の未計上分（該当する場合）に関する調整は行われて
いない。
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外部格付けに基づく売買目的有価証券および非トレーディング投資の分類

 
  非トレーディング投資  損益を通じて公正価値評価される投資

  2014年  2013年  2014年  2013年

  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

AAA  16,882,953  5,338,052  43,645  6,502

AAからA  41,206,783  36,743,655  11,067,470  1,075,535

BBBからB  6,669,819  5,349,027  2,202,910  312,123

未格付け  2,733,567  3,432,368  2,111,637  1,251,733

  67,493,122  50,863,102  15,425,662  2,645,893

未格付け投資は、主に政府関連企業への投資ならびに株式およびファンドへの投資で構成されてい
る。損益を通じて公正価値評価される投資は、延滞も減損もしていないものである。

取引相手別の売買目的有価証券および非トレーディング投資の分類

 
  非トレーディング投資  損益を通じて公正価値評価される投資

  2014年  2013年  2014年  2013年

  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

政府  26,255,217  17,057,675  1,377,415  366,442

国際機関  237,073  457,766  1,840,510  6,502

公共部門  18,833,102  14,270,166  2,015,112  814,692

銀行  18,303,585  17,438,715  7,988,997  423,533

企業部門/民間部門  3,864,145  1,638,780  2,203,628  1,034,724

  67,493,122  50,863,102  15,425,662  2,645,893

決済リスク

当グループの業務によっては取引の決済時にリスクが生じる場合がある。決済リスクは、取引相手
が現金、有価証券またはその他資産の引渡義務を約定どおりに履行しないことによる損失のリスク
である。決済遅延は稀であり、監視されている。
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デリバティブ関連の信用リスク

デリバティブ金融商品に関する信用リスクは、取引相手が契約に基づく義務を履行しない可能性か
ら生じるリスクで、信用リスクにさらされている金額は当グループにとって有利な状況にある金融
商品のプラスの市場価格に限定される。また、プラスの市場価格が「再構築コスト」と称される場
合があるが、これは再構築コストが、取引相手に不履行があった場合に市場実勢金利による取引に
変更するコストの見積りであるためである。当グループのデリバティブ契約の大半は、他の銀行お
よび金融機関と締結されたものである。

(b)　　流動性リスク

流動性リスクは資産および負債（デリバティブおよびその他のオフバランスシート契約を含む）の
キャッシュフローが、通貨、数量および期間につきマッチングしないことにより著しく高いコスト
を要する（またはどんなにコストをかけても得られない）資金ニーズが生じる可能性があることで
発生する。

流動性リスクは支払義務が到来した際に当グループがその義務を充足できない、または必要以上の
コストもってのみ義務の履行が可能となるリスクと定義される。

流動性リスクの管理

当グループは、流動性リスク選好を、すべての予見可能な状況においてまた大幅な追加コストを生
ずることなく、充分な現金または現金同等物をもって連続する３か月間の支払義務の履行を可能に
する、管理可能な流動性リスクポジションに当グループがあることを確実にする水準と定義した。

また、流動性リスク選好は、国内および国際的な規制監督当局による現在および提案された流動性
規制への継続的な準拠を確保するための水準と定義され、当グループの外部信用格付目標を支援す
るために調整される。

流動性の限度はグループレベルで定義されるが、当グループが、定義されたグループ流動性リスク
選好に確実に準拠するよう、各組織にわたり配分される。国際的な限度は、流動性管理に関して追
加される現地規制に従ったものとなるように配分される。

グループレベルでは、10の流動性指標が定義されており、継続してこれを厳守する必要がある。こ
れには、UAE中央銀行の規制およびバーゼルⅢの流動比率が含まれる。

すべての流動性に関する方針および手続は、G-ALCOのレビューと承認の対象である。

流動性リスクに対するエクスポージャー

当グループの保有実績を考慮しない資産および負債の契約上の満期のミスマッチレポートの詳細
は、以下のとおりである。
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2014年12月31日現在の資産および負債の満期プロファイルは、以下のとおりであった。
 

 合計  ３か月以下  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超  不特定満期

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

資産              

現金および中央銀行預け金 55,452,341  51,914,495  3,537,846  -  -  -  -

損益を通じて

公正価値評価される投資 15,425,662  2,546,859  3,643,831  6,097,025  572,182  2,565,765  -

銀行および金融機関預け金 11,134,262  10,475,464  658,798  -  -  -  -

売戻契約 15,844,377  14,525,319  1,319,058  -  -  -  -

デリバティブ金融商品 7,422,828  1,546,297  941,943  1,393,080  1,099,799  2,441,709  -

貸出金 194,279,352  44,544,174  18,756,573  27,686,168  44,319,741  58,972,696  -

非トレーディング投資 67,493,122  2,893,227  4,871,748  15,720,286  9,713,627  34,294,234  -

その他資産 6,370,981  4,778,236  1,592,745  -  -  -  -

投資不動産 177,533  -  -  -  -  -  177,533

有形固定資産 2,498,254  -  -  -  -  -  2,498,254

 376,098,712  133,224,071  35,322,542  50,896,559  55,705,349  98,274,404  2,675,787

負債および資本              

銀行および金融機関預り金 36,679,504  35,865,125  796,028  18,351  -  -  -

買戻契約 13,875,917  13,875,917  -  -  -  -  -

ユーロコマーシャルペーパー 5,484,176  3,540,073  1,944,103  -  -  -  -

デリバティブ金融商品 10,953,124  1,455,819  1,154,224  1,124,491  1,622,594  5,595,996  -

顧客預金 243,184,652  229,147,733  11,634,192  1,400,368  785,906  216,453  -

期間借入 14,998,716  2,768,851  502,628  3,192,007  6,745,751  1,789,479  -

その他負債 11,442,600  8,581,950  2,860,650  -  -  -  -

劣後社債 1,516,641  -  -  1,037,047  -  479,594  -

資本 37,963,382  -  -  -  -  -  37,963,382

 376,098,712  295,235,468  18,891,825  6,772,264  9,154,251  8,081,522  37,963,382

未実行の信用供与

コミットメント 22,100,064  3,203,400  4,245,812  5,272,667  5,145,619  4,232,566  -

金融保証 1,031,799  462,484  73,460  257,110  238,745  -  -
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2013年12月31日現在の資産および負債の満期プロファイルは、以下のとおりであった。

 

 合計  ３か月以下  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超  不特定満期

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

資産              

現金および中央銀行預け金 35,061,054  28,871,446  6,189,370  238  -  -  -

損益を通じて

公正価値評価される投資 2,645,893  -  229,260  502,429  275,040  1,639,164  -

銀行および金融機関預け金 20,100,371  15,101,012  4,999,359  -  -  -  -

売戻契約 18,932,199  16,506,617  2,255,801  169,781  -  -  -

デリバティブ金融商品 6,146,006  1,049,944  542,963  1,046,083  1,096,145  2,410,871  -

貸出金 183,811,494  48,870,198  25,831,591  20,204,500  30,472,213  58,432,992  -

非トレーディング投資 50,846,059  4,602,465  11,166,081  3,503,638  5,497,222  26,076,653  -

その他資産 4,909,712  3,682,285  1,227,427  -  -  -  -

投資不動産 135,260  -  -  -  -  -  135,260

有形固定資産 2,473,608  -  -  -  -  -  2,473,608

 325,061,656  118,683,967  52,441,852  25,426,669  37,340,620  88,559,680  2,608,868

負債および資本              

銀行および金融機関預り金 35,760,382  34,111,978  1,648,404  -  -  -  -

買戻契約 1,352,121  1,352,121  -  -  -  -  -

ユーロコマーシャルペーパー 6,752,015  6,119,170  632,845  -  -  -  -

デリバティブ金融商品 7,454,016  1,158,300  663,615  734,859  1,010,554  3,886,688  -

顧客預金 211,097,222  192,710,645  15,621,857  1,834,111  760,976  169,633  -

期間借入 18,690,168  -  3,480,688  4,834,299  5,857,284  4,517,897  -

その他負債 7,772,018  5,830,802  1,941,216  -  -  -  -

劣後社債 1,512,323  -  -  1,034,935  -  477,388  -

資本 34,671,391  -  -  -  -  -  34,671,391

 325,061,656  241,283,016  23,988,625  8,438,204  7,628,814  9,051,606  34,671,391

未実行の信用供与

コミットメント 24,636,477  3,240,431  3,655,904  2,835,771  3,440,087  11,464,284  -

金融保証 4,785,514  9,091  440,760  3,822,857  512,806  -  -
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以下の表は、割引前の契約上の返済義務による当グループの金融負債の満期プロファイルの要約で
ある。
 

 合計  

名目上の

キャッシュフ

ロー総額  ３か月以下  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

負債              

2014年12月31日現在              

銀行および金融機関預り金 36,679,504  36,694,823  35,876,995  799,385  18,443  -  -

買戻契約 13,875,917  13,879,251  13,879,251  -  -  -  -

ユーロコマーシャルペーパー 5,484,176  5,490,308  3,541,736  1,948,572  -  -  -

顧客預金 243,184,652  244,135,771  229,315,983  11,869,634  1,712,236  943,853  294,065

期間借入 14,998,716  17,342,734  2,971,099  767,846  3,889,148  7,295,977  2,418,664

劣後社債 1,516,641  1,902,825  2,428  33,218  1,093,225  49,780  724,174

 315,739,606  319,445,712  285,587,492  15,418,655  6,713,052  8,289,610  3,436,903

未実行の信用供与

コミットメント 22,100,064  22,100,064  19,906,564  1,432,581  459,905  301,014  -

金融保証 1,031,799  1,031,799  1,031,799  -  -  -  -

              

2013年12月31日現在              

銀行および金融機関

預り金 35,760,382  35,779,503  34,123,522  1,655,981  -  -  -

買戻契約 1,352,121  1,352,444  1,352,444  -  -  -  -

ユーロコマーシャルペーパー 6,752,015  6,754,917  6,121,416  633,501  -  -  -

顧客預金 211,097,222  212,098,111  192,998,573  16,024,056  1,916,699  921,921  236,862

期間借入 18,690,168  20,189,520  259,103  3,802,574  4,063,423  6,471,213  5,593,207

劣後社債 1,512,323  2,001,734  2,761  34,763  1,111,505  52,997  799,708

 275,164,231  278,176,229  234,857,819  22,150,875  7,091,627  7,446,131  6,629,777

未実行の信用供与

コミットメント 24,636,477  24,636,477  22,903,334  1,232,374  265,811  -  234,958

金融保証 4,785,514  4,785,514  4,785,514  -  -  -  -

(c)　　市場リスク

市場リスクは、金利、信用スプレッド、為替レートならびに株価およびコモディティ価格等の市場
要素の変動により当グループの収益および／または金融商品の価値が変動するリスクである。

市場リスク管理

当グループは、市場リスクに対するエクスポージャーを、トレーディング・ポートフォリオと非ト
レーディング・ポートフォリオに分割している。トレーディング・ポートフォリオは、公正価値基
準で管理される金融資産および金融負債とともにホールセール-グローバル・マーケッツ部門で保
有されている。

全体的な市場リスクの権限は、グループリスク委員会（以下、「GRC」という。）およびグループ
資産負債委員会（以下「G-ALCO」という。）に与えられており、全体および個別のポートフォリオ
のそれぞれの種類のリスク限度を設定している。リスクグループはリスク管理規定の詳細を設定す
る役割（GRCのレビューと承認が必要）を担っている。
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市場リスクのエクスポージャー － トレーディング・ポートフォリオ

損益を通じて公正価値評価される投資およびトレーディング・デリバティブからなる当グループの
トレーディング・ポートフォリオ内における市場リスクエクスポージャーの測定と管理に用いられ
る主な分析ツールは、バリュー・アット・リスク（以下、「VaR」という。）である。トレーディ
ング・ポートフォリオのVaRは、一定の確率（信頼度）の市場のマイナス変動により、ある特定の
期間（保有期間）にわたりポートフォリオに発生する損失の見積りである。VaRモデルは、99％の
信頼度に基づいたヒストリカル・シミュレーションを用いており、保有期間は１日を前提とする。
直近２年間の市場データおよび異なる市場および価格間で観察された相関を使用して、当該モデル
は市場価格の動きについて広範囲で信頼性のある将来のシナリオを作成する。

当グループは、為替レート、金利および信用スプレッドについてVaR限度を用いる。VaR限度の全体
的な構成は、GRCのレビューおよび承認の対象である。VaR限度は、トレーディング・ポートフォリ
オに配賦される。

VaRは、過去に観察された実績から算定されている。したがって、VaRは、当グループが極端な市況
下で被り得る最大損失の推定値ではない。このような限界があるため、VaRはその他のポジション
および感応度の限度の構成（各ポートフォリオにおける潜在的なリスクの集中に対応する限度を含
む）で補足される。さらには、グループおよびデスクレベルのトレーディング活動は、経営陣によ
る措置が開始される損失の最高限度額であるマネジメント・アクション・トリガー（以下、
「MAT」という。）の対象となっている。

実務上不可能であるため、当グループは比較年度のリスクエクスポージャーは評価していない。
よって、連結財務書類において比較年度の結果は表示されていない。

2014年12月31日現在のVaRは下記のとおりである。

 当期末  平均  最低  最高

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

VaR － トレーディング勘定 8,315  12,115  5,332  25,123

為替 1,809  2,388  247  7,174

金利 7,560  9,749  4,656  18,856

信用 4,191  5,346  1,430  14,719

分散化の便益 5,244  5,368  1,000  15,626

現在、持分および商品リスクはVaRモデルにおいて把握されていない。これらに対して、リスクグ
ループは、一連の市場リスク感応度、想定元本の限度およびマネジメント・アクション・トリガー
による定期的なモニタリングを行っている。

市場リスクのエクスポージャー － バンキング・ポートフォリオ

非トレーディング投資、売戻契約、およびヘッジ手段として指定された特定のデリバティブ商品で
構成されたバンキング・ポートフォリオの市場リスクのエクスポージャーは、主に投資ポートフォ
リオ、バンキング勘定の金利ギャップおよび当グループの全体的な為替ポジションから発生する。

当グループの投資リスクのエクスポージャーの測定と管理に用いられる主な分析ツールは、バ
リュー・アット・リスク（以下、「VaR」という。）である。VaRモデルは、トレーディング・ポー
トフォリオで用いられるものと同じである。当グループはVaR限度を為替レート、金利および信用
スプレッドを含めた全体的な投資リスクを管理する目的で使用する。VaR限度の全体的な構成はGRC
のレビューおよび承認の対象である。VaR限度は異なる投資ポートフォリオに配賦される。

2014年12月31日現在の投資リスクのVaRは、下記のとおりである。

 当期末  平均  最低  最高

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

VaR － バンキング勘定 81,943  89,736  72,958  117,435
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為替 1,455  2,812  1,058  6,953

金利 27,779  18,540  10,896  41,853

信用 82,012  93,639  79,998  118,004

分散化の便益 29,303  25,256  18,995  49,375

 

金利リスク

金利リスクは、利付金融商品から生じるリスクで、金利の変動により金融商品の価値および関連収
益に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクである。当グループは金利リスクを、主に金利ギャップの
監視を通じて、また資産および負債の金利更改範囲を一致させることによって管理している。全体
的な金利リスクポジションは、当グループの利付金融商品から生じるポジション全体を管理するた
めにデリバティブ商品を用いて管理されている。金利リスク管理を目的としたデリバティブの使用
については、注記39に説明されている。

当グループの資産および負債の大部分は１年以内に金利が更改されるため、金利リスクに関するエ
クスポージャーは限定的なものである。

金利リスクはまた、合理的に生じる可能性のある金利動向の変動の影響を測定することによって評
価される。当グループは、50ベーシスポイント（2013年：50ベーシスポイント）の金利変動を仮定
し、当期純利益および当該日の資本について以下の影響額を見積っている。
 
 当期純利益  資本

 2014年  2013年  2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

金利変動額 215,762  184,125  79,434  89,071

前述の金利感応度は例示的なものに過ぎず、単純化したシナリオを用いたものである。金利感応度
は、純利益への影響を評価するため、１年未満に金利が更改される278,229百万ディルハム（2013
年：258,499百万ディルハム）の利付資産および247,779百万ディルハム（2013年：212,949百万
ディルハム）の利付負債に基づいている。資本への影響は純利益の影響および売却可能ポートフォ
リオの金利感応度を含む。なお、感応度は金利動向の影響を軽減するために経営陣が講じる可能性
のある措置を加味していない。
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金利更改に係る契約上の取り決めに基づく2014年12月31日現在の当グループの金利ギャップおよび
感応度ポジションは、以下のとおりであった。
 

 合計  ３か月以下  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超  無利子

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

資産              

現金および中央銀行預け金 55,452,341  37,940,584  3,537,846  -  -  -  13,973,911

損益を通じて公正価値評価される

投資 15,425,662  5,320,282  3,544,230  3,500,216  572,182  939,742  1,549,010

銀行および金融機関預け金 11,134,262  10,013,326  659,516  -  -  -  461,420

売戻契約 15,844,377  14,525,319  1,319,058  -  -  -  -

デリバティブ金融商品 7,422,828  -  -  -  -  -  7,422,828

貸出金 194,279,352  179,263,873  10,626,271  785,660  1,964,399  1,176,727  462,422

非トレーディング投資 67,493,122  6,994,356  4,484,108  13,612,369  8,897,148  32,882,201  622,940

その他資産 6,370,981  -  -  -  -  -  6,370,981

投資不動産 177,533  -  -  -  -  -  177,533

有形固定資産 2,498,254  -  -  -  -  -  2,498,254

 376,098,712  254,057,740  24,171,029  17,898,245  11,433,729  34,998,670  33,539,299

負債および資本              

銀行および金融機関預り金 36,679,504  34,087,388  796,028  18,351  -  -  1,777,737

買戻契約 13,875,917  13,875,917  -  -  -  -  -

ユーロコマーシャルペーパー 5,484,176  3,540,073  1,944,103  -  -  -  -

デリバティブ金融商品 10,953,124  -  -  -  -  -  10,953,124

顧客預金 243,184,652  179,848,560  10,415,527  1,391,507  744,030  162,356  50,622,672

期間借入 14,998,716  2,768,851  502,628  3,192,007  6,745,751  1,789,479  -

その他負債 11,442,600  -  -  -  -  -  11,442,600

劣後社債 1,516,641  -  -  1,037,047  -  479,594  -

資本 37,963,382  -  -  -  -  -  37,963,382

 376,098,712  234,120,789  13,658,286  5,638,912  7,489,781  2,431,429  112,759,515

財政状態計算書上のギャップ  
 19,936,951  10,512,743  12,259,333  3,943,948  32,567,241  (79,220,216)

財政状態計算書外のギャップ  
 26,624,636  (4,083,326) 4,324,836  (759,154) (26,106,992) -

金利感応度ギャップ合計  
 46,561,587  6,429,417  16,584,169  3,184,794  6,460,249  (79,220,216)

累積金利感応度  
 46,561,587  52,991,004  69,575,173  72,759,967  79,220,216  -
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金利更改に係る契約上の取り決めに基づく2013年12月31日現在の当グループの金利ギャップおよび
感応度ポジションは、以下のとおりであった。
 

 合計  ３か月以下  

３か月から

１年  

１年から

３年  

３年から

５年  ５年超  無利子

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

資産              

現金および中央銀行預け金 35,061,054  16,482,684  6,189,370  238  -  -  12,388,762

損益を通じて公正価値評価され

る投資 2,645,893  62,702  317,790  414,085  267,687  691,313  892,316

銀行および金融機関預け金 20,100,371  17,629,495  819,059  -  -  -  1,651,817

売戻契約 18,932,199  16,506,617  2,255,801  169,781  -  -  -

デリバティブ金融商品 6,146,006  -  -  -  -  -  6,146,006

貸出金 183,811,494  162,209,209  16,997,622  919,257  2,355,855  1,016,878  312,673

非トレーディング投資 50,846,059  9,818,138  9,210,369  1,920,173  4,671,573  25,054,459  171,347

その他資産 4,909,712  -  -  -  -  -  4,909,712

投資不動産 135,260  -  -  -  -  -  135,260

有形固定資産 2,473,608  -  -  -  -  -  2,473,608

 325,061,656  222,708,845  35,790,011  3,423,534  7,295,115  26,762,650  29,081,501

負債および資本              

銀行および金融機関預り金 35,760,382  31,800,769  1,648,404  -  -  -  2,311,209

買戻契約 1,352,121  1,352,121  -  -  -  -  -

ユーロコマーシャルペーパー 6,752,015  6,119,170  632,845  -  -  -  -

デリバティブ金融商品 7,454,016  -  -  -  -  -  7,454,016

顧客預金 211,097,222  150,201,063  15,209,719  2,246,251  760,975  168,343  42,510,871

期間借入 18,690,168  1,469,200  3,480,688  3,365,099  5,857,284  4,517,897  -

その他負債 7,772,018  -  -  -  -  -  7,772,018

劣後社債 1,512,323  -  1,034,935  -  -  477,388  -

資本 34,671,391  -  -  -  -  -  34,671,391

 325,061,656  190,942,323  22,006,591  5,611,350  6,618,259  5,163,628  94,719,505

財政状態計算書上のギャップ  
 31,766,522  13,783,420  (2,187,816) 676,856  21,599,022  (65,638,004)

財政状態計算書外のギャップ  

 3,971,888  1,026,808  11,403,116  1,156,501  (17,558,313) -

金利感応度ギャップ合計  
 35,738,410  14,810,228  9,215,300  1,833,357  4,040,709  (65,638,004)

累積金利感応度  
 35,738,410  50,548,638  59,763,938  61,597,295  65,638,004  -
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為替リスク

為替リスクは為替レートの変動により金融商品の価値が変動するリスクで、外貨建て金融商品から
生じる。当グループの機能通貨はディルハムである。取締役会は、通貨毎にポジションに限度額を
設定している。ポジションは厳しく監視され、ポジションが設定された限度内に維持されるように
ヘッジ戦略が用いられる。12月31日現在において当グループが有していた外貨建ての重要な正味エ
クスポージャーは以下のとおりである。
 
 正味直物

ポジション

 

先物ポジション

 合計

2014年

 合計

2013年

 (ショート)/ロング  (ショート)/ロング  (ショート)/ロング  (ショート)/ロング

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

通貨        

米ドル 17,872,952  (7,852,715)  10,020,237  (2,917,259)

英ポンド 1,611,470  (1,399,036)  212,434  181,579

ユーロ 7,456,348  (7,267,167)  189,181  40,402

クウェート・ディナール (271,131)  (255,120)  (526,251)  380,512

オマーン・リアル 1,270,239  (1,212,732)  57,507  515,231

サウジ・リアル 33,840  (2,361,431)  (2,327,591)  1,228,574

日本円 95,043  (54,602)  40,441  (10,040)

スイス・フラン 771,049  (300,583)  470,466  (9,705)

カタール・リアル 252,309  1,108,760  1,361,069  1,795,810

バーレーン・ディナール 37,665  42,178  79,843  479,635

エジプト・ポンド 185,029  190,848  375,877  30,612

ヨルダン・ディナール 934,806  (668,384)  266,422  277,737

マレーシア・リンギット (232,119)  365,575  133,456  (9,215)

ディルハム、サウジ・リアルおよびカタール・リアルの対米ドル換算レートは固定されているた
め、当グループのこれらの通貨に対するリスクエクスポージャーはその範囲に限定される。その他
の外貨に対するエクスポージャーは僅かである。

株価リスク

株価リスクは株式投資に係る公正価値の変動によって生じる。当グループは、地域分散と産業集中
度の観点から分散投資することにより株価リスクを管理している。

(d)　　オペレーショナルリスク

オペレーショナルリスクとは、不適切なまたは機能不全のプロセス、従業員およびシステム、ある
いは外部の事象によって損失が生じるリスクと定義される。オペレーショナルリスクには、法的お
よび技術的リスクは含まれるが、戦略および風評リスクは含まれない。

オペレーショナルリスクは当グループのあらゆる業務から生じる。オペレーショナルリスクの管理
およびモニタリングの確認は、主に当グループ内の事業部署が責任を負う。当グループの事業部署
は、「２番目の防止ライン」として健全なリスク管理を確認するために、内部リスク機能および当
グループのオペレーショナルリスク管理部門の支援を受ける。

さらに、「３番目の防止ライン」である当グループの内部監査部門が実施するレビューがある。内
部監査レビューの結果はそれぞれの部署の経営陣と協議され、その要約は監査委員会に提出され
る。

当グループは、リスクの識別、評価、監視、統制、報告および管理を行い、事故の通知、識別およ
び解決を行う方針および手続から成るオペレーショナルリスク管理フレームワークを構築してい
る。オペレーショナルリスク管理フレームワークは、他のリスク分類との相互関係も規定してい
る。適切な場合には、リスクは保険によって低減されている。
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オペレーショナルリスクの事象は通常、以下のように分類される。

・　　内部の不正：従業員が権限のない活動および不正を犯すリスク

・　　外部からの不正：外部の当事者による不正およびシステム・セキュリティ違反のリスク

・　　労務慣行および職場の安全：当グループ全体の多様性および差別の労務関係の毀損リスク、
ならびに健康および安全に関するリスク

・　　有形資産に対する損傷：自然災害による当グループへの影響のリスク

・　　顧客、商品および取引慣行：顧客適合性、受託者責任、不適切な取引慣行、欠陥のある商品
およびアドバイザリー活動の評価において過失が認められるリスク

・　　事業活動の中断およびシステム障害：事業の継続性に関する立案および検証が行われていな
いリスク、ならびにシステム障害の復旧に関するリスク

・　　執行、引渡およびプロセスの管理：取引処理、顧客の取込みおよび書類作成、業者の管理お
よびモニタリングならびに報告を失敗するリスク

取締役会は、当グループ全体のオペレーショナルリスク管理について監督責任を有している。これ
らの責任は、オペレーショナルリスクの監督責任を有する上級経営陣の評議会であるグループリス
ク委員会に委任され執行されている。

グループリスク委員会のオペレーショナルリスクに関する主な責任は、以下のとおりである。

・　　当グループのオペレーショナルリスク管理フレームワークの承認および当該フレームワーク
の実務への適用状況の監督

・　　オペレーショナルリスク管理承認マトリクスに従った大型事業の承認

・　　当グループ全体のオペレーショナルリスクに関する戦略および指令の承認

(e)　　自己資本管理

当グループは、自己資本管理に対する統合的で規律のあるアプローチの責任があり、これは当グ
ループのキャピタルリスク管理において中心となる方法である。キャピタルリスクとは、当グルー
プが事業を営む地域における規制上の最低要件の遵守、信用格付の維持、当グループの戦略計画の
達成を支えるための自己資本の源泉が不十分となるリスクである。

当グループの自己資本管理フレームワークの原則および主な構成については、自己資本管理方針に
記載されている。このフレームワークの基礎として、当グループのキャピタルリスク選好があり、
これは当グループ全体のリスク選好の重要な要素である。キャピタルリスク選好は、目標となる外
部の信用格付け、リスク加重資産、総自己資本比率およびティア１資本比率ならびにレバレッジ比
率等のパラメータによって規定される。このフレームワークによって、当グループは、連結事業体
レベルと事業部署レベルの両面で財務構成、リスク水準および所要自己資本を健全に管理し、適切
な自己資本を維持することができる。自己資本充実度に関する内部評価プロセス（以下「ICAAP」
という。）およびそれに関連するストレス・テストも、当グループの自己資本管理フレームワーク
の不可欠な要素である。

取締役会のリスク管理委員会は、自己資本管理方針、資本計画および自己資本充実度の評価を含む
自己資本管理に対する最終的な監督および承認を行う。グループ資産負債委員会は、自己資本管理
の方針、問題および活動のレビューおよび討議を含む上級経営陣による監督を行い、グループリス
ク委員会とともに、当グループのグループレベルおよび事業部署レベルでの戦略の実行を支援する
ために必要な自己資本の監督を行う。当グループの財務部門は、当グループの自己資本管理方針の
遵守状況を管理し、自己資本の需要および調達につき、規制、経済および商業環境を考慮の上で予
測と実績の検証を定期的に行っている。
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当グループの規制上の資本基盤は、UAE中央銀行（以下「CBUAE」という。）のバーゼルⅡガイドラ
インに基づき算定されている。当グループの規制上の資本基盤は、ティア１資本、ティア２資本お
よび控除項目から構成されている。当期において、UAE中央銀行は、市場リスクおよびオペレー
ショナルリスクの計算に関するガイドラインを改訂した。その結果、2013年12月31日に終了した年
度における当グループのリスク加重資産は、市場リスクで6,757百万ディルハム、オペレーショナ
ルリスクで5,270百万ディルハム増加した。

ティア１資本は、払込済株式資本、一般および法定準備金、資本剰余金ならびにCBUAEが承認した
混合ティア１金融商品から構成されている。ティア１資本には、以下の重要な調整が含まれてい
る。

・　　外貨換算準備金の累計額

・　　保有する自己株式

ティア２資本は、主に以下の項目から構成されている。

・　　信用リスク加重資産の純額の1.25％までの集合的減損費用引当金

・　　規制上上限が規定されている金融商品のヘッジ準備金および評価準備金

・　　規制上の条件に準拠した劣後負債商品（満期前直近５年間のヘアカット規制が適用される）

資本基盤からの控除項目は、規制に準拠してティア１資本とティア２資本の両方から（50:50の割
合で）控除される。ティア１資本およびティア２資本からの控除項目は、主に以下の項目から構成
されている。

・　　非連結子会社および関連会社に対する投資

・　　規制の枠組みにおいて認められている格付機関による信用格付けのない証券化投資
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当グループの規制自己資本比率は、UAE中央銀行により最低水準を12％（2013年：12％）、そのう
ちティアＩは８％（2013年：８％）に設定されており、以下の２つのティアに分類して検討され
る。
 
 バーゼルⅡ  バーゼルⅡ

 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

ティア１資本    

普通株式資本 4,968,645  4,424,078

利益剰余金 6,611,812  5,789,626

法定および特別準備金 4,736,112  4,305,556

一般準備金およびストックオプション制度 17,325,759  15,310,226

外貨換算準備金 (112,143)  (89,413)

転換社債－資本構成部分 108,265  108,265

アブダビ政府ティア１キャピタルノート 4,000,000  4,000,000

ティア１資本からの控除 (17,647)  (22,244)

合計 37,620,803  33,826,094

ティア２資本    

公正価値準備金 146,220  370,374

適格劣後負債 687,004  891,361

集合的減損費用引当金 2,582,619  2,236,326

ティア２資本からの控除 (17,647)  (22,244)

合計 3,398,196  3,475,817

    

資本基盤合計 41,018,999  37,301,911

    

リスク加重資産：    

信用リスク 209,665,272  181,696,396

市場リスク 23,611,281  19,394,322

オペレーショナルリスク 16,936,730  15,809,707

リスク加重資産 250,213,283  216,900,425

    

ティア１資本比率 15.04%  15.60%

自己資本比率 16.39%  17.20%

 

当行ならびにその国外支店および子会社は、表示されている全期間について外部から課されている
すべての自己資本要件を遵守している。
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５　　見積りおよび判断の使用

当グループの会計方針を適用する過程において、IFRSは、経営陣が適切な会計方針を選択し、選択
した会計方針を継続して適用し、情報が適切で信頼性のあるものとなるよう合理的かつ慎重な判断
および見積りを行うよう求めている。経営陣は、IFRSのガイダンスおよびIASBの「財務諸表の作成
および表示に関するフレームワーク」に基づき、このような見積りおよび判断を行っている。以下
の事項は、連結財務諸表上の認識額に最も重要な影響を及ぼした可能性のある見積りおよび判断で
ある。

見積りの不確実性に関する主要な要因

(ⅰ)　　貸出金および非トレーディング投資の減損費用

減損損失は、会計方針３(b)(ⅶ)および４(a)に記載されているとおり評価される。

当グループは、貸出金および非トレーディング投資の減損を継続的に評価しており、減損費用を連
結損益計算書に認識すべきか否かを評価するために四半期ごとに包括的な見直しを行っている。と
りわけ、経営陣には、必要な減損費用水準の決定にあたり、将来キャッシュフローの金額および時
期の見積りについて多くの判断を行うことが要求される。このキャッシュフローの見積りに際し、
経営陣は取引相手方の財政状態およびその他の決済手段ならびに担保の正味実現可能価額について
の判断を行う。当該見積りは、判断および不確実性の程度が異なるいくつかの要因に関する仮定に
基づいて行われており、実際の結果は異なる可能性があり、将来的にこれらの減損費用が変更され
る可能性がある。

(ⅱ)　　集合的減損費用

集合的減損費用は、会計方針３(b)(ⅶ)および４(a)に記載されているとおり評価される。

個別に減損評価される資産に対する特定の減損費用に加え、当グループは、減損が具体的に特定さ
れていない類似の経済的特徴を有する貸出金のポートフォリオに対して集合的減損引当金を維持し
ている。集合的減損費用の必要性の評価に際し、経営陣は、リスクの集中、信用度、ポートフォリ
オの規模および経済的要因を検討する。必要な引当金の見積りにあたり、内在する損失をモデル化
する方法を定義し、必要なインプットパラメーターを決定するために、過去および現在の経済状況
に基づき仮定を行う。

(ⅲ)　　有形固定資産および投資不動産の減損費用

減損損失は会計方針３(j)(ⅲ)および３(k)(ⅳ)に記載されているとおり評価される。

正味実現可能価額を決定するにあたり、当グループは認定された適切な専門的資格を有しており、
評価対象となっている不動産の所在地および不動産の種類についての最近の実績のある外部の独立
した評価会社が決定した売却価格を使用している。売却価格は市場価格に基づいており、評価日に
おいて、自発的な買い手と自発的な売り手との間の独立第三者間取引において交換されるであろう
不動産の見積額となっている。

(ⅳ)　　訴訟による偶発債務

当グループは、その業務の性質により、通常の業務過程において訴訟に関与する可能性がある。訴
訟による偶発債務に関する引当金は、経済的資源流出の可能性およびそれらの流出の見積りの信頼
性に基づき決定される。それらは、多くの不確実性を含んでおり、個々の事項の結果を確実に予測
することはできない。

(ⅴ)　　ストックオプション制度

ストックオプション制度の公正価値は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて決定される。モデ
ルへのインプットは、株価、行使価格、株価ボラティリティ、オプション契約期間、配当利回りお
よび無リスク金利からなる。
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(ⅵ)　　金融商品の評価

金融商品の評価技法によっては、経営陣が見積もる特定の観察不能なインプットが必要となる場合
がある。このような評価技法については、注記６で説明されている。

(ⅶ)　　確定給付制度

確定給付債務の現在価値は、年金数理計算上複数の仮定を用いて算定される複数の要素に依存して
いる。正味給付費用（収益）を算定する際に使用する仮定には、割引率が含まれる。このような仮
定に変化が生じた場合には、確定給付債務の帳簿価額に影響が及ぶことになる。

当グループは、毎年度末に適切な割引率を算定している。これは、将来の債務を決済するために必
要と見込まれる見積将来キャッシュフローの現在価値を算定するために用いるべき金利である。適
切な割引率を算定する際に、当グループは、給付が支払われる通貨で表示され、かつ関連する給付
債務の期間と残存期間が近似する高格付社債の金利を考慮している。

確定給付債務に関するその他の主要な仮定は、当期の市況に一部依拠している。このような仮定に
関する追加的な情報は、注記21で開示されている。

当グループの会計方針を適用する際の重大な会計上の判断には、以下が含まれる。

(a)　　金融資産および負債の分類

当グループの会計方針は、一定の状況において、開始時に異なる会計区分に指定される金融資産お
よび負債の範囲を定めている。

金融資産を「損益を通じて公正価値評価」、「満期保有」または「売却可能」と分類する際に、当
グループは、当該資産がそれぞれ会計方針３(b)(ⅱ)に定める記述を満たすものと判断している。

(b)　　適格ヘッジ

金融商品を適格ヘッジとして指定する場合、当グループは、そのヘッジがヘッジの契約期間にわた
り極めて有効であると判断している。
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(c)　　金融商品の公正価値ヒエラルキーの決定

当グループの金融商品の公正価値ヒエラルキーの決定については、注記６で説明されている。

(d)　　組成された企業

当グループにより運営されたすべてのファンドについて、投資家は、過半数の投票で当グループを
ファンドマネージャーから解任可能で、各ファンドにおける当グループの経済的持分合計は重要で
はない。結果として、当グループは、当該ファンドにおいて投資家のための代理人として活動して
いると結論付けられ、当該ファンドを連結していない。

(e)　　事業セグメント

セグメント情報の開示の作成において、経営陣はセグメント別報告のための一定の仮定を設定して
いる。当該仮定は、定期的に経営陣により再評価される。事業セグメントの詳細は、注記41に記載
されている。

 

６　　金融資産および負債

(a)　　評価管理フレームワーク

当グループは、公正価値の測定に関して確立した管理フレームワークを有している。当該フレーム
ワークには、グループ・リスク委員会に報告を行う評価委員会が含まれる。当グループは、このフ
レームワークを支援するフロント・オフィス・マネジメントから独立した管理機能（プロダクト・
コントロール、独立した価格検証、モデル検証およびグループ・マーケット・リスク）も有してい
る。具体的なコントロールは、以下を含む。

・リスクを負うユニットおよびコントロール・ユニット間の評価プロセスにおける独立性

・評価システム

・観察可能な価格の確認

・新しいモデルおよびモデルに対する変更プロセスのレビューおよび承認

・重要な日々の評価変動の分析および調査、あるいは

・重要な観察不能インプット、評価調整およびレベル３商品の公正価値測定に対する重要な変更の
レビュー

銀行および金融機関預け金、売戻契約、銀行および金融機関預り金、買戻契約および顧客預金のう
ち、主に短期で満期が到来し、かつ市場レートで発行されているものについては、その公正価値
は、帳簿価額に合理的に近似しているとみなされる。

当グループは、貸出金ポートフォリオについて、貸出金の大部分が変動利付きであり金利更改が頻
繁に行われるため、その公正価値は帳簿価額と大幅に異なるものではないと見積もっている。減損
したとみなされるローンについては、期待キャッシュフロー（予想される担保の実現を含む。）
は、適切なレートを用いて、また回収時期を考慮して割引かれていた。割引後の純額は、その帳簿
価額と大幅に異なるものではない。

(b)　　公正価値の算定

公正価値とは、主たる市場で測定日時点の市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却する
ために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格である。主たる市場
が存在しない場合は、当グループがその日に利用できる最も有利な市場における価格である。負債
の公正価値は、不履行リスクを反映する。したがって、帳簿価額と見積公正価値との間に差額が生
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じる可能性がある。公正価値の定義は、当グループが大規模な事業規模の縮小または、不利な条件
で取引を引き受ける意図または義務のない継続企業であることを前提としている。

当グループは、測定の際に使用されるインプットの重要性を反映した、以下の公正価値ヒエラル
キーを用いて公正価値の測定を行う。

・　　レベル１：同一の商品の活発な市場における相場価格（無調整）

・　　レベル２：観察可能なインプット（直接的には価格または間接的には価格から算出される
値）に基づく評価手法。この区分には、活発な市場での類似商品の相場価格、または、すべ
ての重要なインプットが市場データから直接的もしくは間接的に観察可能であるその他の評
価手法を用いて評価される商品が含まれる。

・　　レベル３：観察不能なインプットを用いた評価手法。この区分には、評価手法に観察可能な
データに基づいていないインプットが含まれ、観察不能なインプットが当該商品の評価に重
要な影響を与えるすべての商品が含まれる。この区分には、類似の金融商品の相場価格を基
礎として、その金融商品の公正価値を表すために必要な観察不能インプットによる調整後の
価額で評価される金融商品が含まれる。

(c)　　評価手法

金融資産および負債はすべて償却原価で測定される。但し、活発な市場での公表価格を参照するこ
とによるか、取引相手方の提示価格に基づくか、または評価手法の利用により、公正価値で測定さ
れるデリバティブ、損益を通じて公正価値評価される投資および売却可能投資を除く。

活発な市場で取引される金融資産および負債の公正価値は、相場価格またはディーラー価格相場に
基づく。その他すべての金融商品について、当グループは、割引キャッシュフロー・モデル、観察
可能な市場価格が存在する類似商品との比較、ブラック・ショールズ・モデルまたはその他の評価
モデルといった評価手法を用いて公正価値を決定する。それぞれの評価手法は、基礎となる市場の
指標の動向をモデル化したものである。このような市場の指標には、金利、信用スプレッド、なら
びに割引率の見積りに用いられるその他のインプット、債券価格、為替レート、株式および株式イ
ンデックス価格、ボラティリティおよび相関関係が含まれる。

評価手法の目的は、独立第三者間取引を行う市場参加者により決定される報告日現在の金融商品の
価格を反映した公正価値を決定することである。

当グループは、観察可能な市場データのみを利用する金利および通貨スワップのような一般的な金
融商品の公正価値の決定に、広く認められた評価モデルを利用する。上場負債証券および持分証
券、上場デリバティブあるいは金利スワップのような単純な店頭取引デリバティブの観察可能価格
またはモデルへのインプットは通常市場において入手可能である。観察可能な市場価格およびモデ
ルへのインプットの入手可能性は、経営陣の判断および見積りの必要性を低下させ、公正価値の決
定に関連する不確実性を軽減する。観察可能な市場価格およびインプットの入手可能性は、商品お
よび市場によって様々であり、金融市場における特定の事象および全般的な状況により変化する傾
向にある。

より複雑な商品について、当グループは、一般に認められた評価モデルから開発された第三者の評
価モデルを利用する。これらの評価モデルは、公正価値の算定基礎となる市場インプット・データ
および基礎となる仮定等を含め、最も適切な評価モデルの選択と利用に専門家の判断が必要とな
る。

モデルへのインプットおよびパラメータは、過去データおよび標準的な金融商品の市場価格、公表
された予測ならびに類似の金融商品の現在または最近の観察された取引に対する補正が行われる可
能性がある。この補正プロセスは、本質的に主観的であり、可能性のあるインプットおよび公正価
値の見積りに幅をもたらす。このため当該範囲内の最も適切なポイントを選択するために専門家の
判断が求められる。

(d)　　公正価値調整

信用評価調整
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2014年に、当グループは、担保およびネッティング契約の対象となる取引を考慮に入れたCVAをモ
デル化した。CVAの計算手法は、エクスポージャーに対して使用するデフォルト時の標準損失率
60％、信用スプレッドまたは信用格付けから推定される取引相手方のデフォルト確率、シミュレー
ション法または簡便化された追加的アプローチを用いて計算される正の期待エクスポージャーとい
う３つの要素に依拠している。この手法は、誤方向リスクを考慮に入れていない。

モデル関連の調整

モデル関連の調整は、モデルへのインプットが過度に単純化されている場合、またはポジションの
公正価値の計算にあたりモデルに限界がある場合のいずれかに適用される。これらの調整は、モデ
ルのレビュー過程において明らかになった既存モデルの弱点または不備の是正に必要である。

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)

有価証券報告書

135/270



(e)　　金融商品の公正価値

下表は、当グループの分類による各クラスの金融資産および負債ならびに2014年12月31日現在の帳
簿価額を示している。
 

 

損益を通じて

公正価値評価さ

れるものと指定 

売買目的

保有  売却可能  満期保有  

貸出金および

受取債権  償却原価  帳簿価額

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

              

現金および中央銀行預け金 -  -  -  -  55,452,341  -  55,452,341

損益を通じて公正価値評価

される投資 16,630  15,409,032  -  -  -  -  15,425,662

銀行および金融機関預け金 -  -  -  -  11,134,262  -  11,134,262

売戻契約 -  -  -  -  15,844,377  -  15,844,377

デリバティブ金融商品 240,300  7,182,528  -  -  -  -  7,422,828

貸出金 -  -  -  -  194,279,352  -  194,279,352

非トレーディング投資 -  -  61,957,514  5,535,608  -  -  67,493,122

その他資産 -  -  -  -  6,220,564  -  6,220,564

 256,930  22,591,560  61,957,514  5,535,608  282,930,896  -  373,272,508

              

銀行および金融機関預り金 -  -  -  -  -  36,679,504  36,679,504

買戻契約 -  -  -  -  -  13,875,917  13,875,917

ユーロコマーシャルペーパー -  -  -  -  -  5,484,176  5,484,176

デリバティブ金融商品 4,153,336  6,799,788  -  -  -  -  10,953,124

顧客預金 -  -  -  -  -  243,184,652  243,184,652

期間借入 -  -  -  -  -  14,998,716  14,998,716

その他負債
1

-  2,270,053  -  -  -  8,325,861  10,595,914

劣後社債 -  -  -  -  -  1,516,641  1,516,641

 4,153,336  9,069,841  -  -  -  324,065,467  337,288,644

1
売買目的で保有するその他負債は、公正価値ヒエラルキーのレベル１に属する。
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下表は、当グループの分類による各クラスの金融資産および負債ならびに2013年12月31日現在の帳
簿価額を示している。
 

 

損益を通じて

公正価値評価さ

れるものと指定 

売買目的

保有  売却可能  満期保有  

貸出金および

受取債権  償却原価  帳簿価額

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

              

現金および中央銀行預け金 -  -  -  -  35,061,054  -  35,061,054

損益を通じて公正価値評価

される投資 18,892  2,627,001  -  -  -  -  2,645,893

銀行および金融機関預け金 -  -  -  -  20,100,371  -  20,100,371

売戻契約 -  -  -  -  18,932,199  -  18,932,199

デリバティブ金融商品 395,054  5,750,952  -  -  -  -  6,146,006

貸出金 -  -  -  -  183,811,494  -  183,811,494

非トレーディング投資 -  -  47,539,835  3,306,224  -  -  50,846,059

その他資産 -  -  -  -  4,766,676  -  4,766,676

 413,946  8,377,953  47,539,835  3,306,224  262,671,794  -  322,309,752

              

銀行および金融機関預り金 -  -  -  -  -  35,760,382  35,760,382

買戻契約 -  -  -  -  -  1,352,121  1,352,121

ユーロコマーシャルペーパー -  -  -  -  -  6,752,015  6,752,015

デリバティブ金融商品 2,990,863  4,463,153  -  -  -  -  7,454,016

顧客預金 -  -  -  -  -  211,097,222  211,097,222

期間借入 -  -  -  -  -  18,690,168  18,690,168

その他負債
1

-  826,076  -  -  -  6,162,812  6,988,888

劣後社債 -  -  -  -  -  1,512,323  1,512,323

 2,990,863  5,289,229  -  -  -  281,327,043  289,607,135

1
売買目的で保有するその他負債は、公正価値ヒエラルキーのレベル１に属する。
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当グループの貸出金および受取債権に分類され償却原価で測定されている金融資産および金融負債
は、当該資産および負債に関する活発な市場がないため、公正価値ヒエラルキーのレベル３に属し
ている。当行は、当該商品について、その大部分が変動金利および比較的短い満期を有しているた
め、その正味の帳簿価額が公正価値に近似しているとみなしている。

(f)　　公正価値で測定される金融商品－ヒエラルキー

下表は、公正価値の測定を分類する公正価値ヒエラルキーのレベル別に、報告期間末において公正
価値で測定された金融商品を分析している。
 
 レベル１  レベル２  レベル３  合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

2014年12月31日現在        

売買目的保有金融資産 12,506,693  2,902,339  -  15,409,032

損益を通じて公正価値評価されるものと指定 -  16,630  -  16,630

売却可能金融資産 57,290,896  4,652,747  13,871  61,957,514

デリバティブ金融商品（資産） 1,785  7,421,043  -  7,422,828

デリバティブ金融商品（負債） (6,520)  (10,946,604)  -  (10,953,124)

 69,792,854  4,046,155  13,871  73,852,880

2013年12月31日現在        

売買目的保有金融資産 2,503,051  123,950  -  2,627,001

損益を通じて公正価値評価されるものと指定 -  18,892  -  18,892

売却可能金融資産 41,788,765  5,737,477  13,593  47,539,835

デリバティブ金融商品（資産） 8,518  6,137,488  -  6,146,006

デリバティブ金融商品（負債） (3,616)  (7,450,400)  -  (7,454,016)

 44,296,718  4,567,407  13,593  48,877,718

特定の売却可能投資有価証券について観察可能な市場データがない場合、経営陣はそれらを原価で
計上するために公正価値ヒエラルキーのレベル３で開示している。経営陣は、原価がそれらの公正
価値に近似するものとみなしている。

直接的な価格インプットがないため、レベル１からレベル２に振り替えられた帳簿価額24百万ディ
ルハム（2013年：０ディルハム）の社債２種類を除き、公正価値ヒエラルキー間の振替が行われた
金融資産または負債はなかった。

下表は、レベル３に属する公正価値で測定される金融商品の期首残高と期末残高の調整を示すもの
である。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

売却可能金融資産    

１月１日現在残高 13,593  20,027

購入 -  -

決済およびその他の調整 278  (6,434)

12月31日現在残高 13,871  13,593
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７　　現金および中央銀行預け金
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

手許現金 1,488,410  1,362,040

UAE中央銀行    

現金準備預金 11,269,355  9,642,776

譲渡性預金 3,500,000  5,000,000

その他残高 9,903,969  -

その他中央銀行預け金    

現金準備預金 2,466,507  862,644

その他預金および残高 26,824,100  18,193,594

 55,452,341  35,061,054

現金準備預金は、当グループの日常業務に利用することはできない。

 

８　　損益を通じて公正価値評価される投資
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

運用ポートフォリオ 1,354,939  760,766

負債証券 13,876,652  1,753,577

持分証券 194,071  131,550

 15,425,662  2,645,893

持分証券には、損益を通じて公正価値評価されるものと指定された投資16,630千ディルハム（2013
年：18,892千ディルハム）が含まれている。

 

９　　銀行および金融機関預け金
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

普通預金、要求払い預金および通知預金 965,667  2,615,082

委託証拠金 7,107,875  3,578,048

定期預金 3,034,927  13,826,021

ワカラ預金 25,793  81,220

 11,134,262  20,100,371

 

10　　売戻契約

当グループは、通常の業務過程において、短期資金調達を目的として第三者が金融資産を当グルー
プに移転する売戻契約を締結している。報告日における金融資産の帳簿価額は、15,844百万ディル
ハム（2013年：18,932百万ディルハム）であった。

期中において、売戻契約に対して減損引当金は認識されていない(2013年：０ディルハム)。
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2014年12月31日現在、不履行でなくても当グループが売却または再担保することを認められてい
る、担保として受け入れた金融資産の公正価値は、16,564百万ディルハム(2013年：19,494百万
ディルハム)であった。

2014年12月31日現在、売却または再担保された担保として受け入れた金融資産の公正価値は、
3,774百万ディルハム(2013年：832百万ディルハム)であった。当グループは、同等の有価証券を返
却する義務がある。

これらの取引は、標準貸付、ならびに有価証券借入および貸付取引の通常の条件に基づき実施され
る。

 

11　　貸出金
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

貸出金総額 202,072,325  191,039,413

控除：利息の未計上分 (1,124,889)  (900,893)

控除：減損引当金 (6,668,084)  (6,327,026)

貸出金純額 194,279,352  183,811,494

報告日における取引相手別の貸出金総額の分析は、以下に示すとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

政府部門 23,435,215  22,891,901

公共部門 41,284,684  45,152,321

銀行部門 24,108,739  29,469,792

企業/民間部門 81,019,004  64,968,008

パーソナル/リテール部門 32,224,683  28,557,391

貸出金総額 202,072,325  191,039,413

報告日における商品別の貸出金総額の分析は、以下に示すとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

当座貸越 14,101,326  15,568,408

タームローン 117,061,464  112,749,750

貿易関連ローン 24,409,304  25,445,907

不動産およびモーゲージローン 30,957,049  25,206,419

個人向けローン 12,165,978  9,489,203

クレジットカード 1,811,662  1,339,618

ビークル金融ローン 1,565,542  1,240,108

貸出金総額 202,072,325  191,039,413

 

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)

有価証券報告書

140/270



 

当期減損引当金の変動額は、以下に示すとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在 6,327,026  5,517,723

当期費用    

集合的引当金 574,433  547,305

個別引当金 1,152,484  1,289,775

回収額 (473,901)  (320,847)

当期戻入額 (411,158)  (349,366)

償却額 (500,800)  (357,564)

12月31日現在 6,668,084  6,327,026

当グループは、持分証券およびファンドへの投資に対して貸出金を提供している。当グループは、
これらが合意された一定の基準値を下回った場合には、これらの金融商品を処分する権限を有して
いる。当該貸出金の帳簿価額は9,977百万ディルハム（2013年：10,359百万ディルハム）であり、
当該貸出金の担保として保有している金融商品の公正価値は23,324百万ディルハム（2013年：
21,741百万ディルハム）である。当期において、当グループは、担保比率の下落により、軽微な金
額（2013年：０ディルハム）の担保を処分している。
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イスラム金融

上記の貸出金には、以下のイスラム金融契約が含まれる。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

イジャラ 5,807,880  5,647,451

ムラバハ 2,880,632  1,404,778

ムダラバ 3,984  9,156

その他 8,591  5,178

イスラム金融契約合計 8,701,087  7,066,563

控除：減損引当金 (56,664)  (48,390)

控除：未計上利益 (720)  (825)

 8,643,703  7,017,348
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当期減損引当金の変動額は、以下に示すとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在 48,390  39,580

当期費用    

集合的引当金 7,826  (2,058)

個別引当金 13,772  14,077

当期回収/戻入額 (7,621)  (3,129)

償却額その他調整額 (5,703)  (80)

12月31日現在 56,664  48,390

イジャラ総額および関連する最低イジャラ支払額の現在価値は、以下のとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

イジャラ総額    

１年未満 2,632,533  2,273,907

１年から５年 3,841,470  3,812,312

５年超 2,289,811  2,205,013

 8,763,814  8,291,232

控除：繰延収益 (2,955,934)  (2,643,781)

イジャラ純額 5,807,880  5,647,451

 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

最低リース料支払額の正味現在価値    

１年未満 829,612  753,813

１年から５年 3,098,557  3,077,951

５年超 1,879,711  1,815,687

 5,807,880  5,647,451

ファイナンス・リースへの投資

上記の貸出金には、以下のファイナンス・リースへの投資が含まれる。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

ファイナンス・リースへの投資総額 6,842,737  6,165,771

未収金融収益 (685,394)  (663,652)

ファイナンス・リースへの純投資 6,157,343  5,502,119

控除：減損引当金 (172,167)  (146,301)

控除：利息の未計上分 (20,666)  (23,778)

ファイナンス・リースへの投資 5,964,510  5,332,040
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 2014年  2013年  2014年  2013年

 リースへの

総投資額

 リースへの

総投資額

 最低リース料支払

額の現在価値

 最低リース料支払

額の現在価値

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

１年以内 8,166  36,907  8,003  36,108

１年から５年 1,245,993  938,301  1,184,914  882,331

５年超 5,588,578  5,190,563  4,964,426  4,583,680

 6,842,737  6,165,771  6,157,343  5,502,119

未収金融収益 (685,394)  (663,652)  -  -

ファイナンス・リースへの純投資 6,157,343  5,502,119  6,157,343  5,502,119

ファイナンス・リース債権に対する当期減損引当金の変動額は、以下に示すとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在 146,301  75,737

当期費用    

個別引当金（戻入額控除後） 5,262  12,049

集合的引当金 20,604  58,515

12月31日現在 172,167  146,301
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12　　非トレーディング投資
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

売却可能投資 61,957,514  47,539,835

満期保有投資 5,535,608  3,306,224

 67,493,122  50,846,059

報告日における種類別の売却可能投資の分析は、以下に示すとおりである。
 
  2014年  2013年

  千ディルハム  千ディルハム

  市場価格あり  市場価格なし  合計  市場価格あり  市場価格なし  合計

持分証券  22,188  13,687  35,875  146,918  14,107  161,025

負債証券  66,643,904  226,277  66,870,181  48,570,548  2,120,693  50,691,241

ファンド  586,882  184  587,066  10,505  331  10,836

  67,252,974  240,148  67,493,122  48,727,971  2,135,131  50,863,102

控除：             

減損引当金  -  -  -  -  (17,043)  (17,043)

  67,252,974  240,148  67,493,122  48,727,971  2,118,088  50,846,059

2014年12月31日現在、市場価格のある売却可能投資に含まれる買戻契約の対象となる負債商品は、
10,126百万ディルハム（2013年：1,545百万ディルハム）であった。

 

13　　その他資産
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

未収利息 2,898,304  2,260,724

支払承諾見返 2,405,047  1,175,506

その他債権およびその他未収金 1,049,143  1,455,047

繰延税金資産 18,487  18,435

 6,370,981  4,909,712

当グループは、未収利息および引受に係る重要な信用リスクを認識していない。

支払承諾は、当行が信用状に基づき提示された証書に対して支払義務を負う際に発生する。当該証
書は、引受後には、当行の無条件の債務となるため、連結財政状態計算書上金融負債として認識さ
れている。ただし、あらゆる支払承諾には、その見返りに顧客から補償を受ける契約上の権利があ
る。この契約上の権利は、金融資産として認識されている。
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14　　投資不動産
 
 土地および建物

 千ディルハム

原価  

2013年１月１日現在 143,987

増加および振替 -

2013年12月31日現在 143,987

増加および振替 228,521

除却 (174,259)

2014年12月31日現在 198,249

減価償却累積額  

2013年１月１日現在 3,926

当期費用 4,801

2013年12月31日現在 8,727

当期費用 2,015

増加および振替 19,501

除却 (9,527)

2014年12月31日現在 20,716

帳簿価額  

2013年12月31日現在 135,260

2014年12月31日現在 177,533

当グループは、投資不動産の公正価値は報告日現在の帳簿価額に近似している（2013年：259百万
ディルハム）と見積っている。

当グループは、債務の決済に代えて、当期の帳簿価額が145百万ディルハムである不動産の担保権
を実行した。当グループは、帳簿価額が32百万ディルハム（2013年：０ディルハム）の一部のリー
ス中不動産を有形固定資産から振り替えた。当期において、一部の投資不動産が売却され、56百万
ディルハムの利益が発生している。

当グループの投資不動産の公正価値は、公正価値ヒエラルキーのレベル３に区分される。
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15　　有形固定資産
 
 

土地、建物

および改修  

コンピューター

システム

および設備  

什器、備品、

金庫

および車両  建設仮勘定  合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

原価          

2013年１月１日現在 2,312,581  629,952  318,228  355,032  3,615,793

増加 82,022  48,391  32,392  166,732  329,537

未成工事からの配分 251,045  114,133  4,180  (370,386) (1,028)

処分、振替および償却
1 (13,723) (3,874) (14,741) -  (32,338)

2013年12月31日現在 2,631,925  788,602  340,059  151,378  3,911,964

          

増加 29,675  61,990  37,436  173,862  302,963

未成工事からの配分 19,305  55,988  4,370  (79,663) -

処分、振替および償却
1 (82,225) (19,115) (15,373) -  (116,713)

2014年12月31日現在 2,598,680  887,465  366,492  245,577  4,098,214

          

減価償却累計額および減損損失          

2013年１月１日現在 694,532  359,035  215,738  -  1,269,305

当期費用 55,087  104,705  41,672  -  201,464

処分、振替および償却
1 (16,742) (1,890) (13,781) -  (32,413)

2013年12月31日現在 732,877  461,850  243,629  -  1,438,356

          

当期費用 59,153  122,163  39,693  -  221,009

処分、振替および償却
1 (25,845) (17,058) (16,502) -  (59,405)

2014年12月31日現在 766,185  566,955  266,820  -  1,599,960

          

帳簿価額          

2013年12月31日現在 1,899,048  326,752  96,430  151,378  2,473,608

2014年12月31日現在 1,832,495  320,510  99,672  245,577  2,498,254

１
為替の影響に関する調整が含まれている。

 

16　　銀行および金融機関預り金
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

銀行および金融機関    

普通預金、要求払い預金および通知預金 1,712,526  1,319,319

委託証拠金 804,430  699,620

定期預金 20,427,596  21,291,836

ワカラ預金 350,000  2,120,000

 23,294,552  25,430,775

中央銀行    

普通預金および要求払い預金 94,176  1,254,455

定期預金および譲渡性預金 13,290,776  9,075,152

 13,384,952  10,329,607

 36,679,504  35,760,382
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銀行および金融機関預り金は様々な通貨建てであり、０％から9.25％（2013年：０％から9.75％）
の金利が付されている。

 

17　　買戻契約

当グループは、通常の業務過程において、第三者に対し認識済の金融資産を直接譲渡する買戻契約
を締結している。

報告日における担保として差し入れられた金融資産の帳簿価額（公正価値と等しい）は、10,129百
万ディルハム（2013年：1,545百万ディルハム）であり、関連する金融負債は、13,876百万ディル
ハム（2013年：1,352百万ディルハム）であった。担保として差し入れられた金融資産の公正価値
と買戻契約の帳簿価額の正味の差額は、3,747百万ディルハムの不足（2013年：193百万ディルハム
の超過）である。その不足額は、売戻契約に対する担保として受け入れた金融資産を再担保するこ
とによって補填されている。

 

18　　ユーロコマーシャルペーパー

当行は、シティ・バンク・エヌエイとの2006年９月13日付の契約に基づき、ユーロコマーシャル
ペーパーを発行するために、2十億米ドルのユーロコマーシャルペーパー・プログラム（以下「ECP
プログラム」という。）を設定した。

報告日現在の発行済手形は、5,484,176千ディルハム(2013年：6,752,015千ディルハム)であった。
これらの発行済手形は様々な通貨建てとなっており、金利は0.05％から0.90％(2013年：0.07％か
ら0.56％)の範囲で付され、満期までの期間は12か月未満である。

2014年において当グループは、ユーロコマーシャルペーパーに関して元利金の債務不履行もしくは
その他の違反を行っていない。
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19　　顧客預金
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

口座別：    

当座預金 56,575,565  47,737,536

貯蓄口座 11,709,702  10,337,386

委託証拠金口座 1,088,714  2,025,215

通知および定期預金 160,099,600  133,385,706

譲渡性預金 13,711,071  17,611,379

 243,184,652  211,097,222

 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

契約相手別：    

政府部門 69,576,013  45,937,851

公共部門 38,591,210  39,509,384

企業/民間部門 72,003,241  65,797,925

パーソナル/リテール部門 63,014,188  59,852,062

 243,184,652  211,097,222

 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

所在地別：    

UAE 168,406,055  144,824,093

欧州 30,150,816  20,275,167

アラブ諸国 29,396,480  28,534,630

南北アメリカ 7,349,566  7,082,352

アジア 7,545,397  10,061,023

その他 336,338  319,957

 243,184,652  211,097,222

イスラム顧客預金

上記の顧客預金には、以下のイスラム顧客預金が含まれる。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

ワカラ預金 3,320,410  2,086,069

ムダラバ預金 360,627  268,706

 3,681,037  2,354,775
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20　　期間借入
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

クラブローンおよびその他のファシリティ -  1,469,200

その他の債券 14,998,716  17,220,968

 14,998,716  18,690,168

当期中に、当行は400百万豪ドルの社債を発行した。本社債は、満期が2019年３月であり、半年毎
に後払いされる固定クーポンが付されている。当行は、本社債の通貨および金利エクスポージャー
をヘッジしている。

期間借入には、500百万米ドルの転換社債が含まれている。この社債は、満期が2018年３月であ
り、半年毎に後払いされる固定クーポンが付されている。転換オプションの当初の価値は108,265
千ディルハムであり、資本の一部として準備金の転換社債-資本構成部分に分類されている。

12月31日現在、未償還となっていた債券は、以下のとおりである。
 
     2014年  2013年

通貨 利息  満期  千ディルハム  千ディルハム

米ドル 4.50％（固定）  2014年９月  -  3,171,498

香港ドル 3.80％（固定）  2014年９月  -  191,646

香港ドル 3.90％（固定）  2014年10月  -  117,543

米ドル 4.25％（固定）  2015年３月  2,768,851  2,826,292

マレーシアリンギット 4.75％（固定）  2015年６月  502,628  538,807

米ドル 3.25％（固定）  2017年３月  2,778,700  2,786,429

香港ドル 3.40％（固定）  2017年９月  151,281  151,754

米ドル 3.71％（固定）  2017年９月  112,604  113,361

香港ドル 4.32％（固定）  2017年９月  149,422  151,417

オーストラリアドル 5.00％（固定）  2018年３月  918,622  964,439

米ドル 1.00％（固定）  2018年３月  1,728,180  1,689,885

豪ドル 4.75％（固定）  2019年３月  1,248,555  -

米ドル 3.00％（固定）  2019年８月  2,691,018  2,630,247

香港ドル 4.45％（固定）  2019年９月  159,375  158,707

マレーシアリンギット 4.90％（固定）  2020年12月  492,505  522,025

香港ドル 3.95％（固定）  2022年４月  156,233  149,569

日本円 2.60％（固定）  2026年７月  369,707  398,847

香港ドル 3.94％（固定）  2027年７月  180,995  168,777

メキシコ・ペソ 0.50％（固定）  2028年３月  32,261  28,511

米ドル 4.37％（固定）  2032年８月  279,248  233,498

米ドル 4.10％（固定）  2032年９月  108,290  90,952

米ドル 4.80％（固定）  2036年９月  76,843  63,049

米ドル 5.01％（固定）  2042年５月  93,398  73,715

     14,998,716  17,220,968

当行は、期間借入に関する金利および外貨エクスポージャーをヘッジしている。ヘッジ対象の名目
価値は15.16十億ディルハム（2013年：17.59十億ディルハム）であり、ヘッジされているリスクは
正味の正の公正価値22.03百万ディルハム（2013年：正味の負の公正価値144.26百万ディルハム）
である。当グループは、2014年および2013年において、期間借入について元利金の債務不履行もし
くはその他の違反を行っていない。
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21　　その他負債
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

未払利息 2,375,884  1,898,591

支払承諾（注記13） 1,877,159  841,139

従業員退職給付引当金 462,620  448,018

未払金、その他債務およびその他負債 6,615,847  4,491,890

国外法人税 111,090  92,380

 11,442,600  7,772,018

従業員退職給付

確定給付債務

当グループは、適格従業員に対して退職給付を提供している。2014年12月31日現在の確定給付債務
の現在価値を確認するために、数理計算による評価を実施している。当該評価を実施するために、
UAEの登録年金数理人を任命している。確定給付債務の現在価値およびそれに関連する当期および
過去勤務費用は、予測単位積増方式を使用して測定されている。

当該負債を評価するのに用いている主要な仮定は、以下のとおりである。

割引率 年3.25％
昇給率 年3.00％

当該制度に基づく負債および給付を評価する際には、死亡率、脱退率および定年退職率に関する人
口統計上の仮定を用いた。当該給付の性質（いかなる事由によっても退職時に一括給付を行う）に
より、結合した単一の漸減率を用いている。

割引率の仮定の+/-25ベーシスポイントの変動によって、当該負債にそれぞれ7,409千ディルハムお
よび6,361千ディルハムの影響が及ぶことになる。同様に、昇給率の仮定の+/-50ベーシスポイント
の変動によって、当該負債にそれぞれ12,895千ディルハムおよび12,256千ディルハムの影響が及ぶ
ことになる。

従業員確定給付債務の変動額は、以下のとおりであった。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在残高 448,018  445,738

当期純引当額 90,702  76,905

当期支払額 (76,100)  (74,625)

12月31日現在残高 462,620  448,018

確定拠出制度

当グループは、適格従業員のために、確定拠出制度として取り扱われる拠出金を支払っている。こ
れらの拠出に関する当期の費用は、73,039千ディルハム（2013年：65,872千ディルハム）である。
報告日現在の未払年金673千ディルハム（2013年：2,522千ディルハム）は、その他負債に分類され
ている。
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国外法人税

当グループは、報告日において有効または実質的に有効な税率に基づき、経営陣の見積もった合計
支払額に従って国外法人税の引当を行っている。必要に応じて、当グループは、これらの負債の見
積額に関して、税金を支払っている。

当期国外法人税計上額は、調整済み純利益に基づいて計算される。引当金の変動額は、以下のとお
りであった。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在 92,380  96,554

当期費用 271,109  215,166

国外法人税支払額（回収額控除後） (252,399)  (219,340)

12月31日現在 111,090  92,380

 

22　　劣後社債
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

負債構成部分    

2006年３月15日発行 1,037,047  1,034,936

2012年12月10日発行 479,594  477,387

 1,516,641  1,512,323

資本構成部分    

2006年３月15日発行 -  72,926

2008年２月28日発行 -  52,984

控除：2006年３月15日発行の転換分 -  (40,502)

控除：2008年２月28日発行の買戻分 -  (31,564)

一般準備金への振替 -  (53,844)

 -  -

2006年３月15日発行：

当行は、2005年11月22日に開催された臨時株主総会の承認に基づき、2016年３月15日満期の2.5十
億ディルハムの劣後転換社債を発行した。当該社債には、四半期毎に支払われる３か月物EIBORプ
ラス0.25％相当の金利が付されている。

上記の社債は、連結財政状態計算書において以下のとおり表示される。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

転換社債の発行手取金 2,500,000  2,500,000

控除：資本に分類される金額 (72,926)  (72,926)

    

当初認識時の負債構成部分の帳簿価額 2,427,074  2,427,074

加算：未収利息累計額 27,846  25,735

控除：転換済み負債構成部分 (1,347,973)  (1,347,973)

買戻した負債の帳簿価額 (69,900)  (69,900)

負債構成部分の帳簿価額 1,037,047  1,034,936
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2014年12月31日現在の実効金利は３か月物EIBOR プラス0.301％（2013年：３か月物EIBOR プラス
0.301％）であった。

2012年12月10日発行：

2012年12月10日、当行は、2027年12月９日満期500百万マレーシアリンギット劣後転換社債を発行
した。当該社債には、半年毎に支払われる4.75％相当の金利が付されている。当行は、これらの社
債に関する通貨および金利エクスポージャーをヘッジしている。ヘッジ対象の名目価値は524.71百
万ディルハム（2013年：560.16百万ディルハム）であり、ヘッジされているリスクは負の公正価値
43.22百万ディルハム（2013年：負の公正価値80.64百万ディルハム）である。2014年12月31日現在
の実効金利は4.79％(2013年：4.79％)であった。

当グループは、2014年および2013年において、劣後社債に関して元利金の債務不履行もしくはその
他の違反を行っていない。
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23　　資本および準備金

株式資本

当行の授権株式資本は、１株当たり額面１ディルハムの普通株式4,736百万株（2013年：１株当た
り額面１ディルハムの普通株式4,306百万株）からなる。2014年12月31日現在の発行済および全額
払込済株式資本は、１株当たり額面１ディルハムの普通株式4,736百万株（2013年：１株当たり額
面１ディルハムの普通株式4,306百万株）で構成される。

株式資本の調整表
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在 4,305,556  3,874,558

ストックオプション制度おいて発行された株式 -  39,584

 4,305,556  3,914,142

当期中に発行された無償株式 430,556  391,414

 4,736,112  4,305,556

保有する自己株式(注記25) (12,940)  (25,086)

12月31日現在 4,723,172  4,280,470

法定準備金

1984年アラブ首長国連邦商法第８号（その後の改正を含む。）および当行の定款第56条により、法
定準備金が払込済株式資本の50％に達するまで、年間純利益の最低10％を法定準備金に振り替えな
ければならない。法定準備金は株主への分配に利用することはできない。

特別準備金

特別準備金は、1980年連邦法第10号および当行の定款第56条に従って振替が行われ、払込済株式資
本の50％に達するまで年間純利益の少なくとも10％を本準備金に振り替える。特別準備金は株主へ
の分配に利用することはできない。

配当

12月31日に終了した年度において、以下の配当が当グループにより支払われた。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

普通株式１株当たり0.40ディルハム（2013年：0.35ディルハム）の現金配当 1,712,848  1,359,504

10％の発行済無償株式（2013年：10％の無償株式） 430,556  391,414

配当案：

2015年１月28日、2014年度について、普通株式１株当たり0.40ディルハムの現金配当および10％の
無償株式（2013年：普通株式１株当たり0.40ディルハムの現金配当および10％の無償株式案）が取
締役会により提案された。但し、これには、年次株主総会における株主の承認が必要となる。

その他準備金

その他準備金には以下が含まれる。

(ⅰ)　　一般準備金

一般準備金は、取締役会の提案により、株主への分配に利用することができる。2014年３月11日
に、AGMは2.4十億ディルハム（2013年12月31日：2.1十億ディルハム）の一般準備金への振替を承
認した。
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(ⅱ)　　公正価値準備金

公正価値準備金には、非トレーディング投資の認識が中止されるあるいは非トレーディング投資が
減損するまでの公正価値の正味累積変動額およびキャッシュフロー・ヘッジ準備金が含まれる。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

再評価準備金－売却可能投資    

１月１日現在 787,157  699,317

当期未実現純利益 380,315  371,735

連結損益計算書に認識された当期実現累積純利益 (835,852)  (283,895)

12月31日現在 331,620  787,157

    

ヘッジ準備金－キャッシュフロー・ヘッジ    

１月１日現在 35,896  -

公正価値の変動額 (42,584)  35,896

12月31日現在 (6,688)  35,896

    

12月31日現在合計 324,932  823,053

ヘッジ準備金は、ヘッジ取引に関連するキャッシュフロー・ヘッジ商品の公正価値の累積純変動の
有効部分より構成されている。

(ⅲ)　　外貨換算準備金

外貨換算準備金は、国外事業への純投資の換算によって生じる為替差額である。

 

24　　アブダビ政府ティア１キャピタルノート

アブダビ政府の2009年銀行資本増強計画に基づき、当行は、４十億ディルハムの規制ティア１キャ
ピタルノート（以下「本債券」という。）を発行した。本債券は、永久、劣後および無担保であ
り、当初期間中に固定クーポンが付され、半期毎に後払いされる。当期において当初期間が終了し
た結果、本債券のクーポンレートは現在、６か月EIBORプラス2.3％マージンとなっている。当行は
自己の裁量によりクーポンの支払を行わないことを選択できる。本債券保有者はクーポンを請求す
る権利を有さず、また、クーポンを支払わないという当行の選択は債務不履行とみなされない。ま
た、当行が該当するクーポン支払日にクーポンの支払いを行うことが禁止されるような特定の状況
もある。

当行がクーポンを支払わないという選択を行うか、またはクーポンを支払ってはならない事象が発
生する場合、当行は(a)いかなる分配や配当の宣言または支払いも行わず、(b)優先順位が本債券と
同等または下位である当行のいかなる株式資本またはその他の証券（ただし、強制償還または資本
への転換が条件として規定されている証券は除く）の償還、購入、消却、減債または別の方法での
取得も行なはない。いずれの場合も、クーポンが２回連続で全額支払われている場合には、適用さ
れない。

本債券の発行は、2009年３月11日に開催された臨時株主総会において承認された。当期中に当行
は、187.5百万ディルハム（2013年：240百万ディルハム）のクーポンを支払うことを選択した。

 

25　　ストックオプション制度

2008年に当行は、選ばれた従業員向けに株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入した。本
制度の権利確定期間は３年で、権利確定期間後３年以内に権利行使できる。重要な権利確定条件
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は、オプション保有者が権利確定期間終了まで当行に継続雇用されていることである。オプション
は、行使の有無にかかわらず、その付与日から６年後に失効する。

当グループは、従業員が権利確定したオプションを行使する際に株式を発行するための子会社を設
立した。当行は、39,584千株を発行し当該子会社に譲渡した。これらの株式は、オプション保有者
により行使されるまで自己株式として取り扱われる。

報告日現在、14,490千オプション（2013年：17,482千オプション）がオプション保有者により行使
され、株式資本が14,490千ディルハム（2013年：17,482千ディルハム）、資本剰余金が101,865千
ディルハム（2013年：143,608千ディルハム）増加した。

ストックオプション数は、以下のとおりである。
 

 2014年  2013年

 オプション数  オプション数

 単位：千  単位：千

１月１日現在残高 23,950  38,883

期中の付与 24,505  -

期中の正味の失効 (634)  (332)

期中の行使 (14,490)  (17,482)

期中の満了 (53)  -

無償株式調整 -  2,881

12月31日現在残高 33,278  23,950

2014年中に行使されたオプションの平均行使価格は、8.03ディルハム（2013年：9.21ディルハム）
であった。2014年12月31日現在で未行使となっているオプションの行使価格は、１株当たり7.54
ディルハムから11.44ディルハム（2013年：8.73ディルハム）である。

制度において保有されている自己株式の調整表
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

１月１日現在 25,086  -

本制度において発行された株式 -  39,584

 25,086  39,584

当期中に従業員により行使されたオプション (14,490) (17,482)

 10,596  22,102

当期中に発行された無償株式 2,344  2,984

12月31日現在 12,940  25,086
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26　　受取利息
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

受取利息    

中央銀行 204,813  144,287

銀行および金融機関 179,446  366,510

売戻契約 102,801  112,274

損益を通じて公正価値評価される投資 234,139  57,676

非トレーディング投資 1,879,110  1,412,752

貸出金 6,034,303  5,992,023

 8,634,612  8,085,522

 

27　　支払利息
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

支払利息    

銀行および金融機関 177,035  129,603

買戻契約 9,236  6,478

ユーロコマーシャルペーパー 19,505  18,680

顧客預金 751,824  782,736

譲渡性預金 249,085  221,488

期間借入 689,424  694,224

劣後社債 39,540  28,444

 1,935,649  1,881,653

 

28　　イスラム金融契約による収益
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

イジャラ 223,266  271,348

ムラバハ 106,564  56,826

ムダラバ 7,062  517

 336,892  328,691

 

29　　預金者の利益持分
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

ワカラ預金 14,355  21,706

ムダラバ預金 3,482  1,197

 17,837  22,903
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30　　正味受取手数料
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

受取手数料    

貿易金融 518,650  420,632

回収サービス 76,515  42,515

受取仲介料 147,079  66,714

資産運用および投資サービス 187,667  116,280

投資、デリバティブおよびリスク・パーティシペーション 146,065  178,826

リテールおよび法人貸付 801,845  657,013

カードおよび電子サービス 852,798  670,077

口座関連サービス 94,890  89,597

振込手数料 73,638  33,291

その他 103,373  80,283

受取手数料合計 3,002,520  2,355,228

    

支払手数料    

仲介手数料 35,459  32,780

取扱手数料 6,110  4,799

クレジットカード手数料 569,755  417,633

リテールおよび法人貸付 51,068  33,748

その他 29,536  14,098

支払手数料合計 691,928  503,058

正味受取手数料 2,310,592  1,852,170

資産運用および投資サービスの手数料には、当グループが顧客を代理して資産を保有または投資し
ている、信託業務において当グループが稼得した手数料が含まれる。

 

31　　純為替差益

 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

為替および関連デリバティブに係るトレーディングおよび再換算利益
1 (105,120) 136,747

顧客との取引 301,205  253,128

 196,085  389,875

１
有効なヘッジ戦略によって相殺されているヘッジ手段の影響は、非トレーディング投資の正味売却益（注記32）に反映

されている。
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32　　純投資およびデリバティブ利益
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

損益を通じて公正価値評価される投資およびデリバティブに係る実現および

未実現純利益
1 (78,806)

 
22,168

非トレーディング投資の正味売却益 835,852  283,895

受取配当金 7,356  4,959

 764,402  311,022

損益を通じて公正価値評価される投資に分類される負債商品および非トレーディング投資に分類さ
れる負債商品に係る受取利息は、受取利息に表示される。

１
信用評価調整72百万ディルハムが含まれている。

 

33　　その他営業収益
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

発行済劣後社債買戻益 -  268,955

投資不動産の売却益 56,353  -

その他 69,267  66,309

 125,620  335,264

 

34　　一般管理費およびその他営業費用
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

人件費 2,532,726  2,187,719

その他一般管理費 907,387  808,601

減価償却 223,024  206,265

慈善寄付金 32,896  27,803

 3,696,033  3,230,388

 

35　　正味減損費用
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

貸出金に対する集合的引当金 574,433  547,305

貸出金に対する個別引当金 1,152,484  1,289,775

貸出金に係る引当金の戻入 (411,158) (349,366)

ローン損失引当金の回収 (473,901) (320,847)

減損金融資産の償却 43,635  30,743

償却済みローンの回収 (6,627) (5,641)

その他回収 -  (405)
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以下の項目の(戻入れ)/減損    

－その他金融資産 3,603  -

－非金融資産 (14,342) 14,342

 868,127  1,205,906

 

36　　国外法人税費用

繰延税金に関する調整額に加え、当期費用は、調整済みの当期純利益に基づき、各国地域において
適用される税率で計算される。

連結損益計算書に計上された当期費用は、以下のとおりであった。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

当期費用 271,109  215,166

繰延税金に関する調整額 579  2,973

 271,688  218,139

当グループの会計に基づく利益と税法に基づく利益に係る税金の調整表は、以下のとおりであっ
た。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

税引前利益
1 1,016,862  789,738

各国の利益に適用される国内税率で計算された税金 245,925  195,999

税効果：    

－課税対象外の収益 (6,951)  (22,688)

－税務上損金に算入されない費用 27,888  46,240

－未認識の過去の繰越欠損金の利用 (1,338)  -

－繰延税金資産として認識されていない税金の相殺の影響 (2,804)  (2,717)

－現在繰延税金資産として認識されている将来減算一時差異 (2,556)  (5,438)

－過年度に関する調整 11,524  6,743

税金費用合計 271,688  218,139

１
税引前利益の金額は、課税地域に所在する事業体のもののみから構成されている。

 

37　　現金および現金同等物

連結キャッシュフロー計算書に含まれる現金および現金同等物は、取得/設定日から３か月以内に
満期の到来する以下の金額からなる。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

現金および中央銀行預け金 51,166,206  29,912,204

銀行および金融機関預け金 2,960,720  6,573,919

現金および現金同等物 54,126,926  36,486,123
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38　　契約債務および偶発債務
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

信用状 56,212,240  31,470,088

保証状 64,839,308  50,947,669

未実行の信用供与コミットメント 22,100,064  24,636,477

金融保証 1,031,799  4,785,514

 144,183,411  111,839,748

注記４に記載されているとおり、これらの未実行の信用供与枠の信用リスク特性は、実行済の信用
供与枠と非常によく似ている。

報告日における資本コミットメントおよびオペレーティング・リース・コミットメントは以下に示
すとおりである。
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

将来の資本的支出コミットメント 159,799  48,836

不動産の将来のオペレーティング・リース料に関するコミットメント 114,117  151,918

 273,916  200,754

    

契約債務および偶発債務合計 144,457,327  112,040,502

信用状および保証状において、当グループは、書類の作成または顧客による契約条項の不履行を条
件として、顧客を代理して支払を行うことを約束している。

信用供与コミットメントとは、ローンおよびリボルビング・クレジットを供与するための契約上の
コミットメントである。コミットメントには一般に固定満期日またはその他の解約条項が設定され
ており、手数料の支払を要求することができる。コミットメントは実行されずに満了する場合があ
るため、約定額の合計は、必ずしも将来の必要資金を示すものではない。

オペレーティング・リース料の支払に関するコミットメントは以下に示すとおりである。

 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

1年未満 37,454  53,355

1年超5年未満 61,566  77,570

5年超 15,097  20,993

コミットメント合計 114,117  151,918

金融保証契約には、主として米ドル建ての銀行および金融機関とのクレジット・デフォルト契約
606百万ディルハム（2013年：4,665百万ディルハム）が含まれる。

産業別集中度：

金融保証契約は主に銀行および金融機関に関連する。
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所在地別集中度：
 未使用の

ローン・コミットメント

 金融保証

 2014年  2013年  2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

UAE 12,352,565  18,189,528  -  -

欧州 1,845,477  804,083  606,045  202,015

アラブ諸国 2,962,213  1,449,932  2,199  43,541

南北アメリカ 2,353,289  3,079,356  423,555  240,266

アジア 2,124,435  1,113,578  -  2,830,492

その他 462,085  -  -  1,469,200

 22,100,064  24,636,477  1,031,799  4,785,514
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39　　デリバティブ金融商品

当グループは、通常の業務過程において、デリバティブ金融商品を伴う様々な種類の取引を行って
いる。デリバティブとは、株式、債券、金利、為替、信用スプレッド、コモディティおよび株価そ
の他の指数等の原資産の価格からその価値が算出される金融商品である。デリバティブの利用者
は、信用リスクまたは市場リスクに対するエクスポージャーを増大または低減させることもできれ
ば、転換することもできる。デリバティブ金融商品には、先渡、先物、スワップおよびオプション
が含まれる。これらの取引は、主に銀行および金融機関と締結されている。

先渡および先物取引

通貨先渡取引とは、外貨および（または）自国通貨を購入するコミットメントである。これには、
現物受渡しを伴わない直物取引（すなわち、純額決済される取引）も含まれる。金利先物契約と
は、将来の日に、約定金利と現在の市場金利の差異を、名目元本の金額に基づき、現金で決済する
ことを要求する個別に譲渡可能な金利先物である。為替および金利先物とは、為替または金利の変
動に基づき、純額の受取りまたは支払いを行う契約上の義務、あるいは将来の日に、組織的な金融
市場で成立した特定の価格で、外貨または金融商品の売買を行う契約上の義務である。先物契約に
関する信用リスクは、現金または市場性のある有価証券で担保されており、先物契約の価値の変動
が取引所で日々決済されているため、無視することができる。

スワップ

通貨および金利スワップとは、一連のキャッシュフローを別のキャッシュフローと交換するコミッ
トメントである。スワップによって、通貨または金利の経済的交換（例えば、固定金利と変動金利
の交換）あるいはこれらすべての組合せの経済的交換（すなわち、クロスカレンシー金利スワッ
プ）が行われることになる。特定のクロスカレンシー・スワップを除き、元本の交換が行われるこ
とはない。当グループの信用リスクは、取引相手方が債務を履行しなかった場合の潜在的な損失を
表している。このリスクは、現在の公正価値、スワップ契約の想定元本および市場の流動性を参照
することによって継続的にモニタリングされている。負担する信用リスクの水準を管理するため
に、当グループは、貸付に関する活動と同様の手法を用いて取引相手方を評価している。

オプション

オプションとは、一定の期日または一定の期間内に、一定額の金融商品を一定の価格で購入（コー
ル・オプション）または売却（プット・オプション）を行う権利（義務ではない）を売手（発行
者）が買手（保有者）に付与する契約上の取決めである。売手は、リスクを引き受けることの見返
りに、買手からプレミアムを受け取る。オプションは、取引所取引が行われている場合もあれば、
当行と店頭取引（以下「OTC」という。）の顧客との間で取引される場合もある。

デリバティブは、活発な市場における公表価格を参照することによって、公正価値で測定される。
金融商品について活発な市場がない場合、公正価値は、取引相手価格または割引キャッシュフ
ロー、市場価格、イールドカーブおよびその他の参照市場データといった適切な価格または評価モ
デルを使用してデリバティブの構成要素の価格から算出する。

下表は、デリバティブ金融商品のプラスおよびマイナスの公正価値ならびに満期までの期間別に分
析された想定元本を示すものである。想定元本とは、デリバティブの原資産、参照レートまたは指
数であり、デリバティブの価値の変動額を測定する際の基礎となる。想定元本は、期末現在の取引
残高を示しており、市場リスクおよび信用リスクを示すものではない。

 

次へ
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  --------------------------------満期までの期間別想定元本-----------

2014年12月31日
プラスの

市場価値
 

マイナスの

市場価値
 想定元本  ３か月未満  

３か月から

１年
 

１年から

３年
 

３年から

５年
 ５年超

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

売買目的保有：                

金利デリバティブ                

スワップ 4,083,652  3,618,413  492,193,642  46,689,605  122,982,587  124,502,492  112,422,485  85,596,473

先物および先渡契約 14,148  7,178  45,397,661  -  45,397,661  -  -  -

オプションおよびスワプション 228,215  235,093  199,324,256  161,251,128  7,568,951  6,996,723  4,417,348  19,090,106

為替デリバティブ                

先渡契約 2,253,794  2,390,280  261,772,444  147,620,304  92,573,183  20,454,029  1,124,928  -

オプション 231,895  187,576  43,924,361  7,121,106  15,373,524  19,222,732  1,242,976  964,023

その他デリバティブ契約 370,824  361,248  2,702,980  594,307  1,079,996  818,752  209,925  -

 7,182,528  6,799,788  1,045,315,344  363,276,450  284,975,902  171,994,728  119,417,662  105,650,602

公正価値ヘッジとして保有：                

金利デリバティブ                

スワップ 237,833  4,151,288  54,625,157  3,410,218  5,959,527  31,198,306  1,403,677  12,653,429

 237,833  4,151,288  54,625,157  3,410,218  5,959,527  31,198,306  1,403,677  12,653,429

キャッシュフロー・ヘッジとして保

有：
               

金利デリバティブ                

先渡契約 2,467  2,048  2,499,033  2,499,033  -  -  -  -

 2,467  2,048  2,499,033  2,499,033  -  -  -  -

合計 7,422,828  10,953,124  1,102,439,534  369,185,701  290,935,429  203,193,034  120,821,339  118,304,031
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  --------------------------------満期までの期間別想定元本-----------

2013年12月31日
プラスの

市場価値
 

マイナスの

市場価値
 想定元本  ３か月未満  

３か月から

１年
 

１年から

３年
 

３年から

５年
 ５年超

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

売買目的保有：                

金利デリバティブ                

スワップ 4,140,108  2,811,469  413,332,300  62,481,971  99,606,886  133,815,365  60,036,301  57,391,777

先物および先渡契約 17,866  15,189  180,128,175  5,656,420  112,361,784  62,109,971  -  -

オプションおよびスワプション 145,307  134,545  81,607,486  15,059,300  41,590,791  4,996,405  3,314,952  16,646,038

為替デリバティブ                

先渡契約 1,362,812  1,413,680  189,421,730  119,753,860  60,172,442  8,073,591  1,421,837  -

オプション 45,770  45,770  5,186,561  1,327,350  3,717,360  141,851  -  -

その他デリバティブ契約 39,089  42,500  2,267,565  765,432  849,002  492,331  160,800  -

 5,750,952  4,463,153  871,943,817  205,044,333  318,298,265  209,629,514  64,933,890  74,037,815

公正価値ヘッジとして保有：                

金利デリバティブ                

スワップ 372,571  2,822,204  48,818,379  1,752,810  6,142,491  4,578,404  10,405,136  25,939,538

 372,571  2,822,204  48,818,379  1,752,810  6,142,491  4,578,404  10,405,136  25,939,538

キャッシュフロー・ヘッジとして保

有：
               

金利デリバティブ                

先渡契約 22,483  168,659  10,378,603  5,908,694  4,469,909  -  -  -

 22,483  168,659  10,378,603  5,908,694  4,469,909  -  -  -

合計 6,146,006  7,454,016  931,140,799  212,705,837  328,910,665  214,207,918  75,339,026  99,977,353
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デリバティブのプラス／マイナスの公正価値は、それぞれ売買目的およびヘッジ手段の公正な評価
により生じる利益／損失を表す。これらの金額は、現在または将来の損失を示すものではないが、
これは同様のプラス／マイナスの金額がヘッジ対象である貸出金、非トレーディング投資、期間借
入および劣後社債の帳簿価額に調整されているためである。

2014年12月31日現在、当グループは、特定の取引相手先から、デリバティブ資産の正の公正価値に
対する現金担保661,805千ディルハム（2013年：411,380千ディルハム）を受け入れている。これに
対して、当グループは、デリバティブ負債の負の公正価値に対する現金担保7,160,295千ディルハ
ム（2013年：3,490,049千ディルハム）を差し入れている。

デリバティブ関連の信用リスク：

デリバティブ関連の信用リスクは、当グループにとって有利な商品の正の公正価値に限定されてい
る。このような取引は、主に銀行および金融機関との間で行われている。

売買目的保有デリバティブ

当グループは、外貨、金利および信用リスクに対するエクスポージャーを管理するため、または価
格、金利または指数の有利な変動から利益を得ることを期待してポジションを保有するために、適
格ヘッジに指定されていないデリバティブを利用する。利用される商品には、主に金利および通貨
スワップならびに先渡契約が含まれる。これらのデリバティブの公正価値は、上表に示されてい
る。

公正価値ヘッジとして保有するデリバティブ

当グループは、自らの資産負債管理戦略の一環として、為替レートおよび金利の変動に対する自ら
のエクスポージャーを低減するために、ヘッジ目的で、相殺するポジションを保有する形でデリバ
ティブ金融商品を利用している。当グループは、貸出金、非トレーディング投資、期間借入および
劣後債等、具体的に特定された利付資産から生じる公正価値の変動をヘッジするために、金利ス
ワップを利用する。当グループは、具体的に特定された通貨リスクをヘッジするために、為替先渡
契約および通貨スワップを利用する。

キャッシュフロー・ヘッジとして保有するデリバティブ

当グループは、金融商品によって生じる外貨リスクをヘッジするために、先渡契約を利用する。当
グループは、有効なヘッジ関係を保持するために、デリバティブの重要な条件を実質的に一致させ
ている。

 

40　　関連当事者

関連当事者の属性

財務上または経営上の決定に関して、ある当事者が他の当事者を支配する、あるいは他の当事者に
重要な影響力を行使する能力を有している場合に関連当事者とみなされる。関連当事者は、当グ
ループの主要株主、取締役および主要経営陣からなる。主要経営陣は、当グループの戦略立案およ
び意思決定に関与する当グループの執行役員会のメンバー（以下「EXCO」という。）からなる。関
連当事者との取引の条件は、当グループの経営陣により承認され、関連当事者取引は、取締役また
は経営陣が同意した条件により行われる。

親会社および最終的な支配当事者

2006年法律第16号の規定に従って、アブダビ投資評議会（以下「評議会」という。）が設立され
た。評議会は、当行の発行済株式資本のうち69.96％（2013年：70.18％）を保有している。

当期中に当行は、4,000百万ディルハム(2013年：4,000百万ディルハム)のアブダビ政府ティア１
キャピタルノートについて、187.5百万ディルハム（2013年：240百万ディルハム）のクーポンを支
払うことを選択した。
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取締役および主要経営陣の報酬
 
 2014年  2013年

 千ディルハム  千ディルハム

主要経営陣の報酬    

短期雇用給付 79,875  78,408

退職後給付 2,010  1,734

退職手当 1,524  1,492

株式に基づく報酬 8,224  24,012

取締役の報酬 7,917  7,520

条件

貸出金は、様々な期間にわたって、様々な通貨建てで付与され、受諾されている。当期中に関連当
事者に対して実行されたこれらの貸出金に係る金利は、年利0.05％から10.75％（2013年：年利
0.05％から10.75％）で、当期中に関連当事者が行った顧客の預金に関して発生した金利は、０か
ら年利3.80％（2013年：０から年利3.80％）であった。

当期中に関連当事者との取引により稼得した手数料は、0.125％から2.00％（2013年：0.20％から
1.00％）であった。

関連当事者への貸付に対する担保は、担保権が付されていないものから完全な担保権が付されてい
るものまで様々である。
 
 取締役および

主要経営陣  主要株主  その他  

2014年

合計  

2013年

合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

報告日における関連当事者との取引残高は、以下に示すとおりである。     

金融資産 1,020,730  3,292,223  68,366,923  72,679,876  80,392,433

金融負債 298,639  2,835,699  86,999,239  90,133,577  66,831,350

偶発債務 368,446  3,859,157  39,312,828  43,540,431  42,009,286

期中に行われた関連当事者との取引は、以下に示すとおりである。       

受取利息 26,913  306,788  1,864,208  2,197,909  2,334,605

支払利息 210  168,134  252,706  421,050  380,386

受取手数料 4,310  1,753  69,344  75,407  72,314

その他は、アブダビ政府関連機関からなる。

当期中に関連当事者に対して供与された貸出金または関連当事者に有利な条件で発行された偶発債
務に関して、減損引当金は認識されていない（2013年：０ディルハム）。
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41　　セグメント別情報

前年度の中頃に採用された新規事業構造は、当グループの財務成績の発展の支援に加えて事業戦
略、顧客価値の提案、商品および流通経路の開発あるいは顧客関係をもたらす地域セグメントを超
えて、３つの主要な事業セグメントの構成で開発された。この構造は、一流顧客の基盤となるとい
う当グループの使命と整合した形で単純化された。

事業セグメント

・グローバル・ホールセール

グローバル・ホールセールは、グローバル・バンキングおよびグローバル・マーケッツからなる。
当該事業は、企業、大口顧客および投資家に異なるニーズの戦略的アドバイスおよび革新的かつ
オーダーメイドのソリューションを提供する。グローバル・バンキング部門は、リレーションシッ
プ貸付および資金調達業務、シンジケート業務、法人向け金融業務、特定資金調達業務、ストラク
チャード・ファイナンス業務、リーシング業務、証券業務、取引銀行業務、商業銀行業務、債券市
場業務およびスペシャル・アセット・アドバイザリー業務にわたる数々の金融サービスを提供す
る。グローバル・マーケッツ部門は、機関および法人向けサービス、リスク・ソリューションズ、
レポ管理および投資、コモディティ、電子商取引および外国為替取引に関連する業務を取り扱う。

・グローバル・ウェルス

グローバル・ウェルスは、先端的な投資ニーズのある個人富裕層およびその他の顧客に関連する業
務である。当該事業は、プライベート・バンキング業務、ローカル・ファンドおよびグローバル・
ファンドを含むアセット・マネジメント業務、一任ポートフォリオ運用、保管業務、仲介業務、事
業開発ならびに要望に適合した財産ソリューションズ(例えば、信託および相続プランニング、資
金計画、区分資金運用委託、仕組み貸付、不動産および未公開株式投資など)に関連する様々な商
品を提供する。

・グローバル・リテールおよびコマーシャル

グローバル・リテールおよびコマーシャル(以下「GRC」という。)は、リテールおよびコマーシャ
ル顧客セグメントならびに関連する業務および管理を対象とする。GRCは、一般大衆、富裕層、商
業およびイスラム銀行業務を含む当グループの広範な顧客基盤の異なるニーズに基づいて構成され
ている。

・本店

当グループは、その事業ユニットのすべてに対し、本店で一元的に管理している人事、情報技術、
財務、IR、リスク管理、広報、資産管理、法務、内部監査、コンプライアンス、調達、財務業務お
よび管理に関する支援を提供する。

地域セグメント

当グループは、UAE、ガルフおよびインターナショナルの３つに定義された地域別セグメント内の
支店、子会社および駐在員事務所のネットワークを通じて様々な事業セグメントを管理している。

・UAE

NBAD現地ネットワークは、アラブ首長国連邦を構成する７つすべての首長国において現在利用可能
である。

・ガルフ

湾岸地域におけるNBADの展開は、バーレーン、クウェートおよびオマーンの支店を通して運営され
ており、当該セグメントはヨルダンを含めるように拡張している。

・インターナショナル
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NBADインターナショナル・ネットワークは、ブラジル、中国、エジプト、フランス、香港、レバノ
ン、リビア、マレーシア、スーダン、スイス、英国および米国における事業展開を通じて運営され
ている。

報告セグメントの会計方針は、注記２および３の記載と同一である。セグメント間およびセグメン
ト内の支店間取引は、見積市場レートまたは経営陣が合意したレートで行われる。利息は、契約
レートまたはプールレートのいずれかで（いずれの場合も資金の再取得原価に近似したレート
で）、支店および事業セグメントに計上される。

各報告セグメントの結果に関する情報は、以下に記載されている。業績は、当グループの最高経営
責任者がレビューを行う内部経営者報告書に記載されたセグメントの税引前利益に基づき測定され
ている。セグメント利益は、業績を測定するために使用されている。これは、経営陣が、この業界
で事業を営む他の事業体と関連する特定のセグメントの結果を評価する際にこれらの情報が最も重
要であると確信しているためである。
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 事業セグメント  地域セグメント

 

グローバル・

ホールセール  

グローバル・

ウェルス  

グローバル・

リテール

および

コマーシャル  本店  合計  UAE  ガルフ

 

インター

ナショナル  合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

2014年12月31日現在および同日終了年度：                 

正味受取利息 3,339,902  679,249  2,200,734  798,133  7,018,018  5,761,008  209,922  1,047,088  7,018,018

受取利息以外の正味収益 1,618,840  383,670  1,143,105  251,084  3,396,699  2,794,631  79,527  522,541  3,396,699

営業収益 4,958,742  1,062,919  3,343,839  1,049,217  10,414,717  8,555,639  289,449  1,569,629  10,414,717

一般管理費およびその他営業費用 1,060,461  330,653  1,737,593  567,326  3,696,033  3,031,279  133,070  531,684  3,696,033

正味減損費用 431,767  24,399  337,268  74,693  868,127  661,214  56,773  150,140  868,127

税引前利益 3,466,514  707,867  1,268,978  407,198  5,850,557  4,863,146  99,606  887,805  5,850,557

国外法人税等 141,196  81,916  48,576  -  271,688  (2,600) 13,848  260,440  271,688

当期純利益 3,325,318  625,951  1,220,402  407,198  5,578,869  4,865,746  85,758  627,365  5,578,869

セグメント別資産合計 261,296,810  32,970,181  89,274,399  47,425,533  430,966,923  306,428,311  9,557,187  80,198,525  396,184,023

セグメント間残高         (54,868,211)        (20,085,311)

資産合計         376,098,712        376,098,712

セグメント別負債合計 255,606,075  31,809,342  85,680,449  19,907,675  393,003,541  272,185,956  8,239,621  77,795,064  358,220,641

セグメント間残高         (54,868,211)        (20,085,311)

負債合計         338,135,330        338,135,330
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 事業セグメント  地域セグメント

 

グローバル・

ホールセール  

グローバル・

ウェルス  

グローバル・

リテール

および

コマーシャル  本店  合計  UAE  ガルフ

 

インター

ナショナル  合計

 千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム  千ディルハム

2013年12月31日現在および同日終了年度：                 

正味受取利息 3,175,844  442,479  2,231,765  659,569  6,509,657  5,505,896  168,364  835,397  6,509,657

受取利息以外の正味収益 1,370,013  216,369  863,038  438,911  2,888,331  2,401,390  55,890  431,051  2,888,331

営業収益 4,545,857  658,848  3,094,803  1,098,480  9,397,988  7,907,286  224,254  1,266,448  9,397,988

一般管理費およびその他営業費用 847,600  266,229  1,536,427  580,132  3,230,388  2,634,947  125,883  469,558  3,230,388

正味減損費用 762,655  15,171  397,045  31,035  1,205,906  968,734  22,107  215,065  1,205,906

税引前利益 2,935,602  377,448  1,161,331  487,313  4,961,694  4,303,605  76,264  581,825  4,961,694

国外法人税等 107,413  45,877  64,849  -  218,139  -  12,538  205,601  218,139

当期純利益 2,828,189  331,571  1,096,482  487,313  4,743,555  4,303,605  63,726  376,224  4,743,555

セグメント別資産合計 231,403,160  28,169,942  85,408,361  50,786,523  395,767,986  256,508,915  7,961,645  76,499,179  340,969,739

セグメント間残高         (70,706,330)        (15,908,083)

資産合計         325,061,656        325,061,656

セグメント別負債合計 219,034,101  26,957,642  88,724,557  26,380,295  361,096,595  225,766,985  6,663,181  73,868,182  306,298,348

セグメント間残高         (70,706,330)        (15,908,083)

負債合計         290,390,265        290,390,265
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42　　１株当たり利益

１株当たり利益は、以下に記載されているとおり、ティア１キャピタルノートに係る支払額控除後
の当期純利益を期中の加重平均発行済普通株式数で除することにより算出される。
 
 2014年  2013年

基本１株当たり利益：    

当期純利益（千ディルハム） 5,578,869  4,743,555

控除：ティア１キャピタルノートに係る支払額（千ディルハム） (187,495) (240,000)

ティア１キャピタルノートに係る支払額控除後の純利益（千ディルハム） 5,391,374  4,503,555

加重平均普通株式数：    

当期１月１日現在普通株式（千株） 4,280,470  3,874,558

2014年に発行された無償株式による影響（千株） 428,212  428,212

2013年に発行された無償株式による影響（千株） -  388,430

ストックオプション制度に基づき行使された加重平均株式数（千株） 8,173  11,462

加重平均普通株式数(千株) 4,716,855  4,702,662

基本１株当たり利益（ディルハム） 1.14  0.96

    

希薄化後１株当たり利益：    

ティア１キャピタルノートに係る支払額控除後の純利益（千ディルハム） 5,391,374  4,503,555

加算：転換社債に係る利息（千ディルハム） 44,547  26,592

希薄化後１株当たり利益算出のための当期純利益（千ディルハム） 5,435,921  4,530,147

加重平均普通株式数（千株） 4,716,855  4,702,662

発行済潜在的希薄化普通株式による影響（千株） 117,655  75,843

ストックオプション制度における加重平均希薄化株式数(千株) 11,244  7,940

希薄化後１株当たり利益に関する加重平均発行済普通株式数（千株） 4,845,754  4,786,445

希薄化後１株当たり利益（ディルハム） 1.12  0.95

 

43　　信託業務

当グループは、2014年12月31日現在、顧客に対する信託業務のもとで10,274百万ディルハム（2013
年：7,906百万ディルハム）の管理資産を保有していた。さらに、当グループは、一部の顧客に対
して保護預かりサービスを提供している。

保護預かりまたは信託業務において保有される原資産は、当グループの連結財務書類から除外され
る。

 

44　　特別目的事業体

当グループは、顧客を代理してファンドの運用および投資活動を行うために、特定の目的を有する
特別目的事業体（以下「SPE」という。）を設立している。SPEが運用する株式および投資は当グ
ループが支配するものではなく、また、当グループは手数料収入を除きSPEの業務から便益を得て
いない。さらに、当グループは、いかなる保証も付与しておらず、これらの事業体の負債も引き受
けていない。したがって、SPEの資産、負債および経営成績については、当グループの連結財務書
類に含まれていない。SPEは以下のとおりである。

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)
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正式名称  業務  設立国  

持分

2013年

NBADノミニーズ・リミテッド
*

 株式登録  イングランド  -

NBADファンド・マネージャーズ（ガーンジー）リミテッド
*  株式/資産の運用  ガーンジー管区  -

NBADグローバル・グロース・ファンド・ピーシーシー・リミテッド
*  株式/資産の運用  ガーンジー管区  -

ワン・シェア・ピーエルシー  投資会社  アイルランド共和国  100％

NBADプライベート・エクイティ１  ファンドの運用  ケイマン諸島  58％

NBAD（ケイマン）リミテッド  ファンドの運用  ケイマン諸島  100％

NBADグローバル・マルチストラテジー・ファンド  ファンドの運用  ケイマン諸島  100％

*
当期中に清算済み

 

45　　比較数値

一部の比較数値は、これらの連結財務書類に適用されている表示および会計方針の変更と一致させ
るために必要に応じて組み替えられている。当期中に行われた重要な会計方針の変更は、以下のと
おりである。

当期中に、当グループはザカートおよび取締役の報酬に関する会計方針を変更した。従前の会計方
針では、ザカートは連結損益計算書に費用として計上されていたが、現在は新会計方針に基づき、
ザカートは当グループの所有者との取引として連結株主資本変動表の一部を構成した。その結果、
純利益が18.07百万ディルハム（2013年：17.6百万ディルハム）増加した。この変更による本連結
財務書類へのその他の影響はない。

反対に、従前の会計方針では、取締役の報酬は連結その他包括利益計算書の一部を構成していた
が、現在は新たな会計方針に基づき、取締役の報酬は費用として連結損益計算書の一部を構成して
いる。この会計方針の変更による当期純利益への影響はない（2013年：7.15百万ディルハムの影
響）。但し、2013年度の利益剰余金およびその他負債の期首および期末残高は、それぞれ連結株主
資本変動表および連結財政状態計算書に表示されているとおり、修正再表示されている。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

　上記１の財務書類に対する注記を参照のこと。

 

３【その他】

（１）後発事象

該当なし。

 

（２）訴訟

該当なし。

４【日本とＩＦＲＳとの会計原則の相違】

　当グループはUAEにおいて採用されている国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）の規定を採用して

いる。

　IFRSの原則は日本において一般的に公正妥当と認められる会計原則及び会計慣行と以下の重要な点で相

違している。

 

①　ストック・オプション

　IFRS第２号「株式報酬」では、企業は財貨・サービスの提供を受ける対価として持分金融商品を

付与するか（持分決済型）、又は負債を計上する（現金決済型）が、持分決済型の株式報酬取引

は、原則として受領した財貨又はサービスの公正価値で測定する（直接測定）。受領した財貨又は

サービスの公正価値が信頼性をもって測定できない場合は、付与した持分金融商品の公正価値で測

定する（間接測定）。従業員が提供する労働サービスについては、常に間接測定し、勤務条件が付

されている持分金融商品については、提供された労働サービスを付与した持分金融商品の付与日の

公正価値を参照して測定した上で付与日から権利確定日にわたり認識し、対応する金額は資本剰余

金に計上される。

　現金決済型の株式報酬は、負債の公正価値で測定される。公正価値の変動は、期末日に当期の損

益として認識する。

　日本では、企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」が適用され、従業

員に付与されたストック・オプションは付与日における公正な評価額で測定される。各会計期間に

おける費用計上額は、ストック・オプションの公正な評価額のうち、対象勤務期間を基礎とする方

法その他の合理的な方法にもとづき当期に発生したと認められる額で認識され、対応する金額は純

資産の部に新株予約権として計上される。権利が行使されずに失効した場合は、新株予約権として

計上した額のうち当該失効部分に対応する部分を失効が確定した期の利益として計上する。

　現金決済型の株式報酬に関する基準はない。

 

②　従業員給付

　IAS第19号「従業員給付」では、すべての数理計算上の差異はその他包括利益で即時認識される。

また、正味確定給付負債（資産）に対して割引率を乗じたものが純利息費用／利息収益として計上

される。

　日本では、未認識保険数理差損益は全額償却されなければならず、原則として従業員の平均残存

勤務期間内の一定期間にわたり損益計算書に認識される。

 

③　連結財務諸表

　2013年１月１日よりIFRS第10号「連結財務諸表」が適用されている。IFRS第10号は、特別目的事

業体を含むすべての事業体に適用する単一の支配モデルを作成し、連結財務諸表を取扱う従来のIAS

第27号「連結及び個別財務諸表」の一部及びSIC第12号「連結－特別目的事業体」を置き換えてい

る。
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　IFRS第10号の支配の定義により投資者は、その投資先への関与により生じる変動リターンに対す

るエクスポージャー又は権利を有し、かつ投資先に対するパワーにより当該変動リターンに影響を

及ぼす能力を有している場合、投資先を支配しており連結する。IFRS第10号における支配の定義を

満たすには以下の３つの基準を満たさなければならない。

(a) 投資者は、投資先に対するパワーを有していること

(b) 投資者は、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有

していること

(c) 投資者は、投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を

有していること

　連結財務諸表は類似の状況における同様の取引及びその他の事象について統一された会計方針を

用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。

　日本でも連結範囲は支配に基づき判断される。支配は一定割合の議決権の所有に加えてその企業

の意思決定機関を支配している場合に存在する。SPEは支配基準に基づいて連結されるが、金融資産

の譲渡目的(つまり証券化等)のためにのみ設立されたSPEはこの限りではない。原則として、同一環

境下で行われた同一の性質の取引及び事象については、会計方針の統一が要求されている。ただ

し、のれんの償却や退職給付の未認識損益の償却などのいくつかの会計方針を除き、IFRSや米国会

計基準に基づいて作成された在外子会社の財務諸表を用いることが認められている。

 

④　資産の減損

　IAS第36号「資産の減損」では、資産に減損の兆候がある場合は回収可能価額を測定し、当該回収

可能価額が帳簿価額より低い場合には、差額を減損損失として計上する。金融商品の減損について

はIAS第39号で規定されている。

　減損がもはや存在しないあるいは減少したといった回収可能価額を算定するために使用される見

積もりに変更があった場合には減損損失の戻入れが行われるが、のれんにかかる減損損失は戻入れ

ない。同様にその他有価証券に区分される株式の減損損失も損益計算書では戻入れない。

　日本では、固定資産の減損に関する会計基準として、「固定資産の減損に係る会計基準」が適用

されている。当該基準では、長期性資産の割引前見積将来キャッシュフローが帳簿価額より低い場

合に、当該帳簿価額と回収可能価額の差額が減損損失として計上される。減損損失の戻入れは禁止

されている。

 

⑤　金融資産の認識の中止

　IAS第39号「金融商品：認識及び測定」に従って、金融資産は支配及びリスク／経済価値分析の混

合モデルに基づいて認識が中止される。金融資産は、(1)金融資産からのキャッシュフローに対する

契約上の権利が消滅する時、又は(2)企業が（キャッシュフローに対する契約上の権利又は義務を移

転したといった特定の要件を満たし）、キャッシュフローに対する権利を譲渡し、当該金融資産の

所有に対するリスクと経済価値のほぼすべてを移転する場合に認識が中止される。全体の認識の中

止は支配の移転だけでなくリスクと経済価値の移転という結果となりうる。金融資産のリスクと経

済価値並びに支配の一部を留保したまま企業が金融資産を譲渡している場合、一部の（関与は継続

する。）認識が中止される。

　日本では、「金融商品に関する会計基準」により、金融資産の消滅は金融資産の契約上の権利を

行使したとき、権利を喪失したとき又は権利に対する支配が他に移転したときに認識される。金融

資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、(a)譲渡された金融資産に対する譲渡人の契

約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全され、(b)譲受人が譲渡された金融資産の契約上

の権利を直接又は間接に通常の方法で享受でき、(c)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満

期前に買戻す又は償還する権利及び義務を実質的に有していない場合である。

 

⑥　債務保証
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　IAS第39号「金融商品：認識及び測定」では、債務保証は当初、公正価値で計上され、その後、

(a)債務保証により生じる損失額を反映するためにIAS第37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」で

要求される引当金、もしくは(b)IAS第18号「収益」に従って償却されない金額のいずれか大きい額

で認識される。

　日本では、債務保証は、金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じるものを除いて時価では

計上されず、銀行等の金融機関を除き財務諸表において引当金として計上、又は注記等として開示

される。

 

⑦　金融資産・負債の分類と測定

　IAS第39号では、トレーディング目的の金融資産（デリバティブを含む。）は公正価値で測定し、

公正価値の変動を損益計算書で認識する。また、一定の場合に使用可能な取消不能のオプションが

認められており、金融資産、金融負債を当初の認識時に「損益計算書を通じて公正価値で測定す

る」項目として分類し、公正価値で測定して差額を損益計算書で認識することができる。

　売却可能投資は公正価値で評価し、評価差額は資本に計上する。

　活発な市場における市場価格がなく、かつ公正価値を信頼性をもって測定できない持分投資は原

価で評価する。

　貸付金と債権とは、活発な市場で取引されていないが、固定されているか又は決定可能な金額の

支払を有するデリバティブ以外の金融資産である。これらは減損を考慮した実効金利法による償却

原価で評価される。

　金融資産（持分証券を含む。）の減損については、各報告日及び期中において定期的に減損の客

観的な証拠が存在するか否かが評価される。損失事象が資産の当初認識後に発生し、当該損失事象

が資産の将来キャッシュフローに与える影響を信頼性をもって見積ることのできるという客観的証

拠が存在する場合のみ資産は減損しており、減損損失が計上される。

　日本では、トレーディング目的の金融資産が公正価値で測定され、公正価値の変動を損益計算書

で認識している。上記のような金融商品を公正価値評価する取消不能オプションは認められていな

い。

　売却可能有価証券（「その他有価証券」）は公正価値で測定され、公正価値の変動額は以下のい

ずれかの方法で処理する。

・　公正価値の変動額を純資産に計上し、売却、減損あるいは回収時に損益計算書へ再計上する。

・　銘柄ごとに、公正価値が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に

計上する。

　市場価格のない株式は原価で評価する。

　金融負債はヘッジ会計によるものを除き、公正価値での測定は認められていない。

　債権については、取得価格から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額で計

上される。貸倒見積高は、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を区分した上で貸倒見積

高を算定する。

 

⑧　複合金融商品－転換社債

　金融商品の発行体は、金融商品が負債部分と資本部分の両方を含んでいるかどうかを判定するた

めに、金融商品の契約条件を検討した上で、金融負債、金融資産又は資本性金融商品として別々に

分類しなければならない。

　日本では、新株予約権付き社債の発行は、発行に伴う払込金額を社債の対価部分と新株予約権の

対価部分とに区分せずに普通社債の発行に準じて処理する方法、又は社債の対価部分と新株予約権

の対価部分を区分する方法のいずれかにより会計処理される。新株予約権の対価部分は、純資産の

部に計上し、権利が行使され、新株を発行したときは資本金又は資本金及び資本準備金に振り替

え、権利が行使されずに権利行使期間が到来した場合には、利益として戻入れる。

 

⑨　ヘッジ会計
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　IAS第39号では、一般に、以下のヘッジが認められている。

(1)　公正価値ヘッジ

　公正価値ヘッジ会計の場合、公正価値ヘッジと認められ、指定されるデリバティブにかかる公

正価値の変動は損益計算書に計上され、ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象資産及び負債

にかかる公正価値の変動も同様に損益計算書に計上される。

(2)　キャッシュフロー・ヘッジ

　キャッシュフロー・ヘッジと認められる場合、キャッシュフロー・ヘッジの有効な部分に関連

する公正価値による評価損益は当初株主資本に認識され、ヘッジ対象項目が損益に影響を及ぼす

のと同じ期に損益に振り替えられる。ヘッジの非有効部分は即時に損益計算書に認識される。

(3)　在外営業活動体に対する純投資ヘッジ

　有効なヘッジと認められる場合、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジとされる部分はその他

包括利益に認識される。ヘッジの非有効部分は、損益計算書に認識される。

　日本では、原則として、ヘッジ手段の時価の変動は、対応するヘッジ対象項目に係る損益が認

識されるまで、資産又は負債として繰り延べる(「繰延ヘッジ」)。これは公正価値ヘッジ、

キャッシュフロー・ヘッジの両方に適用される。「その他有価証券」のヘッジについては繰延

ヘッジと時価ヘッジが認められており、後者では時価の変動を損益計算書で認識する。資産購入

に関する予定取引のヘッジについては取得価格に加減されるが、利付金融資産の取得の場合には

繰延ヘッジ損益として区分処理することが認められる。

　一部の金利スワップに関して一定の要件を満たす場合には特例処理が認められており、金利ス

ワップを時価評価せず金融資産・負債にかかる利息に加減して処理することができる。
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第７【外国為替相場の推移】

１【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

決算年月 2010年12月31日

に終了した

事業年度

2011年12月31日

に終了した

事業年度

2012年12月31日

に終了した

事業年度

2013年12月31日

に終了した

事業年度

2014年12月31日

に終了した

事業年度

最高（円） 25.76 23.28 23.61 28.67 33.09

最低（円） 21.89 20.65 20.75 23.70 27.49

平均（円） 23.89 21.70 21.73 26.59 28.84

期末（円） 22.10 20.94 23.61 28.67 32.61

ディルハムの対円相場（ニューヨーク・コンポジット・レート）である。

出典：ブルームバーグ・データ・ベース

 

２【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

月別 2014年12月 2015年１月 2015年２月 2015年３月 2015年４月 2015年５月

最高（円） 33.09 32.73 32.75 33.06 32.78 33.79

最低（円） 31.94 31.77 31.93 32.44 32.32 32.42

平均（円） 32.52 32.20 32.33 32.78 32.53 32.89

ディルハムの対円相場（ニューヨーク・コンポジット・レート）である。

出典：ブルームバーグ・データ・ベース

 

３【最近日の為替相場】

33.67円（2015年６月23日）

出典：株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客外国為替相場の公表仲値

 

EDINET提出書類

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ａｂｕ　Ｄｈａｂｉ　Ｐ．Ｊ．Ｓ．Ｃ．）(E25742)

有価証券報告書

264/270



第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

該当なし。

 

第９【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

該当なし。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類および提出日は以下のとおりで

ある。

 

提出書類 提出年月日

１　有価証券報告書（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日） 平成26年６月30日

２　訂正発行登録書（平成24年12月14日付発行登録書の訂正） 平成26年６月30日

３　訂正発行登録書（平成25年５月31日付発行登録書の訂正） 平成26年６月30日

４　半期報告書（自　平成26年１月１日　至　平成26年６月30日） 平成26年９月30日

５　訂正発行登録書（平成24年12月14日付発行登録書の訂正） 平成26年９月30日

６　訂正発行登録書（平成25年５月31日付発行登録書の訂正） 平成26年９月30日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

第１【保証会社情報】

該当なし。

 

第２【保証会社以外の会社の情報】

該当なし。

 

第３【指標等の情報】

該当なし。
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独立監査人の監査報告書

ナショナル・バンク・オブ・アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー株主各位

 

連結財務書類に関する報告

　私どもは、添付のナショナル・バンク・オブ･アブダビ・ピー・ジェー・エス・シー（以下「当
行」という。）およびその子会社（以下「当グループ」という。）の連結財務書類の監査を行っ
た。当該財務書類は、2014年12月31日現在の連結財政状態計算書、同日終了年度における連結損益
計算書、連結その他包括利益計算書、連結株主資本変動表および連結キャッシュフロー計算書、な
らびに重要な会計方針の概要およびその他の説明的情報からなる注記で構成されている。

連結財務書類における経営陣の責任

　経営陣は、国際財務報告基準に準拠した本連結財務書類の作成および適正な表示、ならびに経営
陣が不正または誤謬による重要な虚偽記載のない連結財務書類の作成を可能にするために必要であ
ると決定した内部統制について責任を負う。

監査人の責任

　私どもの責任は、私どもの監査に基づき、本連結財務書類について意見を表明することにある。
私どもは、国際監査基準に準拠して監査を行った。それらの基準は、私どもが倫理上の要件に準拠
し、連結財務書類に重要な虚偽記載がないことについて合理的な確証を得るための監査を計画し、
実施することを要求している。

　監査には、連結財務書類の数値および開示内容に関する監査証拠を入手するための手続きの実施
が含まれる。この手続きは、監査人の判断によって選定され、不正または誤謬による連結財務書類
の重要な虚偽記載のリスクの評価が含まれている。私どもは、それらのリスク評価を行う際に企業
の連結財務書類の作成および適正な表示に関連する内部統制を考慮しているが、これはその状況下
において適切な監査手続を整備するためであり、企業の内部統制の有効性に関して意見を表明する
ためではない。また監査には、経営陣により採用された会計方針の妥当性および経営陣の行った会
計上の見積りの合理性を評価すること、ならびに財務書類全般の表示を評価することが含まれる。

　私どもは、私どもの入手した監査証拠は、私どもの意見表明のための十分かつ適切な基礎を提供
していると確信している。

意見

　私どもの意見によれば、本連結財務書類は国際財務報告基準に従い、当グループの2014年12月31
日現在の連結財政状態ならびに同日終了年度における連結財務業績および連結キャッシュフローに
ついて、すべての重要な点において適正に表示している。

その他法令上の要件に関する報告

　1984年アラブ首長国連邦法第８号（その後の改正を含む。）の規定に従い、私どもは、監査に必
要な情報および説明をすべて入手していること、本財務書類がすべての重要な点において1984年
UAE連邦法第８号（その後の改正を含む。）、1980年連邦法第10号および当行の定款に準拠してい
ること、適切な財務記録が当行により維持されていること、および本連結財務書類に関連した会長
による報告書の内容が当グループの財務記録と一致することについても確認する。私どもは、2014
年12月31日終了年度中に当行の事業またはその財政状態に重大な悪影響を及ぼした可能性のある上
記の法律および定款への違反は認識していない。

 

 

オースティン・ルドマン
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Independent Auditors’ Report
 
The Shareholder
National Bank of Abu Dhabi PJSC
 
Report on the Consolidated Financial Statements

We have audited the accompanying consolidated financial statements of National Bank of Abu Dhabi PJSC (the

“Bank”) and its subsidiaries ( “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31

December 2014, the consolidated statements of profit or loss, other comprehensive income, changes in equity and

cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other

explanatory information.

Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in

accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management

determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material

misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We

conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we

comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the

consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the

consolidated financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of

the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making

those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the

consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but

not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also

includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit

opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated

financial position of the Group as at 31 December 2014, and its consolidated financial performance and its

consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by the UAE Federal Law No. 8 of 1984 (as amended), we further confirm that we have obtained all

information and explanations necessary for our audit; the financial statements comply, in all material respects, with

the applicable requirements of the UAE Federal Law (8) of 1984 (as amended), Union Law No. 10 of 1980 and the

Articles of Association of the Bank; that proper financial records have been kept by the Bank; and the contents of

the Chairman’s report which relate to these consolidated financial statements are in agreement with the Group’s

financial records. We are not aware of any violation of the above mentioned Laws and the Articles of Association
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having occurred during the year ended 31 December 2014, which may have had a material adverse effect on the

business of the Bank or its financial position.

 

KPMG

Austin Rudman

Registration No. 844 28 January 2015

 
（※）上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。その原本は本有価証券報告

書提出会社が別途保管しております。
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